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Ⅰ 高等専門学校の現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 有明工業高等専門学校 

（２）所在地 福岡県大牟田市 

（３）学科等の構成 

学科：機械工学科，電気工学科，電子情報工学科， 

物質工学科，建築学科 

専攻科：生産情報システム工学専攻，応用物質工 

学専攻，建築学専攻 

（４）学生数及び教員数（平成24年５月１日現在） 

学生数：学 科１０１６人 

    専攻科６６人 

専任教員数：７６人 

助手数：０人 

 

２ 特徴 

（１）沿革と学科構成 

有明工業高等専門学校（以下「本校」という）は，昭

和38年に機械工学科・電気工学科・工業化学科の3学科構

成で設置された。九州地区の建築技術者育成の要望もあ

り，昭和43年，建築学科を増設した。 

 その後，コンピュータを中心とした技術革新が急速に

進み，情報処理関係の技術者育成の要望に応え，平成元

年に電子情報工学科を増設した。 

 また，平成6年には工業化学科を物質工学科に改組し，

バイオテクノロジー分野の技術者育成も取り入れた。 

 さらに，平成13年には，生産情報システム工学専攻，

応用物質工学専攻，建築学専攻の3専攻からなる専攻科を

設置した。生産情報システム工学専攻は本科の機械工学

科，電気工学科，電子情報工学科を統合した専攻である。 

 平成12年，本校の教育研究レベルの向上を図るために，

新しく教育理念を明文化し，教育内容や教育環境の改善

を継続して行っている。平成14年度以降，校舎，図書館

棟，寮，第二体育館等の改修・耐震対策事業を行ってい

る。また，全国高専に先駆けて，学内のバリアフリー化

が進められた。 

 また，本校は女子学生数が多く，平成24年度で本科お

よび専攻科で合計216名の女子学生が在籍している。 

（２）教育方法の特徴  

 本校は，平成12年から工学基礎教育の動機づけを目的

とした科目である工学基礎Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを実施している。 

平成13年から本科2年次に5学科の学生が各8名程度で構成

される「混合学級」を取り入れた。混合学級では他学科

の専門に触れ合う機会が増え，「幅広い工学基礎」の修

得に寄与している。また，専攻科で開講される創造設計

合同演習では他学科・他専攻の学生とチームを組み，PBL

の手法を取り入れた授業を通して，「課題解決力の育成」

に取り組んでいる。 

 本校は，社会的要請の強い政策課題に関する取組「現

代的教育ニーズ取組支援プログラム」として，平成 18～

20 年の 3 年間，「荒尾地域再生産学住協働プログラム‐

まちなか研究室から食・酒造り，まちづくり‐」が採択

され，取組を実施した。そこで，「地域協働特論」，

「地域協働演習Ⅰ」，「地域協働演習Ⅱ」の学際的テー

マを扱う科目を設定し，現在も継続的に取組んでいる。 

 本校では，「幅広い工学基礎と豊かな教養を基盤に，

創造性，多様性，学際性，国際性に富む実践的な高度技

術者」の育成を目指している。なお，平成16年から現在

まで継続してJABEE認定校となっている。 

（３）地域連携活動 

 本校では，地域活性化の核となるように，多種多様な

地域連携活動を展開している。平成11年に，有明広域地

域（大牟田・荒尾とその近隣）の企業が参加する「有明

広域産業技術振興会」が発足し，有明高専が主管となり，

地元企業を中心に継続して様々な連携を行っている。 

 本校では，平成14年から「地域共同テクノセンター」

を設置し，企業との共同研究や受託試験など地域との連

携に関する取組を積極的に展開している。 

 地域への技術・教育支援を目的として，平成20年に地

域教育支援委員会を設置し，また，本校が立地する大牟

田市と荒尾市の両教育委員会と連携協力協定を締結し，

「出前授業」，「公開講座」，「教員研修」等の地域教

育に関する様々な取組を実施している。 

（４）学生の課外活動 

 本校は，学生の課外活動も活発であり，体育系・文化

系部活動が合計34存在し，全学生の約7割がいずれかに所

属し，豊かな人間性の涵養の大きな一助となっている。

例として，平成23年度Hondaエコマイレッジ九州大会で自

動車工学部が優勝，専攻科においても平成23年演算増幅

器設計コンテストで生産情報システム工学専攻2年生が1

位の偉業を成し遂げている。
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Ⅱ 目的 

１．有明工業高等専門学校の目的 

 本校の目的は，準学士課程においては「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成すること」，専攻科においては「高等

専門学校における教育の基盤の上に立ち，精深な程度において工業に関する高度な専門知識及び技術を教授し，もって広く産業の発

展に寄与する実践的かつ創造的な技術者を育成すること」である。これらは，教育基本法および学校教育法に基づき，本校の学則の

第1条，第41条にそれぞれ定めている。 

 

２．教育研究活動実施上の基本方針 

 本校は，教育理念を「幅広い工学基礎と豊かな教養を基盤に，創造性，多様性，学際性，国際性に富む実践的な高度技術者の育成

を目指す」と定め，人に優しい，自然と共存できる技術の開発に携わり，環境問題・食糧問題・エネルギー問題など今日的な諸課題

について柔軟に対応できる以下に示すような技術者の養成を目的としている。 

１） 独創性に富む豊かな発想で「ものづくり」の創造性を発揮できる，個性が輝く技術者（創造性） 

２） 社会の進展・多様化に対応できる自己啓発・向上能力に富む技術者（多様性） 

３） 学際的技術分野で活躍するに十分な優れた協同活動能力を持つ技術者（学際性） 

４） 国際社会で活躍できる広い視野とコミュニケーション能力を含む教養を持つ国際性豊かな技術者（国際性） 

さらに，地域社会の活性化の核となる教育・研究活動を盛んにすることが切実に求められていることから，地域連携に関する教育

理念「地域活性化の核となる，地域と密着した，開かれた高専」も付け加えている。 

 

３．学習・教育到達目標 

 本校は，上記基本方針を念頭に置き，準学士課程に対して以下の学習・教育到達目標を設定している。 

【準学士課程】 

（Ａ）豊かな教養と国際性 

(A-1)考察力：地球的視野から物事を多面的に理解できること。 

(A-2)倫理観：社会や自然の中での技術の役割を理解し，技術者としての責任を自覚できること。 

(A-3)コミュニケーション能力：適切かつ円滑に読解・表現ができること。 

（Ｂ）専門知識と学際性 

(B-1)基礎知識：専門分野の基礎となる内容を理解していること。 

(B-2)専門知識：専門分野の内容を理解していること。 

(B-3)実践力：実験・実習等の内容を理解・実行・考察できること。 

(B-4)工学の学際的知識：様々な分野の知識と技術を理解し，複合的に活用するための視野を持っていること。 

（Ｃ）創造性とデザイン能力 

(C-1)課題探究力：自ら課題を発見し，その本質を理解できること。 

(C-2)課題解決力：身につけた教養と実践力を活用し，課題を解決できること。 

 

 次に，専攻科課程に対しては，準学士課程の学習・教育到達目標を基盤に，それぞれの内容をより具体化・高度化した学習・教育

到達目標を設定している。 

【専攻科課程】 

（Ａ）豊かな教養と国際性 

(A-1)多面的考察力：物事を多面的に考察できること。 

(A-2)高い倫理観：技術者としての倫理観を確立できること。 

(A-3)コミュニケーション能力：日本語および外国語によるコミュニケーションを適切にできること。 
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（Ｂ）専門知識と学際性 

(B-1)工学の基礎知識：工学の基礎知識を専門に応用できるまで理解できること。 

(B-2)工学の専門知識：工学の専門知識を深く理解できること。 

(B-3)実践力：実験・実習等を確実に実践できること。 

(B-4)工学の学際的知識：工学の学際的知識を専門知識に活用できる程度に習得すること。 

（Ｃ）創造性とデザイン能力 

(C-1)課題探究力：現状を進展させるための課題の探求・理解が自らできること。 

(C-2)課題解決力：様々な問題に対処できるデザイン能力を習得すること。 

 

４． 各学科および各専攻の教育上の目的 

 本校は，各専門学科と各専攻に以下のような目的を設定している。 

【準学士課程】 

機械工学科：(1)機械工学及びその関連分野において，様々な問題を論理的に分析し自分の力で解決できる能力を持った技術者の育

成，(2)倫理観を持ち環境にやさしく人類のためになる創造的ものづくりができる能力を持った技術者の育成，(3)常に向上心を持ち

高い目標へ挑戦できる能力を持った技術者の育成 

電気工学科：(1)基礎学力に育まれた豊かな創造性と電気電子工学から情報工学までの幅広い専門知識により，新しい技術や課題に

柔軟に対応できる能力を有する人材の育成，(2)エネルギー問題や環境問題など現代社会の抱えるさまざまな課題に対して，これら

を正しく評価できる分析能力と問題解決能力を有する人材の育成，(3)人間社会における技術のあり方を深く理解し，環境にやさし

い電気電子情報技術を積極的に開拓するという向上心と倫理観を有する人材の育成 

電子情報工学科：(1)社会を支える情報通信技術を維持・発展させるための電子工学・情報工学の専門知識を総合的に身につけた人

材の育成，(2)電子工学・情報工学分野における多様な課題に対する分析能力と問題解決能力を有する人材の育成，(3)豊かな創造力

と技術者としての高い倫理観を有する人材の育成 

物質工学科：(1)化学，生物に関する基礎的・専門的知識の習得により，新しい技術と課題に対応できる能力をもつ技術者の育成，

(2)様々な問題を論理的に解析し，その問題を解決できる能力を持つ技術者の育成，(3)現場での実践的コミュニケーション能力を持

つ技術者の育成 

建築学科：(1)多様化する建築界において新しい技術や課題に対応するため基礎学力と幅広い専門知識を有する人材の育成，(2)人間

の生活環境を豊かにするための創造力や社会で直面するさまざまな課題を解決する総合力・問題解決能力を有する人材の育成，(3)

建築に対する興味や技術的関心，倫理観や向上心と自立心に支えられた建築技術者としての資質を持った人材の育成 

 

【専攻科課程】 

生産情報システム工学専攻：(1)高度科学技術社会，国際的なエネルギー問題、環境問題に対応できる論理的思考能力と解決能力を

備えた実践的技術者の育成，(2)準学士課程での機械、電気、情報工学の基礎的な知識と技術を基に，より高度に融合された機械・

電気・情報分野の幅広い専門科目を修得した学際性を備えた実践的技術者の育成，(3)高い倫理観を持ち，幅広い視野と国際性を備

えた実践的技術者の育成   

物質工学専攻：(1)化学技術やバイオテクノロジーの進展に対応しうる知識と技術をもち、これを化成品、材料、食品、医薬品など

の開発、製造などに展開する能力を有する実践的技術者の育成，(2)基礎的・専門的学力と学際領域にわたる幅広い知識を活用して、

環境に配慮したものづくりができる実践的技術者の育成，(3)工業生産活動におけるニーズとシーズを的確に捉える能力を持ち、国

際性を備えた実践的技術者の育成 

建築学専攻：(1)計画・環境系あるいは構造・生産系のいずれかに重点を置いた高度な実践的技術を有する人材の育成，(2)建築界に

おける諸問題を捉え，解決に導くための論理的思考能力や実践的技術センスを有する人材の育成，(3)建築分野のみならず，建築分

野以外の領域にまたがる課題に対しても対応できる資質を有する人材の育成 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

 

（１） 観点ごとの分析 

 

観点１－１－①：高等専門学校の目的が，それぞれの学校の個性や特色に応じて明確に定められ，そ

の内容が，学校教育法第115条に規定された，高等専門学校一般に求められる目的

に適合するものであるか。また，学科及び専攻科ごとの目的も明確に定められてい

るか。 

 

（観点に係る状況） 

１．有明工業高等専門学校の目的 

 本校は，教育基本法及び学校教育法第115条

に基づき，「深く専門の学芸を教授し，職業に

必要な能力を育成することを目的とする。」と

学則第１条において目的を明文化している（資

料１－１－①－１参照）。この目的に基づき，

教育理念｢幅広い工学基礎と豊かな教養を基盤

に，創造性，多様性，学際性，国際性に富む実

践的な高度技術者の育成を目指す｣を定めてい

る（資料１－１－①－２参照）。 

 

２．教育研究活動実施上の基本方針 

 本校は，創設以来，知育・徳育・体育を基本

理念として技術者教育を展開した。それは，学

生が卒業後あるいは修了後，技術者として活躍

するときに，この基本理念が必要不可欠と考え

たためである。 

 近年の複合科学時代・高度情報化社会にとも

ない，本校の卒業生も国際的に活躍することを

求められる時代となった。このような背景から，

上述の新しい教育理念を定めて，創造性・多様

性・学際性・国際性の４つのキーワードを含む

新しい教育理念（資料１－１－①－２）の下に，

全校一致して教育を実施している。 

 

３．学習・教育到達目標 

 本校の学習・教育到達目標は，前章に列記し

た通りであり，学校全体の目標に加えて，各学

資料１－１－①－１ 

 

有明工業高等専門学校学則 ［昭和 38 年 4 月 1 日制定］ 

 

第１章 本校の目的 

第１条 本校は，教育基本法及び学校教育法に基づき，深く

専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成する

ことを目的とする。 

 （後略） 

 

（出典 有明工業高等専門学校学則） 

 

資料１－１－①－２ 

 
有明工業高等専門学校の教育理念 

 

 
（出典 平成 24 年度学校要覧） 
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科及び各専攻の目標や目的を定めている。本校の学習・教育到達目標は，下記に示す３大項目を基盤

に，本校で育成しようとしている技術者の人材像を描いている。 

 

（Ａ）豊かな教養と国際性を備えた技術者 

（Ｂ）専門知識と学際性を備えた技術者 

（Ｃ）創造性とデザイン能力を備えた技術者 

 

 さらに，上記の各項目について，上記（Ａ）は３つ，上記（Ｂ）は４つ，上記（Ｃ）は２つ，合計

９つの具体的な小項目を定めることにより，達成しようとしている基本的な成果や準学士課程卒業時

あるいは専攻科課程修了時に身に付けておくべき資質・能力を明確に示している。ただし，上記（Ａ）

〜（Ｃ）の各小項目について，専攻科課程については、準学士課程の学習・教育到達目標を基盤に，

各内容をより具体化あるいは高度化して学習・教育到達目標を設定している。例えば，｢（Ａ）豊か

な教養と国際性を備えた技術者｣においては，準学士課程および専攻科課程のそれぞれについて，下

記の３つの小項目を定めている。 

 

   ◆準学士課程               ◆専攻科課程 

    （Ａ—１）考察力             （Ａ—１）多面的考察力 

    （Ａ—２）倫理観             （Ａ—２）高い倫理観 

    （Ａ—３）コミュニケーション能力     （Ａ—３）コミュニケーション能力 

 

このような小項目により，本校の学生が身に付けるべき具体的な能力を明示している。 

 さらに，各小項目をわかりやすく解説した１〜２行の説明文をつけている。この説明文も，上述と

同様の理由から，準学士課程あるいは専攻科課程ではそれぞれ説明文が異なっている。例えば，上記

（Ａ－１）について，準学士課程においては「地球的視野から物事を多面的に理解できること．」と，

専攻科においては「物事を多面的に考察できること．」と，それぞれ具体的に説明しており，学生が

学習・教育到達目標をより理解できるように配慮している。なお，学習・教育到達目標の全文は前章

に掲載している。 

 また，本校では，｢アドミッションポリシー｣で「求める学生像」を定めている。つまり，本校に適

した人材を受け入れて，上記の学習・教育到達目標を達成させるために，入学志願者に対して受入れ

側から意思を表示したものである。アドミッションポリシーの詳細については基準４で述べるが，準

学士課程１年次入学生，準学士課程４年次編入学生および専攻科課程入学生のそれぞれについて，ア

ドミッションポリシーを定めている。 

 前述した本校の教育理念，学習・教育到達目標の下で，本校の教員とその支援者は日常の教育活動

を実施している。つまり，準学士課程（機械工学・電気工学・電子情報工学・物質工学・建築学）の

教育及び専攻科課程（生産情報システム工学専攻・応用物質工学専攻・建築学専攻）の教育を通じて，

技術者を育成している。 

 本校が産業界に送りだした準学士課程卒業生について，各企業の人事担当者に，「入社時の実力」

及び「入社後の仕事ぶり」をアンケートした。資料１－１－①－３及び資料１－１－①－４に，その

結果を示す。前述の両設問に対するアンケート結果は，「満足」及び「おおむね満足」をあわせた割

合が，「入社時の実力」については約60%であり，「入社後の仕事ぶり」については約70%であった。
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「入社時の実力」に比べて「入社後の仕事ぶり」に対する回答のほうが約10%程度高いことから，本

校の教育が表面的な職業能力の育成ではなく，幅広い工学基礎に基づいた深い専門性を有する技術者

を育成していることがわかる。あわせて，専攻科課程修了生についても同様のアンケートを実施した

が，その結果は「採用実績はない」の回答が約65%をしめていた。しかし，採用実績のある企業から

の回答は，「満足」及び「おおむね満足」をあわせた割合が，両設問とも約70%であった。これより，

本校の準学士課程卒業生および専攻科課程修了生は，企業での実践的な仕事に対応できる実力を持っ

て卒業あるいは修了していることがわかる。 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 本校の目的は，学校教育法第115条に規定された「高等専門学校一般に求められる目的」に適合し

ている。 

 その理由は，まず本校の学則第１条にそれと同様のことをうたっていることにある。次に，本校の

学習・教育到達目標及びその内容は，学校教育法でうたわれている「深く専門の学芸を教授し，職業

に必要な能力を育成する」という趣旨に適合している。そして，本校の学習・教育到達目標は，３大

項目により大義での育成する人材像を描いたうえ，各大項目をさらに小項目にわけることにより，達

成しようとしている基本的な成果や卒業時や修了時に身に付けておくべき資質・能力を明確に示して

いる。 

 また，本校の卒業生あるいは修了生が，学習・教育到達目標に掲げた人材として育成されたか否か，

つまり，目的の達成状況については，各企業の人事担当者に調査したアンケート結果から検証できる。

資料１－１－①－４ 
 

平成 23 年度企業アンケート結果：入社後の仕事ぶり 

[有効回答数：155] 
 

 

（出典 平成 23 年度企業アンケート） 

 

資料１－１－①－３ 
 

平成 23 年度企業アンケート結果：入社時の実力 

[有効回答数：155] 
 

 
（出典 平成 23 年度企業アンケート） 
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得られたアンケート結果は，「本校の卒業生あるいは修了生が企業で認められている」ことを示して

おり，本校の目的は社会や時代の要請等に適合していることがわかる。 
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観点１－２－①：目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校は，学習・教育目標を平成23年３月に改訂・整備して，現在の学習・教育到達目標に変更した。

そして，平成23年４月，改訂・整備した現在の学習・教育到達目標を教職員へ周知した。また，非常

勤講師を含む全教員には，教育理念や学習・教育到達目標を明記した印刷物である『学生便覧』（別

添資料１－２－①－１及び別添資料１－２－①－２），『履修の手引き』（別添資料１－２－①－３）

及び『授業要目（シラバス）』（別添資料１－２－①－４）を新年度の４月に配布することにより周

知した。さらに，非常勤講師を含む全教員に，現在の学習・教育到達目標を裏面に印刷したネームプ

レートを配付した。 

 特に，非常勤講師については，｢教員間連絡ネットワーク協議会｣を毎春開催することにより，教育

理念と学習・教育到達目標の周知を図るとともに，多岐にわたる意見を交換している。そのときの案

内状を資料１－２－①－１に，協議会の内容を議事録として資料１－２－①－２に示す。 

 

資料１－２－①－１ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 23 年度教員間連絡ネットワーク協議会案内状） 
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 改訂・整備した現在の学習・教育到達目標を学生に対して周知した時期は，平成23年４月である。

また，各学生に対して，教職員同様，履修の手引き・学生便覧及びシラバス等の印刷物を配布した。

あわせて，各ホームルーム教室や総合研究棟講義室（専攻科講義室），各学科棟のホールや階段室踊

り場および図書館など学生の通行頻度の高い場所に，学習・教育到達目標を明記したパネルを掲示し

た（資料１－２－①－３及び資料１－２－①－４参照）。さらに，各学生のネームプレートの裏面に，

学習・教育到達目標を印刷して配付した（資料１－２－①－５参照）。このように，学習・教育到達

目標をいつでも確認できるようにして，学習・教育到達目標の周知徹底を図っている。 

 これらの教育理念や学習・教育到達目標は，有明工業高等専門学校のウェブサイト

( http://www.ariake-nct.ac.jp/ )でも公開している。ウェブサイトに掲載している教育理念及び学

習・教育到達目標（抜粋版）を，資料１－２－①－６及び資料１－２－①－７に示す。 

 

 

 

 

資料１－２－①－２ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 23 年度教員間連絡ネットワーク協議会議事録） 
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資料１－２－①－６ 

 
有明工業高等専門学校の教育理念 

 

 
 

（出典 有明工業高等専門学校ウェブサイト） 

 

資料１－２－①－３ 

 
学習・教育到達目標 

［教室掲示用パネル：A3 サイズ］ 
 

 
 

（出典 建築学科５年生教室） 

 

資料１－２－①－５ 

 
学習・教育到達目標 

［ネームプレートの裏面］ 
 

 
 

（出典 専攻科学生ネームプレート） 

資料１－２－①－4 

 
学習・教育到達目標 

［掲示用パネル：A3 サイズ］ 
 

 
 

（出典 総合研究棟講義室） 
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資料１－２－①－７ 

 
有明工業高等専門学校の学習・教育到達目標（抜粋版） 

 

 
 

（出典 有明工業高等専門学校ウェブサイト） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 本校全体の目的は，学校の構成員が十分周知している。その理由として，前述したように，教育理

念や学校全体の学習・教育到達目標は，各学生及び各教員に配布する履修の手引き，学生便覧及びシ

ラバス等の印刷物により繰返し説明しているほか，教室をはじめとする本校の建物内にパネルとして

も掲示している。また，本校のウェブサイトに学習・教育到達目標を掲載することにより，学内外に

周知している。さらには，各学生や各教職員のネームプレートの裏面に学習・教育到達目標を印刷・

配付することにより，本校の学習・教育到達目標をいつでも確認できる状態である。 
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観点１－２－②：目的が，社会に広く公表されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 学習・教育到達目標は，本校の卒業生・修了生が身に付けなければならない知識や能力の水準を，

社会に対して保証する意味で，学外にも公表することが重要である。 

 本校では，教育理念及び学習・教育到達目標を掲載した『学校要覧』（別添資料１－２－②－１）

を毎年発行して，企業・官公庁・中学校あるいは高等学校等の関係各機関（約880箇所）に配布して

いる。『学校要覧』に掲載している本校の教育理念を資料１－２－②－１に，本校の学習・教育到達

目標を資料１－２－②－２に，育成する技術者像とその概念図を資料１－２－②－３にそれぞれ示す。

中学校を訪問して入学案内を説明する際に，あるいは，中学生や保護者が学校説明会や学校見学に訪

れた際に配布するリーフレット（別添資料１－２－②－２）にも，教育理念や教育基本方針を掲載し

ている（資料１－２－②－４参照）。 

 また，資料１－２－①－６あるいは資料１－２－①－７に示すように，教育理念や学習・教育到達

目標を，有明工業高等専門学校のウェブサイト（ http://www.ariake-nct.ac.jp/ ）に掲載すること

により公開している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 目的は，社会に対して広く公表している。その理由としては，上記に示す印刷物の配布やウェブサ

イトにおける公開等があげられる。 
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資料１－２－②－１ 
 

有明工業高等専門学校の教育理念 

 
（出典 平成 24 年度学校要覧） 
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資料１－２－②－２ 
 

有明工業高等専門学校の学習・教育到達目標 

 
（出典 平成 24 年度学校要覧） 
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資料１－２－②－３ 
 

有明工業高等専門学校における育成する技術者像 

 
（出典 平成 24 年度学校要覧） 
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資料１－２－②－４ 
 

有明工業高等専門学校の学習・教育到達目標 
 

 
 

（出典 平成 24 年度リーフレット） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 （優れた点） 

 本校の教育理念と学習・教育到達目標は，本校の発足時からの基本理念をもとに，時代の変

化に則して改訂している。50年間の良い伝統を生かしながら，新しい時代にマッチした教育理

念と学習・教育到達目標を有することは優れている。 

 （改善を要する点） 

 特になし。 

 

（３）基準１の自己評価の概要 

 本校の教育理念は，創設以来の基本理念に，時代の変遷により必要な新しい項目を追加・改定して

きた。近年，50年前の創設時には想像しえなかった複合科学時代や高度情報化社会を迎えて，卒業生

や修了生は国内ばかりでなく国際的に活躍しなければならない時代である。そのような時代背景を受

けて，現在の教育理念として，｢幅広い工学基礎と豊かな教養を基盤に，創造性，多様性，学際性，

国際性に富む実践的な高度技術者の育成｣を明確に掲げている。 

 学習・教育到達目標は，上記の教育理念を受けて育成する人材像を，下記の３大項目で描いている。 

 

（Ａ）豊かな教養と国際性を備えた技術者 

（Ｂ）専門知識と学際性を備えた技術者 

（Ｃ）創造性とデザイン能力を備えた技術者 

 

 また，上記（Ａ）〜（Ｃ）のそれぞれについて，達成しようとしている基本的な成果や卒業時ある

いは修了時に身に付けておくべき資質・能力を，小項目として設けることにより明確に示している。

そして，それぞれの小項目については，そのねらいがよく分かるように，説明文もつけている。 

 本校の目的は，本校の学則第１条に定められている。その内容は，高等専門学校の設置の趣旨及び

学校教育法第115条に沿って定めている。また，教育理念や教育の基本方針，学習・教育到達目標に

ついては，学校教育法に定める高等専門学校の目的との関連を意識して策定していることから，本校

の目的は学校教育法第115条の規定と適合している。 

 本校の教育理念や学習・教育到達目標は，学校要覧をはじめシラバス，学生便覧，掲示パネル等の

印刷物及び本校のウェブサイトへの掲載を通じて，学内外に広く公表・公開している。さらには，学

生や教職員が常時身につけているネームプレートの裏にも，学習・教育到達目標のすべてが印刷され

ており，いつでも確認が可能なように工夫している。その結果，学習・教育到達目標は，学内の全教

職員及び全学生に対して浸透している。 
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資料２－１－①－１ 
 

準学士課程における学科の構成 
 

第７条 学科，学級数及び入学定員は次の

とおりとする。 
 

学 科 学級数 入学定員 

機 械 工 学 科 1 40 人 

電 気 工 学 科 1 40 人 

電 子 情 報 工 学 科 1 40 人 

物 質 工 学 科 1 40 人 

建 築 学 科 1 40 人 

 

（出典 平成 24 年度学生便覧 p.12 ） 

基準２ 教育組織（実施体制） 

 

（１） 観点ごとの分析 

 

観点２－１－①：学科の構成が，教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 

（観点に係る状況） 

 「Ⅰ 工業高等専門学校の現況及び特徴」で述べたように，本校では社会の要請に応えて順次学科

を増設・改組している。現在，準学士課程は，機械工学科・電気工学科・電子情報工学科・物質工学

科・建築学科の５学科から構成されている（資料２－１－①－１）。準学士課程における学生定員は，

各学科・各学年で40名であり，総定員数1,000名である。 

 本校では，「幅広い工学基礎と豊かな教養を基盤に，創造性，多様性，学際性，国際性に富む実践

的な高度技術者の育成を目指す」という教育理念（資料１－１－①－２参照）を掲げて，それを具体

化した学習・教育到達目標を設定している。各学科では，これらの教育理念及び学習・教育到達目標

に沿った学科独自の教育上の目的（資料２－１－①－２

参照）を定めて教育している。 

 特に，低学年の専門科目おいて，全学科共通で工学全

般及び専門に対する「動機付け教育」とともに，「もの

づくり」を通して早い時期から学際的能力を育成してい

る（基準５参照）。高学年では，技術者として必要な「専

門の体系的な教育」とともに，学際的領域を含む専門教

育及び実験実習・設計・演習を多く取り入れた創造性を

育む教育により，論理的思考能力及び課題探求・解決能

力の育成にも力を入れている。このように，準学士課程

では，工学全般にわたる学科構成により幅広い工学技術

者を育成しており，本校の教育理念及び学習・教育到達

目標を達成する上で適切な学科構成である。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 教育理念及び学習・教育到達目標を達成する上で，本校の学科構成は適切である。 

 本校の準学士課程は，工学全般にわたる機械工学科・電気工学科・電子情報工学科・物質工学科・

建築学科の５学科から構成しており，各専門の体系的な教育とともに，低学年から学際的な教育を実

施している。 
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資料２－１－①－２（１／５） 
 

機械工学科における教育上の目的 

 
 

（出典 平成24年度学校要覧） 
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資料２－１－①－２（２／５） 
 

電気工学科における教育上の目的 

 
 

（出典 平成24年度学校要覧） 
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 資料２－１－①－２（３／５） 
 

電子情報工学科における教育上の目的 

 
 

（出典 平成24年度学校要覧） 



有明工業高等専門学校 基準２ 

- 23 - 

 

 

資料２－１－①－２（４／５） 
 

物質工学科における教育上の目的 

 
 

（出典 平成24年度学校要覧） 
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資料２－１－①－２（５／５） 
 

建築学科における教育上の目的 

 
 

（出典 平成24年度学校要覧） 
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資料２－１－②－１ 
 

専攻科課程における専攻の構成 
 

第42条 専攻科の専攻及び入学定員は次の

とおりとする。 
 

専 攻 入学定員 

生産情報システム工学専攻 12 名 

応用物質工学専攻  4 名 

建築学専攻  4 名 

 

（出典 平成 24 年度学生便 p.19 ） 

観点２－１－②：専攻科を設置している場合には，専攻科の構成が，教育の目的を達成する上で適切

なものとなっているか。 

 

（観点に係る状況） 

 専攻科課程は，生産情報システム工学専攻・応用物質工学専攻・建築学専攻の３専攻から構成され

ている（資料２－１－②－１）。生産情報システム専攻は，

準学士課程の機械工学科・電気工学科・電子情報工学科を統

合した学際的な専攻である。各専攻でも独自の教育方針を掲

げている（資料２－１－②－２及び資料２－１－②－３）。 

専攻科課程の教育課程表（資料２－１－②－４）に示す通り，

専攻科課程では専門性を有する科目や特別研究など準学士課

程で培った専門分野をさらに深めることを目的の１つとして

いる。また，複合的・学際的資質を育成する科目及び創造設

計合同演習や合同特別実験など専攻を越えた共通科目を開設

して，他分野の学生と教員が交流することにより，複合的・

学際的資質を育成することも目的の１つである。 

資料２－１－②－２ 
 

各専攻の教育方針 
 

[生産情報システム工学専攻]の教育方針 

 本専攻は、相互に強く関連しあった本科の３学科が複合した専攻です。したがって、それぞれの学科の学問分野の特徴を生か

して有効に学んでいけることが本専攻の特徴の一つとなります。すなわち、本専攻の学生は、異なる分野の科目も履修でき、幅

広い分野の知識を習得して、 それらを総合的に身につけ、問題や課題を解決する能力を養います。一方、現在の技術は高度化し

複雑となっていることから、本科で習得した専門分野をさらに深く学習し、高いレベルの専門的な知識の習得を目指します。  

 生産情報システム分野の科学技術の進歩は急速で日進月歩発展しています。技術者として社会に出た後、この急激に発展する

技術を駆使していくためには、その技術の基本となる基礎知識をしっかり身に付けておく必要があります。これらの基礎知識は、

数学や物理等の専門基礎教科の知識も含めて、卖に講義を聴くだけでなく、実験、実習および演習に反映させ、その本質を理解

して習得していくことを目指します。 

 また、産業界の協力を得て、具体的な実際問題などにも取り組み、実践的な工学技術者のセンスを身に付けます。   

［応用物質工学専攻］の教育方針 

 最近では、エネルギー問題、環境問題、食糧問題、医療問題、人口問題などに対する人類の未来に最も重要な問題解決が望ま

れるようになってきました。これらの分野では化学技術者の活躍が非常に期待されています。 

 本専攻では、本科５年の教育課程で修得した基礎学力を基盤として、化学技術教育はもちろんのこと、バイオ関連技術につい

ても教育し、幅広い視野と知識を持ち技術開発能力を備えた化学技術者を育成します。 

 特に、物質工学の基礎を履修した学生に、さらに分子工学や材料化学に関わる分野、あるいは生物工学や生命化学に関わる分

野について学習の幅を広げていくことで、技術の複合化、ハイテク化の進む産業社会の構造に適応した知識・技術を広く教授し

ます。一方、演習や実験・研究を通じて、企業が要請する論理的思考能力、グループ内でのコミュニケーション・発表能力を養

います。 

 また、地域から新産業創出の核となりうる高度実践的職業技術者育成の要請があるため、特別研究のテーマに地域企業が抱え

ている技術課題や共同研究のシーズとなりうる研究テーマを積極的に採用することで、問題発見型かつ問題解決型技術者の育成

を目指します。 

［建築学専攻］の教育方針 

 建築技術者は、人間の社会的生活を育む豊かな生活空間を創造し、文化の発展に寄与するという使命を担っています。そのた

め、建築には空間の機能性や快適性、建物の安全性や経済性が常に求められ、本科における教育課程は、それらに応じて計画系、

環境系、構造系、生産系の各領域にわたる総合教育を重視しています。しかし一方では、近年の社会や生活の多様化と建築技術

の高度化に伴い、社会や企業からは特定の領域に関してさらに深い教育を受けた専門的能力の高い技術者が望まれています。そ

こで、本専攻では、本科の課程で修得した実践的技術力を基礎に、特定の領域に重点を置いた教育を行うことにより、創造性に

優れ、かつ専門的能力の高い建築技術者を育成します。具体的には、今後予想される領域間の関連性を重視して、大きく計画・

環境系と構造・生産系の領域に大別し、学生自らが志望する領域を重点として高度な専門技術を修得させます。さらに、本科で

着手した卒業研究をより深め発展させる特別研究に取り組み、課題を見出しそれを解決する能力を養い、それに至る過程を通じ

て論理的思考能力を育成・強化し、学外の公的な場での発表能力を培います。また、総合的な実践的技術センスを修得させるた

め、学会等の設計コンペへの応募や設計事務所や企業での特別実習を重視します。 

 

（出典 平成24年度専攻科学生便覧 p.4 ） 
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 資料２－１－②－３（１／３） 
 

生産情報システム工学専攻における教育上の目的 

 
 

（出典 平成24年度学校要覧） 
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 資料２－１－②－３（２／３） 
 

応用物質工学専攻における教育上の目的 

 
 

（出典 平成24年度学校要覧） 
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 資料２－１－②－３（３／３） 
 

建築学専攻における教育上の目的 
 

 
（出典 平成24年度学校要覧） 
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 資料２－１－②－４（１／３） 
 

専攻科教育課程表：生産情報システム工学専攻 

 
 

（出典 平成24年度専攻科学生便覧 p.7 ） 
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 資料２－１－②－４（２／３） 
 

専攻科教育課程表：応用物質工学専攻 

 
 

（出典 平成24年度専攻科学生便覧 p.8 ） 
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 資料２－１－②－４（３／３） 
 

専攻科教育課程表：建築学専攻 

 
 

（出典 平成24年度専攻科学生便覧 p.9 ） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 専攻科課程の構成は，本校の教育理念及び学習・教育到達目標を達成する上で適切である。 

 専攻科課程では，準学士課程の機械工学科・電気工学科・電子情報工学科の３学科を統合した学際

的な生産情報システム工学専攻，応用物質工学専攻及び建築学専攻の３専攻から構成されている。各

専門をさらに深めるとともに，複合的・学際的資質を育成するカリキュラムとなっており，準学士課

程よりもさらに幅広く高度な工学知識を備えた技術者を育成している。 
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観点２－１－③：全学的なセンター等を設置している場合には，それらが教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

 

（観点に係る状況） 

 教育の目的を達成するための全学的なセンターとして，情報処理センター，教育研究技術支援セン

ター，地域共同テクノセンターがある。なお，情報処理センターは，図書館情報管理部（図書館）・

情報化推進部（情報処理センター）・情報企画部から構成されるマルチメディアセンターの一部門で

ある。 

 

１）情報処理センター 

 情報処理センター（資料２－１－③－１）は，低学年におけるコンピュータリテラシである情報処

理基礎教育，専門学科における応用情報処理教育あるいは専攻科における教育・研究のための全学共

通施設である。あわせて，インターネット受発信の窓口機能を有した重要な役割を果たしている。 

 全学生にアカウントを発行しており，各種アプリケーションの利用および電子メールやインターネ

ットの利用が可能である。学生はインターネットを通して各種情報を得ることができるため，就職活

動やインターンシップ等にも利用している。教職員に対しては，必要に応じて情報処理関連の技術講

習会等を開催している。 

 

 

２）教育研究技術支援センター 

 教育研究技術支援センター（資料２－１－③－２）は，15名の技術職員を４つの班（機械系技術班

・電気系技術班・物質系技術班・建築系技術班）に分けて組織している。センターの主な業務は，各

学科･各専攻の実験・実習等の教育支援及び卒業研究・特別研究での研究支援である。その他にも，各

資料２－１－③－１ 
 

○有明工業高等専門学校情報処理センター規程   ［昭和49年4月1日制定］ 
 
（趣旨） 

第１条 この規則は、有明工業高等専門学校内部組織規程

第１０条第２項の規定に基づき、有明工業高等専門

学校情報処理センター（以下「情報処理センター」

という。）の組織、運営等について定めるものとす

る。 

（目的） 

第２条 情報処理センターは、本校における情報環境を整

備し、及び教育の情報化を支援し、もって本校の教

育研究の推進に資することを目的とする。 

（業務） 

第３条 情報処理センターにおいては、次に掲げる業務を

行う。 

（１） インターネットとの接続に関すること。 

（２） 校内ＲＡＮシステムに関すること。 

（３） 情報セキュリティ対策に関すること。 

（４） 教育用計算機システムに関すること。 

（５） 情報教育に関すること。 

（６） 教育の情報化支援に関すること。 

（組織） 

第４条 情報処理センターにセンター長を置く。 

 ２ センター長は、情報処理センターの業務を統括する。

（利用の細目） 

第５条 情報処理センターが提供するサービスに関し必要

な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

 この規程は、昭和４９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、昭和６２年１０月１５日から施行する。た

だし、第３条第３項及び第４項の改正規程は、昭和６３年

４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１０年５月２２日から施行し、平成 

１０年４月１日から適用する。 

附 則 

 １ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 ２ 有明工業高等専門学校情報処理センター運営委員会

規程（昭和４９年４月１日制定）は廃止する。 
 

（出典 有明工業高等専門学校規程） 
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種コンテストへの技術指導・支援，教員・学生が教育・研究に必要な道具・器具の製作及び実験・実

習・演習に関する技術相談に応じている。 

 

 

３）地域共同テクノセンター 

 地域共同テクノセンター（資料２－１－③－３）は，本校における産学官の交流及び共同研究等の

産官学連携・協力事業を推進するとともに，地域の公的機関等と連携して，公開講座・学校開放・各

種講演会講師派遣などの民官学連携・協力事業を企画・実施することにより，地域の産業振興及び地

域住民の生涯学習の促進，小中学校を対象とした地域教育支援，並びに本校の教育研究活動の活性化

を図っている。卒業研究（準学士課程）や特別研究（専攻科課程）を通じて，学生は受託研究や共同

研究に関わっており，学生の教育・研究の場としても機能している。 

 

 

資料２－１－③－２ 
 

○有明工業高等専門学校教育研究技術支援センター規程   ［平成17年3月17日全部改正］ 
 
有明工業高等専門学校教育研究技術支援センター規程（平

成12年６月22日制定）の全部を改正する。  

（趣旨） 

第１条 この規程は，独立行政法人国立高等専門学校機構

の本部事務局の組織等に関する規則（平成16年４月

１日制定）第12条第９項及び，有明工業高等専門学

校内部組織規程（平成９年１月23日制定）第10条第

２項の規定に基づき，有明工業高等専門学校教育研

究技術支援センター（以下「支援センター」という。）

の組織，運営等に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（目的） 

第２条 支援センターは，有明工業高等専門学校（以下「本

校」という。）の学科等の要請に基づき，技術・技

能を要する専門業務を行うことにより，本校におけ

る教育研究等の業務を支援する。  

（業務） 

第３条 支援センターは，次に掲げる業務を行う。  

一 実験・実習における教育の補助及び技術指導に関す

ること。 

二 教育研究に必要な技術業務及び技術開発に関するこ

と。 

三 地域社会との連携に基づく技術協力に関すること。  

四 技術職員の研修の企画，立案及び実施に関すること。 

五 その他本校の業務の技術支援に関すること。  

（センター長） 

第４条 支援センターにセンター長を置き，本校の教授の

中から校長が任命する。 

２ センター長は，支援センターの業務を総括する。  

３ センター長の任期は２年とし，再任を妨げない。  

（組織） 

第５条 支援センターに，専門的技術の内容に応じて，次

の４班を置く。 

一 機械系技術班 

二 電気系技術班 

三 物質系技術班 

四 建築系技術班 

 ２ 支援センターに，次の職員を置く。  

一 技術長 

二 副技術長 

三 班長 

四 班員 

五 その他必要な職員 

３ 技術長，副技術長は，班長を兼務することができる。  

（技術長，副技術長，班長，班員）  

第６条 技術長は，センター長の命を受け，支援センター

の技術職員の業務を総括するとともに，必要に応じ，

連絡調整，技術職員の技術的な指導，育成を行う。 

２ 副技術長は，技術長を補佐する。  

３ 班長は所属する班の業務を掌理するとともに必要に応

じ班員の技術的な指導育成を行う。  

４ 班員は，専門的技術に関する業務を行う。  

５ 技術長，副技術長，班長及び班員は，校長が技術職員

の中から任命する。 

（運営委員会） 

第７条 支援センターの運営に関する基本的な事項を審議

するため，有明工業高等専門学校教育研究技術支援

センター運営委員会（以下「運営委員会という」。）

を置く。 

２ 運営委員会の組織，運営については，別に定める。  

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，支援センターの運

営に関し必要な事項は，センター長が別に定める。 

 
 

附則 

 １ この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 ２ 有明工業高等専門学校技術職員組織規程（平成１２

年６月２２日制定）は，廃止する。  

附則 

 この規程は，平成21年１月１日から施行する。 

附則 

 この規程は，平成24年４月１日から施行する。 

 

（出典 有明工業高等専門学校規程） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 本校は，全学的なセンターとして情報処理センター・教育研究技術支援センター・地域共同テクノ

センターの３センターを設置している。情報処理センターは，情報処理教育等の授業・演習のみなら

ず，学生はインターネットを通して各種情報を得ている。教育研究技術支援センターは，実験・実習

・設計・演習や卒業研究・特別研究などの教育・研究をサポートしている。あわせて，各種コンテス

ト・公開講座・出前授業等についてもサポートしている。地域共同テクノセンターは，卒業研究や特

別研究を通じて，地域企業との受託研究あるいは共同研究により，学生の論理的思考能力や問題解決

能力等を育むことに寄与している。また，地域の産業振興，地域住民の生涯学習の促進及び本校の教

育研究活動の活性化を図っている。 

資料２－１－③－３ 
 

○有明工業高等専門学校地域共同テクノセンター規程   ［平成14年5月30日全部改正］ 
 
（趣旨） 

第１条 この規程は、有明工業高等専門学校内部組織規定

（平成９年１月２３日制定）第１０条第２項の規定

に基づき、有明工業高等専門学校地域共同テクノセ

ンター（以下「センター」という。）の組織、運営

等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 センターは、有明工業高等専門学校（以下「本校」

という。）と地域との連携を強化するため、本校に

おける産学官の交流及び共同研究等の産学官連携・

協力事業を推進するとともに、地域の公的機関等と

の連携の下に公開講座、学校開放、各種講演会講師

派遣、イベント参加などの事業（以下「民学官連携

・協力事業」という。）を積極的に企画・実施し、

もって地域の産業振興及び地域住民の生涯学習の促

進並びに本校の教育研究活動の活性化を図るものと

する。 

（業務） 

第３条 センターは、次に掲げる業務を行う。 

一 産学官連携・協力に関する事項 

ア 産学官連携・協力事業推進のための企画・運営 

イ 共同研究、受託研究及び受託試験等の推進 

ウ 技術開発の相談 

エ 技術研修会、講演会等の普及啓発活動の企画・運営 

オ 産学官連携・協力事業に関する広報活動 

カ 学内における共同研究の推進 

二 民学官連携・協力に関する事項 

ア 民学官連携・協力事業推進のための企画・運営 

イ 公開講座、学校開放等の企画、調整、実施 

ウ 各種講演会等への講師派遣及びその調整 

エ 民学官連携・協力事業に関する広報活動 

三 その他、センターの運営及び施設の管理に関し、必

要な業務 

（組織） 

第４条 前条の業務を遂行するため、センターに次の職員

を置く。 

一 センター長 

二 副センター長 

三 センター員 若干人 

四 その他必要な職員 

 （センター長） 

第５条 センター長は、センターの業務を統括する。 

２ センター長は、本校の教授の中から校長が任命する。 

３ センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ センター長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の

残任期間とする。 

（副センター長） 

第６条 副センター長は、センター長を補佐し、センター

長に事故あるときはセンター長の職務を代行する。 

２ 副センター長は、本校の教員の中から校長が任命する。  

３ 副センター長の任期は１年とし、再任を妨げない。 

４ 副センター長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（センター員）  

第７条 センター員は、副センター長の命を受け、センター

の業務に従事する。 

２ センター員は、必要に応じ本校教職員の中から校長が

任命する。 

３ センター員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

（運営会議の了承） 

第８条 センターの業務のうち全校に関係する重要事項に

ついては、運営会議に報告し、その了承を得るもの

とする。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に

関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

１ この規程は、平成14年5月30日から施行する。 

２ 「有明工業高等専門学校地域共同テクノセンター運営

委員会規程」（平成14年1月17日制定）は、廃止する。 

附 則 

 この規程は、平成15年2月20日から施行し、平成15年4月1

日から適用する。 

附 則 

 この規程は、平成16年6月17日から施行し、平成16年4月1

日から適用する。 

附 則 

 この規程は、平成17年10月26日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成20年 4月 1日から施行する。 
 

（出典 有明工業高等専門学校規程） 
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観点２－２－①：教育活動を有効に展開するための検討・運営体制が整備され，教育活動等に係る重 

要事項を審議するなどの必要な活動を行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校には教育課程全体を企画調整するための組織として，下記の委員会がある。 

 

１）企画委員会 

 企画委員会（資料２－２－①－１）は，管理職（校長・事務部長・教務主事・学生主事・寮務主事

・総務課長・学生課長）によって構成されており，毎月１回開催されている。本委員会は，教育活動

を含め，組織･機構・定員等の将来計画・概算要求・教員人事等，本校の重要な事項を審議・立案して

いる。立案の一部は，運営会議に提案される。 

 

 

２）運営会議 

 運営会議（資料２－２－①－２）は，企画委員会で立案された事項や学内の重要事項について審議

するため，８月を除いて毎月１回開催されている。平成23年度に開催された本会議における主要な議

題を資料２－２－①－３に示す。 

資料２－２－①－１ 
 

○有明工業高等専門学校企画委員会規程   ［平成 12 年 10 月 19 日制定］ 

 
（設置） 

第１条 本校の運営に関する重要な事項を審議するため、

有明工業高等専門学校企画委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の事項を審議する。 

(1) 組織・機構・定員等の将来計画に関すること。 

(2) 規則等の制定・改廃に関すること。 

(3) 教員の人事に関すること。 

(4) 概算要求事項等に関すること。 

(5) 校長裁量経費等、学内から申請された予算の内容審

査に関すること。 

(6) その他校長が必要と認めた事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次の委員をもって組織する。 

 (1) 校長 

 (2) 副校長 

 (3) 副校長以外の主事 

 (4) 事務部長 

 (5) 各課長 

（会議） 

第４条 委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。 

 ２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

（委員以外の者の出席） 

第５条 校長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の

者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（事務） 

第６条 委員会の事務は、総務課総務係において処理する。 

 

 

附 則 

 この規程は、平成 12 年 10 月 19 日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 14 年 2 月 21 日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 16 年 6 月 17 日から施行し、平成 16 年

４月 1 日から適用する。 

附 則 

 この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 22 年 10 月 21 日から施行する。 

 

（出典 有明工業高等専門学校規程） 
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資料２－２－①－２ 
 

○有明工業高等専門学校運営会議規程 

 
(設置) 

第１条 有明工業高等専門学校の運営に関する重要事項に

ついて審議するため、有明工業高等専門学校運営会

議(以下「運営会議」という。)を置く。 

(組織) 

第２条 運営会議は、次の者をもって組織する。  

(1) 教務主事、学生主事及び寮務主事  

(2) 地域共同テクノセンター長 

(3) 専攻科長、各学科長及び一般教育科長  

(4) マルチメディアセンター長 

(5) 教育研究技術支援センター長 

(6) 事務部長 

(7) 各課長 

(主宰者) 

第３条 運営会議は、校長が主宰する。 

(組織員以外の者の出席) 

第４条 校長が必要と認めるときは、第2条の組織員以外の

者を運営会議に出席させることができる。  

(事務) 

第５条 運営会議に関する事務は、総務課総務係において

処理する。 

 附則 

 この規程は、昭和39年10月1日から施行する。 

附則 

 この規程は、昭和41年4月1日から施行する。 

附則 

 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。 

附則 

 この規程は、昭和49年7月4目から施行する。 

附則 

 この規程は、平成10年5月22日から施行し、平成10年4月1

日から適用する。 

附則 

 この規程は、平成13年12月20目から施行し、平成13年4月

1目から適用する。 

附則 

 この規程は、平成15年4月1目から施行する。 

附則 

 この規程は、平成17年4月1目から施行する。 

附則 

 この規程は、平成18年4月1目から施行する。 

附則 

 この規程は、平成19年4月1目から施行する。 

 

（出典 有明工業高等専門学校規程） 

資料２－２－①－３（１／２） 
 

○平成 23 年度運営会議における主な議題 
 

No. 主な議題 

1 

 

 

 

2 
 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7  

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成23年度運営会議議事録） 
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３）教務委員会 

 教務委員会（資料２－２－①－４）は，準学士課程及び専攻科課程における教育課程の編成・改廃，

学校行事，授業時間の編成，定期試験，学業成績，出欠席や指導要録等の教育活動に係る重要事項を

審議する委員会である。平成23年度に開催された本委員会の主要な議題を資料２－２－①－５に示す。 

 

 

資料２－２－①－４ 
 

○有明工業高等専門学校教務委員会規程   ［昭和 44 年 10 月 1 日制定］ 

 
（設置） 

第１条 有明工業高等専門学校の教務に関する重要な事項

を審議するため、有明工業高等専門学校教務委員会

（以下「委員会」という）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）教育課程の編成及び改廃に関すること。 

（２）学校行事に関すること。 

（３）授業時間の編成に関すること。 

（４）学生の転学、留学、転科、進級、卒業、修了、休学、

復学及び退学に関すること。 

（５）教科書及び教材に関すること。 

（６）定期試験及び学業成績に関すること。 

（７）出欠席及び指導要録に関すること。 

（８）学生の科目履修に関すること。 

（９）特別聴講学生に関すること。 

（10）学生の表彰に関すること。 

（11）その他教務に関し、委員会が必要と認めた事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次の委員をもって構成する。 

（１）教務主事及び教務主事補 

（２）専攻科長 

（３）各学科の教員のうちから互選された者各１人 

（４）一般教育科の教員のうちから次の区分により互選さ

れた者各１人 

イ 文科系 

ロ 理科系（体育を含む） 

（５）学生課長 

（委員） 

第４条 委員は、校長が任命する。 

 ２ 前条第３号及び第４号の委員の任期は、１年とする。

ただし、再任を妨げない。 

３ 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前

任者の残任期間とする。 

第５条 委員会に委員長を置き、教務主事をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

第６条 委員会において必要があると認めるときは、その

会議に委員以外の教職員を出席させることができる。 

（事務） 

第７条 委員会の事務は、学生課教務係において処理する。 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関

し、必要な事項は別に定める。 

 

 

附則 

 この規程は、昭和４４年１０月１５日から施行する。 

附則 

 この規程は、昭和４５年４月１日から施行する。 

附則 

 この規程は、昭和５６年２月１２日から施行する。 

附則 

 この規程は、平成８年４月１日から施行する。 

附則 

 この規程は、平成１０年５月２２日から施行し、平成１０

年４月１日から適用する。 

附則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
 

（出典 有明工業高等専門学校規程） 

資料２－２－①－３（２／２） 
 

○平成 23 年度運営会議における主な議題 
 

No. 主な議題 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成23年度運営会議議事録） 
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４）専攻科委員会 

 専攻科委員会（資料２－２－①－６）は，専攻科課程の教育課程の編成や教育活動，学生生活やそ

の支及び専攻科将来構想など，専攻科に関するすべての事項について企画・立案・審議している。平

成23年度に開催された本会議の主な議題を資料２－２－①－７に示す。 

資料２－２－①－６ 
 

○有明工業高等専門学校専攻科委員会規程   ［平成 22 年 11 月 18 日制定］ 

 
（趣旨） 

第１条 この規程は、有明工業高等専門学校専攻科規則第

４条第２項の規定に基づき、有明工業高等専門学校

専攻科委員会（以下「委員会」という。）に関する

必要な事項を定める。 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 教育計画に関すること。 

(2) 教育課程の編成に関すること。 

(3) 授業時間の編成に関すること。 

(4) 専攻科生（以下「学生」という。）の休学，復学，

退学，転学及び修了に関すること。 

(5) 試験及び学業成績に関すること。 

(6) 学生の進学及び就職に関すること。 

(7) 学生の厚生補導に関すること。 

(8) その他専攻科の運営に関すること。 

２ 前項各号の審議において、委員会が教務委員会、学生

委員会、その他の委員会（以下「関係委員会」という。）

での承認が必要と判断した事項については、関係委員会

に審議を依頼し承認を得たうえで、委員会決定とする。 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織す

る。 

(1) 専攻科長 

 (2) 副専攻科長 

(3) 専攻科委員 

(4) 学生課長 

(5) その他校長が必要と認めた者 

２ 前項第５号の委員の任期は１年とし，再任を妨げない。 

３ 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，

前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，専攻科長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

（副委員長） 

第５条 委員会に副委員長を置き，副専攻科長をもって充

てる。 

２ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき

は委員長の職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員長が必要と認めたときは，委員会に委員以外

の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

（事務） 

第７条 委員会の事務は，学生課において処理する。 

 

 

附 則 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

（出典 有明工業高等専門学校規程） 

資料２－２－①－５ 
 

○平成 23 年度教務委員会における主な議題 
 

No. 主な議題 

1 
 

 

2 
 

 

3  

4  

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8  

9 
 

 

10 
 

 

 

（出典 平成23年度教務委員会議事録） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 教育活動を有効に展開するための検討・運営体制として，企画委員会，運営会議，教務委員会及び

専攻科委員会が整備されており，いずれの委員会も有効に機能している。 

 

資料２－２－①－７ 
 

○平成 23 年度専攻科委員会における主な議題 
 

No. 主な議題 

1 

 

 

 

 

 

2 
 

 

3 

 

 

 

4 
 

 

 

5 

 

 

 

6  

7 
 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 
 

 

 

（出典 平成23年度専攻科委員会議事録） 
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観点２－２－②：一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携を密にするため，下記の組織がある。 

 

１）一般教育・専門連携協議会 

 一般教育・専門連携協議会は，平成12年度に一般教育と専門教育の連携業務を図る組織として設置

された。資料２－２－②－１は本協議会の活動実績を示している。 

 本校は，２年次に混合学級を導入しているため，３年次からの専門学科に学生がスムーズに移行で

きるように，教務主事室，２年次担任（一般教育科教員）及び次年度の３年次担任（専門学科教員）

から構成されるクラス引継ぎを３月に実施している。平成23年度は，クラス引継ぎに加えて，一般科

目と専門科目の連携を強化するために，７月及び９月の２回にわたり連携会議を開催した。一般科目

と専門科目の連携について，具体的かつ有意義な意見交換がなされており，さらなる連携を図るため，

前期中間試験後及び後期中間試験後に，１年次あるいは２年次担任（一般教育科教員）と専門学科教

員とで，学生の成績や学校生活等に関する情報交換会を実施することが提案された。その会合は，平

成23年度後期中間試験後に早速実施された。 

 

２）非常勤講師との教員間連絡ネットワーク協議会 

 一般教育科及び専門学科の各非常勤講師から，全般にわたり意見を聴衆するため，平成16年度に「非

常勤講師との教員間連絡ネットワーク協議会」を設置した後，年度当初に協議会を開催している。本

協議会は，校長をはじめとする管理職等と全非常勤講師から構成されており，非常勤講師からは様々

資料２－２－②－１ 

 
一般教育･専門連携協議会の活動実績 

年度 開催回数 開催日 教育改善に関する主要な審議事項および実施企画 

平成17年度 １回 平成18年３月22日  

平成18年度 ２回 

平成18年６月27日  

平成19年３月22日  

平成19年度 １回 平成20年３月24日  

平成20年度 １回 平成21年３月25日  

平成21年度 １回 平成22年３月24日  

平成22年度 １回 平成23年３月23日  

平成23年度 ３回 

平成23年７月19日  

平成23年９月９日  

平成24年３月27日  
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な意見が出されている。平成23年度における協議会の議事録を，前章の資料１－２－①－２に示す。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携を密にするため，一般教育・専門連携協議会及び非

常勤講師との教員連絡ネットワーク協議会が組織されており，各協議会は機能している。 
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資料２－２－③－１ 
 

平成 24 年度担任および副担任一覧 
 

 
１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 

専攻科 
担任 副担任 担任 副担任 担任 副担任 担任 副担任 担任 副担任 

機 械 工 学 科 塚本邦 松尾 髙本 三戸 篠﨑 福永 柳原 坪根 原槙 单 坪根 

電 気 工 学 科 田中彰 中島 村田 グランバイン 永守 清水 森山賀 河野 池之上 塚本俊 石丸 

電子情報工学科 山﨑 鮫島 安部 酒井 原 宮崎 松野良 森山英 森 菅沼 石川 

物 質 工 学 科 西山 徳田 山口 村岡 藤本 宮本 近藤 出口 川瀬 冨永 小林 

建 築 学 科 竹内 青影 菱岡 谷口 加藤 下田 鎌田 北岡 鳶 岡本 小野 

 

※２年生については，混合学級であるため，表の上段から１組〜５組の担任を示している。 

※専攻科については，専攻科委員が担任の役目もかねている。 
 

（出典平成24年度第１回教員会議資料） 

 

観点２－２－③：教員の教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 

 

（観点に係る状況） 

 教育活動を円滑に実施するための支援体制として，下記の制度が整備されている。 

 

１）担任制度 

 準学士課程では，各クラスの担任及び副担任により，学生の学習面・生活面における日常的な指導

や学生からの相談等に応じている。１年次及び２年次を低学年，３年次～５年次を高学年と位置づけ

ているため，１年次及び２年次の担任は一般教育科で，３年次～５年次では専門学科で，それぞれ担

当している。資料２－２－③－１に平成24年度における担任及び副担任一覧を示す。なお，専攻科に

ついては，専攻科委員会委員が担任を兼任している。 

 

 

 毎年４月に配布している「教員心覚え」から担任業務について抜粋したものを資料２－２－③－２

に示す。これにより，どの教員が担任となっても，すべての学生に対して同一レベルの支援や指導を

保証するとともに，初めて担任を経験する教員へ業務を周知する一助になっている。 

 準学士課程については，各学年の担任によって担任会が組織されており，担任業務遂行に際しての

意志統一や情報交換を行っている。高校生に相当する１年次〜３年次では，毎朝授業開始前に10分間

のショートホームルームを実施することにより，学生とのコミュニケーションを図るとともに，各学

生の日々の様子等を確認している。専攻科については，前述の通り，専攻科委員会委員が担任を兼任

しており，ほぼ毎月開催される専攻科委員会により，必要事項について話し合っている。 
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資料２－２－③－２（１／２） 
 

○担任業務 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成24年度教員心覚え p.17 〜 p.18 ） 
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２）部活動顧問制度 

 本校の部活動は，体育局16と文化局18の部から構成される。体育局及び文化局に総括顧問（教員）

を各１名ずつ置くとともに，各部の顧問として複数教員を配置している（資料２－２－③－３参照）。

技術指導を必要とする部については，希望があれば外部コーチを委託している（資料２－２－③－４

参照）。また，学生主事を議長とする顧問会議が設置されており，この会議では部活動の運営に関す

る諸事項について審議している。顧問会議に関する規程を資料２－２－③－５に示す。（基準７参照）。 

 

３）教育研究技術支援センター 

 本センターについては観点２－１－③で述べた通りであり，実験・実習・演習や卒業研究等を支援

することにより，教員の教育活動が円滑に実施できる体制となっている。 

 

 

資料２－２－③－２（２／２） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成24年度教員心覚え p.19 〜 p.20 ） 
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 資料２－２－③－３ 
 

平成 24 年度部活動顧問一覧 
 

体育局（総括：井上） 文化局（総括：吉田） 

硬式野球部 西山・尋木・石丸・河野・单・篠﨑 写真部 加藤・明石 

ソフトテニス部 竹内・酒井・加藤・河村 吹奏楽部 村田・吉田・三戸・福永 

テニス部 田中康・川瀬・藤本・青影 英語研究部 グランバイン・安部・徳田 

卓球部 岩本達・池之上・石川・森山英 自動車工学研究部 柳原・吉田 

ラグビー部 山﨑・髙本・鳶・大河平・宮崎 天文部 上原・田中彰・藤本 

サッカー部 谷口・福永・菅沼・坂西・明石・近藤 漫画研究部 内海・松野良 

バレーボール部 嘉藤学・坪根・塚本俊・永守・鎌田 コンピュータ研究部 松野良・河村・尋木 

バスケットボール部 松尾・森山賀・鮫島・松野良 茶道部 北岡・氷室 

柔道部 小林・宮本・冨永・三戸 フォークソング同好会 宮本・村田 

剣道部 塚本邦・泉・堀田・焼山 ロボット研究同好会 篠﨑・原槙・泉 

陸上競技部 井上・下田・上原・徳田 華道同好会 小野・菱岡（・刘） 

ハンドボール部 村岡・出口・山口・田中彰 美術愛好会 坂西・森 

弓道部 松岡・安部・岡本・内海 模型愛好会 单・内海 

登山部 原槙・氷室・柳原・北岡 生物愛好会 出口・冨永・小林 

水泳部 岩下・森・原・吉田 国際交流愛好会 山口・グランバイン（・刘） 

バドミントン部 中島洋・髙松・菱岡・清水 ソーラーボート愛好会 明石・岩本 

 
ボランティア愛好会 焼山・山口 

将棋愛好会 酒井 

 

（出典 平成24年度第１回教員会議資料） 

資料２－２－③－４ 
 

平成24年度外部コーチ一覧 
 

クラブ名 氏 名 勤務先 略歴等 所 属 

ソフトテニス部 A    

テニス部 B    

卓球部 C    

ラグビー部 D    

バスケットボール部 E    

柔道部 F    

弓道部 G    

自動車工学部 H    

茶道部 I    

華道同好会 J    

 

（出典 平成24年度第１回教員会議資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 教員の教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能している。 

 教育活動を支援する教員の組織として担任制度があり，授業科目に考慮して，低学年は一般教育科

教員が，高学年は専門学科教員が担当している。担任業務は整備・明文化されており，それに沿って

担任業務を遂行している。課外活動を支援する体制として，部活動顧問制度及び部活動顧問会議が整

備されており，１つの部活を複数教員が担当することにより，放課後の部活動指導や対外試合の引率

などを遂行している。また，実験・実習・演習や卒業研究等を支援する組織として教育研究技術支援

センターがあり，教員と技術職員が連携しながら教育活動を進めている。 

 

資料２－２－③－５ 
 

○有明工業高等専門学校顧問教員会議規程      ［昭和 52 年 11 月 2 日制定］ 

 
第1条 本校におけるクラブ活動運営に関する諸事項を審議

するため，有明工業高等専門学校顧問教官会議（以下

「顧問会議」という。）を置く。 

第2条 顧問会議は．次に掲げる事項を審議する。 

（1）クラブ活動運営に関すること。 

（2）部及び同好会の新設解散 

（3）部及び部員（以下「同好会及び同好会員を含む」）の

表彰（「有明工業高等専門学校クラブ所属学生表彰内

規」の規定以外の表彰） 

（4）部及び部員の健全な活動を促すための指導（有明工業

高等専門学枚厚生補導委員会第1部会の規程以外の指

導） 

（5）その他学生主事が必要と認める事項 

第3条 顧問会議は次の者をもって構成する。 

（1）学生主事及び学生主事補 

（2）顧問教官（以下「顧問」という。） 

（3）学生課長 

第4条 顧問会議は文化顧問会議，体育顧問会議及び全体顧

問会議とする。 

第5条 顧問会議に議長を置き，学生主事をもって充てる． 

第6条 顧問会議は顧問の2分の1以上の出席がなければ．開

くことができない。 

  2 議事は出席顧問の過半数の賛成をもって決する。ただ

し，賛否同数のときは議長の決するところによる。 

第７条 顧問会議には議長が必要と認めるときは，顧問以

外の教職員を出席させることができる。 

 

 

附則 

 この規程は、昭和５２年１１月２日から施行し、昭和５２

年１０月１６日から適用する。 

附則 

 この規程は、昭和６１年４月１７日から施行し、昭和６１

年４月１７日から適用する。 

附則 

 この規程は、平成１６年６月１７日から施行し、平成１６

年４月１日から適用する。 

附則 

 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附則 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附則 

 この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

（出典 有明工業高等専門学校規程） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 （優れた点） 

・ 準学士課程では，第１学年次及び第２学年次において，早期から工学全般と専門分野に対す

る動機付け教育及び「ものづくり」を通じての創造性の育成につとめている。 

・ １年次～３年次では，学生とのコミュニケーションを図るため，毎朝授業開始前に10分間の

ショートホームルームを実施している。 

 （改善を要する点） 

 特になし。 

 

（３）基準２の自己評価の概要 

 本校の準学士課程には，機械工学科・電気工学科・電子情報工学科・物質工学科・建築学科の５学

科を設置しており，工学全般にわたる技術者の育成が可能な学科構成である。また，教育理念及び学

習・教育到達目標との整合性も取れている。専攻科課程には，生産情報システム工学専攻・応用物質

工学専攻・建築学専攻を設置して，準学士課程で修得した専門をさらに深く教授するとともに，複合

的かつ学際的な能力を育成しており，本校の教育理念に沿った幅広い能力を備えた技術者教育を行っ

ている。 

 全学的なセンターとしては，情報処理センター・教育研究技術支援センター・地域共同テクノセン

ターを設置しており，各センターは教育の目的を達成する上で適切かつ重要な役割を担っている。情

報処理センターは，情報処理教育をはじめ，学生の自学自習のため，またインターネットを介した情

報通信の重要な中継基地として適切に機能している。教育研究技術センターは，実験実習，卒業研究

や特別研究等を支援することにより，学習・教育到達目標達成のために機能している。また，地域共

同テクノセンターは，地域の産官学の共同研究や連携・協力事業あるいは地域の公的機関等との連携

により，公開講座等の民官学連携・協力事業を積極的に企画・実施している。そして，共同研究や協

力事業への学生の参加により，学習・教育到達目標を達成させる上でも機能している。 

 教育活動を有効に展開するための検討・運営体制として，企画委員会，運営会議，教務委員会及び

専攻科委員会が整備され機能している。 

 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携を図るため，一般教育･専門連携協議会等が適切に活

動している。非常勤講師との連携は学科内だけでなく，一般教育科と専門学科の枠を越えて，学校全

体として教員間連絡ネットワーク協議会を設置している。 

 教員の教育活動を円滑に実施するための支援体制として，担任制度や部活動顧問制度が整備されて

おり，各制度は有効に機能している。また，教育研究技術支援センターにより，実験・実習・演習や

卒業研究等の教育活動を支援している。 
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資料３－１－①－１ 
一般教育科教員の数 

数学 英語 国語
物理
化学

社会 体育 生物 中国語
音楽
美術

技術者

倫理 合計

教授 4 4 1 0 2 2 0 0 0 0 13

准教授 3 2 0 4 1 0 0 0 0 0 10

講師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

助教 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常勤計 8 6 2 4 3 2 0 0 0 0 25

非常勤教員 2 3 2 2 0 2 1 1 2 2 17

合計 10 9 4 6 3 4 1 1 2 2 42  

（出典 平成 24 年度学校要覧 pp.10-11 より作成） 

基準３ 教員及び教育支援者等 

（１）観点ごとの分析 

観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されている

か。 

（観点に係る状況）  

一般教育科の教科担当毎の教員数及び一般教育科教員の専門分野と担当科目の一覧を資料３－１－

①－１～２に示す。教員の担当科目は，各教員の研究専門分野を考慮して，分野ごとの授業担当打合

せを行い適切に割り振られるよう配

慮している。 

 また，高等専門学校設置基準の第

６条２項には，一般科目を担当する

専任教員の数（助手を除く）が 22

名を下回ってはならないとある。本

校において一般科目担当の専任教員

25 人全員が助教以上であり，設置

基準を満たしている。 
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資料３－１－①－２ 
一般教育科教員の担当教科目と専門分野 

 

（出典 平成 24 年度学校要覧 pp.10 より作成） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校では，教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員を適切に配置しているといえる。

その理由は，一般科目担当教員の構成が，高等専門学校設置基準を満たしつつ，本校の教育理念にあ

る「豊かな教養」を身に付けさせるよう，バランスよく科目と教員を配置している点である。特に，

「国際性」を育てるために，英語教員には 1 人の外国人ネイティブスピーカーを常勤として配置する

等，本校の目的に沿った教員配置を行っている。 
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資料３－１－②－１ 
専門学科教員の数 

機械 電気
電子
情報

物質 建築 合計

教授 4 4 2 5 4 19

准教授 4 4 7 5 5 25

講師 1 1 0 0 0 2

助教 1 1 1 1 1 5

助手 0 0 0 0 0 0

常勤計 10 10 10 11 10 51

非常勤教員 0 4 5 7 7 23

合計 10 14 15 18 17 74  

（出典 平成 24 年度学校要覧 pp.14-30 より作成） 

資料３－１－②－２ 
機械工学科教員の担当教科目と専門分野 

 
（出典 平成 24 年度学校要覧 pp.14 より作成） 

観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

 各専門学科の教員数一覧を資料３－１－②－１に示す。高等専門学校設置基準第６条には，本校の

ような５学科制高専の専門学科には，合計で36名の専任教員（助手を除く）を置かなければならない

こととなっている。本校は51名の常勤教員を配置しているので基準を満たしている。また，同８条に

は，｢専門科目を担当する教授・准教授の合計数は，一般教育科を含めた専任教員数の合計数の２分

の１を下回ってはならない｣とある。専任教員全体

の合計人数76名に対し専門学科の教授・准教授数44

名であるので，基準を満たしている。 

 資料３－１－②－２～６に，各専門学科の各教科

担当教員と専門分野の一覧を示す。教員の担当科目

は，各教員の研究専門分野を考慮し，各学科会議等

の授業担当打合せを行い担当科目が適切に割り振ら

れるよう配慮している。 
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資料３－１－②－３ 
電気工学科教員の担当教科目と専門分野 

 
（出典 平成 24 年度学校要覧 pp.18 より作成） 

資料３－１－②－４ 
電子情報工学科教員の担当教科目と専門分野  

 

    ※松野哲也（上から３番目）は今年度人事交流で在職していないため，掲載ミスである。 

（出典 平成 24 年度学校要覧 pp.22 より作成） 
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資料３－１－②－６ 
建築学科教員の担当教科目と専門分野  

 
（出典 平成 24 年度学校要覧 pp.30 より作成） 

資料３－１－②－５ 
物質工学科教員の担当教科目と専門分野  

 

（出典 平成 24 年度学校要覧 pp.26 より作成） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校は，教育の目的を達成するために必要な専門科目担当教員を適切に配置しているといえる。そ

の理由は，本校は，「創造性」，「多様性」，「学際性」，「国際性」というキーワードを教育理念

としており，それを達成させるような科目構成及び教員の配置になっている点である。特に，「実践

的な高度技術者の育成」を目指すために，実験・実習・演習等の科目も多く，それらの科目では，複

数の教員によるチームティーチングの授業形態を実施している。 
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資料３－１－③－１  
専攻科教育にあたる学科ごとの教員数 

機械系 電気系 電子情報系

常勤 10 10 8 10 10 14 62

合計専攻科名
生産情報システム工学専攻 応用物質

工学専攻
建築学
専攻

一般
教育科

 
（出典 総務課資料より作成） 

観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には，教育の目的を達成するために必要な専攻科の

授業科目担当教員が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況）  

 平成24年度専攻科における各専攻の教員数一覧を，資料３－１－③－１に示す。常勤教員は合計62

名，非常勤教員は，｢電子物性工学｣，｢ディジタル回路設計｣，｢建築生産システム工学｣を依頼してい

る３名のみである。 

本校では，専門科目の授業担当教員48名の内，46名が博士号取得者，1名が技術士取得者である。

また，専攻科生の定員数は，生産情

報システム工学専攻12名，応用物質

工学専攻４名，建築学専攻４名の計

20名となっている（有明工業高等

専門学校学則第８章第 42条）。

よって，本校では，専攻科生定員数

よりも多い博士号取得者教員を配置している。 

本校の専攻科では，豊かな教養と幅広い専門知識，学際的・複合的視野と倫理観，創造性と実践力

を身につけた，ものづくりのための高度な実践的技術者を育成することを目指している。教員の担当

科目は，各教員の研究専門分野を考慮し，専門学科・分野ごとに授業担当打合せを行い担当科目が適

切に割り振られるよう配慮している。資料３－１－③－２に平成24年度専攻科前期科目担当者一覧を

示す。このように，各教員の専門分野に適した科目担当割となっている。特に，技術士資格者，英語

のネイティブスピーカー，実務経験者等の能力・経歴の教員を適切に配置することで，前述の目的を

達成することを目指している。 
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資料３－１－③－２ 
平成 24 年度専攻科前期科目担当者一覧 

学科 教員名 専門分野あるいは所属（非常勤） 担当科目

G 中　島　洋　典 地形学 地域特性と人間生活

G 徳　田　　　仁 ワーズワースの研究 英語コミュニケーションI

G 村　田　和　穂 英語文献学 英語コミュニケーションIII

G リチャード・グランバイン 英語教育 科学技術英語

G 荒　木　　　眞 解析学 応用解析 II

G 村　岡　良　紀 統計物理学 応用解析 I

G 田　中　彰　則 統計物理学 応用数理 II

G 松　尾　明　洋 化学 現代化学

M 堀　田　源　治 設計工学 機械システム要素，合同特別実験

M 吉　田　正　道 伝熱工学 熱力学概論

M 南　　　明　宏 塑性加工 塑性加工学，生産情報システム技術英語  

M 明　石　剛　二 精密加工 精密加工学

M 原　槙　真　也 ロボット工学 基礎設計特別演習，創造設計特別演習，ディジタル制御

M 柳　原　　　聖 計測制御工学 合同特別実験，機械システム制御

M 坪　根　弘　明 流体工学 合同特別実験，生産情報システム技術英語  

M 岩　本　達　也 材料力学 合同特別実験，生産情報システム技術英語  

M 篠　崎　　　烈 精密加工 合同特別実験

M 福　永　道　彦 設計工学 合同特別実験

E 永　守　知　見 電気材料 生産情報システム技術英語，電気機器概論

E 塚　本　俊　介 高電圧工学 合同特別実験，環境工学

E 泉　　　勝　弘 パワーエレクトロニクス 合同特別実験，創造設計特別演習，生産情報システム技術英語，パワーエレクトロニクス特論  

E 石　丸　智　士 半導体物性，光電気化学 機能デバイス工学

E 河　野　　　晋 パルスパワー 合同特別実験

E 高　松　竜　二 電子材料，センサ工学 合同特別実験，基礎設計特別演習

E 森　山　賀　文 ソフトウェア工学 画像処理工学

I 内　海　通　弘 信号処理工学 基礎設計特別演習

I 菅　沼　　明 ソフトウェア工学 ソフトウェア開発管理論，アルゴリズム論

I 森　　　紳太朗 光導波路 情報システム

I 嘉　藤　　　学 情報通信工学 合同特別実験

I 嘉　藤　直　子 ソフトウェア工学 応用情報工学

I 石　川　洋　平 電子回路 基礎設計特別演習

C 宮　本　信　明 無機化学 無機構造化学

C 川　瀬　良　一 溶射工学 応用物質工学技術英語

C 氷　室　昭　三 物理化学 応用物理化学

C 冨　永　伸　明 生化学 合同特別実験，環境科学

C 小　林　正　幸 生物物理化学 応用物質工学特別実験I  

C 出　口　智　昭 微生物工学 合同特別実験

C 田　中　康　徳 溶射工学，無機材料化学 無機材料化学，応用物質工学特別実験II

C 藤　本　大　輔 有機化学 応用物質工学特別演習，有機合成化学

C 近　藤　　　満 化学工学 応用分析化学

A 北　岡　敏　郎 建築計画学 居住地計画論，建築設計特別演習I，建築設計特別演習II

A 鳶　　　敏　和 建築環境工学 環境調整学，設備設計，建築設計特別演習I，建築設計特別演習II

A 上　原　修　一 建築力学 構造解析学，建築設計特別演習I，建築設計特別演習II

A 松　岡　高　弘 建築史学 近代建築史論

A 小　野　聡　子 建築構造学 建築構造設計論

A 岩　下　　　勉 建築構造学 鋼構造限界状態設計論

A 下　田　誠　也 建築材料学 建築生産システム工学

H 松　野　哲　也 計算物理 電子物性工学

H 北　村　惇 元 清水建設（株） 建築生産システム工学  
（出典 平成 24 年度学校要覧 pp.8-37 より作成） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の専攻科は，本校の教育の目的に照らして，十分な人数と高い質を持った教員を配置している

ことから，適切であるといえる。本校の専攻科では，豊かな教養と幅広い専門知識，学際的・複合的

視野と倫理観，創造性と実践力を身につけた，ものづくりのための高度な実践的技術者を育成するこ

とを目指している。これらの目的を達成するために，各学科に設定されたカリキュラムに十分対応で

きる数の有資格教員を配置している。 
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資料３－１－④－１ 
実務経験者，女性教員，博士号取得率，外国人教員 

一般 機械 電気 電子情報 物質 建築 合計

常勤教員数 25 10 10 10 11 10 76

３年以上実務経験者数 0 2 1 1 4 2 10(13%)

女性教員数 2 0 0 1 1 2 6(8%)

博士号取得者数 12 8 10 9 11 10 60(79%)

専門学科のみ取得率 94%

外国人教員 1 0 0 0 1 0 2  

（出典 平成 24 年度学校要覧 pp.10-30 より作成） 

資料３－１－④－２ 
教員の年齢構成 

一般 機械 電気 電子情報 物質 建築 合計

50代以上 39% 40% 30% 27% 45% 40% 38%

40代 29% 20% 20% 45% 27% 20% 28%

30代 32% 30% 40% 18% 27% 40% 31%

20代以下 0% 10% 10% 9% 0% 0% 4%  

（出典 平成 24 年度学校要覧 pp.8-30 より作成） 

観点３－１－④： 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置が講

じられているか。 

（観点に係る状況）  

本校では，教員組織の活動をより活発化するために，次のような幾つかの配慮をしながら教員採用

を行っている。実務経験者，女性教員，博士号取得者，外国人教員の状況を資料３－１－④－１に示

す。 

１つ目は，企業経験者の採用である。実践的技術者を育てることを目標の一つとする本校では，企

業経験者の知識や経験が学生指導に必要である。現在，本校教員の企業経験者は10名（うち技術士取

得者1名）で全体の約13%である。 

２つ目は，女性教員の採用である。本校は，全国の高専と比べても比較的女子学生が多い。平成24

年度は，全校学生1082名のうち216名が女子学生で，全体の約20%となる。また，女子寮も備え，現在

49名の女子学生が寮生活をしている。このような環境では，女性教員の役割は重要であり，６名（全

体の約８%）が在職している。 

 ３つ目は，博士号取得者である。平成24年４月現在の本校教員の学位取得者割合は，専門学科全体

で94%となっている。このことは，専門分野でのレベルの高い研究を基盤として，質の高い教育を学

生に対して行うことができることを示している。 

 ４つ目は，外国人教員の採用である。現在，物質工学科に中国出身者が１名，一般教育科の英語科

に米国出身者が１名在職している。 

 ５つ目は，偏りの無いよう配慮された年齢構成である。資料３－１－④－２に各学科各年代の割合

を示す。 
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資料３－１－④－３ 
高専間人事交流状況 

受入 氏 名 受入元 期間

H18年度 小 鉢 暢 夫 八代高専 H18.4.1～H20.3.31

H18年度 福 田 孝 之 佐世保高専 H18.4.1～H19.3.31

H18年度 塚 本 公 秀 鹿児島高専 H18.4.1～H19.3.31

H20年度 前 田 良 輔 北九州高専 H20.4.1～H21.3.31

H22年度 南 部 幸 久 佐世保高専 H22.4.1～H23.3.31

H24年度 宮 﨑 浩 一 久留米高専 H24.4.1～H25.3.31

派遣 氏 名 派遣先 期間

H18年度 西 山 治 利 八代高専 H18.4.1～H20.3.31

H20年度 出 口 智 昭 北九州高専 H20.4.1～H21.3.31

H22年度 髙 松 竜 二 佐世保高専 H22.4.1～H23.3.31

H24年度 松 野 哲 也 久留米高専 H24.4.1～H25.3.31
 

（出典 総務課より作成） 

資料３－１－④－４ 
文部科学省在外研究員，独立行政法人国立高等専門学校機構在外研究員 

年度 氏 名 滞在地名（国名）／派遣機関 期間

H19年度 石 川 洋 平 アメリカ／テキサスA&M大学 H20.3.29～H21.3.16

H20年度 小 林 正 幸 アメリカ／ワシントン大学 H21.2.22～H21.9.20

H21年度 岩 下 勉 カナダ／トロント大学 H22.3.30～H23.3.9

H22年度 － － －

H23年度 － － －

H24年度 劉 丹 英国／エジンバラ大学 H24.4.1～H24.9.29  

（出典 総務課より作成） 

 更に，本校では，教員組織の活動の活性化のために，高専・両技科大間教員交流や文部科学省在外

研究員等を活用している。資料３－１－④－３～４に近年の状況を示す。 

また，本校の工夫として，教員チューター制度を設けている。採用直後の１年目は，学校という環

境の職場では戸惑うことも多い。そこで，採用１年目の教員１人に１人のチューター教員を指名し，

種々の活動に対してアドバイスを行えるようにしている。 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では，教員組織の活動をより活発にするための適切な措置を講じているといえる。その理由は，

実務経験者の配置，女性教員の配置，高専・両技科大間教員交流や文部科学省在外研究員の活用等で

ある。実務経験者は全体で10名，専門学科だけでは約19%で，女性教員も6名，全体で8%配置している。

博士の学位取得者は全教員の79%であり，専門学科だけでは94%にも及ぶ。また，教員チューター制度

を設け新人教員のスムーズな教育活動への適応を図っていることである。 
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資料３－２－①－１ 

 
（出典 自己ＰＲ等申告書(1/3)） 

観点３－２－①： 全教員の教育活動に対して，学校による定期的な評価が行われているか。また，

その結果把握された事項に対して教員組織の見直し等，適切な取組がなされてい

るか。 

（観点に係る状況）  

教員の教育活動に対する評価には，「自己ＰＲ等申告書」（資料３－２－①－１～３），「授業改

善のためのアンケート」（資料３－２－①－４）がある。自己ＰＲ等申告書は，教員自身が年度初め

に学生指導や教育活動等の項目毎に昨年度当初に掲げた自己の目標とそれに対する自己分析結果，更

に新年度の目標を校長宛に自己申告するものである。 

授業改善のためのアンケートは，科目毎に年に１回学生に対して実施するアンケートである。教員

は，改善を要する点等について必ずコメントを記入し，その結果を学内で公開している。 

これらの結果を用いて，企画委員会や運営会議等を経て，委員会組織の見直しや個々の教員の能力

を生かせる役職への配置等を行っている。具体的には，外国人教員の配置である。学生の最も身近に

接する担任業務は，特に低学年の場合どちらかといえば日本人教員の方が向いている。そこで，低学

年の担任を担当する一般教育科では，担任業務から外国人教員をはずし，代わりに外国への学生引率

業務を割当てている。本校では希望学生が参加する「シンガポールポリテクニック交流プログラム」

として，姉妹校協定を結んでいるシンガポールポリテクニックへの研修旅行を毎年企画している。こ

の引率教員の１人に，外国人教員を配置している。また，1年次に開講している情報処理基礎を，電

気工学科と電子情報工学科は自学科で担当し，残りの3学科は一般教育科の専門教員で行っている。

これも，自学科に専門教員がいること，専用の演習室を設置し環境が整っていること等を考慮したも

のである。 

 教員の学校への貢献度は，内部評価システムの評価点一覧表で多岐にわたる校務を点数化したもの

及び前述の校長への申告書の内容に基づいて評価している（資料３－２－①－５参照）。それらの結

果を，勤勉手

当や特別昇給

に反映させて

いる。 
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資料３－２－①－２ 

 
（出典 自己ＰＲ等申告書(2/3)） 

資料３－２－①－３ 

 
（出典 自己ＰＲ等申告書(3/3)） 
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資料３－２－①－４ 

 
（出典 授業改善のためのアンケート） 
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資料３－２－①－５ 

教員評価資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典 教員評定資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校では，学校による定期的な評価を全教員の教育活動に対して行っているといえる。その理由は，

全教員に，毎年前年度の教育活動における自己評価を校長宛に提出する義務があり，その評価結果を

基に校長指名の委員長の人事等の校務分掌を決めている点である。  
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資料３－２－②－１ 
有明工業高等専門学校教員選考規程（抜粋） 

 

第１章総則 

(趣旨) 

第１条 有明工業高等専門学校（以下｢本校｣という）の教官選考は，独立行政

法人国立高等専門学校機構就業規則第9条及び高等専門学校設置基準（昭和36

年8月30日文部省省令23号）によるもののほか，この規定の定めるところによ

る。 

（中略） 

（推薦委員会の設置） 

第６条 校長は，第4条に掲げる申し出があったときは，すみやかに推薦委員

会を設置するとともに，運営会議に報告するものとする。 

２ 推薦委員会に関し必要な事項は校長が別に定める。 

（中略） 

（審査委員会の設置） 

第８条 校長は，前条により推薦があったときは，すみやかに審査委員会を設

置するとともに，運営会議に報告するものとする。 

２ 審査委員会に必要な事項は，校長が別に定める。 

(審査) 

第９条 審査委員会は，第7条により推薦された者の資格審査を行うものとす

る。 

（中略） 

第3章 教員の資格 

(教授の資格) 

第13条 教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，

高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認

められる者とする。 

一 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有

する者 

二 学位規則（昭和28年文部省令第9号）第5条の2に規定する専門職学位（外

国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し，当該専門職学位

の専攻分野に関する業務についての実績を有する者 

三 大学（短期大学を含む。以下同じ）又は，高等専門学校において教授，准

教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴

を含む。）のある者 

四 学校，研究所，試験所，調査所等に在職し，教育若しくは研究に関する実

績を有する者又は工場その他の事業所に在職し，技術に関する業務についての

実績を有する者 

五 特定の分野について，特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 

六 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると校長が認めた者 

（後略） 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

資料３－２－②－２  

有明工業高等専門学校教員選考規程の運用に関する申し合わせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

観点３－２－②： 教員の採用や昇格等に関する基準や規定が明確に定められ，適切に運用がなさ

れているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の教員採用は，高専の設置基準の他

｢有明工業高等専門学校教員選考規程（資

料３-２-②-１）｣，「有明工業高等専門学

校教員選考規程の運用に関する申し合わせ

（資料３-２-②-２）」により行っている。

他に関連する規程として｢有明工業高等専

門学校教員推薦委員会規程（資料３-２-②

-３）｣｢有明工業高等専門学校教員審査委

員会規程（資料３-２-②-４）｣の２つがあ

る。 

教員採用時，推薦委員長（学科長）は公

募の案内を学会誌やウェブページに掲載し，

応募者がそろった時点で，推薦委員会を開

催する。推薦委員会は，書類審査を行い候

補適任者複数名を審査委員長（校長）に，

優先順位を付けて報告する。審査委員会は，

審査委員長含む複数の委員による面接等を

行い最終決定する。 

非常勤講師は，各所属学科長による推薦

により，最終的には運営会議で決定してい

る。 

教員の昇格は，高等専門学校設置基準や

上述の本校の規程に則って行っている。推

薦委員長からの推薦で，審査委員会で審議

し決定する。その際の教員資質の適正につ

いては，研究論文の数など研究業績のみな

らず教育業績や学校運営業務も評価対象と

している。 
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資料３-２-②-３  

有明工業高等専門学校教員推薦委員会規程(抜粋) 

（趣旨) 

第1条 この規定は，有明工業高等専門学校教員選考規程（平成13年

10月18日制定）第6条第2項に基づき，有明工業高等専門学校教員推薦

委員会（以下｢委員会｣という。）の組織及び任務について定める。 

（組織） 

第2条 委員会は，次の各号に掲げる委員を持って組織する。 

一 選考を行おうとする学科又は一般教育科（以下｢当該学科とい

う。｣の学科長又は一般教育科長 

二 当該学科の教授   若干名 

三 教務主事 

四 その他校長が必要と認める者 

2 委員会は当該学科毎に設置するものとする。 

3 委員は，校長が委嘱する。 

(委員長) 

第3条 委員会に委員長を置き，当該学科の学科長又は一般教育科長

をもって充てる。 

（任務） 

第4条 委員会は，次の事項を処理する。 

一 学内及び関係機関等に公募を行うこと。 

二 応募者の書類選考を行い，その中から複数の者に順位を付けて，

候補適任者とすること。 

三 推薦に係る経緯及び候補適任者名を記した｢推薦書｣を校長に提出

すること。 

2 公募の方法は，別に定めることができる。 

（後略） 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

 

資料３-２-②-４ 
有明工業高等専門学校教員審査委員会規程(抜粋) 

（趣旨) 

第1条 この規定は，有明工業高等専門学校教員選考規程（平成13年

10月18日制定以下｢選考規程｣という。）第8条第2項に基づき，有明

工業高等専門学校教員審査委員会（以下｢委員会｣という。）の組織

及び任務について定める。 

（組織） 

第2条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 校長 

二 教務主事及び学生主事 

三 寮務主事 

四 推薦委員長 

五 校長が上記の者以外に必要と認めた者  若干名 

2 前項の委員は，校長が委嘱する。 

(委員長) 

第3条 委員会に委員長を置き，校長をもって充てる。 

(任務) 

第4条 委員会は，有明工業高等専門学校教員推薦委員会規定第4条

第1項第3号による推薦書に記載された候補適任者について，資格審

査を行うものとする。 

(審査の基準) 

第5条 審査の基準は，次によるものとする。 

一 推薦された者の資格が，選考規程第13条から第17条に掲げる資

格のうち選考予定の職に対応した資格を満たしていること。 

二 本校の教育，研究に強い意欲があること。 

三 学生の指導に理解と情熱があること。 

四 その他委員会が必要と認めること。 

（後略） 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では，教員の採用や昇格に関して，採用基準や委員会規程を明確に定め，適切に運用している

といえる。その理由は，本校には教員選考規程，教員推薦委員会規程，教員審査委員会規程を定め，

これらの趣旨に沿って各委員会が活動し，その中で採用・昇格等を決定しているからである。教員選

考規程の第１条には，｢有明工業高等専門学校の教員選考は，独立行政法人国立高等専門学校機構就

業規則第９条及び高等専門学校設置基準によるもののほか，この規程の定めるところによる｣とある。

それらの規程を明確に定め規程集に掲載しており，それらに沿って教員の採用・昇格を適切に行って

いる。 
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観点３－３－①： 学校における教育活動を展開するに必要な事務職員，技術職員等の教育支援者

等が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況）  

事務・技術職員による教育支援体制は，学生課（教務係・学生支援係・寮務係・図書情報係），教

育研究技術支援センター，マルチメディアセンター（図書館，情報処理センター），学科事務等があ

る。これらの支援組織は学生便覧等にも記載し（別添資料１－２－①－１），学生にも開示している。 

学生課の教務係，学生支援係，寮務係，図書情報係には，合計15名が在籍している。全学的な技術

系の教育支援にかかわる教育研究技術支援センターには，15名の技術職員が一堂に会して机を並べて

いる。業務遂行は，４つの班（機械系技術班，電気系技術班，物質系技術班，建築系技術班）に分か

れて行う。教育研究技術支援センター規程は，前掲資料２－１－③－２に示している。 

図書館には，２名を配置している。夜間や土曜日には，アルバイトの職員も雇用し対応している。

情報処理センターは，本校のコンピュータリテラシー等の情報基礎教育から各専門学科の応用情報教

育まで行うことができる全学科共通の施設である。 

各学科には，事務補佐員１人を配置している。事務補佐員は物品購入事務，物品管理事務，学科図

書の管理，印刷業務など教員の教育研究活動を支援するとともに，専門学科では求人企業情報の管理

や就職書類の作成等を通じて学生・教員を支援している。 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では，学校における教育活動を展開するために必要な事務職員・技術職員等の教育支援者を適

切に配置しているといえる。その理由は，教育活動を展開するために必要な人数と技術の高い人材を

配置し，機能していることである。更に，各支援組織の職員は教員と連携することで，きめ細かな教

育支援活動を行っている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

本校独自の制度（自己ＰＲ等申告書，教員評定等）を設け， 教育活動を定期的に評価し，更には

教育活動の活性化や教育組織の見直しへ活用し，適切に運用している。 

 

（改善を要する点）  

特になし。 
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（３）基準３の自己評価の概要 

本校では，教育活動を展開するために必要な教員が，一般教育科・専門学科ともに，適正に配置し

ており，教員数は設置基準を満たしている。専門学科教員の内企業において実務経験を有する教員数

が約19%を占め，実務に関する教育効果も高い。専門的な教育を担う非常勤教員は，現役で活躍して

いる企業人がほとんどで，実務教育に力を発揮している。専攻科担当の専門学科教員はほとんどが博

士号を有し，教員数は常勤62名非常勤３名で合計65名に達している。これは，専攻科１年次定員20名

全学年合計40名の定員数を上回る人員を配置していることになる。 

教員の採用や昇格に関しては，教員選考規程，教員推薦委員会規程，教員審査委員会規程を定め，

規程に則った採用や昇格を適正に行っている。 

教員の教育活動に関する定期的な評価は，学校側と学生側の両面からそれぞれ教育活動に関する貢

献度の評価，学生による「授業改善のためのアンケート」等で行っている。教員の学校への貢献度は，

内部評価システムの評価点一覧表で多岐にわたる校務を点数化したもの及び校長への申告書の内容に

基づいて評価し，勤勉手当や特別昇給に反映させている。 

本校の教育課程を展開するために必要な事務職員・技術職員等の教育支援者も，必要な人数ととも

に技術の高い人材を適切に配置している。 
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資料４－１－①－１ 

有明工業高等専門学校学則 第 16 条,第 17 条,第 18条,第 43 条,第 55 条 
 入学者選抜の基本方針 
第16条 入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 中学校を卒業した者 

(2) 中等教育学校の前期課程を修了した者 

(3) 外国において，学校教育における９年の課程を修了した者 

(4) 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を終了した者 

(5) 文部科学大臣の指定した者 

(6) 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認定された者 

(7) その他相当年齢に達し、本校が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者 

第17条 校長は、入学志望者について、学力検査の成績、出身学校の長から送付された調査書その他必要な書類等を資料として入学者の選抜を

行う。 

2 校長は、前項の規定によるほか、入学定員の一部について出身中学校長の推薦に基づき、学力検査を免除し、出身中学校長から送付された調

査書、推薦書等を主な資料として、入学者の選抜を行うことができる。 

3 校長は、前2項の選抜の結果に基づき、第29条に規定する入学料を納付した者に対して入学を許可する。ただし、入学料免除又は入学料徴収猶

予の申請書を受理された者にあっては、この限りではない。 

第18条 第1学年の途中又は第2学年以上に入学を希望する者があるときは、校長は、その者が相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以

上の学力があると認めた場合に限り、前条の規定に準じて、相当学年に入学を許可することがある。 

第18条の2 他の高等専門学校から転学を希望する者があるときは、校長は、教育上支障がない場合には、転学を許可することがある。 

2 前項に関し必要な事項は、別に定める。 

第43条 専攻科に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 高等専門学校を卒業した者 

(2) 短期大学を卒業した者 

(3) 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第132条の規定により、大学に編入学することができる者 

(4) 外国において学校教育における14年の課程を修了した者 

(5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者 

(6) 我が国において、外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における14年の課程を修了したとされるものに限る。）を有す

るものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(7) その他、本校専攻科が高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

第55条 外国人で、高等専門学校において教育を受ける目的をもって入国し、本校に入学を志願する者があるときは、選考のうえ、外国人 

留学生として第3学年に入学を許可することがある。 

（出典 有明工業高等専門学校規定集） 

 

基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像及び入学者選抜の基本方針等の入学者受入

方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ，学校の教職員に周知され

ているか。また，将来の学生を含め社会に理解されやすい形で公表されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の入学者選抜は，準学士課程１年次への準学士課程入学者選抜，準学士課程１年次の途中また

は２年次以上への編入学生選抜，準学士課程３年次への留学生選抜，専攻科１年次への専攻科入学者

選抜があり，準学士課程入学，準学士課程４年次への編入学，専攻科入学の選抜にはそれぞれ，推薦

選抜と学力選抜の区分がある。いずれの選抜についても，本校の教育の目的に沿った選抜の基本方針

を有明高専学則に明確に定めている。準学士課程入学に関しては第16条・第17条に，編入学に関して

は第18条に，留学生に関しては第55条，専攻科入学に関しては第43条に，入学資格や選抜方法を定め

ている（資料４－１－①－１）。 

更に，推薦選抜と学力選抜の区分がある準学士課程入学，準学士課程４年次への編入学，専攻科入

学の選抜に関しては，選抜の基本方針をより詳細にしたアドミッション・ポリシー（学生受け入れ方

針）を定めている。 

本校のアドミッション・ポリシーでは，まず学校全体として求める人間像について，次に学科或い

は専攻毎の求める学生像を定めている。特に準学士課程入学者に対しては，志望学科選択の指針の役

割も兼ねている。資料４－１－①－２～７に，各選抜における出願資格及び本校のアドミッション・

ポリシーを示す。選抜の方法については，後掲資料４－２－①－１～３に示す。 



有明工業高等専門学校 基準４ 

- 70 - 

 

資料４－１－①－２ 

出願資格（準学士課程入学者選抜） 

（推薦選抜） 

(1)平成24年3月に中学校を卒業見込み（中等教育学校の

前期課程修了見込み）の人 

(2)合格した場合，入学することを確約できる人 

(3)次の【１】，【２】または【３】のいずれかの条件

を全て満たし，在籍学校長が責任を持って推薦できる

人 

【１】「学業において優れた成績を収めた人についての

推薦」は次のとおりです． 

ア 人物が優れていて，技術者としての適性が認められ

る人 

イ 中学校（中等教育学校においては前期課程）におけ

る第２学年から第３学年の５段階評定（絶対評価）に

よる9教科の学習成績の合計が75以上の人 

【２】「部活動等において優れた成績を収めた人につい

ての推薦」は次のとおりです． 

ア 人物が優れていて，技術者としての適性が認められ

る人 

イ 本校在学中，部活動を継続できる人 

ウ 中学校（中等教育学校においては前期課程）におけ

る第２学年および第３学年の５段階評定（絶対評価）

による9教科の学習成績の合計が70以上の人 

エ 部活動等において優れた成績を収め，次の(1)〜(3)

のいずれかに該当する人 

(1)体育系部活動において，都道府県大会に出場した

人，または市・郡大会で上位３位以内の成績を収めた

人． 

ただし，団体競技においては，正選手として活躍し

た人 

(2)校外体育系クラブチームにおいて，都道府県大会で

顕著な成績を収めた人． 

ただし，団体競技においては，正選手として活躍し

た人 

(3)文化系部活動（校内外）において，都道府県大会で

顕著な成績を収めた人 

【３】「生徒会活動において顕著な活躍をした人につい

ての推薦」は次のとおりです． 

ア 人物が優れていて，技術者としての適性が認められ

る人 

イ 本校在学中，学生会または寮生会での活動を継続で

きる人 

ウ 中学校（中等教育学校においては前期課程）におけ

る第２学年および第３学年の５段階評定（絶対評価）

による9教科の学習成績の合計が70以上の人 

エ 生徒会活動において特に顕著な活躍をした人 

 

（学力選抜） 

(1)中学校を卒業した（中等教育学校前期課程を修了し

た）人または平成24年3月に中学校を卒業見込み（中

等教育学校前期課程を修了見込み）の人 

(2)中学校卒業と同等以上の学力があると認められた人

（学校教育法施行規則第179条に該当する人） 

（出典 平成24年度学生募集要項p.3,7） 

 

 

資料４－１－①－３ 
本校のアドミッション・ポリシー（準学士課程入学者選抜） 

【求める学生像】 

有明工業高等専門学校（有明高専）は，本科５年間と専攻科２年間を有機的に

連携させた７年間の教育プログラムで，幅広い工学基礎と豊かな教養をもとに，

夢をもち，創造性に富み，国際的に通用し，さまざまな工学の分野に果敢にチャ

レンジする技術者の育成をめざしています。このために，有明高専では基礎学力

のある中学校卒業生等で次のような人を求めています。 

1) ｢ものづくり｣に興味をもっている人 

2) 技術者への志をもっている人 

3) 社会貢献への志をもっている人 

4) 高い目標に挑戦する意欲がある人 

5) 協調性があり，積極的に実践する人 

【機械工学科】 

機械工学科では，豊かで便利な社会を作り，人類の夢をかなえるためにぜひと

も必要となるすばらしい機械（もの）を創り出す技術者になることをめざして，

いろいろなことを学びます。そのため，本学科では次のような人の入学を歓迎し

ます。 

1) 機械（もの）の仕組みや動きに興味があり，さらに勉強したいと思っている人 

2) ものづくりが好きで，自分のアイデアでものを作ってみたいと思っている人 

3) 人のために役に立ち，地球に優しいものづくりに関心のある人 

【電気工学科】 

電気工学科では，エネルギー技術・エレクトロニクス技術・IT技術を駆使し，

社会の発展に貢献できる実践的技術者となるための学習をします。そのため，本

学科では次のような人の入学を歓迎します。 

1) 電気や磁気が関係するさまざまな現象に興味を持ち，積極的に勉強する意欲が

ある人 

2) 実験や工作に興味を持ち，人と協力してものごとに取り組むことができる人 

3) エネルギーや環境問題に関心を持ち，技術を介して社会に貢献する意志がある

人 

【電子情報工学科】 

電子情報工学科では，コンピュータに代表される電子情報技術に関連する幅広

い分野の内容を学び，人々の暮らしを便利に豊かにする技術者になることを目指

します。そのため，本学科では次のような人の入学を歓迎します。 

1) コンピュータや携帯電話を動かす原理や仕組みに興味や関心のある人 

2) 数学や理科や語学が好きで，自発的に努力できる人 

3) 将来，いろいろな作業をコンピュータにさせる仕事をしたい人 

【物質工学科】 

物質工学科では，美しい環境を守りながら，地球の資源やエネルギーを活用し

て人の生活に有用な製品をつくる実践的技術者になるための学習をします。その

ため，本学科では次のような人の入学を歓迎します。 

1) 数学や理科への勉学の意欲が高く，実験が好きな人 

2) さまざまなことがらに科学的な興味をもつことができる人 

3) 学習目標を達成する強い意志を有している人 

【建築学科】 

建築学科では，豊かで生活しやすく美しい空間をつくるため，また地震や台風

にも耐える建物をつくるために，建物の設計，強さ，つくり方について学習しま

す。そのため，本学科では次のような人の入学を歓迎します。 

1) 数学や理科はもちろんのこと社会や芸術など，いろんな分野に興味を持ち勉強

している人 

2) 家づくりやまちづくりに興味を持っている人 

3) 建築の仕事をとおして，社会に貢献しようと考えている人 

 

（出典 平成24年度学生募集要項p.1） 
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資料４－１－①－４ 
出願資格（４年次編入学生選抜） 

（工業高校系推薦選抜） 

次の(1) または(2) に該当し，下の推薦

条件(ア)(イ)(ウ)(エ)を全て満たし，在

籍学校長が推薦する者とします． 

(1) 工業高等学校を平成25年3月卒業見

込みの者 

(2) 高等学校の工業に関する学科を平成

25年3月卒業見込みの者 

推薦条件 

(ア) 人物が優れていて，技術者として

の適性が認められ意欲のある者 

(イ) 合格した場合，編入学することを

確約できる者 

(ウ) 工業高校等における１学年から２

学年までの全教科目成績５段階評定の平

均が4.5以上(小数第2位切捨)の者 

(エ) 卒業時の専門科目修得見込み単位

数の合計が25単位以上であること 

（工業高校系学力選抜） 

次の(1)または(2)に該当し，「人物が優

れていて，技術者としての適性が認めら

れ意欲がある者」とします。 

(1) 工業高等学校を卒業した者または平

成25年3月卒業見込みの者 

(2) 高等学校の工業に関する学科を卒業

した者または平成25年3月卒業見込みの

者 

（普通高校系学力選抜） 

高等学校の普通科および理数科に関する

学科を卒業した者または平成25年3月卒

業見込みの者 

 

（出典 平成 25 年度編入学生募集要項

p.3,6,9） 

 

資料４－１－①－５ 
本校のアドミッション・ポリシー（４年次編入学生選抜） 

【選抜方法等】 

入学者の選抜は次の方法で行います。 

Ａ 工業高校系  Ａ－１ 推薦による選抜 

Ａ－２ 学力による選抜 

Ｂ 普通高校系  学力による選抜 

【募集学科・編入学年・募集人員】 

（中略） 

【求める学生像】 

有明高専は，本科５年間と専攻科２年間を有機的に連携させた７年間の教育プログラムで，幅

広い工学基礎と豊かな教養をもとに，夢をもち，創造性に富み，国際的に通用し，さまざまな工

学の分野に果敢にチャレンジする技術者の育成をめざしています。このために，有明高専では専

門，数学，英語の基礎学力のある高等学校卒業生等で，次のような人を求めています。 

1)｢ものづくり｣に興味があり，技術者への志をもっている人 

2)社会貢献への志をもっている人 

3)高い目標に挑戦する意欲のある人 

4)協調性があり，積極的に実践する人 

5)目的を達成するまで，必要な事柄を継続できる人 

【機械工学科】 

機械工学科では、人類の夢をかなえる機械、そして豊かで便利な社会を実現する機械を創り出

す技術者になることをめざして、幅広い機械工学の専門分野を学びます。そのため、本学科では

次のような人の入学を歓迎します。 

1) 機械工学の基礎知識を身に付けており、さらに専門分野を勉強したいと思っている人 

2) アイデアを実現するためのプロセスを学びたいと思っている人 

3) ものづくりを通して、社会に貢献できるエンジニアになりたいと思っている人 

【電気工学科】 

電気工学科では、文明社会を支えているさまざまな科学技術に不可欠なエネルギー・電子・情

報の三つの分野を中心に、電気に関することがらを学びます。そのため、本学科では次のような

人の入学を歓迎します。 

1) 電気工学の基礎的な知識を理解でき、さらに電気・電子・情報技術を学ぶ意欲がある人 

2) 電気・電子・情報工学に興味を持ち、実験や実習などに積極的に取り組む意欲がある人 

3) 環境やエネルギー問題に関心を持ち、技術を介して社会に貢献しようとする意志がある人 

【電子情報工学科】 

電子情報工学科では、入学した皆さんは工業高校において学習した内容を基礎として電子工学

から情報工学に関連する広い分野の内容を学び、総合的な知識を身につけたコンピュータ応用技

術者になることをめざします。そのため、本学科では次のような人の入学を歓迎します。 

1) コンピュータや携帯電話を動かす原理や仕組みに興味や関心のある人 

2) 数学や理科や語学が好きで，自発的に努力できる人 

3) 将来，いろいろな作業をコンピュータにさせる仕事をしたい人 

【物質工学科】 

物質工学科では、美しい環境を守りながら、地球の資源やエネルギーを活用して人々の幸福な

社会に貢献できる実践的技術者になるための学習をします。そのため、本学科では次のような人

の入学を歓迎します。 

1) 数学・化学・生物・英語などの基礎知識をもち、実験に意欲的に取り組むことができる人 

2) 日常のものごとに常に疑問をもち、それについて深く考える人 

3) 学習教育目標を達成する強い意志をもち、それに向かって努力する人 

【建築学科】 

建築学科では、豊かで生活しやすく美しい空間をつくるため、また地震や台風にも耐える建物

をつくるために、建物の設計、強さ、つくり方について学習します。そのため、本学科では専門

の科目の基礎学力がある高等学校卒業生等で、次のような人の入学を歓迎します。 

1) 数学や理科はもちろんのこと社会や芸術など、いろんな分野に興味を持ち、勉強している人 

2) 家づくりやまちづくりに興味を持っている人 

3) 建築の仕事をとおして、社会に貢献しようと考えている人 

 

【複合生産システム工学プログラム】 

本校では平成１３年度に専攻科が設置されたことに伴い、｢幅広い工学基礎と豊かな教養を基盤

に、創造性･多様性･学際性･国際性に富む実践的な高度技術者の育成を目指す｣という教育理念を

踏まえ、本科４年次から専攻科２年次までの４年間の学習･教育に対して、技術者教育プログラ

ムとして「複合生産システム工学」プログラムを設定し、社会のさまざまな要請にこたえられる

技術者教育を行なっています。 

（中略） 

 

【本プログラムで育成しようとする技術者像】 

本プログラムでは、工業生産活動(機械、電気、電子情報、物質、建築)における諸課題を自ら発

掘し、多角的な視点から解決するため、ものづくりに重点をおき、工学の専門知識と学際・複合

的知識を総合した判断力と問題解決能力を備えた技術者の育成を目指しています。さらにはこれ

らの教育を通じて、人々に優しく、自然と共存できる技術の開発に携わり、環境問題･食糧問題･

エネルギー問題など今日的な諸課題について柔軟に対応できる技術者を育成することを目的とし

ています。 

 このような技術者を育成するために、本校では12頁に示した学習･教育到達目標を設定してい

ます。本プログラムを修了することによって、この学習･教育到達目標を達成することができま

す。 

（出典 平成25年度編入学生募集要項p.1,2） 
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資料４－１－①－６ 
出願資格（専攻科入学者選抜） 

（推薦選抜(高専卒見込み者）） 

次の1)，および，2)をともに満たす者 

1)平成25年3月に高等専門学校卒業見込みの者で、学業成績および人物が優れていると認められる者 

2)試験実施日の２年前以内にTOEIC公開テスト又はTOEIC IPテストを受験し、350点以上の成績を有する者 

（推薦選抜(社会人)） 

次のいずれかに該当し、所属する企業等の長又は出身学校長等が、勤務成績又は学業成績、人物ともに優れていると認め推薦する者で、出願時

において企業等に2年以上在籍した経験がある者。 

1) 高等専門学校を卒業した者 

2) 短期大学を卒業した者 

3) 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第132条の規定により大学に編入学することができるもの 

4) 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者 

5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者およ

び平成25年3月までに修了見込みの者 

6) その他、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると学校長が認めた者 

（学力選抜前期後期） 

① 次のいずれかに該当する者。 

 1) 高等専門学校を卒業した者および平成25年3月卒業見込みの者 

 2) 短期大学を卒業した者および平成25年3月卒業見込みの者 

 3) 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第132条の規定により大学に編入学することができるものおよび平成25年3月までに同要

件を満たす見込みのもの 

 4) 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者および平成25年3月までに修了見込みの者 

 5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者お

よび平成25年3月までに修了見込みの者 

 6) その他、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると学校長が認めた者 

② 英語において、試験実施日の２年前以内にTOEIC公開テスト又はTOEIC IPテストを受験し、「公式認定証｣又は「個人成績表」を有する者。 

（出典 平成25年度専攻科学生募集要項p3,5,7,10） 

 

 資料４－１－①－７ 

本校のアドミッション・ポリシー（専攻科入学者選抜） 

【専攻科の概要】 

高専の専攻科は、高専5年間の教育課程の上に、より高度な専門知識と技術を教授し、創造的な研究開発や先端技術に対応できる人材を育成す

るために設けられた2年制の課程です。専攻科の課程を修了すれば、大学評価・学位授与機構の審査を受けて、「学士」の学位を取得できます。 

 本校専攻科には、生産情報システム工学専攻、応用物質工学専攻、建築学専攻の３専攻があります。 

【求める学生像】 

 本校専攻科は、豊かな教養と幅広い専門知識、学際的・複合的視野と倫理観、創造性と実践力を身につけた、ものづくりのための高度な実践

的技術者を育成することをめざしています。そのため、本専攻科では次のような人の入学を歓迎します。 

1) 工学の基礎を実践的に修得した人 

2) 自ら課題を探求し、創造的な解決能力を身につけたいと考えている人 

3) 工学のさまざまな分野に興味を持ち、学際的な領域についても勉強する意欲がある人 

4) 技術を通じて、社会に貢献したいと考えている人 

なお、実社会で活躍しながらキャリアアップしたいと考えている人なども歓迎します。 

【生産情報システム工学専攻】 

 生産情報システム工学専攻では、本科５年間で修得した各々の専門分野をさらに深く勉強します。それに加えて、広く工学分野一般について

も見識を深め、複眼的な見方のできる技術者をめざします。そのため、本専攻では次のような人の入学を歓迎します。 

1) 機械・電気・情報いずれかの専門分野をすでに修め、さらに深く専門分野を勉強する意欲がある人 

2) 工学の広い分野に興味があり、学際的な領域についても勉強する意欲がある人 

3) 与えられたテーマの中で、自分の研究を自ら計画し実践していく意欲がある人 

【応用物質工学専攻】 

 応用物質工学専攻では、高専本科5年間の教育課程で修得した基礎学力を基盤として、化学技術やバイオ関連技術の進展に対応しうる高度な知

識と技術を有する技術者の養成をめざしています。そのため、本専攻では次のような人の入学を歓迎します。 

1) 化学や生物などの自然科学について基本の知識をもち、それを身近な問題に応用できる人 

2) 学際領域にわたる幅広い専門知識を修得し、高い独創力や解析能力を身につける意欲がある人 

3) グローバルな視点で物事を考えることができ、倫理観がある人 

【建築学専攻】 

 建築学専攻では、本科で修得した一般および専門の基礎学力を土台として、創造性に富み、かつ実践的技術力の高い建築技術者の育成をめざ

しています。そのため、本専攻では次のような人の入学を歓迎します。 

1) 豊かな生活空間の創造に意欲的に取り組める人 

2) 建築の計画、構造、設備などの基礎的知識を習得している人 

3) 学際的な幅広い専門知識と設計演習や実験・実習を通した実践的技術を修得したいと考えている人 

【育成しようとする技術者像】 

本校専攻科では、工業生産活動(機械、電気、電子情報、物質、建築)における諸課題を自ら発掘し、多角的な視点から解決するため、ものづく

りに重点をおき、工学の専門知識と複合的・学際的知識を総合した判断力と問題解決能力を備えた高度な実践的技術者の育成を目指していま

す。さらにはこれらの教育を通じて、人々に優しく、自然と共存できる技術の開発に携わり、環境問題･食糧問題･エネルギー問題など今日的な

諸課題について柔軟に対応できる技術者を育成することを目的としています。 

（中略） 

【技術者教育プログラム】 

（省略） 

【選抜方法等】 

募集定員・選抜方法については、下記のとおりです。 

（中略） 

（出典 平成25年度専攻科学生募集要項p.1,2） 
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資料４－１－①－８ 
刊行物の発行部数と主な配付先 

刊行物 発行部数 主な配付先

学校要覧 1,300 文部科学省，全国高専，九州の国立大学，地域公的機関，中学校，企業，教職員，役員

学校案内チラシ 90,000 中学校，学校説明会

学生募集リーフレット 58,000 中学校，学校説明会

学生募集要項 3,500 受験生，全国高専，中学校

編入学生募集要項 450 受験生，全国高専，高校

専攻科生募集要項 300 受験生，全国高専  

（出典 平成 23 年度情報企画部広報室会議資料） 

資料４－１－①－９ 

平成 23 年度教務委員会（第 10回）議事要旨（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 23 年度第 10 回教務委員会議事録） 

アドミッション・ポリシーの周知・公表は，次の通りである。出願資格・選抜の方法は，募集要項

等の刊行物や本校のウェブサイト(http://www.ariake-nct.ac.jp/)の「入試情報」ページに記載して

いる。更に，学校要覧やリーフレット等の刊行物で広く社会にも公表公開している。特に，本校教職

員へは，学校要覧の配付により周知している。本校のアドミッション・ポリシー等を含んだ刊行物の

発行部数と主な配付先を資料４－１－①－８に示す。なお，「求める学生像」は入学希望者（中学生

・高校生）によりわかりやすくするために，平成24年度より表現の修正を行った（資料４－１－①－

９）。また，入試説明会や中学校訪問（資料４－１－①－10）等選抜に関する広報活動を近年拡大し，

対象の人々に，アドミッション・ポリシーを含めた説明を行っている。 
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資料４－１－①－10 

平成 23 年度中学校訪問校一覧（計 298校） 

うきは市 浮羽 福岡市 筑紫丘 福岡市 東光 熊本市 河内 八女市 福島
　 〃 吉井 　 〃 野間 　 〃 吉塚 　 〃 芳野 　 〃 南
小郡市 立石 　 〃 宮竹 　 〃 松崎 　 〃 天明 　 〃 見崎
　 〃 三国 　 〃 三宅 　 〃 箱崎 　 〃 飽田 　 〃 西
　 〃 宝城 　 〃 那珂 　 〃 千代 　 〃 城西 　 〃 筑南
　 〃 大原 　 〃 長丘 　 〃 箱崎清松 　 〃 日吉 　 〃 上陽
　 〃 小郡 　 〃 長尾 　 〃 福岡 　 〃 城南 　 〃 立花
朝倉市 十文字 　 〃 横手 春日市 春日北 　 〃 力合 　 〃 矢部
　 〃 南陵 　 〃 三筑 　 〃 春日 　 〃 三和 　 〃 黒木
　 〃 秋月 　 〃 板付 　 〃 春日東 　 〃 出水 　 〃 星野
　 〃 甘木 　 〃 席田 　 〃 春日西 　 〃 西山 八女郡 広川
　 〃 杷木 　 〃 日佐 　 〃 春日野 　 〃 井芹 三潴郡 大木
　 〃 比良松 　 〃 友泉 　 〃 春日南 　 〃 花陵 久留米市 屏水
朝倉郡 三輪 　 〃 片江 みやま市 山川 　 〃 江南 　 〃 高牟礼
　 〃 夜須 　 〃 花畑 　 〃 瀬高 　 〃 江原 　 〃 良山
　 〃 東峰 　 〃 柏原 　 〃 東山 　 〃 詫麻 　 〃 明星
筑紫野市 二日市 　 〃 次郎丸 　 〃 高田 　 〃 出水南 　 〃 宮ノ陣
　 〃 筑紫野 　 〃 梅林 柳川市 三橋 　 〃 鹿南 　 〃 櫛原
　 〃 天拝 　 〃 城南 　 〃 大和 　 〃 五霊 　 〃 牟田山
　 〃 筑山 　 〃 田隈 　 〃 柳城 　 〃 植木北 　 〃 諏訪
　 〃 筑紫野南 　 〃 警固 　 〃 昭代 山鹿市 山鹿 　 〃 青陵
大野城市 御陵 　 〃 舞鶴 　 〃 蒲地 　 〃 鶴城 　 〃 三瀦
　 〃 大利 　 〃 城西 　 〃 柳南 　 〃 鹿北 　 〃 城島
　 〃 大野 　 〃 福教大付属福岡 筑後市 羽犬塚 　 〃 菊鹿 　 〃 城南
　 〃 大野東 　 〃 博多 　 〃 筑後北 　 〃 鹿本 　 〃 江南
　 〃 平野 　 〃 平尾 　 〃 筑後 　 〃 米野岳 　 〃 荒木
太宰府市 太宰府西 　 〃 高宮 大川市 大川 菊池市 七城 　 〃 筑邦西
　 〃 学業院 　 〃 住吉 　 〃 三又 　 〃 菊池南 　 〃 北野
　 〃 太宰府 　 〃 春吉 　 〃 大川東 　 〃 菊池北 　 〃 田主丸
　 〃 太宰府東 　 〃 東住吉 　 〃 大川南 　 〃 泗水 　 〃 福教大附属久留米

　 〃 旭志 三井郡 大刀洗

熊本市 北部 三養基郡 中原 福岡市 香椎第一 糟屋郡 粕屋 荒尾市 荒尾海陽
　 〃 清水 　 〃 北茂安 　 〃 多々良 　 〃 粕屋東 　 〃 第三
　 〃 楠 　 〃 三根 　 〃 和白 　 〃 志免 　 〃 第四
　 〃 東部 　 〃 上峰 　 〃 香椎第二 　 〃 志免東 玉名郡 腹栄
　 〃 龍田 　 〃 基山 　 〃 多々良中央 　 〃 篠栗 　 〃 長洲
　 〃 武蔵 神埼市 千代田 　 〃 和白丘 　 〃 篠栗北 　 〃 玉東
　 〃 長嶺 　 〃 神埼 　 〃 香椎第三 　 〃 須恵 　 〃 三加和
　 〃 白川 　 〃 脊振 　 〃 城香 　 〃 須恵東 　 〃 南関
　 〃 藤園 神埼郡 三田川 　 〃 青葉 　 〃 宇美 　 〃 菊水
　 〃 京陵 鳥栖市 鳥栖 　 〃 志賀 　 〃 宇美東 玉名市 玉名
　 〃 竜南 　 〃 田代 　 〃 老司 　 〃 宇美南 　 〃 玉南
　 〃 桜山 　 〃 基里 　 〃 百道 　 〃 新宮 　 〃 玉陵
　 〃 湖東 　 〃 鳥栖西 　 〃 当仁 　 〃 久山 　 〃 有明
　 〃 帯山 佐賀市 成章 　 〃 高取 糸島市 前原 　 〃 岱明
　 〃 錦ヶ丘 　 〃 城南 　 〃 金武 　 〃 前原東 　 〃 天水
　 〃 東野 　 〃 昭栄 　 〃 原 　 〃 前原西 筑紫郡 那珂川
　 〃 西原 　 〃 城東 　 〃 原北 　 〃 二丈 　 〃 那珂川南
　 〃 二岡 　 〃 城西 　 〃 原中央 　 〃 福吉 　 〃 那珂川北
　 〃 東町 　 〃 城北 　 〃 早良 大牟田市 田隈 島原市 第一 
　 〃 桜木 　 〃 金泉 　 〃 姪浜 　 〃 橘 　 〃 第二 
　 〃 熊教大附属 　 〃 芙蓉 　 〃 玄洋 　 〃 甘木 　 〃 第三 
飯塚市 第一中 　 〃 鍋島 　 〃 元岡 　 〃 船津 　 〃 三会
　 〃 第二中 　 〃 諸富 　 〃 北崎 　 〃 右京 　 〃 有明 
　 〃 第三中 　 〃 大和 　 〃 西福岡 　 〃 米生 雲仙市 吾妻 
　 〃 二瀬中
 　 〃 思斉 　 〃 壱岐 　 〃 延命 　 〃 愛野
　 〃 幸袋中 　 〃 松梅 　 〃 西陵 　 〃 松原 　 〃 瑞穂
　 〃 菰田 　 〃 佐教大附属 　 〃 内浜 　 〃 白光 　 〃 国見
　 〃 穂波西 　 〃 川副 　 〃 壱岐丘 　 〃 歴木
　 〃 穂波東 　 〃 東与賀 　 〃 下山門 　 〃 勝立
　 〃 庄内 小城市 小城
　 〃 鎮西

(E)31校 建築(A) 30校 機械 (C) 30校 情報

(Ｇ) 30校 一般Ｂ(F) 31校 一般Ａ (H) 84校 主事室

(B) 30校 電気 (D) 31校 物質

 

（出典 平成 23 年度教員会議資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では，入学者受入方針を明確に定め，教職員に周知し，社会にも公表しているといえる。その

理由は，資料４－１－①－１～７の通り，教育の目的に沿ったアドミッション・ポリシーを明確に定

めている点である。特に，本校のアドミッション・ポリシーは，「求める学生像」をより具体的に分

かり易く表現している。また，本校の教職員に対しては，刊行物の配付等により周知しており，更に

ウェブページ掲載等により広く一般にも公開している。特に，学校説明会や中学校訪問時にはそれら

を説明し，将来の学生にわかりやすく周知を図っている。 
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観点４－２－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法

が採用されており，実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

本校では，全ての選抜について，その選抜方法を適切に定め，募集要項に明記している（資料４－

２－①－１～３）。各選抜方法の実際の運用は，入学者選抜委員会で審議した実施要領に従って運用

している。具体的には以下の通りである。 

準学士課程入学者推薦選抜では，面接時の質問により，志望動機・入学後や将来の目標等の明確性

を確認している。その際，本校のアドミッション・ポリシーにある「求める学生像」に適合している

かどうかを判断し，３名の面接教員が定量的に評価する。この面接と調査書の評価点の合計で高得点

者から順位をつけ，入学者選抜委員会において審議し，合格者を決定している。 

準学士課程入学者学力選抜では，全国高専共通の試験問題による得点と，調査書に記載された内申

点による総合得点の上位者から，各学科で設けた入学枠まで合格者を選抜し，入学者選抜委員会で最

終決定している。 

 編入学生の工業高校系推薦選抜では，面接時に技術者としての適性と意欲を評価する他，提出され

た推薦書・調査書等を総合して，本校のアドミッション・ポリシーに適合しているかどうかを判断し

ている。工業高校系学力選抜では，数学・英語と専門科目の筆記試験と口頭試問を含む面接及び調査

書等により，本校のアドミッション・ポリシーへの適合性を判断している。普通高校系学力選抜は，

物質工学科のみ募集しており，工業高校系学力選抜と同様の方法で評価・判断を行っている。いずれ

も，入学者選抜委員会で合格者を決定している。 

専攻科入学者選抜に関しても同様である。高専卒業見込み及び社会人を対象とした推薦選抜では，

専門科目に関する口頭試問を含む面接と志望調書・調査書・推薦書等を基に本校のアドミッション・

ポリシーへの適合性を評価・判断している。前期・後期の学力選抜では，数学・専門科目の学力試験

結果と面接及び調査書等を基に，適性を評価・判断している。英語については，平成24年度入試より

試験科目から外し，TOEICスコア換算で点数化して評価している。いずれも，入学者選抜委員会で厳

正に審議し，合格者を決定している。 
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資料４－２－①－１ 

選抜の方法（準学士課程入学者選抜） 

（推薦選抜） 

入学者の選抜は，面接の結果，推薦書および調査書を総合して

行います． 

面接の日時および場所. 

日時平成24年1月21日(土) 9時30分 / 13時00分 

場所有明工業高等専門学校 

（学力選抜） 

(1) 入学者の選抜は、学力検査の結果および調査書を総合して

行います。 

(2) 学力検査は筆記試験とし、理科、英語、数学、国語および

社会の５教科について実施します。 

学力検査の日時および場所 

 
（出典 平成24年度学生募集要項p.5,8） 

 

資料４－２－①－２ 
選抜の方法（編入学生選抜） 

（工業高校系推薦選抜） 

入学者の選抜は、面接（口頭試問を含む）の結果、推薦書および調査書を総合し

て行います。 

【面接の日時および場所】 

 日時：平成24年6月29日(金) 9:30～ 

 場所：有明工業高等専門学校 

（工業高校系学力選抜） 

入学者の選抜は、学力検査の結果および調査書を総合して行います。 

【検査科目・範囲】 

 学力検査は筆記試験とし、科目および範囲は次の表のとおりです。 

 

【学力検査の日時および場所】 

 

（普通高校系学力選抜） 

入学者の選抜は、学力検査、および面接の結果、並びに調査書を総合して行いま

す。 

【検査科目・範囲】 

 学力検査は筆記試験とし、科目および範囲は次の表のとおりです。 

 
【学力検査の日時および場所】 

 

 

（出典 平成 25 年度編入学生募集要項 p.4,7,8,10） 

資料４－２－①－３ 
選抜の方法（専攻科入学者選抜） 

（推薦選抜（高専卒見込み者）） 

【選抜の方法】 

入学者の選抜は、面接（専門科目に関する口頭試問を含む）、

志望調書、調査書、推薦書を総合して行います。 

【選抜日時】 

 平成24年 6月 12日(火)午後2時から 

 (注)午後1時30分までに本校学生課前に集合してください。 

【選抜場所】 

 有明工業高等専門学校 

 

（推薦選抜（社会人）） 

【選抜の方法】 

 入学者の選抜は、面接（専門科目に関する口頭試問を含

む）、志望調書、調査書、推薦書を総合して行います。 

【選抜日時】 

 平成24年11月9日(金)午前9時30分から 

 (注)午前9時までに本校学生課前に集合してください。 

【選抜場所】 

 有明工業高等専門学校 

 

（専攻科学生学力選抜前期後期） 

選抜の方法. 

入学者の選抜は、学力検査（英語についてはTOEIC換算）、面

接、出身(在籍)学校長から提出された調査書を総合して行いま

す。 

【選抜日時】 

 
 

【選抜場所】 

 有明工業高等専門学校 

【学力検査科目及び出題の範囲】 

 

（出典 平成 25 年度専攻科学生募集要項 p.4,6,8,9,11,12） 
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資料４－２－①－４ 

外国人留学生受入枠の決定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 H22年3月運営会議資料） 

留学生の準学士課程３年次への編入学に関して

は，原則として，資料４－２－①－４の外国人留

学生受入枠の決定方法に従っている。また，平成

24年度から高専機構がまとめて行っている私費外

国人留学生編入学試験にも参加し，受験生がいれ

ば受け入れることにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の学生受入方法は，アドミッション・ポリシーに沿った方法を採用しており，実際の入学者選

抜も適切に実施しているといえる。その理由は，資料４－２－①－１～３の通りアドミッション・ポ

リシーに沿った選抜方法を定め公開しており，別添資料４－２－①－１～４にあるような実施体制で，

適切に実施している点である。 
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資料４－２－②－１ 

入学者選抜委員会規則（抜粋） 
（ 設置） 

第１ 条有明工業高等専門学校学則第１ ７ 条第１ 項及び第２ 項並びに第

１ ８ 条の規定に基づく入学者の選抜を行うため、有明工業高等専門学校

入学者選抜委員会（ 以下「委員会」という。）を置く。 

（ 審議事項） 

第２ 条委員会は、本学における入学者の選抜に関する次の事項を審議し、

その実施運営に当たる。 

（ １ ） 入学者選抜の実施方針に関すること。 

（ ２ ） 入学志願者募集要項に関すること。 

（ ３ ） 学力試験による選抜及び推薦による選抜の実施に関すること。 

（ ４ ） 合格者の査定に関すること。 

（ ５ ） その他入学者選抜に関し必要な事項 

（ 組織） 

 

（ 専門委員） 

第６ 条委員会は、入学者選抜の実施に関する業務を分掌させるため次の専

門委員を置き、この委員は、校長が任命する。 

（ １ ） 採点主査委員 

（ ２ ） 推薦評価主査委員 

（ ３ ） その他委員会が必要と認めた委員 

２ 採点主査委員は、学力試験の採点業務を総括管理するものとする。 

３ 推薦評価主査委員は、推薦試験の推薦書、調査評価業務を総括管理する

ものとする。 

（出典 有明工業高等専門学校規定集） 

 

資料４－２－②－２ 

平成23年度学生実態調査（抜粋） 
 

 

 
（出典 平成23年度学生実態調査） 

観点４－２－②： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行

われているかどうかを検証するための取組が行われており，その結果を入学者選

抜の改善に役立てているか。 

（観点に係る状況）  

学生受入れ状況の検証・改善は，主に入学者選抜委員会で行っている。資料４－２－②－１に，入

学者選抜委員会規則の抜粋を示す。全ての入学者選抜において，合格者の最終決定は，入学者選抜委

員会で審議・決定している。入学者選抜委員会では，全ての受験者の面接時の面接教員の採点結果や

試験成績，調査書の状況の一覧が提示され，合格

者の審議・決定を行っている。特に，推薦選抜の

場合は面接の評価点が，本校のアドミッション・

ポリシーに適合しているかどうかを分析・審議し，

合否を決定している。 

また，入学後においては入学後の学力や意識調

査などを分析することによって，学生の受入れが

アドミッション・ポリシーに沿って行われている

かどうかを検証している。資料４－２－②－２～

３に，１年次から３年次まで毎年実施する学生実

態調査の平成23年度の結果の抜粋を示す。例えば，

現在の所属学科への満足度や入学前の本校説明会

への参加率などから，実際の学生の受入れ状況を

検証している。 
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資料４－２－②－３ 

平成23年度学生実態調査（抜粋） 
 

 

 
（出典 平成23年度学生実態調査） 

 

 

入学者選抜の改善についても，入学者選抜委員会で適宜審議している。過去の実績では，準学士課

程推薦選抜における部活動等推薦選抜制度の導入（平成11年度より）や，４年次編入学生選抜におけ

る推薦選抜制度の導入（平成14年度より）等がある。また，普通高校からの編入学受け入れを見直し，

専門分野の基礎学力を確認するために編入学生選抜試験の口頭試問に専門科目を導入した。いずれも

各選抜方法による入学者の追跡調査を行い，入学者選抜委員会等で，入学実績や入学後の成績低迷等

を検証した結果，改善した例である。 

最近の実績では，準学士課程推薦選抜において平成18年度より募集人員を拡大した。また，専攻科

入学者選抜では，平成19年度よりTOEICスコアによる試験科目英語の免除制度を導入し（資料４－２

− ②－４），平成24年度より英語試験の代わりにTOEICスコアを用いることにした（資料４－２－②

－５～６）。 
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資料４－２－②－４ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成18年度第一回入学者選抜委員会議事録） 

 

資料４－２－②－５ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成22年度臨時入学者選抜委員会議事録） 

 

資料４－２－②－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典 平成23年度入学者選抜委員会議事録） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では，入学者選抜方法等を検証するシステムがあり，それが実際に機能し，入学者選抜の改善

に役立てているといえる。その理由は，入学者選抜委員会が，入学者受入方針に沿って，受験者を厳

正に審査・審議し，合格者を最終決定している点である。また，学生の受入状況を検証し，本校のア

ドミッション・ポリシーに適合する人材を確保するため，入学者選抜制度の新設や見直し等の改善を

行っている点が挙げられる。 
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資料４－３－①－１ 

準学士課程入学者選抜における定員と実入学者数の推移 
表内の数値は，志願者数→合格者数→実入学者数． ( )内は推薦選抜者数,< >内は部活動等推薦選抜者数.いずれも内数.

平成年度 定員 機械工学科 電気工学科 電子情報工学科 物質工学科 建築学科

40 78→42→42 54→42→40 90→42→41 70→42→42 66→41→40

24年度 (16) (17→16→16) (9→11→11) (19→16→16) (21→16→16) (24→16→16)

<若干名> <1→1→1> <0→0→0> <4→2→2> <2→2→2> <2→2→2>

40 65→42→42 68→41→40 91→42→40 96→42→42 63→41→40

23年度 (16) (15→16→16) (10→16→16) (19→16→16) (37→16→16) (19→16→16)

<若干名> <5→3→3> <1→3→3> <6→3→3> <3→2→2> <1→2→2>

40 64→41→40 72→42→42 73→42→41 82→43→43 58→41→41

22年度 (16) (13→12→12) (19→16→16) (10→16→16) (27→16→16) (15→16→16)

<若干名> <1→1→1> <4→3→3> <0→1→1> <3→3→3> <0→0→0>  
（出典 平成 22 年度～24 年度入学者選抜委員会議事録） 

資料４－３－①－２ 

4年次編入学生選抜における定員と実入学者数の推移 

表内の数値は，志願者数→合格者数→実入学者数．　　カッコ内は推薦者数，内数

平成年度 定員 機械工学科 電気工学科 電子情報工学科 物質工学科 建築学科

若干名 7→6→5 8→4→3 32→7→3 6→2→0 5→2→1

(若干名) (5→5→5) (3→1→1) (4→3→3) (0→0→0) (1→1→1)

若干名 12→2→1 12→4→3 15→6→2 9→3→2 8→4→4

(若干名) (1→0→0) (2→2→2) (2→2→2) (2→2→2) (2→2→2)

若干名 23→5→5 10→3→1 15→3→1 4→1→0 8→3→1

(若干名) (5→4→4) (0→0→0) (1→1→1) (0→0→0) (4→1→1)

23年度

22年度

24年度

 

（出典 平成 22 年度～24 年度入学者選抜委員会議事録） 

観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていな

いか。また，その場合には，これを改善するための取組が行われる等，入学定員

と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程入学者選抜・４年次編入学生選抜・専攻科入学者選抜における定員と志願者数及び実入

学者数の推移をそれぞれ資料４－３－①－１～３に示す。 

これらの資料から，実入学者数は入学定員に対して適切な数となっている。特に，準学士課程では，

過去の入学辞退者数の推移を統計処理した結果から当年の辞退者数を推定し，各学科の合格者数を決

定しているため，実入学者数は適正な数になっている。 
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資料４－３－①－３ 

専攻科入学者選抜における定員と実入学者数の推移 
表内の数値は，志願者数→合格者数→実入学者数．（）内は推薦選抜者数，内数．

生産情報システム工学専攻 応用物質工学専攻 建築学専攻

12 4 4

定員 学力前期：定員の半数程度／学力後期：若干名 同左 同左

高専卒推薦：定員の半数程度／社会人推薦：若干名 同左 同左

27→20→20 7→7→7 5→5→5

平成24年度 7→3→3／6→3→3 2→2→2／1→1→1 1→1→1／0→0→0

14→14→14／0→0→0 4→4→4／0→0→0 4→4→4／0→0→0

28→19→19 9→7→7 6→6→6

平成23年度 9→3→3／11→8→8 4→3→3／1→0→0 2→2→2／1→1→1

8→8→8／0→0→0 4→4→4／0→0→0 3→3→3／0→0→0

27→18→18 8→8→5 5→4→4

平成22年度 11→4→4／7→5→5 3→3→1／0→0→0 2→1→1／1→1→1

9→9→9／0→0→0 5→5→4／0→0→0 2→2→2／0→0→0  
（出典 平成 22 年度～24 年度入学者選抜委員会議事録） 

 専攻科では，この３年間，ほとんどの専攻が定員より多い実入学者数を受け入れているが，これは，

最近の専攻科進学に対する学生のニーズの増大に対応したものであり，また，入学後の教育に関して

専攻科の教育体制がそれだけの入学者にも十分対応できるような体制にあるという実状を反映した結

果を表している。 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では，資料４－３－①－１～３の通り，実入学者数が入学定員に対して適正な数になっている

といえる。近年，専攻科課程ではほとんどの専攻で実入学者が定員より多い傾向にあるが，それは学

校全体の活性化というメリットに結びついている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 本校では，毎年アドミッション・ポリシーを教員に周知するとともに，学外には刊行物やウェブペ

ージを利用して広く公表している。また，アドミッション・ポリシーの中に「求める学生像」と題し

て，入学希望者にわかりやすい表現をとっている。本校では，入学後の学生に対して，アドミッショ

ン・ポリシーに沿った学生の受け入れ状況について，教務委員会，入試委員会等で検証し，必要に応

じて改善を行っている。 

 

（改善を要する点）  

 特になし。 
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（３）基準４の自己評価の概要 

 

「求める学生像」や入学者選抜の基本方針等の入学者受入方針は，準学士課程入学者選抜・４年次

編入学生選抜・専攻科課程入学者選抜の推薦・学力選抜のいずれにおいても，学則を基に明確に定め，

募集要項の出願資格・選抜方法や本校のウェブサイトの入試情報のページに記載している。特に「求

める学生像」については，学校及び学科が求める学生像を平易な文章で記述し，学校要覧等にも記載

している。これらは，学校の教職員には要覧の配付により周知し，社会に対しては，上記の刊行物や

ウェブページでの公開の他に，学校説明会・中学校訪問の際に説明している。 

入学者の選抜は，準学士課程・編入学・専攻科課程の全ての推薦・学力選抜において，募集要項に

記載しているアドミッション・ポリシーの選抜方法に則して実施し，実際の運用も，入学者選抜委員

会で定めた実施体制により適切に実施している。 

学生の受入の実状の検証は，入学者選抜委員会で行っている。入学者選抜委員会では，入学者受入

方針に沿って，受験者を審査・審議し，合格者を最終決定している。入学者選抜の改善についても，

同委員会主導で実施している。準学士課程選抜における部活動等及び生徒会活動による推薦選抜及び

４年次編入学生選抜における推薦選抜の導入・継続実施等の改善や，専攻科入学者選抜へのTOEICス

コアの導入等を行ってきた実績がある。 

入学者数と定員との関係は，準学士課程・編入学・専攻科の全ての推薦・学力選抜において適切で

ある。近年，専攻科課程ではほとんどの専攻で，実入学者が定員より多い傾向にあるが，専攻科の教

育体制は十分対応できる体制にあり，専攻科課程の教育が準学士課程の学生の教育に与える影響が学

校全体の活性化に繋がっているというメリットにもなっている。 
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基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置され，教育課程が体

系的に編成されているか。また，授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣

旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では，全修得可能単位数173単位の内，一般科目82単位，専門科目91単位とし，設置基準に沿っ

ている(資料５－１－①－１)。必修・選択科目のバランス(資料５－１－①－２)，講義と演習，実験・

実習のバランス(資料５－１－①－３)， 学生の発達段階と学問的発展性を考慮した科目・学年配当(資

料５－１－①－４〜６)，学習・教育到達目標と科目・学年配当の整合性(資料５－１－①－７〜11)

等にも配慮している。その結果，全学科がくさび形の科目配置をとっている (資料５－１－①－１)。 

 本校は，１〜２年次を低学年，３〜５年次を高学年と位置づける教育方針の下，２年次で「混合学

級」制を導入している。他学科の専門に触れ合う機会をつくることで，混合学級は幅広い工学基礎の

修得にも寄与している。 

 各科目の授業内容は，担当教員が本校の目的に照らして科目の達成目標を設定し，その目標を達成

できるよう決定している(資料５－１－①－12)。また，複数の教員で担当する科目は，担当教員間で

打合せ会を実施し，授業内容を協議することで適性度が確保されるよう配慮している(資料５－１－①

－13)。 

 なお，１年間の授業を行う期間は，35週をこえるよう実施している(資料５－１－①－14)。 
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資料５－１－①－１ 
修得可能単位数 

 
1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 

合計 一般 専門 一般 専門 一般 専門 一般 専門 一般 専門 

27 7 26 8 16 18 7 29 6 29 

34 34 34 36 35 173 

＊ 表中の４年次「専門29」単位は，E・I科を指す（M・C・Aは28単位）。 

＊ 表中の５年次「専門29」単位は，E・I科を指す（M・Aは30単位，Cは32単位）。 

（出典 平成 24 年度学生便覧 p.34 及び平成 24 年度授業要目全学科１学年用 pp.v-xxii より作成） 

資料５－１－①－２ 
必修・選択科目の割合 

 

学科名 
単位 

種別 

学年別配当 配当 

単位数 

必・選 

割合(%) 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 

M 

必修 7 8 13 16 11 55 60.4 

選択 0 0 5 12 19 36 39.6 

計 7 8 18 28 30 91 100.0 

E 

必修 7 8 18 24 8 65 71.4 

選択 0 0 0 5 21 26 28.6 

計 7 8 18 29 29 91 100.0 

I 

必修 7 8 15 20 10 60 65.9 

選択 0 0 3 9 19 31 34.1 

計 7 8 18 29 29 91 100.0 

C 

必修 7 6 16 21 13 62 66.7 

選択 0 2 2 7 19 31 33.3 

計 7 8 18 28 32 93 100.0 

A 

必修 7 6 16 23 22 72 79.1 

選択 0 2 2 5 8 19 20.9 

計 7 8 18 28 30 91 100.0 

G 

必修 21 18 3 0 0 42 51.2 

選択 6 8 13 7 6 40 48.8 

計 27 26 16 7 6 82 100.0 

（出典 平成 24 年度学生便覧 pp.23-28 より作成） 

 

 

 



有明工業高等専門学校 基準５ 

- 89 - 

 

資料５－１－①－３ 
授業形態のバランス 

 

 

              専門 5 学科の平均は 38.1% 

＊「その他」とは，専門学科の卒業研究及び一般科の体育（実技）を意味する。 

（出典 平成 24 年度授業要目より作成） 
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資料５－１－①－４ 
一般科目及び機械工学科の教育課程表 

 

1
年

2
年

3
年

4
年

5
年

工
学
基
礎
Ⅰ

1
1

工
学
基
礎
Ⅱ

1
1

工
学
基
礎
Ⅲ

2
2

情
報
処
理
基
礎

2
2

応
用
物
理
学
Ⅰ

3
3

工
業
力
学

2
2

応
用
数
学
Ⅰ

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

応
用
数
学
Ⅱ

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

材
料
力
学
Ⅰ

2
2

熱
力
学

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

水
力
学

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

計
測
制
御
Ⅰ

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
基
礎

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

機
械
基
礎
製
図

6
3

3

機
械
基
礎
設
計

5
2

3
4
5
H
/
単
位

機
械
基
礎
実
習

6
3

3

機
械
創
造
実
習

3
3

機
械
工
学
実
験

4
2

2
4
5
H
/
単
位

6
6

55
7

8
1
3

16
1
1

応
用
物
理
学
Ⅱ

1
1

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

工
業
英
語

1
1

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

工
学
倫
理

1
1

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

材
料
学

3
1

2
3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

材
料
力
学
Ⅱ

4
4

1
5
H
+
3
0
H
/
単
位

機
械
振
動
学
Ⅰ

1
1

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

機
構
と
要
素

2
2

機
械
要
素
設
計

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

溶
融
加
工

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

精
密
加
工

2
2

伝
熱
工
学

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

流
体
工
学

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
工
学

1
1

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

数
値
計
算
法

1
1

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

電
気
電
子
工
学

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

計
測
制
御
Ⅱ

1
1

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
応
用

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

30
0

0
5

12
1
3

流
体
機
械

2
2
　

シ
ス
テ
ム
制
御
工
学

2
2

（
後
期
開
設
科
目
）

機
械
振
動
学
Ⅱ

2
2
こ
の
中
か
ら
３
科
目
選
択

基
礎
塑
性
力
学

2
2

1
5
H
+
3
0
H
/
単
位

熱
機
関
工
学

2
2
　

生
産
シ
ス
テ
ム
工
学

2
2

　

12
0

0
0

0
1
2

97
7

8
1
8

28
3
6

91
7

8
1
8

28
3
0

学
外
実
習

1
(
2)

課
題
研
究

1

特
別
講
義

1

小
	 
	 
	 
計

3
(
4)

※
備
考
欄
で
の
「

a
H
+
b
H
/
単
位
」
の
表
記
は
４
・
５
年
に
お
け
る
学
修
単
位
で
、
１
単
位
に
つ
き

a
時
間
の
授
業
と

b
時
間
の
自
学

が
含
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。卒
業
研
究

授
業
外
科
目
を
除
く

授
　
　
業
　
　
科
　
　
目

構
　
造

単 	 独 	 開 	 講
ｴ
ﾈ
ﾙ
ｷ
ﾞ
ｰ

学
年

別
配

当

専
門
基
礎

工
学
基
礎

1

1

総
　
合

小
	 
	 	
 計

授
業
外
科
目

1(
2
)

小
	 
	 	
 計

単
位
数

加
　
工

備
　
　
考

平
成
２
４
年
度

修
得
可
能
単
位
数

開
設
単
位
数

別
表
第
２

専
門
科
目
（
ア
）
機
械
工
学
科

制
　
御

小
	 
	 	
 計

並 列 開 講

機
械
選
択

必 修

工
学
基
礎

選 択

 

　

１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

文
学
Ⅰ

3
3

文
学
Ⅱ

2
2

基
礎
解
析
学

4
4

解
析
学
Ⅰ

4
4

解
析
学
Ⅱ

3
3

基
礎
物
理
学

5
2

3
化
学
Ⅰ

3
3

化
学
Ⅱ

2
2

保
　
体

保
健
体
育

5
3

2
英
語
Ⅰ

5
3

2
英
語
Ⅱ

6
3

3
4
2

21
18

3
0

0
文
学
Ⅲ

2
2

日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ⅰ

1
1

地
理
学

2
2

歴
史
学

2
2

社
会
学

2
2

政
治
学
・
経
済
学

1
1

基
礎
数
学
Ⅰ

2
2

基
礎
数
学
Ⅱ

1
1

代
数
・
幾
何

3
2

1
数
学
特
講

1
1

数
学
演
習

1
1

理
　
科

生
　
物

1
1

保
健
体
育

2
2

体
育
実
技

2
1

1
音
　
楽

1
1

美
　
術

1
1

英
語
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆｹ
ｰ
ｼ
ｮﾝ
Ａ

3
3

英
語
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆｹ
ｰ
ｼ
ｮﾝ
Ｂ

2
2

英
　
語

4
2

2
英
会
話

1
1

英
語
演
習
Ⅰ

1
1

3
6

6
8

1
3

6
3

日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ⅱ

1
1

文
学
特
講

1
1

社
会
科
学
Ⅰ

1
1

社
会
科
学
Ⅱ

1
1

環
境
科
学
Ⅰ

1
1

環
境
科
学
Ⅱ

1
1

人
間
科
学
Ⅰ

1
1

人
間
科
学
Ⅱ

1
1

英
語
演
習
Ⅱ

1
1

英
語
演
習
Ⅲ

1
1

第
二
外
国
語
Ⅰ

1
1

第
二
外
国
語
Ⅱ

1
1

複
素
関
数
論

1
1

ベ
ク
ト
ル
解
析

1
1

フ
－
リ
エ
解
析

1
1

統
計
学

1
1

　
	 
	 
	 小

　
計

1
6

0
0

0
6

10
9
4

27
26

1
6

12
13

8
2

27
26

1
6

7
6

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

1
小
　
計

1

（
前

期
開
設
科
目

）
こ
の
中

か
ら

１
科
目

選
択

外
国
語

小
	 
	 
計

社
　
会

備
　
　
考

国
　
語

理
　
科

こ
の
中

か
ら

3
科

目
選
択

授
　
　
業
　
　
科
　
　
目

単
位
数

学
年

別
配

当

保
　
体

数
　
学

並 　 列 　 開 　 講

選 択

単 　 独 　 開 　 講

数
　
学

国
　
語

数
　
学 開
設
単
位
数

修
得
可
能
単
位
数

授
業
外
科
目

1

社
　
会

外
国
語

別
表
第
１

一
般
科
目

(
各
学
科
共
通
）

国
　
語

芸
　
術

外
国
語

小
	 
	 
計

必 修

 

（出典 平成 24 年度学生便覧 pp.23-24） 
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資料５－１－①－５ 
電気工学科及び電子情報工学科の教育課程表 

 

１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

工
学
基
礎
Ⅰ

1
1

工
学
基
礎
Ⅱ

1
1

工
学
基
礎
Ⅲ

2
2

情
報
処
理
基
礎

2
2

応
用
物
理
学

3
3

応
用
数
学
Ⅰ

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

応
用
数
学
Ⅱ

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

電
子
工
学
基
礎
Ⅰ

2
2

電
子
工
学
基
礎
Ⅱ

1
1

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
Ⅰ

1
1

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
Ⅱ

1
1

電
子
情
報
工
学
演
習

1
1

論
理
回
路

2
2

電
磁
気
学

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

電
気
回
路
Ⅰ

2
2

電
子
回
路
Ⅰ

4
4

1
5
H
+
3
0
H
/
単
位

電
子
工
学
演
習

2
2

電
子
工
学
実
験
Ⅰ

3
3

電
子
工
学
実
験
Ⅱ

2
2

4
5
H
/
単
位

電
子
工
学
実
験
Ⅲ

2
2

4
5
H
/
単
位

情
報
論
理
学

2
2

情
報
理
論

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

情
報
工
学
演
習
Ⅰ

2
2

情
報
工
学
演
習
Ⅱ

2
2

情
報
工
学
演
習
Ⅲ

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

計
算
機
工
学

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

卒
業
研
究

8
8

60
7

8
1
5

20
10

電
子
回
路
Ⅱ

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

電
気
回
路
Ⅱ

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

電
気
電
子
計
測

2
2

半
導
体
工
学

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

電
子
製
図

1
1

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

シ
ス
テ
ム
プ
ロ
グ
ラ
ム

1
1

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

言
語
処
理
系

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

数
値
計
算
法

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
工
学

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

デ
ィ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
処
理

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

デ
ー
タ
ベ
ー
ス

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム

1
1

通
信
工
学

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

制
御
工
学
Ⅰ

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

制
御
工
学
Ⅱ

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

29
0

0
3

9
17

電
子
工
学
系

光
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

2
2

こ
の
う
ち
か
ら
１
科
目
選
択

情
報
工
学
系

人
工
知
能

2
2

3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

4
0

0
0

0
4

93
7

8
1
8

29
31

授
業
外
科
目
を
除
く

91
7

8
1
8

29
29

学
外
実
習

1(
2
)

1
(
2)

課
題
研
究

1
1

特
別
講
義

1
1

小
　
計

3(
4
)

備
　
　
考

小
　
計

工
学
基
礎

電
子
情
報
基
礎

単
位
数

授
　
　
業
　
　
科
　
　
目

平
成
２
４
年
度

情
報
工
学
系

総
合
領
域

必 修

単 	 独 	 開 	 講

情
報
工
学
系

総
合
領
域

（
ウ
）
電
子
情
報
工
学
科

選 択

学
年

別
配

当

授
業
外
科
目

※
備
考
欄
で
の
「

a
H
+
b
H
/
単
位
」
の
表
記
は
４
・
５
年
に
お
け
る
学
修
単
位
で
、
１
単
位
に
つ
き

a
時
間
の
授
業
と

b
時
間
の

自
学
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

電
子
工
学
系

小
　
計

小
　
計

電
子
工
学
系

修
得
可
能
単
位
数

並 列 開 講

開
設
単
位
数

 

 

（出典 平成 24 年度学生便覧 pp.25-26） 
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資料５－１－①－６ 
物質工学科及び建築学科の教育課程表 

 

１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

工
学
基
礎
Ⅰ

1
1

工
学
基
礎
Ⅱ

1
1

工
学
基
礎
Ⅲ

2
2

情
報
処
理
基
礎

2
2

応
用
物
理
学

3
3

応
用
数
学
Ⅰ

2
2

3
0
H＋

15
H
/
単
位

応
用
数
学
Ⅱ

2
2

3
0
H＋

15
H
/
単
位

住
環
境
計
画

2
2

日
本
建
築
史
Ⅰ

1
1

西
洋
建
築
史

1
1

3
0
H＋

15
H
/
単
位

都
市
計
画

1
1

3
0
H＋

15
H
/
単
位

建
築
計
画
Ⅰ

2
2

3
0
H＋

15
H
/
単
位

環
境
系

建
築
環
境
工
学
Ⅰ

2
2

構
造
力
学
Ⅰ

2
2

構
造
力
学
Ⅱ

2
2

3
0
H＋

15
H
/
単
位

材
料
力
学

2
2

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造

2
2

3
0
H＋

15
H
/
単
位

鋼
構
造

2
2

3
0
H＋

15
H
/
単
位

建
築
構
法
Ⅰ

1
1

建
築
材
料

1
1

建
築
材
料
実
験

1
1

4
5
H
/単

位
建
築
設
計
演
習
Ⅰ

1
1

建
築
設
計
演
習
Ⅱ

3
3

建
築
設
計
演
習
Ⅲ

3
3

建
築
設
計
演
習
Ⅳ

6
6

3
0
H＋

15
H
/
単
位

建
築
実
験
実
習
Ⅰ

1
1

4
5
H
/単

位
建
築
実
験
実
習
Ⅱ

1
1

4
5
H
/単

位
卒
業
設
計

4
4

設
備
設
計
演
習

4
4

構
造
設
計
演
習

4
4

1
0

1
9

7
2

5
6

1
6

2
3

2
2

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
リ
テ
ラ
シ
ー
演
習

1
1

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
演
習

1
1

3
0
H＋

15
H
/
単
位

造
　
形

2
2

建
築
デ
ザ
イ
ン
Ⅰ

1
1

建
築
デ
ザ
イ
ン
Ⅱ

1
1

1
5
H＋

30
H
/
単
位

建
築
計
画
Ⅱ

1
1

3
0
H＋

15
H
/
単
位

都
市
設
計

1
1

3
0
H＋

15
H
/
単
位

日
本
建
築
史
Ⅱ

1
1

3
0
H＋

15
H
/
単
位

近
代
建
築
史

1
1

3
0
H＋

15
H
/
単
位

建
築
環
境
工
学
Ⅱ

2
2

3
0
H＋

15
H
/
単
位

建
築
設
備
Ⅰ

2
2

1
5
H＋

30
H
/
単
位

構
造
計
画

1
1

3
0
H＋

15
H
/
単
位

基
礎
構
造

1
1

3
0
H＋

15
H
/
単
位

建
築
法
規

1
1

3
0
H＋

15
H
/
単
位

建
築
構
法
Ⅱ

1
1

　
　

建
築
生
産

2
2

1
5
H＋

30
H
/
単
位

建
築
設
計
演
習
Ⅴ

3
3

3
0
H＋

15
H
/
単
位

建
築
創
造
演
習

1
1

　
2
4

2
2

2
5

1
3

建
築
設
計
論

1
1

建
築
設
備
Ⅱ

1
1

建
築
デ
ザ
イ
ン
演
習

1
1

構
造
力
学
特
論

1
1

建
築
塑
性
解
析

1
1

建
築
振
動
学

1
1

　
6

0
0

0
0

6
1
0
2

7
8

1
8

2
8

4
1

9
1

7
8

1
8

2
8

3
0

学
外
実
習

1
(
2
)

課
題
研
究

1

特
別
講
義

1

小
　
計

3
(
4
)

授
　
　
業
　
　
科
　
　
目

単
位
数

学
年

別
配

当

必 修

生
産
系

環
境
系

工
学
基
礎

計
画
系

開
設
単
位
数

計
画
系

構
造
系

総
　
合

単 	 独 	 開 	 講

工
学
基
礎

小
　
計

選 択

単 	 独 	 開 	 講

小
　
計

生
産
系

こ
の
中
か
ら

１
科
目
選
択

卒
業
研
究

備
　
　
考

計
画
環
境

3
0H
＋

1
5
H
/
単
位

こ
の
中
か
ら

３
科
目
選
択

構
造
生
産

構
造
系

並 列
開 講

総
　
合

小
　
計

総
　
合

（
オ
）
建
築
学
科

平
成
２
４
年
度
　
１
～
４
年

※
備
考
欄
で
の
「

a
H+

b
H
/単

位
」
の
表
記
は
４
・
５
年
に
お
け
る
学
修
単
位
で
、
１
単
位
に
つ
き

a
時
間
の
授
業
と
b
時
間
の
自
学

が
含
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

授
業
外
科
目

1
(
2
)

1

1

授
業
外
科
目
を
除
く

修
得
可
能
単
位
数

 

１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

工
学
基
礎
Ⅰ

1
1

工
学
基
礎
Ⅱ

1
1

工
学
基
礎
Ⅲ

2
2

情
報
処
理
基
礎

2
2

応
用
物
理
学
Ⅰ

3
3

応
用
数
学
Ⅰ

2
2

応
用
数
学
Ⅱ

2
2

設
計
製
図

2
2

分
析
化
学

2
2

無
機
化
学

3
3

有
機
化
学
Ⅰ

2
2

有
機
化
学
Ⅱ

2
2

物
理
化
学
Ⅰ

2
2

	 

物
理
化
学
Ⅱ

4
4

物
理
化
学
Ⅲ

1
1

生
物
化
学

2
2

化
学
工
学
Ⅰ

2
2

化
学
工
学
Ⅱ

2
2

分
析
化
学
実
験

2
2

無
機
化
学
実
験

2
2

有
機
化
学
実
験

2
2

物
理
化
学
実
験

2
2

機
器
分
析
実
験

2
2

反
応
工
学
実
験

1
1

物
質
工
学
実
験

2
1

1

生
物
反
応
工
学
実
験

1
1

生
物
工
学
実
験

2
1

1

1
2

3
9

6
2

6
6

16
2
1

13

情
報
処
理

2
1

1

工
業
英
語

2
1

1

応
用
物
理
学
Ⅱ

1
1

電
気
工
学
基
礎

2
2

機
械
工
学
基
礎

2
2

品
質
管
理

1
1

専
門
基
礎

物
質
工
学
基
礎
演
習

1
1

機
器
分
析
学

2
2

生
物
工
学
基
礎

1
1

材
料
工
学
基
礎

1
1

環
境
化
学

1
1

高
分
子
化
学

1
1

物
理
化
学
特
論

1
1

分
析
化
学
特
論

1
1

化
学
工
学
特
論

1
1

食
品
工
学

1
1

生
物
資
源
工
学

1
1

エ
ネ
ル
ギ
ー
工
学

1
1

2
3

1
2

2
3

15

機
能
材
料
工
学
Ⅰ

2
2

1
5
H
+
3
0
H
/
単
位

機
能
材
料
工
学
Ⅱ

2
2
1
5
H
+
3
0
H
/
単
位

プ
ロ
セ
ス
工
学

2
2

1
5
H
+
3
0
H
/
単
位

反
応
工
学

2
2
1
5
H
+
3
0
H
/
単
位

物
質
工
学
演
習

2
2
3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

生
体
触
媒
工
学

2
2

1
5
H
+
3
0
H
/
単
位

生
物
工
学

2
2

1
5
H
+
3
0
H
/
単
位

微
生
物
工
学

2
2
1
5
H
+
3
0
H
/
単
位

生
体
高
分
子
工
学

2
2
1
5
H
+
3
0
H
/
単
位

生
物
工
学
演
習

2
2
3
0
H
+
1
5
H
/
単
位

1
0

0
0

0
4

6

9
5

7
8

18
2
8

34

9
3

7
8

18
2
8

32

学
外
実
習

1(
2
)

課
題
研
究

1

特
別
講
義

1

小
	 	


 

計
3(
4
)

※
備
考
欄
で
の
「

aH
+b

H/
単
位
」
の
表
記
は
４
・
５
年
に
お
け
る
学
修
単
位
で
、
１
単
位
に
つ
き

a
時
間
の
授
業
と

b時
間
の
自
学
が
含
ま
れ
る
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。

小
	 	



 

計

卒
業
研
究

共 　 	 	 通

工
学
基
礎

専
門
展
開

専
門
展
開

1(
2
)

1

工
学
基
礎

専
門
基
礎 開
設
単
位
数

授
業
外
科
目

物
質
ｺｰ
ｽ

生
物
ｺｰ
ｽ 修

得
可
能
単
位
数

専
門
基
礎
実
験

生
物

ｺ
ｰｽ

小
	 	



 

計

1

授
　
　
業
　
　
科
　
　
目

単
位
数

学
年

別
配

当

単 	 独 	 開 	 講

（
エ
）
物
質
工
学
科

平
成
２
４
年
度 3
0H
+
15

H/
単
位

1
5H
+
30

H/
単
位

選 択必 修

小
　
計

物
質

ｺ
ｰｽ

こ
の
う
ち

か
ら
３
科
目

以
上
選
択

実
　
験

実
　
験

3
0H
+
15

H/
単
位

3
0H
+
15

H/
単
位

45
H/
単
位

物
質
ｺｰ
ｽ
・
生
物
ｺ
ｰｽ
の

い
ず
れ
か
を
選
択

1
5H
+
30

H/
単
位

こ
の
う
ち

か
ら
３
科
目

以
上
選
択

授
業
外
科
目
を
除
く

備
　
　
考

3
0H
+
15

H/
単
位

3
0H
+
15

H/
単
位

3
0H
+
15

H/
単
位

1
5H
+
30

H/
単
位

3
0H
+
15

H/
単
位

45
H/
単
位

45
H/
単
位

3
0H
+
15

H/
単
位

こ
の
う
ち
か
ら

６
科
目
選
択

3
0H
+
15

H/
単
位

3
0H
+
15

H/
単
位

3
0H
+
15

H/
単
位

3
0H
+
15

H/
単
位

 
（出典 平成 24 年度学生便覧 pp.27-28） 
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資料５－１－①－７ 
 

機械工学科，生産情報システム工学専攻（機械系）の科目系統図 

 

 

 
（出典 平成 24 年度授業要目全学科１学年用 pp.vii-ix） 
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資料５－１－①－８ 
 

電気工学科，生産情報システム工学専攻（電気系）の科目系統図 

 

 

 

（出典 平成 24 年度授業要目全学科１学年用 pp.xi-xiii） 
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資料５－１－①－９ 
 

電子情報工学科，生産情報システム工学専攻（電子情報系）の科目系統図 

 

 

 
（出典 平成 24 年度授業要目全学科１学年用 pp.xv-xvii） 
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資料５－１－①－10 
 

物質工学科，応用物質工学専攻の科目系統図 

 

 

 
（出典 平成 24 年度授業要目全学科１学年用 pp.xix-xxi） 
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資料５－１－①－11 
 

建築学科，建築学専攻の科目系統図 

 

 

 
（出典 平成 24 年度授業要目全学科１学年用 pp.xxiii-xxv） 
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資料５－１－①－12 
学習・教育到達目標と授業科目の目標との関連（例） 

 

（出典 平成 24 年度授業要目全学科１学年用 p.6） 

 

 

資料５－１－①－13 
 

物理科打合せ会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 一般教育科物理科より提供） 
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資料５－１－①－14 
年間行事予定 

 

 
（出典 平成 24 年度第１回教員会議資料より作成） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 教育の目的に照らして，授業科目を学年毎に適切に配置し，教育課程を体系的に編成している。授

業の内容は，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものに

なっている。 
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観点５－１－②： 教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発

展の動向，社会からの要請等に配慮しているか。 

（観点に係る状況）  

 本校は，「地域活性化の核となる，地域と密着した，開かれた高専」であることを教育理念に加え

ており（Ⅱ目的），学内外からの意見等を積極的に取り入れ，本校の教育課程の編成ないし授業科目

の内容を不断に見直していくことが高等教育機関としての責務であると考える。 

 学生の多様なニーズは，学生・教員連絡会（資料５－１－②－１），有明高専意見箱（資料５－１

－②－２），授業改善アンケート（基準６・９），５年生卒業時アンケート（基準６）等の実施・分

析から，学術の発展動向は，教員の専門学術分野での学会活動等を通じて (選択的評価事項Ａ) ，社

会からの要請は，卒業生及び企業アンケート（基準６）等の実施・分析から，教育課程の編成に反映

できるようにしている。また学外の有識者の意見を聴取する取組（運営懇話会）も行っている（基準

９・11）。 

 他学科の授業科目の履修や他の高等教育機関との単位互換の実績はないが，留学中に修得した単位

の認定(資料５－１－②－３)及びインターンシップによる単位認定（観点５－２－③）を制度化して

いる。資格取得も学科毎に積極的に推奨し，学生のニーズに応えられるよう配慮している(資料５－１

－②－４)。さらに国際性との関連から，英語のコミュニケーション基礎能力を育成すると同時に，

TOEIC対策にも力を入れている(資料５－１－②－５)。
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資料５－１－②－１ 
学生・教員連絡会 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 23 年度学生・教員連絡会議事録抜粋） 
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資料５－１－②－２ 
有明高専意見箱への投書 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 有明高専ウェッブページ 

http://www.ariake-nct.ac.jp/iken/iken.shtml） 

資料５－１－②－３ 
 

留学及び留学中の履修に係わる 

修得単位の認定（抜粋） 

 

 

有明工業高等専門学校 基準5 準学士課程 

5-14

(資料5-1-②-2)

留学および留学中の履修に係わる修得単位の認定

（趣旨）

第１条 この規定は、有明工業高等専門学校学則第２６条の２第４項の規定に基づき、本校学生の外

国の高等学校又は大学（短期大学を含む。以下同じ。）への留学（以下「留学」という。）に

関し、必要な事項を定めるものとする。

（中略）

（単位の認定）

第６条 留学中の履修に係わる単位修得の認定は、当該留学生が高等学校又は大学において履修した

科目、成績等を勘案し、３０単位以内の範囲で単位修得を認める。この場合、単位認定科目の

評価は行わない。

２ 留学期間の短縮を許可された場合において、当該留学期間が第４条第１項本文に定める期間に

満たなくなったときは、前項の単位認定は行わない。

第７条 単位数の認定、並びに留学終了後の復学学年については、教務委員会の議を経て、校長がこ

れを決定する。

（卒業時の修得単位の特例）

第８条 留学中の履修に係わる単位の認定を受けた者については、卒業時に卒業研究を含めて１６７

単位以上の単位を修得した場合には、卒業を認めることができるものとする。

（以下、省略）

（出典 総務課資料 抜粋）

 
（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

資料５－１－②－４ 
 

技能検査における成果に係る学修及び単位認定（抜粋） 

 

 
（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
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資料５－１－②－５ 
国際性を育むための系統的な英語教育 

 

 

 

 

 
（出典 平成 24 年度授業要目各学年（学科）より抜粋） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 教育課程の編成について，学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応できる

体制を整備している。インターンシップや資格取得も，規程及び実施体制を整備し，学生は積極的に

活用している。また，英語のコミュニケーション基礎能力育成にも配慮している。 
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資料５－２－①－１ 
 

教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている科目例１ 
 
 「（Ａ） 豊かな教養と国際性」という目的に沿って，国語教育では，日本語コミュニケーション能力の向上を図るために，新聞のコラムを使

った日本語の文章表現能力の向上に向けたユニークかつ実践的な取組が行われている。なお，この取組は九州工学教育協会並びに日本工学教育協

会から表彰を受けた（平成 23 年度）。 

 

  

（出典 平成 24 年度授業要目全学科１学年用 pp.2-3） 

観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。 

（観点に係る状況）  

 本校では，実験・実習等の授業科目を各学年で実践できる構成にし(前掲資料５－１－①－３) ，専

門科目では，講義以外の科目が約４割を占める。 

 学習指導法の工夫は，全教員が日々の授業において試行錯誤を重ね，教員個人あるいは教科（専門

分野の系）毎の複数教員で組織的に実践しているものもある。また，定期的に「公開授業」を実施し，

他の教員の学習指導法を学ぶ機会を設け，全学的な指導法の改善が行える体制をとっている(基準９)。 

 卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力の各目的について，それぞれの授業内容に応じた適切な

学習指導法の工夫も行っている(資料５－２－①－１〜５)。 
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資料５－２－①－２ 
 

教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている科目例２ 
 「（Ａ） 豊かな教養と国際性」という目的に沿って，英語教育では，国際性向上のために LL 教室を活用したネイティブスピーカーを含む英会

話の授業や演習を行い，学生による発表形式の導入等，「読む」「聞く」「話す」「書く」の４技能の育成を図るとともに，積極的に TOEIC 対策も行

っている。 

 
（出典 平成 24 年度前期授業時間割） 

 

 

資料５－２－①－３ 
 

教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている科目例３ 

 「（Ｂ） 専門知識と学際性」という目的に沿って，数学教育では，専門分野の基礎となることから各専門学科の科目との連携を重視し，

本校独自の自主教材（教科書）を作成し使用している。なお，この取組は九州工学教育協会から表彰を受けた（平成 14 年度）。 

 

（出典 一般科目数学科より提供） 
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資料５－２－①－４ 
 

教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている科目例４ 
 「（Ｂ） 専門知識と学際性」という目的に沿って，専門教育では，２年次の「工学基礎Ⅲ」を通じて「与えられた課題あるいは自ら

設定した課題について，着想力と想像力を駆使して問題解決の道筋を模索し，実現するための方法，手段を学ぶことで，学生の創造的

能力と自主的学習能力の育成を図る」ために，専門５学科の担当教員が教材開発に創意工夫し「動機づけ教育」を行っている。 

  

（出典 平成 24 年度授業要目全学科２学年用 pp.30-31） 

資料５－２－①－５ 
 

教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている科目例５ 

 「（Ｃ）創造性とデザイン能力」という目的に沿って，専門教育では，卒業研究を中心に設計や演習等の科目を通じて，学生が課題

探求力・課題解決力を身に付けることができるよう配慮している。 

  

（出典 平成 24 年度授業要目機械工学科５学年用 pp.34-35） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 教育の目的に照らして，講義，演習，実験・実習等の授業形態のバランスは適切である。また，そ

れぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法も，自主教材の活用等を含め工夫している。 
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資料５－２－②－１ 
 

シラバス改訂時の改善策 
(1) 学年・学科毎に分冊し，表紙の基準色を年度毎に変更すること。 

(2) 「教育内容・達成目標」の欄内にチェックボックス（□印）を設け，

学生自身が達成度に応じてチェックする（塗りつぶす）ことができ

るようにしたこと（シラバスの積極的な活用策） 

(3) 「学習・教育到達目標」と授業科目との対応関係をより明確にする

ため，授業科目毎に◎印（主体的に関係する目標）あるいは○印（付

随的に関係する目標）をシラバスに明記したこと。 

（出典 学生課資料より作成） 

資料５－２－②－２ 
 

シラバス新様式作成時の留意事項 

 

（出典 学校運営検討委員会より提供） 

資料５－２－②－３ 
 

シラバスの記載事項について 

 

（出典 平成 24 年度授業要目全学科１学年用 p.iv） 

観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示等，内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

 本校のシラバスは，数度の改訂を経て(資料５－２－②－１)，現在の内容を記載するようになった。

教員は，学校運営検討委員会が作成した資料を

手引書としてシラバスを作成し(資料５－２－

②－２)，学生のシラバス活用をより促進させる

ための内容も平成23年度に追加した (資料５－

２－②－３)。 

 平成18年度から導入した学修単位はシラバス

中（「単位の種別」）に明示し，シラバス最初

のページでも自学自習の必要性を説明している

(資料５－２－②－４)。学修単位に該当する科

目の担当教員は，「授業時間外学習内容・計画」に記載した内容に基づき，学生の自学自習の取組を

促している(資料５－２－②－５)。 

 教員は，最初の授業時にシラバスの内容を説明し (資料５－２－②－６，平成24年度分は資料９－

１－②－６) ，また必要に応じて（授業進度の確認や到達目標の確認等）授業時にシラバスを活用し
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資料５－２－②－４ 
学修単位について 

 

（出典 平成 24 年度授業要目全学科１学年用 p.iv） 

資料５－２－②－５  
 

「学修単位」の授業科目における自学自習の明示と 

実質化に向けた取組例 

 
（中略） 

 
（出典 平成 24 年度授業要目機械工学科４学年用 pp.44-45） 

資料５－２－②－６  
 

学期始めの最初の授業時に教員が 

学生に説明すべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 23 年度 教務主事からの依頼メール） 

資料５－２－②－７ 
 

学生のシラバス活用度 
 

 H19 H20 H21 H22 H23 平均 

1 年 35.1 36.7 40.1 41.9 52.5 41.3 

2 年 30.2 38.2 40.6 41.0 50.2 40.0 

3 年 32.9 36.5 42.7 45.9 48.1 41.2 

4 年 38.5 40.9 42.2 46.2 55.4 44.6 

5 年 40.6 42.5 43.6 47.3 51.6 45.1 

平均 35.5 39.0 41.8 44.5 51.6 42.5 

＊数値は「α値」を意味する。 

（出典 平成 19〜23 年度授業改善アンケート集計結果より作成） 

ている。学生は，最初の授業時にシラバスを持参し，教員の説明を受け内容を確認している。学期の

途中でのシラバス活用は学生によって様々であり，授業改善アンケート結果では，学生のシラバス活

用が十分とは言い難いものの，少しずつ改善している(資料５－２－②－７)。 
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（分析結果とその根拠理由）  

 教育課程の編成の趣旨及び設置基準17条に沿って，シラバスを作成し，内容も適切に整備している。

活用については，学生への効果的な活用策を引き続き検討し実施していくことが望まれる。 
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資料５－２－③－１  
 

卒業研究におけるデザイン能力養成 
のための取組 

 

 

（出典 平成 23 年度機械工学科資料） 

資料５－２－③－２ 
 

学外実習規程（抜粋） 

 

 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

観点５－２－③： 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。また，インターンシップの活

用が図られているか。 

（観点に係る状況）  

 創造性の育成はあらゆる教科で配慮されなければならないが，特にそれを主目的とした科目は，本

校の学習・教育到達目標「Ｃ－１」「Ｃ－２」に関係する科目群である (前掲資料５－１－①－７〜

11)。 とりわけ卒業研究は，学生が「自ら課題を発見し，その本質を理解できる」とともに「身につ

けた教養と実践力を活用し，課題を解決できる」ように，各専門学科全教員が配慮・工夫している(資

料５－２－③－１，前掲資料５－２－①－５)。 

 本校ではインターンシップを「学外実習」として

４〜５年次の夏季休暇期間に実施し，その実施内容

を規程に従って評価した後，単位を認めている(資料

５－２－③－２〜３)。全学科ほとんどの学生が参加

できる状況であり，多数の学生がインターンシップ

制度を活用している(資料５－２－③－４〜６)。 
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資料５－２－③－３ 
学外実習のシラバス記載例 

 

 
 

（出典 平成 24 年度授業要目電気工学科４学年用 pp.58-59） 

資料５－２－③－４ 
学外実習受入企業一覧 

 

 
（出典 学生課資料より作成） 
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資料５－２－③－５ 
学外実習実績 

学外実習

1単位 2単位 小計 1単位 2単位 小計 1単位 2単位 小計

4M 37 18 18 36 97.3 44 24 18 42 95.5 38 21 16 37 97.4

4E 37 25 10 35 94.6 39 25 13 38 97.4 43 31 12 43 100.0

4I 35 20 12 32 91.4 47 26 11 37 78.7 34 13 6 19 55.9

4C 45 36 4 40 88.9 44 28 12 40 90.9 44 19 7 26 59.1

4A 39 17 20 37 94.9 36 7 25 32 88.9 47 27 17 44 93.6

小計 193 116 64 180 93.3 210 110 79 189 90.0 206 111 58 169 82.0

5M 1 1 4 4 7 7

5E 1 1

合計 181 194 176

単位認定者数 単位認定者数 単位認定者数

H21 H22 H23

学生数 学生数 学生数(%) (%) (%)

 

* ４〜５年次で前年度に留年した学生（の単位認定）数は除く 

 

（出典 学生課資料より作成） 

資料５－２－③－６ 
学外実習報告 

 

（出典 『有明高専だより』第 135 号 p.14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 創造性を育む教育方法の工夫を図っている。その理由は，各教科目の授業において担当教員は創造

性の育成を念頭において臨み，あらゆる機会を利用して創造性が育まれるよう配慮・工夫しているか

らである。特に，創造性の育成を主目的とした科目を設定し，創造性を育む教育方法の工夫はPBLの導

入も含め，ほぼ満足できる程度に実施している。 

 また，インターンシップ制度も確立し，学生も十分活用している。 
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資料５－３－①－１ 
特別活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 24 年度教員心覚え p.1） 

資料５－３－①－２ 
 

１〜３年生の時間割 
p8

曜日
時限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

文学１ 基解析 英語１ 基物理 ＬＬ　 基解析 基数１ 化学１ 英語２ 特活１ 地理学 基数１ 音　楽 化学１ 基数２ 基解析 地理学 英語１ 英語２ 英語１ 基解析 化学１ 基物理 保　健

G焼山 G坂西 H藤木 G竹内 G徳田 G坂西 H中村 G松尾 G徳田 G塚本 G中島 H中村 H大津山 G松尾 G西山 G坂西 G中島 H藤木 G徳田 H藤木 G坂西 G松尾 G竹内 G井上

英語１ ＬＬ　 地理学 基物理 保　健 英語２ 基解析 特活１ 基数１ 基解析 気基礎 基数２ 音　楽 化学１ 英語１ 基数１ 文学１ 地理学 英語２ 基解析 英語１ 基物理 基解析

H藤木 G徳田 G中島 G鮫島 G井上 G徳田 G田中 G田中 H中村 G田中 E髙松 G村岡 H大津山 H池見 H藤木 H中村 G焼山 G中島 G徳田 G田中 H藤木 G鮫島 G田中

英語２ 英語１ 地理学 基物理 基数１ 基解析 子情演 特活１ 基数１ 英語２ 基解析 音　楽 基物理 英語１ 化学１ 基解析 文学１ 地理学 基数２ 英語１ 保　健 ＬＬ　 基解析

G山﨑 H藤木 G中島 G鮫島 G西山 G村岡 I嘉藤学,I原 G山﨑 G西山 G山﨑 G村岡 H大津山 G鮫島 H藤木 H池見 G村岡 G焼山 G中島 G髙本 H藤木 G井上 G山﨑 G村岡

ＬＬ　 地理学 基物理 基解析 化学１ 文学１ 基解析 特活１ 英語２ 基解析 基数１ 化学１ 地理学 英語２ 基数１ 基物理 基解析 音　楽 英語１ 化学１ 基数２ 保　健

G徳田 G中島 G酒井 G西山 G松尾 G焼山 G西山 G西山 G徳田 G西山 H中村 G松尾 G中島 G徳田 H中村 G酒井 G西山 H大津山 H五島 G松尾 G村岡 G井上

基数２ 英語１ 化学１ 基解析 ＬＬ　 基数１ 地理学 英語２ 基解析 特活１ 基物理 基解析 化学１ 地理学 英語２ 保　健 基数１ 基解析 音　楽 文学１ 基物理 化学１

G西山 H五島 G松尾 G青影 G徳田 H中村 G中島 G徳田 G青影 G竹内 G竹内 G青影 G松尾 G中島 G徳田 G井上 H中村 G青影 H大津山 G菱岡 G竹内 G松尾

曜日

時限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
英語２ 基物理 英語１ 解析１ 基物理 歴史学 特活１ 社会学 化学２ 英語１ 美　術 解析１ 基物理 ＬＬ　 解析１ 代・幾 歴史学 化学２ 代・幾 英語２ 生　物 社会学 解析１

G三戸 G鮫島 G安部 G髙本 G鮫島 G谷口 G髙本 G山口 G松尾 G安部 H福村 G髙本 G鮫島 G三戸 G髙本 G荒木 G谷口 G松尾 G荒木 G三戸 H喜多條 G山口 G髙本

解析１ 基物理 基物理 化学２ 特活１ 歴史学 解析１ 代・幾 社会学 解析１ 英語１ 歴史学 美　術 解析１ 代・幾 ＬＬ　 社会学 生　物 化学２ 基物理 英語１

G青影 G竹内 G竹内 G松尾 G村田 G谷口 G青影 G坂西 G山口 G青影 G安部 G谷口 H福村 G青影 G坂西 G村田 G山口 H喜多條 G松尾 G竹内 G安部

英語１ 基物理 特活１ 解析１ 代・幾 美　術 解析１ 歴史学 化学２ 社会学 歴史学 基物理 ＬＬ　 解析１ 代・幾 化学２ 解析１ 基物理 生　物 社会学 英語１

G安部 G酒井 G安部 G坂西 G田中 H福村 G坂西 G谷口 H山﨑 G山口 G谷口 G酒井 G村田 G坂西 G田中 H山﨑 G坂西 G酒井 H喜多條 G山口 G安部

基物理 英語１ 歴史学 社会学 代・幾 解析１ 特活１ ＬＬ　 歴史学 化学２ 英語１ 解析１ 解析１ 美　術 基物理 英語２ 生　物 解析１ 化学２ 代・幾 英語２ 基物理 社会学

G酒井 G安部 G谷口 G山口 G西山 G村岡 G山口 G三戸 G谷口 H山﨑 G安部 G村岡 G村岡 H福村 G酒井 G三戸 H喜多條 G村岡 H山﨑 G西山 G三戸 G酒井 G山口

代・幾 社会学 美　術 英語１ 解析１ 基物理 特活１ 解析１ 英語１ 基物理 社会学 歴史学 化学２ ＬＬ　 英語２ 代・幾 解析１ 歴史学 解析１ 生　物 化学２ 基物理 英語２

G坂西 G山口 H福村 G安部 G髙本 G鮫島 G菱岡 G髙本 G安部 G鮫島 G山口 G谷口 H山﨑 G三戸 G三戸 G坂西 G髙本 G谷口 G髙本 H喜多條 H山﨑 G鮫島 G三戸

気回路 磁気学 情処理

E塚本 E河野 E森山

基礎２ プロ１

I森,I原 I松野良

工英語

C田中

曜日

時限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
代・幾 政経学 応物１ 英コＢ 英コＡ 特活１ 材料学 解析２ 代・幾 英会話 英コＡ 解析２ 英コＡ 解析２ 英コＢ

G田中 G谷口 G鮫島 G山﨑 H山下和 M篠﨑 M南 G髙本 G田中 G Grumbine H山下和 G髙本 H山下和 G髙本 G山﨑

政経学 英コＢ 解析２ 英コＡ 解析２ 特活１ 代・幾 英コＡ 英コＡ 解析２ 英コＢ 代・幾 応物１ 英会話

G谷口 G山﨑 G青影 H山下和 G青影 E永守 G村岡 H山下和 H山下和 G青影 G山﨑 G村岡 G竹内 G Grumbine

代・幾 政経学 プロ２ 英コＡ 情処シ 特活１ 英会話 英コＡ 解析２ 解析２ 英コＡ 応物理 解析２ 代・幾

G西山 G谷口 I嘉藤学 H山下和 I嘉藤直 I原 G Grumbine H山下和 G田中 G田中 H山下和 G竹内 G田中 G西山

解析２ 政経学 解析２ 代・幾 特活１ 解析２ 英コＡ 代・幾 無機化 応物１ 英会話

G青影 G山口 G青影 G荒木 C藤本 G青影 G山﨑 G荒木 C田中 G酒井 G Grumbine

政経学 代・幾 英コＡ 解析２ 英会話 特活１ 英コＡ 代・幾 解析２ 英コＡ 解析２ 応物理

G山口 H水元 G山﨑 G荒木 G Grumbine A加藤 G山﨑 H水元 G荒木 G山﨑 G荒木 G酒井

日本語

H坂口

火

工基１
A上原,A北岡,A松岡

情処基

K河村

文学１

E永守

構法２

A下田

構力１

A小野

材力学

A岩下

材料基

C川瀬

物化１

C氷室

英コＡ

G山﨑

無化実

C宮本,C田中

応物理

基礎１

I森

情処基
E尋木,E森山

I嘉藤学,I嘉藤直

気製図

E塚本

月

体　育
G塚本

木

H仁田原

保　体

H藤吉

金

創実習

製　図

木 金

文学１

G焼山

工基１

I松野良

体　育

H仁田原

基実習

M福永

基製図

M岩本

設演２

A松岡,A岡本

構法１

A下田

G井上

文学１

G焼山

情処基

K河村

住環境

A北岡

英コＢ

G村田

保　体

G菱岡

保　体

H藤吉

水

造　形

1E

1M

23

22

1C

1I

21

G塚本

創造演
A北岡,A小野,A岩下,A岡本

化学１

H池見

体　育

H仁田原

化学１

H池見

C川瀬

子演習

C氷室

保　体

火

火

文学２

G菱岡

英語２

G村田

文学２

25

2A

月

3A

3I

3C

H五島

C小林 C宮本

留学生

1A

3M

3E

24

2C

2I

2M

2E

工基３

M篠﨑

機と要

M堀田

デバ１

E石丸

情処理

E尋木

文学３

H藤崎

工基１
M吉田

文学１
G焼山

情処基
K河村

工基１

E森山

基実習

G菱岡

体　育 工基１

気回路

E塚本

応物１

文学１

G焼山

生物化 無機化

工基３
E永守,E尋木,E清水

工基３
I菅沼,I嘉藤直

工基３
C出口,C藤本,C近藤

工基３
A下田,A岡本

G竹内

応物１

G鮫島

計　測

E髙松

金

体　育

G井上

英語１

保　体

H藤吉

英コＢ

G村田

文学３

H山田

子計測

I石川

応物理

G竹内

英語１

H五島

工実験

E森山,E清水

文学２

G菱岡

月 水

M柳原

磁気学

E泉

保　体

G塚本

工実験
E永守,E河野,E尋木,E池之上,E森山

コン演

A小野

材力１

M岩本

基製図

英語２

G村田

精密加

M明石

保　体

G塚本

文学３

H藤崎

工力学

M篠﨑

情演１
I松野良,I嘉藤直

木

気機器

情報処

C大河平

I森,I原

分析化

G酒井

文学３

H山田

設演３

A鎌田,A岡本

文学３

H藤崎

情演２
I菅沼,I嘉藤学

実験１

I森,I原,I森山

情論理

K河村

気回１ 保　体

G塚本

応物１

G酒井

英コＢ

G村田

有化１

C藤本

保　体

G塚本

論理回

I松野良I原

M篠﨑

H濱口

H加治屋

情処基

文学２

G菱岡

水

M福永

環境１

A岡本

保　体

H藤吉

文学２

G菱岡

  
（出典 平成 24 年度前期授業時間割） 

 

 

観点５－３－①： 教育課程の編成において，一般教育の充実や特別活動の実施等，豊かな人間性

の涵養が図られるよう配慮されているか。また，教育の目的に照らして，課外活

動等において，豊かな人間性の涵養が図られるよう配慮されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では，特別活動を３つに分類している(資料５－３－①－１)。 

 「特別活動１」はロングホームルー

ム（LHR）を指し，設置基準に定められ

た特別活動と同義である。１〜３年次，

週１時間 (資料５－３－①－２) ，学

年一斉に実施する合同HRと担任の裁量

等で各クラス単位に実施するLHRがあ

り，学生の自主性，協調性，遵法精神

等の養成を意図して90単位時間以上実

施している(資料５－３－①－３〜５)。 

 「特別活動２」は，各行事におけ

る企画・準備・運営が学生（学生会）

の主体的活動により進められ，自主

性，協調性，創造性，リーダーシッ

プ等の養成に大きく寄与している。 

 また，一般科目の授業外科目「ボ

ランティア活動」を単位として認定

し，社会奉仕の精神の涵養にも配慮

している (資料５－３－①－６〜８

及び前掲資料５－１－①－４，後掲

資料６－１－②－４)。 

 課外活動は，正課の教育活動での

教育効果を増大させ，学生の自発的

な活動を通じて，心身の鍛練，集団

生活の訓練等を行い，豊かな全人的教育の実をあげる役割を期している。(基準７)。 

 

 



有明工業高等専門学校 基準５ 

- 117 - 

 

資料５－３－①－４ 
 

LHR 実施状況 

 

 

（出典 平成 23 年度 LHR 実施報告書） 

資料５－３－①－５ 
LHR 実施状況 

 

 
 

 

（出典 平成 23 年度 LHR 実施報告書） 

資料５－３－①－３ 
 

LHR 年間計画策定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 23 年度第３回２年生担任会議事録） 
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資料５－３－①－６  
 
ボランティア活動による単位認定（抜粋） 

 

 
（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

資料５－３－①－７ 
 

ボランティア活動のシラバス記載例 

 

 

（出典 平成 24 年度授業要目全学科１学年用 pp.24-25） 

資料５－３－①－８ 
 

ボランティア活動の一成果 

 
（出典 有明高専だより第 133 号 p.13） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校の教育課程の編成において，豊かな人間性の涵養が図られるよう配慮している。また，教育の

目的に照らして，課外活動等を通じて豊かな人間性の涵養が図られるよう配慮している。 
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資料５－４－①－１ 
 

進級及び卒業認定規程（抜粋） 
 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

（中略） 

 

 
（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

資料５－４－①－２ 
 

進級及び卒業認定規程 
 

 

 

（出典 平成 24 年度学生便覧 p.30） 

資料５－４－①－３ 
 

新入生オリエンテーション資料 

 

 
 

 
 

 
（出典 平成 24 年度教務主事室より提供） 

観点５－４－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生に

周知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認

定，卒業認定が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では，単位認定規定や進級・卒業認定規定を，学則で定め(資料５－４－①－１) ，入学時に学

生へ配付する『学生便覧』に記載し (資料５－４－①－２)，新入生オリエンテーションの際に，教務

主事が学生に説明・周知している(資料５－４－①－３)。 
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資料５－４－①－４ 
 

単位修得認定規定（抜粋） 
 

 
（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

資料５－４－①－５ 
 

試験答案返却のための特別時間割 

 
（出典 教務主事室資料） 

資料５－４－①－６ 
追試験規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 24 年度教員心覚え p.8） 

 各科目の成績評価は，規程に基づき(資料５－４－①－４)，担当教員が策定した評価方法をシラバ

スに明記し，最初の授業時に担当教員が学生に説明・周知している(前掲資料５－２－②－６)。学修

単位の授業科目は，シラバスを通じて学生に周知し，記載通り評価している(前掲資料５－２－②－５)。 

 成績評価は，担当教員がシラバスに明記した方法を厳守して行い，教務係及び教務主事室によるチ

ェックを経た後，全教員が出席する進級判定会議及び卒業判定会議の審議を経て校長が決定する手順

で実施し，厳格性・客観性を確保している(進級・卒業判定会議の資料は訪問調査時に提示予定)。 

 成績評価に関する学生からの意見申立の機会について「答案返却期間」を設けている。教員は定期

試験の答案を学生に返却し到達度の確認を行わせ，学生は採点ミスの訂正や評価点の根拠等の説明を

求めることができるようにしている(資料５－４－①－５)。 

 追試験等は，規程に基づき，「正当な理由」の有る学生に対して，原則として実施し評価すること

になっている(資料５－４－①－６)。 
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（分析結果とその根拠理由）  

 成績評価は，学生への周知を含め厳格に実施している。単位・進級・卒業認定も，それらの規定が

教務委員会で適正に策定し，その要旨を『学生便覧』等に記載し教員が説明することで，学生に周知

していると判断できる。 

 このような評価及び認定を，複数のチェック体制の下で，担当教員及び判定会議において，適切に

実施している。 
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資料５－５－①－１ 
 

複合生産システム工学プログラムと学科構成 

 
（出典 JABEE 自己点検書（引用裏付資料編）2009 年度版 p.0_3） 

＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 教育の目的に照らして，準学士課程の教育との連携，及び準学士課程の教育か

らの発展等を考慮した教育課程となっているか。 

（観点に係る状況）  

 専攻科課程では，準学士課程での一般基礎・教養・情操教育の上に，一般・文系科目では，コミュ

ニケーション能力，技術者倫理及び人間と環境の関わりを学習し，一般・理系科目では，より高度な

応用解析・応用数理，現代物理・現代化学を配置している。専門科目では，準学士課程で修得した専

門科目を基礎に，さらに深い専門性を修得させるとともに，各学科・専攻を越えて学び合う複合的・

学際的資質を養成する科目を配置し，有機的に関連させながら専門工学を系統立てて学ぶことができ

る構成としている(前掲資料５－１－①－７〜11)。 

 また，準学士課程４年次から専攻科課程２年次までの４年間の学習・教育に対して，JABEE認定を受

けた「複合生産システム工学」教育プログラムを設定し，準学士課程からの連携・発展を考慮した教

育課程を編成している(資料５－５－①－１〜２)。 
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資料５－５－①－２ 
 

「複合生産システム工学」教育プログラム 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生便覧 p.5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教育の目的に照らして，専攻科の教育課程は，準学士課程の教育との連携及び発展等を考慮した教

育課程となっている。 

 その理由は，準学士課程における一般基礎・教養・情操教育及び専門基礎教育の上に，専攻科の一

般科目及び専門科目（複合的・学際的資質を養成する科目を含む）が有機的に配置されるよう配慮し

ているからである。 
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資料５－５－②－１ 
専攻科の教育方針 

 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生便覧 p.3） 

資料５－５－②－２ 
 

各専攻の教育方針 
 

 
（出典 平成 24 年度専攻科学生便覧 p.5） 

 

 

観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置され，教育課程が体系的に編成

されているか。また，授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，

教育の目的を達成するために適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

専攻科課程の目的（Ⅱ目的参照）を達成するため，専攻科全体に関する教育方針(資料５－５－②－

１)の下，学習・教育到達目標（Ⅱ目的参照）を設定し，専攻毎にも教育方針(資料５－５－②－２)

を定め，教育上の目的（Ⅱ目的参照）を設定している。これらの方針に従い，目的を達成するために，

教育課程を編成している(資料５－５－②－３〜４)。 

 一般・専門科目，必修・選択科目及び講義と演習，実験・実習のバランス(資料５－５－②－５〜７)，

学習・教育到達目標と科目・学年配当の整合性(前掲資料５－１－①－７〜11)等にも配慮している。 

 授業科目の内容は，専攻毎に定めた教育上の目的を達成し，それぞれ専攻科課程の修了時に身に付

けるべき学力や資質・能力の各項目のいずれかに沿うものとなっている(前掲資料５－１－①－７〜

11)。 
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資料５－５－②－３ 
専攻科課程の教育課程表（1/2） 

 

 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生便覧 pp.6-7） 
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資料５－５－②－４ 
専攻科課程の教育課程表（2/2） 

 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生便覧 pp.8-9） 
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資料５－５－②－５ 
一般・専門科目の割合 

 

 
＊ 専門科目の選択科目（複合的・学際的資質育成）内の 4 科目の単位数は，教育課程表中の学年別配当に含まれていない。 

＊ 4 科目とは地域協働特論（1 単位）・地域協働演習（1 単位）Ⅰ・地域協働演習Ⅱ（1 単位）・特別実習Ⅱ（1〜4 単位）を指す。 

（出典 平成 24 年度専攻科学生便覧 pp.6-9 より作成） 

資料５－５－②－６ 
 

一般・専門科目及び必修・選択科目の割合 
 

 一般(%) 専門(%) 必修(%) 選択(%) 

生産情報システム工学専攻 22.6〜23.1 76.9〜77.4 22.6〜23.1 76.9〜77.4 

応用物質工学専攻 28.8〜29.7 70.3〜71.2 27.9〜28.7 71.3〜72.1 

建築学専攻 28.3〜29.1 70.9〜71.7 27.4〜28.2 71.8〜72.6 

平均 27 73 27 73 

（出典 平成 24 年度専攻科学生便覧 pp.6-9 より作成） 
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資料５－５－②－７ 
授業形態のバランス 

 

３専攻の平均は 30.9% 

＊ 「その他」とは，専門科目の「特別研究」を意味する。 

＊ 黄色の網掛け部分では，講義１単位，演習２単位，実験・実習１〜４単位数分が含まれていない。 

（出典 平成 24 年度授業要目専攻科１学年用・２学年用より作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教育の目的に照らして，各科目を学科・専攻・学年毎に適切に配置し，教育課程の体系性を確保し

ている。また授業の内容は，シラバスにみられるように全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，

教育の目的を達成するために適切なものになっている。 
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資料５－５－③－１ 
 

他の高等教育機関で取得した単位等の認定方法（1/2） 

 

（中略） 

 
（出典 平成 24 年度専攻科学生便覧 pp.11-12） 

資料５－５－③－２ 
 

他の高等教育機関で取得した単位等の認定方法（2/2） 

 
（出典 「複合生産システム工学」プログラム 履修の手引き 

平成 24 年度版 p.5） 

観点５－５－③： 教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発

展の動向，社会からの要請等に配慮しているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では，他の高等教育機関との単位互換の規程を設けるとともに（資料５－５－③－１〜２），九

州・沖縄地区での単位互換に関する協定に基づき（資料５－５－③－３），単位認定を実施している（資

料５－５－③－４）。 
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資料５－５－③－３ 
 
九州・沖縄地区９国立工業高等専門学校間 

における単位互換に関する協定書 
 

 

 

（出典 総務課より提供） 

資料５－５－③－４ 
 

サマーレクチャーによる単位認定実績 
 

年度 H19 H20 H21 

開催校 有明 八代 久留米 八代 

講座名 環境保全概論 建築素材工学 

専攻科に求められる

バイオテクノロジー

ファンダメンタルズ 

初級英語学習者の

ための TOEIC 講座 

単位数 2 2 2 2 

認定者数 4 1 2 1 

 

（出典 学生課資料より作成） 
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資料５－５－③－５ 
専攻科生との懇談会 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課より提供） 

資料５－５－③－６ 
 

TOEIC に配慮した英語の授業 
 

 

（出典 平成 24 年度授業要目専攻科１学年用, p.2） 

 

 
（出典 平成 24 年度授業要目専攻科２学年用, p.4） 

 専攻科生との懇談会（資料５－５－③－５），有

明高専意見箱（前掲資料５－１－②－２），授業改

善アンケート（基準６・９参照），専攻科修了時ア

ンケート（基準６参照）等の実施・分析から，学生

の多様なニーズを教育課程の編成に反映できるよう

にし，学術の発展動向及び社会からの要請は準学士

課程と同様の取組を実施している（観点５－１－②）。 

 インターンシップは技術者教育の基礎と位置づけ

必修科目としている (前掲資料５－２－③－２，実

績は観点５－６－③参照)。また本校の目的の一つで

ある国際性から，英語のコミュニケーション能力育

成に力を入れ，「TOEIC400点相当を達成する」修了要

件を満たすよう配慮している(資料５－５－③－６)。 
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（分析結果とその根拠理由）  

 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応できる教育課程の編成及び授業科

目の内容に配慮している。さらに，他専攻の授業科目の履修ができる教育課程を編成し，他高等教育

機関との単位互換，インターンシップによる単位認定等も制度を整えている。 
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資料５－６－①－１ 
 

教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている科目例１ 
 

 「Ａ 豊かな教養と国際性」に沿って，国語教育では，日本語コミュニケーション能力の向上を図るために，準学士課程の科目をさらに発展さ

せて，新聞のコラムを使った日本語の文章表現能力の向上に向けたユニークかつ実践的な取組が行われている。なお，英語教育については前掲資

料５－５－③－６を参照。 

 

  
（出典 平成 24 年度授業要目専攻科２学年用 pp.2-3.） 

観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。 

（観点に係る状況）  

専攻科の教育課程では，必修科目29～30単位の内，講義科目は一般科目の６単位のみ，その他は専

門科目の特別研究，演習，実験科目としている。その他の講義科目は全て選択とし，70単位以上の講

義を開講している。最低32～33単位の選択科目を修得すれば修了要件を満たすよう，選択の幅を広く

設定している (前掲資料５－５－②－３〜６)。 

授業形態は，専門科目において講義以外の科目が３割程度であるが，講義科目も少人数授業が多く，

実質的には演習形式で行われるため，授業形態のバランスは適切である (前掲資料５－５－②－７)。 

 教育の目的に照らして，それぞれの授業内容に応じた適切な学習指導法も工夫している(資料５－６

－①－１〜２)。 
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資料５－６－①－２ 
 

教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている科目例２ 
 

 「Ｂ 専門知識と学際性」に沿って，専門教育では，教材の工夫（「機械システム要素」「システム情報モデル」等），対話・討論型授業（「環境

工学」「ユニバーサルデザイン」「鋼構造設計論」等），フィールド型授業（「都市・空間デザイン論」「景観設計論」等），情報機器の活用（「基礎

設計特別演習」「環境工学」「建築防災システム工学」等）等が行われている。 

 「Ｃ 創造性とデザイン能力」に沿って，専門教育では，特別研究を中心に演習や実習等の科目を通じて，学生が「課題探求力」と「課題解決

力」を身につけることができるよう配慮されている（観点５－６－③参照）。 

 ここでは，これらの一例として「環境工学」のシラバスを示す。 

 

  

 

（出典 平成 24 年度授業要目専攻科２学年用 pp.20-21.） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教育の目的に照らして，講義，演習，実験・実習等の授業形態のバランスは適切である。また，そ

れぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法も，自主教材の活用等を含め工夫している。 
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資料５－６－②－１ 
専攻科生によるシラバスの活用状況 

 

  

（出典 平成 23 年度専攻科修了時アンケート集計結果） 

観点５－６－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示等，内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では，専攻科課程においても，教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスを作成している。事

前に行う準備学習，教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示等，シラバスの内容も適切に整備し

ている（観点５－２－②）。 

 学修単位はシラバスの中（「単位の種別」）に明示し，最初のページで自学自習の必要性を説明し

ている。学修単位に該当する科目の担当教員は，「授業時間外学習内容・計画」に記載した内容に基

づき，学生の自学自習の取組を促していることも準学士課程と同様である。 

 シラバスの活用は，教員では準学士課程と同様である。学生については，修了時アンケートの結果

から，平成23年度では，役に立ったという意見は平均42.3%，授業がシラバスに沿って行われたという

意見は平均88.5%であった（資料５－６－②－１）。このことから，十分ではないが学生がシラバスを

活用しているといえる。 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスを作成し，必要な内容も適切に整備している。また教員

及び学生もシラバスを活用している。 
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資料５－６－③－１ 
 

創造設計特別演習 

 

 
（出典 平成 24 年度授業要目専攻科２学年用, pp.42-43.） 

資料５－６－③－２ 
 

建築設計特別演習Ⅰ 

 

 
（出典 平成 24 年度授業要目専攻科１学年用, pp.110-111.） 

観点５－６－③： 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。また，インターンシップの活

用が図られているか。 

（観点に係る状況）  

本校の学習・教育到達目標「Ｃ－１」「Ｃ－２」に関係する科目（「創造設計合同演習」等）で創

造性を育む教育方法の工夫を図っている(資料５－６－③－１〜３)。 
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資料５－６－③－３ 
創造設計合同演習 

 

 この科目では，専門分野の異なる５学科（３専攻）の学生が１〜２名ずつ集まって班を構成し，その班活動により商品改善提案及びその試作品

製作を行う。学際的な班構成，アイデアだけでなく試作品の製作まで行いものづくりの一貫性を体験できるよう工夫している他，英語によるプレ

ゼンテーションの機会も設定している。これは，協定校であるシンガポールポリテクの訪問団が来校した際に，本授業に招き，各班に２〜３名の

ポリテクの学生も入りプレゼン及びディスカッションを実施している。 

 本科目は，企業でのものづくりを体験する総合型 PBL 授業と位置付けられるものである。 

 

  
（出典 平成 24 年度授業要目専攻科１学年用, pp.26-27.） 
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資料５－６－③－４ 
 

特別実習Ⅰ 

 

 

（出典 平成 24 年度授業要目専攻科１学年用 pp.52-53.） 

資料５－６－③－５ 
 

特別実習Ⅱ 

 
（以下省略） 

（出典 平成 24 年度授業要目専攻科１学年用 pp.76-77） 

 また，１年次夏季休業中に10日間以上14日までのインターンシップを必修科目「特別実習Ⅰ」とし，

１〜２年次を通じて授業期間中に実施できる「特別実習Ⅱ」も設けている(資料５－６－③－４〜５)。

いずれも実習機関での実習証明書，実習報告書の作成，実習報告会等により合否で評価している(単位

認定実績等は修了判定会議資料に記載されているため，訪問調査時に提示予定)。平成23年度の実習先

（受入企業）の一覧は（資料５－６－③－６）の通りである。 
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資料５－６－③－６ 
特別実習先（受入企業等）一覧（H23年度） 

 

 

（出典 学生課より提供） 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 創造性を育む教育方法の工夫やインターンシップの活用を図っている。その理由は，創造性の育成

を主目的とした科目を設定し，PBLを導入するなど教育方法も工夫し実施しているからである。 
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資料５－７－①－１ 
技術者倫理 

 

（出典 平成 24 年度授業要目専攻科１学年用, p.6） 

資料５－７－①－２ 
特別研究のシラバス記載例 

 

（出典 平成 24 年度授業要目専攻科１学年用, pp.44-45） 

観点５－７－①： 教育の目的に照らして，教養教育や研究指導が適切に行われているか。 

（観点に係る状況）  

本校の目的の内「Ａ 豊かな教養と国際性」に沿って一般科目の人文・社会科学系（国語・英語・社

会）の科目を配置している（観点５－５－②）。特に「Ａ－２ 高い倫理観」を達成するため，企業の

実務者も講師に加えて技術者倫理を開講（必修）している（資料５－７－①－１）。 

特別研究では，指導教員の下で各専攻分野の研究を２年間にわたって行い，準学士課程で得た学識

や技術及び卒業研究の成果を基礎として，広い視野から理論的体系的かつ実践的に考察する能力と独

創性を身に付けることを目的としている（資料５－７－①－２〜３）。 

 学生は，指導教員及び技術職員のきめ細かな指導・支援の下で得られた特別研究の成果をポスター

セッションや学会で発表し，学校もそれに対して必要な旅費の補助を行っている（資料５－７－①－

４〜８）。 

 

 



有明工業高等専門学校 基準５ 

- 141 - 

 

資料５－７－①－３ 
 

特別研究におけるデザイン能力養成のための取組 

 

（出典 平成 23 年度生産情報システム工学専攻（M 系）資料） 

資料５－７－①－４ 
 

教育研究技術支援センターによる特別研究支援 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 教育研究技術支援センターより提供） 
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資料５－７－①－５ 
 

ポスターセッション案内状 

 

 

ポスターセッション要領 

 

（出典 学生課より提供） 
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資料５－７－①－６ 
 

ポスターセッションテーマ一覧 
 

 

 

（出典 学生課より提供） 
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資料５－７－①－７ 
学外発表実績（H23 年度） 

№ 発表学会名 会場 日程 人数 

1 

ASME 2011 Energy 

Sustainability Conference & 

Fuel Cell Conference 

アメリカ合衆国 8/6～8/15 1 

2 日本建築学会 早稲田大学 8/22～8/26 2 

3 

日本農芸化学会西日本支部・ 

中四国支部合同大会 
宮崎大学 9/16～9/18 1 

4 電気関係学会九州支部連合大会 佐賀大学 9.26 1 

5 

電子情報通信学会九州支部 

学生会講演会 
佐賀大学 9.28 5 

6 電子情報系高専フォーラム 熊本高専 11.12 5 

7 内燃機関シンポジウム 東京工業大学 11/28～11/29 1 

8 九州沖縄地区高専フォーラム 大分高専 12/3～12/4 2 

9 化学工学会学生発表宇部大会 宇部高専 3.3 2 

10 建築学会九州支部研究発表会 西日本工業大学 3/3～3/5 6 

（出典 学生課資料より作成） 

資料５－７－①－８ 
学外発表旅費補助実績（H23 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課資料より作成） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 専攻科課程で修学するにふさわしい教養教育や研究指導を適切に行っている。その理由は，(資料５

－７－①－１〜８)の通りである。 
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資料５－８－①－１ 
 

修了要件等の規程（抜粋） 

 

 
（以下，省略） 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

資料５－８－①－２ 
 

修了要件等の学生への周知 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生便覧 p.11.） 

観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知さ

れているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適

切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では，単位認定規定や進級・修了認定規定を学則で定め(資料５－８－①－１) ，入学時に学生

へ配付する『専攻科学生便覧』に記載し (資料５－８－①－２)，新入生オリエンテーションで専攻科

長が学生に説明・周知している(資料５－８－①

－３)。 
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資料５－８－①－３ 
 

専攻科新入生オリエンテーション資料 
 

 

（出典 学生課より提供） 

 各科目の成績評価は，規程に基づき担当教員が策定した評価方法をシラバスに明記し，最初の授業

時に担当教員が学生に説明・周知している。 

 成績評価は，担当教員がシラバスに明記した方法を厳守して行い，全教員が出席する修了判定会議

の審議を経て校長が決定する手順で実施している(修了判定会議の資料については訪問調査時に提示

予定)。 

 成績評価に関する学生からの意見申立の機会も設け，教員は定期試験の答案を学生に返却し到達度

の確認を行わせ，学生は採点ミスの訂正や評価点の根拠等の説明を求めることができる。 

 追試験は，準学士課程同様「正当な理由」の有る学生に対して，原則として実施し評価することに

なっている。 
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（分析結果とその根拠理由）  

 成績評価・単位認定規定や修了認定規定を策定し，学生に周知している(資料５－８－①－１〜３)。

また，これらの規程に従い，成績評価，単位認定，修了認定は，担当教員が策定した方法に基づき修

了判定会議で適切に実施している。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

＜準学士課程＞ 

・ シラバスの授業内容・達成目標欄に達成度チェック欄を設け，学生自身が自らの達成度を確認でき

るよう工夫している。 

・ 動機付けのための導入教育である「工学基礎Ⅰ，Ⅱ及びⅢ」を段階的に実施している。 

・ 体育祭や高専祭など学生が中心となって行う行事が充実し，学生の人間性の涵養に大きく寄与して

いる。 

＜専攻科課程＞ 

・ 本科との連携・発展を考慮し，専攻科で修学するにふさわしい研究指導体制を整備し，その成果は

特別研究として学外に公表している。 

 

（改善を要する点）  

＜準学士課程＞特になし。 

＜専攻科課程＞特になし。 
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（３）基準５の自己評価の概要 

 本校の準学士課程における教育課程は，くさび形の科目配置をとり，卒業時に身に付けるべき学力

や資質・能力に照らした卒業時の到達目標の下に，授業科目を学生の発達段階と学問的発展性を考慮

して適切に配置する等，体系性が保たれるよう編成している。授業内容は，各科目の担当教員の裁量

に付されているが学習・教育到達目標との関連を明確化する等，全体として教育課程の編成の趣旨に

沿って，教育の目的を達成するために適切なものとなっている。 

 専攻科課程の教育課程は，準学士課程との連携・発展を考慮し，７年一貫の効率の良さを発揮でき

るよう編成している。 

 学生の多様なニーズ，学術の発展動向及び社会からの要請に対応できる教育課程の編成並びに授業

科目の内容にするため，各種アンケートや意見聴取の取組を実施し，インターンシップも多くの学生

が活用している（専攻科課程では特別実習Ⅰは必修科目）。専攻科課程では他の高等教育機関との単

位互換の認定実績もある。 

 創造性を備えた実践的技術者の育成という教育の目的に沿って，実験・実習科目を各学年で実践で

きる配置とする等，授業形態のバランスは適切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導

法の工夫も行っている。 

 シラバスは，準学士・専攻科課程ともに教育課程の編成の趣旨に沿って作成し，内容も適切に整備

しているが，学生の活用については，効果的な活用策を引き続き検討し実施していくことが望まれる。 

 本校では，学生会と教職員が一体となって行う学生会行事(体育祭,高専祭等) が充実し，課外活動

における教職員・学生との関わりも密接で，豊かな人間性の涵養が図られるよう配慮している。 

 卒業研究並びに特別研究は，教育の目的を達成するために，各課程に応じて，指導教員及び技術職

員の指導・支援の下で行われており，専攻科課程では全学生がその研究成果を学外に公表している。 

 成績評価，単位認定，進級・卒業・修了認定規定は，学則で定め『学生便覧』（『専攻科学生便覧』）

等を通じて学生に周知し，これらの規定に従って単位認定，進級・卒業・修了認定も適切に実施して

いる。 
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資料６－１－①－１ 
 

卒業研究発表会評価表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（出典 平成 23 年度機械工学科資料） 

 

資料６－１－①－２ 
 

特別研究発表会評価表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（出典 平成 23 年度生産情報システム工学専攻 

M 系資料） 

 

基準６ 教育の成果 

（１）観点ごとの分析 

観点６－１－①： 高等専門学校として，その教育の目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒

業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成しようとする人材像等につい

て，その達成状況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では，目的に沿って，学生が卒業・修了時に身に付けるべき学力や資質・能力を明確に定め，

それぞれに対応させて授業科目を配置していることは基準５で述べた。これら教科目の達成状況を把

握・評価する方法として，本校では準学士及び専攻科課程において以下の取組を行っている。 

 

ア） 各教科目における授業担当教員による把握・評価 

 教科担当教員が，授業実施後，学生の達成度を把握・評価するために，定期試験等の学力試験

及びレポート課題等を，定期的あるいは随時実施し，把握・評価を行っている(『授業要目』の「科

目の総合評価方法と基準」参照)。 

イ） 卒業研究・特別研究における担当教員・学科による把握・評価 

 担当教員の指導の下で学生が作成した卒業研究・特別研究は，複数の教員で評価するとととも

に，研究発表会を開催し，その発表内容について関係する学科の全教員で評価を行っている(資料

６－１－①－１〜２)。 

 

 

 

 なお，専攻科課程では，研究内容をまとめたレポートを学位授与機構に提出するとともに，そ

の内容に関する試験を受験することによって，評価を受け学位を認定されている。 
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資料６－１－①－３ 
成績通知表 

 

（出典 学生課より提供） 

 

ウ） 外部取得単位における把握・評価 

 準学士課程では，インターンシップやボランティア活動については，規定通り，報告書ないし

報告会での発表内容を，関係する学科の全教員あるいは担当教員で評価を行っている。また，資

格試験等の単位認定についても，規定通り，単位を認定している(規定は前掲資料５－１－②－４，

認定実績は後掲資料６－１－②－４)。 

 専攻科課程では，サマーレクチャーによる外部単位認定実績がある(前掲資料５－５－③－１〜

４)。 

エ） 全学的な把握・評価 

 以上ア）〜ウ）の評価結果は，各担当教員が校内LANにより本校の評価集計システムへ送信し，

データベース化している。このデータベースから教務係により作成された評価結果の一覧表を，

学年末に校長の主催する進級判定会議，卒業判定会議，修了判定会議において，全教員により厳

格に検証している。 

 

 本校の評価集計システムは，これまでに数度の改良を経て現在の形となり，システム自体は完成度

が高い。また，担当教員から定期的（年４回）に送信された教科別評価結果は，クラス単位で一覧表

にまとめ，クラス担任，各主事室及び学科事務室に配付し，クラス及び学生個人の評価履歴を全教員

が把握できるようにしている。 

 さらに，学生個人へも成績通知表を送付し，自分の評価を把握し達成度を定期的に確認することが

できるよう体制を整備している(資料６－１－①－３)。 

 また，年度末に開催する「進級判定会議」「卒業判定会議」「修了判定会議」後には，留年学生数

の推移や動向等について，教務主事室を中心に検証を行い，次年度以降の対策に資している。 
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（分析結果とその根拠理由）  

 本校では，学生が卒業・修了時に身に付けるべき学力や資質・能力の達成要件(準学士課程の卒業要

件及び専攻科課程の修了要件)を定め，卒業認定会議・修了認定会議においてそれぞれ卒業・修了認定

を実施し，目的に沿った形で,課程に応じて，学生が卒業・修了時に身に付けるべき学力や資質・能力

等について，その達成状況を把握・評価するための適切な取組を行っている。 

 また，養成しようとする人材像については，現実的には定量評価が困難であるため，学力以外の面

について，学外実習や卒業研究・特別研究による総合的資質の向上成果をレポートや論文あるいは報

告会での内容等により確認することで，達成状況を把握・評価できると考えている。 
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資料６－１－②－１ 
 

準学士課程５年次の単位修得状況 
 

  

（出典 平成 21〜23 年度卒業判定会議資料より作成） 

観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付ける学力や資質・能力につい

て，学校としてその達成状況を評価した結果から判断して，教育の成果や効果が

上がっているか。 

（観点に係る状況）  

 準学士課程５年次における単位修得状況は，学科間あるいは年度毎の大きな格差はみられない。直

近３年間の平均は94.4%で，選択科目の辞退等を考慮すると妥当な数値と思われる(資料６－１－②－

１)。 

留年･休学･退学状況は，留年者が直近３年間で38〜47名

（3.7〜4.6%）であり，勉強不足による学力低下が主要因と

なっている。休学者が４〜９名（0.4〜0.9%），退学者が27

〜42名（2.6〜4.1%）であり，技術者教育に対する不適応が

要因となっている場合が多い(資料６－１－②－２)。留年･

休学･退学者全体の割合は7.8〜8.3%となっている。成績不

振者には補習やオフィスアワーの利用，進路適正等に悩む

学生には担任や学生相談室等が対応できる体制を整備して

いる（基準７）。また，留年した学生には教務主事室による

学習支援指導を実施し，休学や退学につながらないよう配

慮している。 

進級率及び卒業率・修了率は，補習の制度化やオフィスアワーの設置など学習支援体制の整備によ

り，現在安定した状況であり，学年進行とともに大部分の学生が本校の意図した学力や資質･能力を身

に付けているものと考えられる(資料６－１－②－３)。 

資格取得については，外部単位の認定が認められていることもあり，学生は積極的にチャレンジし

ている(資料６－１－②－４)。また，卒業後に受験できる資格試験に必要な科目の修得も指導し，TOEIC

のIP試験も学内で複数回実施する等，様々な形で学生への支援を行っている。 

卒業研究及び特別研究は，学術研究から教育研究まで多岐にわたるとともに，環境･福祉など社会貢献

に密接したテーマも設定されている(資料６－１－②－５)。また，すべての卒業研究・特別研究に対

して学内での発表が義務付けられ，保護者や中学校教諭も臨席することのできる体制をとっている。

さらに，専攻科課程では，研究成果を学外に公表することを修了要件として定め，研究内容・水準を

学会等に問うとともに，学生自身の総合的資質向上を図っている(資料６－１－②－６)。また，各種

コンペティションへの参加や学会からの表彰など優秀な成績を収めている(資料６－１－②－７〜10)。 
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資料６－１－②－２ 
 

準学士課程及び専攻科課程の留年・休学・退学状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 21〜23 年度卒業・修了判定会議資料より作成） 
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資料６－１－②－３ 
 

準学士課程及び専攻科課程の進級率・卒業率・修了率 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 21〜23 年度卒業・修了判定会議資料より作成） 
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資料６－１－②－４ 
資格取得状況 

 
技能審査の成果に係る学修及び認定単位

単位数

1年 2年 3年 4年 5年 合計 1年 2年 3年 4年 5年 合計 1年 2年 3年 4年 5年 合計

1級 6

準1級 5

2級 3 1 1 1 1 2

準2級 2 1 1 1 1 4 1 1 2 4 2 3 2 1 8 16

1級 6

2級 4

3級 2 2 2 2

4級 1 1 1 25 2 29 15 18 33 13 15 28 90

701-990 6 1 1 2 2 3

571-700 4 1 1 1 1 1 1 2 4

451-570 2 4 2 6 3 2 5 8 6 14 25

400-450 1 9 2 11 9 4 13 8 8 16 40

実用フランス語技能検定

実用スペイン語技能検定

1級 3

準1級 2

2級 1 1 1 4 4 1 9 1 7 3 11 21

システムエンジニア認定 3 1 1 1

プログラマ認定 2 1 1 2 2

1級 2 1 5 24 9 39 1 2 10 13 3 6 5 14 66

2級 1 1 1 2 2

1級 3

2級 2 1 1 2 1 1 3

3級 1 1 1 1

1級 4

2級 2

3級 1

1級 4

2級 2

3級 1

合計 3 3 33 43 18 100 1 22 26 24 6 79 2 14 29 29 25 99 278

授業外科目

単位数

1年 2年 3年 4年 5年 合計 1年 2年 3年 4年 5年 合計 1年 2年 3年 4年 5年 合計

ボランティア活動 1 1 1 1

学外実習 1(2) 180 1 181 189 5 194 169 7 176 551

課題研究 1 13 6 6 25 33 3 2 38 22 1 3 26 89

特別講義 1

合計 13 186 7 206 33 192 7 232 1 22 170 10 203 641

実用英語技能検定

工業英語技能検定

H21 H22 H23

TOEIC

日本漢字能力検定

情報処理活用能力検定

画像情報技能検定CG部門
（CGエンジニア検定CG部

門）

ラジオ音響技能検定

ディジタル技能検定

合計

合計

H21 H22 H23

 

（出典 学生課資料より作成） 
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資料６－１－②－５ 
特別研究論文題目一覧 

 
（出典 平成 21〜23 年度専攻科特別研究概要集） 

 

資料６－１－②－６ 
学会発表実績（専攻科学生のみ） 

№ 発表学会名 会場 日程 人数 № 発表学会名 会場 日程 人数 № 発表学会名 会場 日程 人数

1 電気化学会九州支部 北九州市小倉北区 7.11 2 1 化学工学会　第42回秋季大会 同志社大学 9/6～9/8 1 1
ASME 2011 Energy Sustainability
Conference & Fuel Cell Conference

アメリカ合衆国 8/6～8/15 1

2 建築学会 仙台市 8/27～8/29 1 2 日本建築学会 富山大学 9/8～9/11 4 2 日本建築学会 早稲田大学(東京) 8/22～8/26 2

3 日本高専学会 豊橋市 8/28～8/30 1 3 日本農芸化学会西日本支部大会 崇城大学 9/17～9/18 1 3
日本農芸化学会西日本支部・
中四国支部合同大会

宮崎大学(宮崎) 9/16～9/18 1

4 化学工学会 東広島市 9/17～9/18 1 4 電子情報通信学会九州支部 福岡工業大学 9.24 4 4 電気関係学会九州支部連合大会 佐賀大学(佐賀市) 9.26 1

5 電気関係学会九州支部連合大会 飯塚市 9.29 3 5 水素先端エネルギー技術展 西日本総合展示場 9/29～10/1 2 5
電子情報通信学会九州支部
学生会講演会

佐賀大学(佐賀市) 9.28 5

6 日本機械学会九州支部 長崎市 10/9～10/10 1 6
4Th CIRP International Conference
 on High Performance Ccutting

長良川国際会議場 10/23～10/26 1 6 電子情報系高専フォーラム 熊本高専(熊本Ｃ) 11.12 5

7 エコテクノ２００９水素エネルギー先端技術展 北九州市小倉北区 10/21～10/23 1 7 電子情報系高専フォーラム
熊本高専
熊本キャンパス

11.13 3 7 内燃機関シンポジウム 東京工業大学(東京) 11/28～11/29 1

8
日本農芸化学会関西・中四国・西日本支部、日
本栄養・食料学会九州・沖縄支部及び日本食
品化学工学西日本支部合同沖縄大会

沖縄県 10/30～11/1 1 8 応用物理学会
九州大学
伊都キャンパス

11.27 3 8 九州沖縄地区高専フォーラム 大分高専（大分市） 12/3～12/4 2

9 ＡＳＰＥＮ２００９ 北九州市(小倉) 11.11 2 9 大学ベンチャー・ビジネスプランコンテスト 福岡市役所 12.2 4 9 化学工学会学生発表宇部大会 宇部高専(宇部市) 3.3 2

10 コロキウム構造形態の解析と創生2009 東京都 11/12～11/13 1 10 日本建築学会九州支部発表会 鹿児島大学 3/5～3/7 3 10 建築学会九州支部研究発表会
西日本工業大学
(北九州市)

3/3～3/5 6

11 電子情報系高専フォーラム 合志市 11.14 6 11
日本機械学会九州学生会(2011)
第42回学生員卒業研究発表講演会

大分高専 3.11 2

12 応用物理学会九州支部 熊本市 11.21 3

13 環境ホルモン学会 東京都 12/7～12/8 1

14 レーザー学会学術講演会 大阪府豊中市 2/3～2/4 2

15 科学工学会九州支部学生大会 福岡市(九州大学) 3.6 1

16 日本建築学科学会九州支部 長崎市 3/6～3/7 2

17 日本機械学会九州学生会 宮崎市 3/8～3/9 3

18 九州学生会　学生員卒業研究発表 宮崎市 3/8～3/9 1

H21 H22 H23

 

（出典 学生課より提供） 
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資料６－１－②－７ 
各種表彰実績 

 

 

（出典 平成 24 年度学校要覧 p.52） 

 

 
（出典 平成 23 年度有明工業高等専門学校 卒業式・終了式 式次第） 
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資料６－１－②－８ 
各種表彰実績 

   

（出典 左：有明高専だより第 134 号 p.16，中央：同第 135 号 p.16，右：同第 133 号 p.16） 

資料６－１－②－９ 
各種表彰実績 

  

 

（出典 左上：有明高専だより第 136 号 p.8，右上・下：同 p.16） 
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資料６－１－②－10 
各種表彰実績 

  

（出典 有明高専だより第 136 号 p.9） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 本校では，学生が卒業・修了時に身に付けるべき学力や資質・能力毎に配置された授業科目の単位

修得状況や進級率・卒業率・修了率等から総合的に判断して，各学年や卒業・修了時において学生が

身に付ける学力や資質・能力について，教育の成果や効果が上がっていると判断できる。 

 本校は技術者教育に特化した教育機関であり，進路や環境の変化等への不適応により，ある程度の

退学者が発生するのは避けがたいものと思われる。但し，留年･休学･退学者全体の割合が高止まりし

ている点は今後も継続的な対策を講じる必要性がある。 

 資格取得や各種表彰実績等も成果を上げ，卒業研究・特別研究も学内外の発表等で評価され一定の

水準を保っているといえる。 
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観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について，就職や

進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して，教育の

成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の卒業・修了生の進路状況について， 就職率は，年度により多少の差異はあるもののほぼ100%

に近い値を維持している（資料６－１－③－１）。これは，本校が養成しようと意図している人材像

が就職先（資料６－１－③－２）のニーズと一致していること，及び卒業生・修了生が就職先で活躍

できる素養を身に付けていたこと等を意味するものと思われる。なお，就職先を産業別に分類するこ

とはしていないが（各専門学科の進路指導等において必要性がないため），会社名をみれば，製造業

を中心に技術者として活躍していることが判断できる。 

 一方，進学率もほぼ100%に近い値となっており，進学希望者は大学や高専専攻科（修了生の場合は

大学院）に進学している（資料６－１－③－３）。また，全卒業生に対する就職者と進学者の割合は，

近年ほぼ同じように推移しており，平成23年度卒業生の場合，就職が65.3%，進学が33.7%で，修了生

の場合，就職が76.0%，進学が24.0%となっている（資料６－１－③－１）。 
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資料６－１－③－１ 
進路の内訳詳細 

平成22年3月末日現在

求職者数 内定者数 内定率 進学希望者数 合格者数 合格率

機械工学科 36 36 25 25 100.0 11 11 100.0 0

電気工学科 36 36 30 30 100.0 6 6 100.0 0

電子情報工学科 47 45 24 24 100.0 17 17 100.0 4

物質工学科 34 34 22 21 95.5 12 12 100.0 1

建築学科 36 34 20 20 100.0 13 13 100.0 1

合計 189 185 121 120 99.2 59 59 100.0 6

専攻科 41 34 22 22 100.0 12 12 100.0 0

平成23年3月末日現在

求職者数 内定者数 内定率 進学希望者数 合格者数 合格率

機械工学科 37 37 26 26 100.0 11 11 100.0 0

電気工学科 36 36 23 23 100.0 13 12 92.3 1

電子情報工学科 31 31 16 16 100.0 15 15 100.0 0

物質工学科 39 37 24 24 100.0 13 12 92.3 3

建築学科 34 33 20 20 100.0 13 13 100.0 1

合計 177 174 109 109 100.0 65 63 96.9 5

専攻科 33 31 15 15 100.0 14 13 92.9 1

平成24年3月末日現在

求職者数 内定者数 内定率 進学希望者数 合格者数 合格率

機械工学科 44 44 32 32 100.0 12 12 100.0 0

電気工学科 38 35 23 22 95.7 12 12 100.0 1

電子情報工学科 40 39 24 24 100.0 15 15 100.0 0

物質工学科 44 44 29 29 100.0 15 15 100.0 0

建築学科 31 31 19 19 100.0 12 11 91.7 1

合計 197 193 127 126 99.2 66 65 98.5 2

専攻科 28 25 19 19 100.0 6 6 100.0 0

＊ 就職内定率は、求職者に対する内定者の率を示す。

＊ 合格率は、進学希望者数に対する合格者数の率を示す。

学科 学生数
卒業者数
修了者数

就　　　　　　職 進　　　　　　学
その他

平成23年度 進路状況について

学科 学生数
卒業者数
修了者数

就　　　　　　職 進　　　　　　学
その他

平成21年度 進路状況について

平成22年度 進路状況について

学科 学生数
卒業者数
修了者数

就　　　　　　職 進　　　　　　学
その他

 

 

就職者・進学者の比率及び就職率・進学率の平均（H21〜H23 年度） 

 

 就職者・進学者の比率  平均 

 H21 H22 H23  H21〜H23 

 就職者 進学者 就職者 進学者 就職者 進学者  就職率 進学率 

準学士課程 64.9 31.9 62.6 36.2 65.3 33.7  99.5 98.5 

専攻科課程 64.7 35.3 48.4 41.9 76.0 24.0  100 97.6 

 

（出典 学生課資料より作成） 
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資料６－１－③－２ 
就職先一覧 

 

 

（出典 平成 24 年度学校要覧 p.57） 
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資料６－１－③－３ 
進学先一覧 

 

【準学士課程】 

 

 

 

【専攻科課程】 

 

 

（出典 平成 24 年度学校要覧 p.56） 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 就職や進学といった卒業・修了後の進路の状況等の実績や成果を分析すると，準学士及び専攻科課

程ともに，本校が養成しようとする人材像は社会的ニーズ（この場合は大学等の高等教育機関や民間

企業等のニーズ）に合致しており，卒業・修了後に学生が本校で身につけた専門性等を活かせる状況

にあることから，学校の意図する教育の成果や効果は上がっていると思われる。 
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資料６－１－④－１ 
 

授業改善アンケートの「理解度」について 
 

設問４：この授業に対するあなたの理解度はどうでしたか 

 H22 

 全全 1 全 2 全 3 全 4 全 5 全 

1 良い 2364 462 304 505 574 450 

2 だいたい良い 5789 1103 908 1168 1417 938 

3 どちらとも言えない 4452 927 806 835 962 770 

4 あまり良くない 1237 306 232 226 266 177 

5 良くない 484 166 101 77 73 55 

有効総数 14326 2964 2351 2811 3292 2390 

α値 64.5 61.7 61.5 66.0 66.4 66.2 

＊ ４・５の回答割合：12.0% 

 

設問 10：この授業で、理解度が深まった 

 H23 

 全全 1 全 2 全 3 全 4 全 5 全 

1 その通りである 2824 660 447 446 668 518 

2 だいたいその通りである 5053 949 734 1006 1202 1005 

3 どちらとも言えない 3851 923 650 840 729 560 

4 あまりそうではない 834 228 147 185 153 93 

5 そうではない 571 150 111 121 108 66 

有効総数 13133 2910 2089 2598 2860 2242 

α値 66.6 65.0 65.1 64.2 69.0 70.2 

＊ ４・５の回答割合：10.7% 

なお，H22 と H23 で設問番号等が異なるのは設問の見直しに伴うものである。 

 

（出典 平成 22〜23 年度 授業改善アンケート結果より作成） 

観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等，学生からの意見聴取の結果から判断して，教育

の成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況）  

 学生が行う学習達成度評価について，本校では，次のようなものが挙げられる。 

 

ア） 授業改善アンケート中の「理解度」に関する項目の回答(資料６－１－④－１) 

イ） 卒業・修了前の学生に対するアンケートの回答(資料６－１－④－２) 

ウ） シラバスに記載された授業内容達成度チェック欄の活用 

エ） 定期試験解答の返却とその際の解説 

オ） 定期試験終了時に配付される個人成績通知表による確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア）〜イ）は，アンケート実施後速やかに整理・分析され教育成果の検証に供されており(資料６－

１－④－３)，ウ）〜オ）は，学生自身の確認のためのものである。 
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資料６－１－④－２ 
 

５年生卒業時アンケート・専攻科修了時アンケートの「到達度」について 
 

【Ｄ】本校の学習・教育目標について，回答して下さい．[到達度] 

選択肢：1 身に付いたと思う╱2 おおむね身に付いたと思う╱3 少し身に付いたと思う╱4 余り身に付かなったと思う 

目標 
H22  

目標 
H23  

5 年卒業時(%) 専攻科修了時(%)  5 年卒業時(%) 専攻科修了時(%)  

A-1 75.3 76.0  A-1 75.0 84.6  

A-2 78.9 88.0  A-2 77.1 92.3  

A-3 69.9 56.0  A-3 75.0 65.4  

B-1 75.9 64.0  B-1 87.2 92.3  

B-2 76.4 68.0  B-2 84.0 92.3  

B-3 77.7 64.0  B-3 81.9 92.3  

C-1 77.1 80.0  B-4 68.6 76.9  

C-2 73.3 72.0  C-1 75.0 82.1   

C-3 74.9 72.0  C-2 77.1 88.5  

平均 75.5 71.1  平均 77.9 85.2  

なお，H22 と H23 で A-1〜C-3 が異なるのは学習・教育到達目標の見直しに伴うものである。 

 

（出典 平成 22〜23 年度 ５年生卒業時アンケート・専攻科修了時アンケート結果より作成） 

資料６－１－④－３ 
アンケートの分析結果（抜粋） 

 

【平成 21・22 年度準学士課程５年生】 

 

【平成 21・22 年度専攻科課程２年生】 

 
（出典 第 7 回（平成 21・平成 22・平成 23 年度）教育システム改善のためのアンケート調査報告書） 
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 ア）について。平成23年度の結果では，「あまりそうではない」と「そうではない」の回答の割合

は10.7%であり，平成22年度（12.0%）と比べて改善傾向にあり多くの学生が高い評価をしている（こ

こでは準学士課程の結果のみ）。 

 イ）について。平成23年度の結果では，「身に付いた」「おおむね身に付いた」の回答の割合は準

学士・専攻科課程それぞれ77.9%・85.2%であり，平成22年度（75.5%・71.1%）と比べて改善傾向にあ

りおおむね良好といえるだろう。但し他の学習・教育到達目標と比べて，コミュニケーション能力（Ａ

－３）と学際的知識（Ｂ－４）の項目については達成度がやや低い傾向にある。 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 学生が卒業・修了時に行うアンケート結果を分析すると，準学士及び専攻科課程ともに，卒業・修

了時に身に付けるべき学力や資質・能力の到達度は，平均で70%以上の評価が得られていることから，

学校の意図する教育の成果や効果が上がっている。 
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資料６－１－⑤－１ 
卒業生・修了生による「OB アンケート」結果（抜粋） 

 

 

 

（出典 平成 19・21・23 年度教育システム改善のためのアンケート調査集計結果より作成） 

観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先等の関係者から，卒業（修了）生が在学時に身に付け

た学力や資質・能力や，卒業（修了）後の成果等に関する意見を聴取する等の取

組を実施しているか。また，その結果から判断して，教育の成果や効果が上がっ

ているか。 

（観点に係る状況）  

 卒業生・修了生に対して実施するOBアンケートでは，卒業・修了時に身に付けるべき学力や資質・

能力を，一般教育及び専門教育の満足度として，意見を聴取している(資料６－１－⑤－１)。また，

卒業生・修了生の就職先に対して実施する企業アンケートでは，同様に卒業生・修了生の入社時の実

力及び入社後の仕事ぶりとして，意見を聴取している(資料６－１－⑤－２)。 

 過去３回のOBアンケートの結果を平均すると，一般科目文系（61%）を除く３つの設問で80%以上と

なっている。同様に企業アンケートでは，入社時の実力が卒業生72%，修了生71%で，入社後の仕事ぶ

りが卒業生81%，修了生73%となっている。 
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資料６－１－⑤－２ 
就職先への「企業アンケート」結果（抜粋） 

 

 

 

（出典 平成 19・21・23 年度教育システム改善のためのアンケート調査集計結果より作成） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 卒業生・修了生が在学時に身に付けた学力や資質・能力及び卒業・修了後の成果等に関して，卒業

生・修了生及び就職先からアンケートにより意見を聴取する取組を実施しており，その結果から，本

校として期待する教育の成果や効果がおおむね得られている。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・ 卒業研究・特別研究の成果は，完成度が高く優れている。 

・ 学力に関する達成度を把握・評価するために，校内LANを活用した評価集計システムを整備してい

る。 

・ 高い就職率・進学率を維持している。 

 

（改善を要する点）  

・留年・休学・退学者数が10%程度あるため，今後も継続的な対策を講じる必要性がある。 
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（３）基準６の自己評価の概要 

 本校は，教育活動により学生が身に付けるべき資質や能力及び人材像を，本校の教育理念や学習・

教育到達目標に明示している。この目的に沿って，教育活動の成果や効果を適切に検証・把握するた

めに次のような取組を行っている。 

 本校の教育目的に沿って，各学年に配置した科目の学修により目的としている資質や能力が体系的

に身に付くように意図しており，その効果を検証・把握するために適切な試験やレポート課題を課し，

評価している（担当教員並びに各学科による把握・評価）。また，外部取得単位も規定通りに把握・

評価し，最終的にはこれらの評価結果を全教員により確認し，成績評価・単位認定や進級・卒業・修

了の認定を行い（全学的な評価・把握），学生の達成状況を把握・評価している。 

 進級率，卒業率及び修了率は，毎年100%には達しないが，留年した学生への学習指導や補習制度の

導入等により，現状の改善を継続的に行っている。特に，卒業研究・特別研究や卒業製作の水準の維

持においては，学生による学会発表やコンペへの参加等の学外活動も行って，そのレベルが適切に保

たれるよう担当教員が配慮している。 

 本校を卒業・修了した学生の進路分析によれば，平成23年度の就職率・進学率は，卒業生で99.5%・

98.5%，修了生で100%・98.5%であり，適切な状況といえる。また，就職先もわが国の技術産業を支え

る企業が大部分であって，在学中に修得した教育の成果を活かして技術分野で実践的技術者として活

躍している旨の情報がアンケート等により示されており，本校の教育の成果や効果が上がっているこ

とが確認できる。 

 学生自身が行う達成度評価の取組には，シラバスに掲載された到達度チェック欄の活用，授業改善

アンケートにおける自己達成度の項目の記入，卒業・修了時の学習・教育到達目標達成度アンケート

及び試験やレポートの結果確認等があり，総合的に自己の達成度を確認できる体制を整備している。 

 本校卒業生・修了生の資質や活躍状況を把握するために，卒業生・修了生や進路先の企業へアンケ

ートを実施しているが，その結果は概ね良好であり，本校の教育の成果が十分に確認できる。 
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資料７－１－①－１ 
 

平成24年度 新入生校内オリエンテーション概要 

 時間 場所 内  容 

SHR 
08:40～
08:50 

HR  

1時限 
08:50～
09:40 

HR  

2～4 
時限 

09:45～
12:30 

HR 課題試験 

5時限 
13:20～
14:10 

視聴覚室 1) 教務主事講話 

6時限 
14:15～
15:05 

HR 
専門学科棟 

1) 学科長講話 
2) 専門学科棟案内 

7時限 15:15～ 
視聴覚室 

一般教育北
棟ロビー 

1) 携帯電話安全教室 
2) 顔写真撮影 
3) HR 

翌日    

SHR 
08:40～
08:50 

HR  

1時限 
08:50～
09: 40 

視聴覚室 
1) 学生主事講話 
2) 情報処理センタ紹介 

3) 学生相談室紹介 

2時限 
09:45～
10:35 

視聴覚室 1)部活動紹介 

3～4 
時限 

10:45～
12:30 

視聴覚室 

1) AED講習会 

2) 事務手続き説明 
3) 図書館の利用説明 

5時限～ 13:20～ HR 平常授業 

（出典 平成 24 年度 第１回 教員会議資料より） 

 

資料７－１－①－２ 
 

平成24年度 新入生学外オリエンテーション実施要領 

 
１ 目  的 (1) 集団生活のマナーを覚える． 
 (2) 学校生活のルールを勉強する． 

 (3) 級友との友情を深め，クラスの連帯意識を強める． 
２ 実 施 日 平成24年5月17日(木)～19日(土) 
３ 実施場所 国立阿蘇青尐年交流の家 

 熊本県阿蘇市一ノ宮宮地6029―1 
 TEL：0967-22-0811 FAX：0967-22-0814 
４ 参 加 者 １ 年 生  208名 

 指導学生   8名 
 教 職 員   14名 
   計    230名 

５ 服  装 制服・体育授業時の体操服，運動靴，体育館シューズ，帽子 
  ○ 往復車中：制服，運動靴 
  ○ 青尐年交流の家(体育館)：体操服，運動靴(体育館シューズ) 

  ○ オリエンテーリング・仙酔峡ハイキング：体操服，運動靴， 
    帽子 
６ 携 行 品 研修のしおり，学生便覧，筆記用具，名札，体操服，帽子 

 体育館シューズ(シューズ袋)，中学時代の体操服(体操服予備) 
 着替え類，洗面用具(タオルを含む)，腕時計，目覚まし時計， 
 その他日用品(ハンカチ，ティッシュ等)，持病薬(必用な者) 

 オリエンテーリング用品(ナップザック，雤具(傘不可)，軍手， 
水筒(ペットボトル不可)) 

７ 注意事項 (1) 阿蘇は山地で，寒いときもあるので，体操服の下に着用でき 

る衣類を準備のこと(体操服の上には着用不可)． 
(2) 携行品には名前を書き，他人の物と間違えないように注意す 

る。特に，運動靴と体育館シューズは，分かるところにはっ 

きりと名前を書く 
(3) 青尐年交流の家はホテルではなく，研修施設であることを心 

得て行動すること．特に，宿泊施設の中での飲食は一切禁止 

されている 
(4) 往復のバスの中も研修であるので注意のこと 
(5) 他の団体や青尐年交流の家の職員の方々とも相互に必ず挨拶 

し，できるだけ交流の機会をもつこと 
(6) 金銭，携帯電話，PHS，携帯音楽プレーヤー，カメラ，ヘア  

ドライヤ，遊戯類(ゲーム機，トランプ)，マンガ本等は，持参 

禁止とする 
(7) お菓子，ジュース類(ペットボトルも含む)等飲食物の持参は 

禁止とする。売店・自動販売機の利用も禁止する。 

 
（出典 学生主事室より提供） 

 

 

 

 

基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

 

観点７－１－①：学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切に実施されているか。また，学生

の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能しているか。 

 

（観点に係る状況） 

教科学習のガイダンスである到達目標，評価基準，評価方法，授業内容等は，シラバスに記載して

おり，最初の授業で教員が学生にシラバスを活用させるとともに，それらを説明することを義務付け

ている（基準５・９）。 

全学的なガイダンスは，準学士課程では，１年次に，入学式の翌日と翌々日に校内オリエンテーシ

ョン（資料７－１－①－１），入学後一ヶ月程度が経過した頃に学外オリエンテーション（資料７－１

－①－２），４年次（JABEEプログラムの履修開始時）に，始業式の後に教育プログラム説明会（JABEE

プログラムの説明会）を行っている（資料７－１－①－３）。また，１年次入学生，４年次編入生に対

し，教務主事室が，入学までに学習しておくこと等の説明会を行っている（別添資料７－１－①－１

～２）。 

専攻科課程では，入学式後，学生便覧，履修の手引やJABEEプログラムシートCD等を配付し，履修方

法やJABEEプログラムの説明会を行い（資料７－１－①－４，別添資料７－１－①－３～４），入学後 
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資料７－１－①－３ 
 

平成24年度 年度初めの日程（抜粋） 
 
４月５日（木） 始業式 
  8:40～      新年度所属クラスの確認・新HR教室に入室 
  9:00～      新担任によるSHR [新HR教室] 
      出席確認，連絡事項 
  9:10～      始業式 [第一体育館] 
      校長訓示，新任教員紹介，役付教員紹介， 
      編入生・留学生紹介，主事諸注意，その他 
  始業式終了後～ 

実施年月 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 

始業式後1時間 写真撮影 HR 教育プログラム説明会※ 写真撮影・HR 

10分休憩後1時間 HR 写真撮影 HR・写真撮影 HR 

    ※[視聴覚教室]：始業式終了後誘導・点呼 
（出典 平成24年度 第１回 教員会議資料より） 

資料７－１－①－４ 
 

平成24年度専攻科入学式日程 
 
１．平成24年4月6日(水)    10:00～      入学式 
             入学式終了後～   説明会 
                          12:30～      写真撮影 
 
２．説明会（場所：専攻科講義室） 
  (1) 専攻科長挨拶 
  (2) 副専攻科長および専攻科委員の紹介と挨拶 
  (3) 専攻科長説明 
  (4) 副専攻科長説明 
  (5) 専攻科学年代表選出 
  (6) 事務手続き説明 
 
３．配布資料 
  (1) 学生証、名札  (7) 安全の手引き 
  (2) 在学証明書  (8) 専攻科時間割 
  (3) 専攻科学生便覧  (9) 年間行事表 
  (4) 履修手引き  (10) 科目履修届 
  (5) シラバス  (11) 出張申請書 
  (6) JABEEプログラムシートCD (12) 健康調査票・検尿容器 
 

（出典 専攻科委員会より提供） 

資料７－１－①－５ 
 

平成24年度専攻科新入生オリエンテーション概要 
 
日 時：平成24年4月9日（月）13:20～16:40 
場 所：管理棟 大会議室 
日 程：13:20～13:30 専攻科長あいさつ 
    13:30～14:00 校長講和 
    14:00～15:00 研修Ⅰ 
            ① 研修スケジュールの説明 
            ② 自己紹介（専攻科１年生）・専攻科進 
             学の動機と抱負 
            ③ 専攻科２年間の行事予定確認（副専 
             攻科長） 
    15:00～15:10 休憩 
    15:10～16:30 研修Ⅱ 
            ① 専攻科とは（専攻科長） 
            ② 履修およびJABEEの説明（専攻科長） 
             ・履修の手引き 
             ・JABEEプログラムシート 
    16:30～16:40 質疑応答 
 
目 的：専攻科１年生に対する導入教育 
参加者：専攻科１年生，関係教職員 
持参品：筆記用具,専攻科学生便覧，履修の手引き 
 

（出典 専攻科委員会より提供） 

すぐに，専攻科への導入教育を目的としたオリエンテーションも行っている（資料７－１－①－５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校では，定期的に補習を実施している（資料７－１－①－６）。適宜実施している場合もあり，各

教員の補習実績を別添資料７－１－①－５に示す。また，全教員は週１回のオフィスタイムを設け，

学生からの質問等に対応できるように配慮している。補習・オフィスタイム制度は，卒業時のアンケ

ート結果で，７割以上の学生が必要性を感じ，６割以上の学生が機能していたと回答している（資料

７－１－①－７）。 

学生相談室は，福利厚生施設（修己館）内に開室し，構成員，相談要領，開室時間，電話番号等を

学生便覧に記載している（資料７－１－①－８）。学生相談室では，年間400件以上の相談があり（資

料７－１－①－９），相談内容等の統計を広報誌「微笑み」で発表する等して，学生の積極的な利用を

よびかけている（別添資料７－１－①－６～７）。卒業・修了時のアンケート結果では，準学士・専攻

科課程とも，その対応は80%以上が「良かった」と回答している（資料７－１－①－10）。また，毎年，

外部から講師を招き，学生の生活面に関わる諸問題（ハラスメント問題を含む）の講演会を開催して

（資料７－１－①－11），学生の学習・生活面での指導・相談・助言に活かされるよう工夫している。 

観点２－２－③で述べた通り，準学士課程では各クラスの担任と副担任を中心に，専攻科課程では

専攻科委員が特別研究指導教員と連携を取りながら，学生のサポートを行っている。また，これらの

要領を『教員心覚え』に記載し，徹底できる工夫をしている（前掲資料２－２－③－２）。 



有明工業高等専門学校 基準７ 

- 177 - 

 

 

 

資料７－１－①－７ 
 

卒業時のアンケート結果（平成22年度卒業生） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

（出典 第７回教育システム改善のためのアンケート調査報告書 p.54） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－１－①－６ 
平成23年度補習およびオフィスタイム一覧 

 
＜平成23年度前期（掲示物）＞       ＜平成23年度後期（掲示物）＞ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典 教務主事室より提供） 
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資料７－１－①－８ 
 

学生相談室 

学生相談室 
 あなたは充実した有意義な学生生活を送っていますか？ 
（中略） 

 学生相談室は「七福神の部屋」というニックネームが示すように，皆さんが，学生生活を送る上で，何かに迷いを感じたり，戸惑いや疑問を
感じたりしたときに気軽に相談できるところです。そこには，それぞれの分野のベテラン教員４人と看護師，カウンセラー２人の合計７人のス
タッフがいて，温かくしっかりと皆さんの話を聞いて，優しく親切に対応してくれます。学生相談室では，個人面談のほかに，グループ面談や
保護者同伴の面談も行っています。また、電話や手紙による相談も受け付けています。 
たとえば・・・・ 
（中略） 

相談室では，学生生活を送る上で出会うさまざまな問題について，どんな小さなことでも話し合うことができます。勿論，相談内容の秘密は固
く守られます。 
 ※相談申込み 

 ☆学生相談室（七福神の部屋）―修己館１階 
  カウンセリング室・保健室―修己館１階・各相談員教員室 
  各相談員教員室 

 ☆開室時間 
  ○学生相談室（月～金 昼 12:30~13:20） 
             放課後 16:10~17:20） 

  ○保健室（月～金 9:00~17:00） 
  ○カウンセリング室 15:00~17:00（延長有り） 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

（出典 平成24年度 学生便覧 p.89～90） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－１－①－９ 
 

学生相談室利用統計 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

（出典：微笑み 第24号(平成24年2月発行) p.4） 
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資料７－１－①－11 
 

カウンセラー等の講演会実施状況 

 

実施年月  所属 演題 

H19年8月  臨床心理士（本校カウンセラー） 青年期の子どもの心の問題と対応 

H21年2月  佐世保工業高等専門学校 学生の自殺予防のための取り組み 

H21年3月  佐賀大学保健管理センター所長 
学生の多様なニーズとメンタルヘルス支援 
―高等専門学校での特別支援教育の取り組み― 

H22年3月  
医療法人静光園第二病院 臨床心理士 
（本校カウンセラー） 

子どもの心を知る―思春期の子どもの特徴と対応― 

H23年3月  福岡教育大学保健管理センター長 教育現場におけるストレスとメンタルヘルス 

H24年3月  広島大学 ハラスメント相談室室長 キャンパス・ハラスメントの予防と対策 

 
(出典 学生相談室より提供) 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では，シラバスが教科学習のガイダンスに活用されるよう徹底している。更に，全学的ガイダ

ンスを，準学士課程では１年次と４年次に，専攻科課程では入学時に，オリエンテーションや説明会

等で実施している。 

補習，オフィスタイム，学生相談室等，学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制を

整備し，卒業時，修了時のアンケート結果から，機能していることがわかる。また，担任業務を『教

員心覚え』に記載して，担任が各学年にふさわしい支援・指導を行っている。 

従って，学習を進める上でのガイダンス及び学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体

制を整備し，適切に実施し，機能しているといえる。 

 

 

 

資料７－１－①－10 

卒業時（上）および修了時（下）のアンケート結果（平成 22 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 第７回教育システム改善のためのアンケート調査報告書p.55, p.79） 
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資料７－１－②－１ 
 

図書館設備概要 
２．施設の説明 
 ① 学習閲覧室（２階） 

   人文・社会科学関係の図書と，基礎的な自然科学関係の図書を中心に置いています。調べものをするためのレファレンスコーナー（参考
図書コーナー）や学習参考書・英検問題集コーナーの他に，就職・進学・留学コーナー，留学生コーナーも設けています。 

 ② 研究閲覧コーナー（２階） 

   各学科の専門書である自然科学・工学関係の図書を専門学科別に置いています。専門学科に関するレファレンスコーナーも設けています。 
 ③ 雑誌・新聞コーナー（２階） 
     カウンターの向かい側に雑誌コーナーを設け、一般雑誌および専門雑誌を置いています。雑誌のバックナンバーは書庫に置いていますの

で，カウンターで職員にたずねて下さい。 
   雑誌コーナーの横に新聞コーナーがあります。全国紙・地方紙などの各種の新聞を取りそろえています。前年のバックナンバーは書庫に

保存しています。 

 ④ AVルーム・DVDルーム（２階） 
   図書館で所蔵するAV資料（DVD・CD等）を利用することができます。利用する時は，図書館カウンターに申し込んでください。AVルー

ムでは、個人が利用するDVDブース4台、また、DVDルームでは複数人での視聴が可能な大型ディスプレイを設置しています。 

 ⑤ 情報検索コーナー 
   インターネットに接続されたパソコン（14台）を設置しており，自由に利用することができます。 
 ⑥ 書庫（１階） 

   主にあまり利用されなくなった図書や，雑誌・新聞のバックナンバーを置いています。自由に利用できます。 
 ⑦ セミナー室（１階）・多目的室（１階）・視聴覚室（１階） 
   これらの施設は主に講義や会議で使用しています。視聴覚室にはビデオ，ＤＶＤ，スライド，ＯＨＰ等の設備が整っています。 

 ⑧ 美術ギャラリー（１階） 
 

（出典 平成24年度 学生便覧 p.74） 

資料７－１－②－２ 
 

図書館利用概要 
（３）図書館利用について 
 １．利用にあたっての注意事項 

  図書館は学生や教職員の自由な学習・研究の場です。次のことを守
り，図書館を最大限に活用できるよう心がけてください。 

   ①館内では常に静粛にし，他の利用者に迷惑をかけないこと。 

   ②ジュースなどの飲食物の持ち込みは，堅く禁止します。 
   ③図書館の玄関前，１階廊下，２階閲覧室の入口の３カ所に掲示板

があります。掲示板には，学生の日々の勉強に関係のある図書館利
用についての掲示をしているので，絶えず注意して見てください。 

 ２．開館時間と休館日について 
  開館時間 

   月曜～金曜 8:30～20:00 
   土曜    10:00～16:00 
    長期休業中の月曜～金曜 8:30～17:00 

  休館日 
   日曜・祝日 
   長期休業中の土曜 

   一斉休業日 
   年末・年始 
   その他図書館長が指定する日 
以下，省略 
 

（出典 平成24年度 学生便覧 p.75） 

 

 

観点７－１－②：自主的学習環境及び厚生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生活環

境等が整備され，効果的に利用されているか。 

 

（観点に係る状況） 

自主的学習環境として，マルチメディアセンター，ホームルーム教室や全学科共用で利用される選

択教室等がある。 

図書館（マルチメディアセンター図書情報管理部）の施設と利用は，学生便覧に記載している（資

料７－１－②－１～２）。授業は，通常，16時で終了するが，図書館の利用時間は，平日が20時までで，

土曜日や長期休業中（夏休みや春休み）も開放している。１日平均200人以上が入館し，1日平均17冊

のあらゆる分野の本を貸し出している（資料７－１－②－３）。情報処理センター演習室の利用と設備

は，学生便覧に記載している（資料７－１－②－４）。情報処理センター演習室には，クライアントPC

等が整備され，昼休みや放課後にも利用されている（資料７－１－②－５～６）。また，教室は，放課

後にレポート作成，勉強等で利用されている。 

福利厚生施設（修己館）には，１階に食堂，

学生相談室，売店等，２階に学生会室等があ

り（資料７－１－②－７），昼食時や授業時間

外の学生の交流の場となっている（資料７－

１－②－８）。その他，リフレッシュコーナー

（資料７－１－②－９）や友夢創家
ト ム ソ ー ヤ

，中庭（機

械工学科棟单側，物質工学科棟单側と電気工

学科棟单側）があり，学生が授業外に休憩す

る場所として利用されるとともに，中庭等で

は緑地帯として勉学の環境を落ち着いたもの

にしている。 
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資料７－１－②－３ 
 

図書館利用実績 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 図書館報 No.17（平成24年2月発行） p.11 ） 
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資料７－１－②－４ 
 

情報処理センターの利用について 

２．情報処理センター演習室の利用 
 図書館３階に情報処理センター演習室があります。情報処理センタ
ー演習室の利用は，自由に利用できる時間帯と許可を受けて利用でき
る時間帯があります。多くの学生が利用するみんなの財産ですので，
次のように注意事項を守り，大切に利用して下さい。情報処理センタ
ー演習室以外のコンピュータでは，管理されている学科等の規則やル
ールに従って下さい。 
(1) 情報処理センター演習室は土足禁止です。入口の靴箱に靴をきち
んと入れて入室して下さい。 

(2) 飲食物の持ち込みは厳禁です。また，室内では防寒着着用は控え
てください。 
(3) 情報処理センター演習室利用時間 

  自由使用可能時間帯 
    平日昼休み 12:40～13:20 
    平日放課後 授業終了後～17:00 

  許可者のみ利用可能時間帯（図書館閉館時は利用できません） 
    平日放課後 17:00～18:30（図書館夜間開館時） 
    土曜日   10:00～15:50（図書館休日開館時） 

  これら以外は原則利用できません。（これら以外の時間帯に利用が
必要な場合は，事前に別途許可が必要になります） 
  自由使用可能時間帯以外の利用許可は，所定の様式で情報教育担
当の先生，教科担当の先生，卒研指導教員，学生会関係の利用の場合
は学生主事室の先生などに受けてください。なお，どうしても突発的
な利用が必要であれば，情報処理センターの教職員の許可を受けて下
さい。 
(4) 利用資格について 
 ・本校の教職員 

 ・本校の学生 
 ・情報処理センター長が認めた人 
 

３．ネットワークのルールとマナー 
 インターネットを使用する上で守るべきルールやマナーは，ネチケ
ット(ネットワークエチケット)とも呼ばれます。インターネットを利
用する人は，この約束事を守って使うよう心がけています。重要かつ
主要なネチケットを抜粋しておきますので，違反がないように注意し
てインターネットを利用して下さい。 
⑴ 情報処理センター，各学科棟，特別教室等にあるコンピュータがイ
ンターネットに接続されている場合は，全世界のインターネット上の
コンピュータとつながっているので，世界共通のルールとマナーを守
ることが義務づけられています。マナー違反が全世界のネットワーク
に影響を及ぼすことを肝に銘じて利用して下さい。 
⑵ 情報処理センターのコンピュータは，本校の共有財産で学生や教職
員みんなが使うものです。情報処理センターのルールを守って使って
下さい。  
⑶ ソフトウェアを勝手にコピーし利用することは，著作権という権利
を侵害する犯罪です。法律で罰則が用意されており，違反しないよう
にして下さい。 これは，情報を収集して利用する場合など起こりやす
いもので十分に気をつけて下さい。 
⑷ インターネット上には有益であるなしに関わらず，たくさんの情報
が流れています。それをどのように利用するかは，利用者自身の姿勢
ですので，道徳的モラルに反する利用はしない心構えを持って下さい。  
⑸ 電子メールやインターネットで意見投稿などを行うときは，発信や
発言に責任を持つこと，メールや意見発言のあとに発信者・連絡先を
きちんと明記しておくようにして下さい。  
⑹ 他人を非難，中傷する記事・発言およびメール送信は絶対にしない
ようにして下さい。 
⑺ 長すぎるメールやたくさんの人にメールを転送することはいたず
らにネ ットワークを混雑させることになるので避けて下さい。メール
の文章は出来るだけ簡潔に書くようにして下さい。 
⑻ メールを受け取ったら必要な返信を書くように心がけましょう。 
⑼ メールやインターネット上の発言に対しても著作権は適用されま
す。メールの転送や意見引用などは，著作権を意識して発信者に許可
を得て，転送などの手順をとって下さい。  
⑽ インターネットは全世界に網羅している関係で，本校でのトラブル
が全世界のネットワークに影響を及ぼす可能性があります。本校での
利用上のルールは絶対に厳守して下さい。極端な違反行為には利用権
を剥奪することもありえます。  
⑾ クラッキング(他のコンピュータに侵入して，システムを破壊する
等の不正行為)などには，厳重な罰則があり，国際問題にも波及する場
合も起こり得るので，絶対にそのような行為をしてはいけません。 
⑿ ネットワークで発生したトラブルはすべて個人の責任で対応する
のが常識です。学生による学校での利用においても，責任回避はあり
えないことです。節度ある利用を心がけて下さい。 
 
以下，省略 

 
（出典 平成24年度 学生便覧 p.81～82） 

 

資料７－１－②－５ 
 

情報処理センター演習室の維持管理する主要な設備 
 

演習機器 

装置名 型名 台数 

クライアントPC DELL OptoPlex 100台 
レーザプリンタ Xerox DocuPrint 4台 

液晶プロジェク CASIO XJ-450 2台 
ネットワークカメラ Panasonic BB-HCM511 2台 

 
（出典 マルチメディアセンターより提供） 

 

 

 

 

資料７－１－②－６ 
 

情報処理センターの利用実績 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

（出典 マルチメディアセンターより提供） 
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資料７－１－②－７ 
 

福利施設（修己館）について 
(10) 福利施設（修己館）について 

 
 福利施設は「修己館」といい，延面積888m2の一部２階建鉄筋コンクリート造りである。 
 修己館には下図（省略）のとおり，１階に食堂，売店，保健室，カウンセリング室，学生相談室，２階には学生会室，音楽鑑賞室等がある。 

 本施設の使用にあたっては，規則を守り，いつまでも快適に使えるように心がけること。 
 

（出典 平成24年度 学生便覧 p.68～69） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－１－②－８ 
 

福利施設（修己館） 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

（出典 平成24年度 学校要覧 p.44） 
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（分析結果とその根拠理由） 

自主的学習施設として，ホームルーム教室，マルチメディアセンター（図書館及び情報処理センタ

ー）等を整備し，放課後等に学生に利用されている。また，厚生施設（修己館），リフレッシュコーナ

ー，中庭等も整備し，休み時間や昼食時に学生に利用されている。 

従って，自主的学習環境及び厚生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生活環境等を

整備し，学生に効果的に利用されているといえる。 

 

資料７－１－②－９ 
 

総合研究棟 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成24年度 学校要覧 p.44） 
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観点７－１－③：学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されているか。また，資格試験や検定

試験の受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能しているか。 

 

（観点に係る状況） 

学生ニーズの把握には，観点５－１－②で示した学生・教員連絡会，有明高専意見箱，卒業時及び

修了時の教育システム改善のためのアンケート，学期末または年度末に行われる授業改善アンケート

等がある。前３者はウェブページで回答（対応）を示し，授業改善アンケートは新年度，各教員から

の対応が記載されたＦＤ委員会が作成した冊子を各教室に配付している（基準９参照）。 

準学士課程では，入学後の学生の学習ニーズの変化に対応する制度として，転科制度を整備し（資

料７－１－③－１），毎年12月頃に資料を教室に

掲示し，学生に周知している（資料７－１－③

－２）。過去５年間の転科制度利用実績（別添資

料７－１－③－１）から，毎年，平均３.４人／

年の転科希望者がおり，平均２.６人／年を認め

ている。 

本校では，国または民法第34条の規定による法人等が実施する技能審査の成果に関して，申請があ

った場合は外部卖位として認めている（規程：前掲資料５－１－②－４，認定状況：前掲資料６－１

－②－４）。また，高専卒業後に取得できる資格等を学生便覧に記載し（資料７－１－③－３），学生

の要望等からの資格・検定試験に関して，補習を実施したり（電気工学科，建築学科），授業科目の中

で対応したり（一般教育科，物質工学科）している（資料７－１－③－４）。 

外国留学については，留学規程（前掲資料５－１－②－３），留学取扱要領（資料７－１－③－５）

を定め，学生便覧に記載している（資料７－１－③－６）。 

 

 

資料７－１－③－１ 
転科について 

 

第20条 転科を希望する者があるときは，校長は、学年の始めにおい
て選考 の上、第４学年までに限り、転科を許可することがある。 
 

（出典 『平成24年度 学生便覧』p.15より） 
 

 

 
資料７－１－③－２ 

 

転科について 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

（出典 教務主事室より提供） 

 

 

掲示用 
平成23年12月14日 

転 科 に つ い て 
 

有明工業高等専門学校 

 
すべての学生が、自分の好きな、適性に合った学科で活き活きと学び、充実
した高専生活を送ることが学校の願いです。そこで、自分の適性あるいは興
味・関心などを十分検討した結果、今の学科より、志望学科での勉強に強い
意欲をもつ学生を対象に、所属学科を変更するための転科試験を実施します。 
 転科を希望する学生は、担任の先生や保護者と十分相談したうえで、担任
の先生を経て転科志願書を提出してください。 
 
(1) 転科は1～3年在学中（各年度のスタート時）に1度しか認められません(転

科できなかった場合、次年度の転科志願は可能です)。 
(2) 転科可能人数は若干名とします(受け入れクラスの状況等も考慮します)。 
(3) 転科志願者には転科試験[筆記試験(3学年のみ)、面接試験]を行います。 

(4) 転科の諾否は総合評価(転科志願書、調査書、入学後の学業成績、転科試
験成績)によって決定します。 

 

転科志願書の提出：平成24年1月10日(火)～17日(火) 

ただし、土、日曜は除く 

提 出 先：担任教員を経て学生課教務係 

 
転 科 の 手 順 

転科の諾否発表：3月下旬（本人に通知） 

転科が認められた学生：平成24年度から転科 

転科試験：2月上旬（期日は後日決定） 
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資料７－１－③－４ 
 

資格試験・検定試験に関する取り組み 

学科 試験の名称 
学科および実施形態 受験者数 

開講学科 学年 授業科目等 H19 H20 H21 H22 H23 

一般教育科 TOEIC 全学科 1～5年 英語科の授業等 406 466 328 379 357 

一般教育科 日本漢字検定二級 全学科 1～5年 国語科の授業等 40 29 17 27 22 

一般教育科 日本漢字検定準二級 全学科 1～5年 国語科の授業等 5 6 8 6 2 

電気工学科 電気工事士 電気工学科 3～5年 補習（実技） 20 20 20 30 30 

物質工学科 工業英検４級 物質工学科 2年 技術英語 26 16 15 49 28 

建築学科 製図認定試験 建築学科 3年生 補習 23 29 28 31 29 

（出典 各学科より情報提供，学校運営委員会作成） 

 

資料７－１－③－３ 
 

高専卒業後に取得できる資格等 

 

（出典 平成 24 年 学生便覧 p.118） 

 



有明工業高等専門学校 基準７ 

- 187 - 

 

資料７－１－③－５ 
 

○ 有明工業高等専門学校留学取扱要領 
(平成2年7月12日制定) 

 

１ この要領は、有明工業高等専門学校留学規程（以下「規程」とい
う。）第９条に基づき定める。 

２ 規程第３条第１項第２号に規定する書類には、留学希望先の学校
で履修する科目並びに科目の範囲、卖位数及び留学中の授業時間
等が判明するものを含めるものとする。 

３ 第１学年から第３学年の学年に在籍する者の留学については、規
程第６条に規定する認定卖位数は原則として一括して３０卖位
を認めるものとし、復学後の学年は留学前の学年の１年上の学年
とする。また、学籍簿には留学先、期間及び認定卖位のみ記載す
る。 

４ 第４学年、第５学年の学年に在籍する学生が留学する場合には、
留学終了後個個の科目について、３０卖位を限度として、卖位の
認定を行うものとする。 

５ 許可された留学期間中は、出席扱いとする。 
６ 復学時の学年の科目については、学年末までの出席状況及び成績

により合否を判定されるものとする。 
 

（出典  有明工業高等専門学校規程集） 

資料７－１－③－６ 
 

学則 第26条の２ 外国留学に関する規程 
 
第26条の2 校長は教育上有益と認めるときは、学生が外国の高等

学校または大学に留学することを許可することができる。 
2 校長は、前項の規定により留学することを許可された学生につ

いて、外国の高等学校または大学における履修を本校における
履修とみなし、30卖位を超えない範囲で卖位の修得を認定する
ことができる。 

3 校長は、前項の規定により卖位の修得を認定された学生につい
て、学年の途中においても各学年の課程の修了または卒業を認
めることができる。 

4 前3項に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（出典 平成24年度 学生便覧 p.16） 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生の種々の要望は，学生・教員連絡会，有明高専意見箱，各種アンケートにより，把握し，その

対応も学生に開示している。転科の規定を整備し，学生に活用されており，入学後の学生の学習ニー

ズの変化に応える制度として機能している。全学的及び学科に特徴的な資格及び検定試験は，その試

験に応じた補習等の支援を行い，入学後の学生の学習ニーズに応えている。外国留学において，卖位

認定等の規程を整備している。 

従って，学習支援に関する学生ニーズの把握し，資格・検定試験の受講，外国留学のための支援体

制を整備し，機能しているといえる。 
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資料７－１－④－１ 
 
３年次編入学留学生数 ()は震災に伴う5年次転入生 

学科 H19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 

機械工学科 0 0 1 0 (1) 1 

 電気工学科 0 0 0 0 0 0 

電子情報工学科 1 0 0 1 0 0 

物質工学科 0 1 
 

0 
 

1 0 1 

建築学科 1 0 0 0 1 0 

合計 2 1 1 2 1 2 

（出典 学生課より提供） 

観点７－１－④：特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援体制が整備されているか。また，

必要に応じて学生支援が行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

３年次留学生入学者数は資料７－１－④－１

の通りで，３～５年次に毎年４～５名の留学生

が在籍している。留学生の教育と生活指導は主

に担任と国際交流会委員が行っている（資料７

－１－④－２～３）。また，学生のチューターを

配置し，その内容を実施要領に定めている（資

料７－１－④－４）。チューター学生は，実施内

資料７－１－④－２ 
 

○有明工業高等専門学校外国人留学生特例規程 
(平成3年1月24日制定) 

 
（趣旨） 
第1条 この規程は，有明工業高等専門学校学則（以下「学則」とい

う。）第46条の規定に基づき，外国人留学生（以下「留学生」とい
う。）の入学及び教育課程その他に関する特例について必要な事項
を定めるものである。 

（入学） 
第2条 留学生は，定員外として，第３学年に入学を許可するものと

する。 
２ 入学の時期は，原則として学年の始めとする。 
（教育課程） 
第3条 留学生については，最初の学年において，時年度以降の通常

の授業を受けるために必要な日本語，その他の学力を養うため特
別に編成された教育課程の学習をもって，通常の教育課程の一部
の履修にかえることができる。 

２ 次年度以降の教育課程は，原則として学則第13条の規定すると
ころによるものとする。 

３ 第１項及び第２項により編成される特別な教育課程は，教務委
員会の議を経て，校長がこれを決定するものとする。 

（卒業等の要件） 
第4条 留学生は，学則の定めるところにより卒業に必要な過程を終

了しなければならない。 
２ 学年の課程修了の認定に当たっては，校長が必要と認めるとき

は，特例を設けることができる。 
（留学生指導教官） 
第5条 留学生の学習及び生活に関して，必要な指導，助言を与える

ため留学生指導教官（以下「指導教官」という。）を置く。 
２ 前項の指導教官は，原則として，当該学科の教官から，当該学

科長の推薦に基づき，校長が委嘱する。 
３ 指導教官の任期は，１年とする。ただし，再任は妨げない。 
（留学生相談員） 
第6条 留学生の学習，研究効果の向上を図り，日常生活面での助言

等を行うため留学生相談員（以下「チューター」という）を置く
ことができる。 

２ 前項のチューターは，学科長の推薦に基づき校長が指名する。 
３ チューター制度の実施に当たって必要な事項は別に定める。 
（住居） 
第7条 留学生は，原則として学寮に入寮するものとする。 
２ 入退寮に係る手続き及び在寮に要する経費の負担については，

有明工業高等専門学校寄宿舎規則によるものとする。 
（国費留学生の検定料等） 
第8条 国費留学生については，検定料，入学料及び授業料は徴収し

ないものとする。 
（世話係） 
第9条 留学生の補導と生活上の世話を行うため，学生課に世話係を

置く。 
２ 前項の世話係は，学生課の職員から，校長が指名する。 
（事務処理） 
第10条 留学生に関する事務は，学生課教務係が行うものとする。 
（雑則） 
第11条 この規程に定めるもののほか、実施についての必要な事項

は別に定める。 
 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

 

資料７－１－④－３ 
 

○有明工業高等専門学校国際交流委員会規程 
(平成20年1月19日制定) 

 

（設置） 
第1条 有明工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、本校に

おける国際交流に関する必要な事項を審議するため、有明工業
高等専門学校国際交流委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 
 一 外国の大学等との学術交流に関すること 
 二 外国の大学等からの教職員及び学生等の受入れに関するこ
と 
 三 外国の大学等への教職員及び学生の研修・派遣に関するこ
と。 
 四 外国人留学生の教育指導・厚生補導に関すること。 
 五 その他国際交流に関すること。 
（組織） 
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する 

 一 教員のうちから校長が国際交流委員会委員長「以下（委員長）
という。」として指名する者 

 二 教員のうちから校長が副委員長として指名する者 若干人 
 三 各学科の教員のうちから推薦された者 各１名 
 四 一般教育科(文系・理系)の教員のうちから推薦された者 １
名 
 五 その他校長が必要と認めた者 
（任命及び任期） 
第4条 委員は、校長が任命する。 
２ 前条第三号から第五号の委員の任期は１年とし、再任を妨げな

い。 
３ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 
（委員長） 
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
２ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。 
（副委員長） 
第6条 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは委

員長の職務を代行する。 
（委員以外の者の出席） 
第7条 委員会が必要であると認めた場合は、委員以外の者を会議

に出席させ、意見を聴ことができる。 
（事務） 
第8条 委員会に関する事務は、総務課及び学生課において処理す

る。 
（雑則） 
第9条 この規則に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、

委員会が別に定める。 
 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
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資料７－１－④－５ 
 

工業高校および普通高校からの４年次編入学生数 

学科 H19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 

機械工学科 1 1 1 5 1 5 
 電気工学科 2 2 1 1 3 3 

電子情報工学科 3 4 1 1 2 3 

物質工学科 1 0 

 

1 

 

1 2 0 

建築学科 4 3 3 1 4 1 

合計 11 10 7 9 12 12 

（出典 学生課より提供） 

容を毎月報告し（別添資料７－１－④－１），必要に応じた支援を行っている。留学生に対する授業科

目の配慮として，３年次で「文学Ⅲ」と「政治学・経済学」の授業をそれぞれ「日本語」（２時間／週），

「日本事情」（１時間／週）に振り替えている（別添資料７－１－④－２～３）。 

工業高校及び普通高校からの４年次編入学者数は毎年10名程度である（資料７－１－④－５）。数学

科では定期的な補習（前掲資料７－１－①－６）で，

専門学科では教科担当者が適宜の補習で，学習支援を

行っている（別添資料７－１－①－５(3/3)）。 

障害の程度に応じて参加が困難と判断される実験・

実習（体育実技を含む）では，担任，学生相談室と連

携して，教務委員会で審議し，適切に配慮する体制を

整えている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

特別な学習支援が必要な学生として留学生，編入学生，障害のある学生等が考えられる。留学生に

対する教育・生活指導は，担任及び国際交流委員が行っている。学生チューターによるサポート体制

を整備し，授業科目においても「日本語」，「日本事情」に変更している。工業高校・普通高校からの

４年次編入生に対しては数学科，専門科目で定期的もしくは適宜補習授業を行っている。また，障害

のある学生に対しては，その障害に応じた配慮がなされる体制を整備している。 

従って，特別支援が必要と考えられる学生への学習支援体制を整備し，必要に応じて支援を行って

いるといえる。 

資料７－１－④－４ 
 

○有明工業高等専門学校チューター制度実施要領 
(平成3年1月24日制定) 

 
（趣旨） 
第1条 有明工業高等専門学校外国人留学生特例規程第６条第３項の規定に基づき、チューター制度の実施について必要な事項を定めるものと

する。 
（チューターの選考） 
第2条 チューターの選考は、留学生の所属する学科の長が、指導教員及び必要と認められる教員と協議の上、次の各号に定める学生の中から

行うものとする。 
（1）人物、学業共に優れた者 
（2）原則として、留学生と同一学科の第３学年次以上の者 
（3）留学生が入寮生である場合は、原則として寮生である者 
（指導期間） 
第3条 チューターによる留学生の指導期間は、校長が認めた期間とする。 
（指導内容） 
第4条 チューターは、留学生の日本語能力及び基礎学力について学習上の援助を行うとともに、日常生活面での助言等を行うものとする。 
２ チューターは、適宜、留学生の相談に応じるとともに、定期的に指導教員に、また必要に応じて、学生主事、寮務主事と連絡してその指導

を受けるものとする。 
（指導時間） 
第5条 チューターによる留学生の指導は、原則として週２回とし、その指導時間は１回につき２時間とする。なお、年間実施総週数、３５週

を標準とする。 
（業務実施確認表） 
第6条 チューターは、毎月、独立行政法人国立高等専門学校機構謝金要領に定める別紙様式第３号の業務実施確認表を提出するものとする。 
（謝金） 
第7条 前条の業務実施確認表に基づき、予算の範囲内において謝金を支出する。 
（雑則） 
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項はその都度定める。 
 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
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資料７－１－⑤－１ 
 

学生会について（抜粋） 
 
(1) 学生会について 
  学生は入学と同時に学生全員をもって構成された学生会に入会します。学生会は高専教育の目的達成を助長するため，選出された学生会長，

学生会副会長，などの役員をおき，課外活動の中心となります。 
   学生会には，総会，評議会，執行部のもとに体育局，文化局，放送局，渉外局，報道局，整備局が設けられています。諸君は，どこかのグ

ループに参加して，友人や先輩とともに学業を離れた縦の交わりのなかで苦楽を分ちあいながらスポーツを通じて体得したルール尊重，チー
ムワーク，フェアプレーの精神又は頑張りの根性，文化活動で得られる豊かな教養を身に付けて下さい。このことは将来頼もしい工業技術者
として活躍するときの大切な基礎となることを，しっかり意識して下さい。 

 
(2)学生会会則 
第1章  総則 
 第1条 本会は，有明工業高等専門学校学生会（以下「学生会」という。）と称する。 
 第2条 本会は，本部を有明工業高等専門学校内（福岡県大牟田市東萩尾町150）におく。 
 第3条 本会は有明工業高等専門学校の教育指導方法に基づき，学生の自発性による健全なる活動を図り，人間形成を助長して高等専門教育の

効果達成に資することを目的とする。 
 第4条，第5条  省略 
 第6条 本会は有明工業高等専門学校の学生全員をもって構成され，学生は入学と同時に本会の構成員となるものとする。 
 第7条 会員はすべて一定額の会費を納入しなければならない。 
 第8条 本会には顧問教官をおかなければならない。 
 第9条 顧問教員は，校長の命により学生主事の統括のもとに局又は部の活動の指導に当たるものとする。 
 第10条 規則の制定，改廃，毎年度の事業計画，収支予算書等すべての議決を必要とする事項については，学校の承認を受け，また事業報告

書及び収支決算書については，学校に提出するものとする。 
 
第2章  組繊 
 第11条 本会は第2条の目的を達成するため，次の組織を置く。（別表第1参照） 

(1)学生総会  (2)評議会  (3)執行部  (4)各種委員会  (5)学級会  (6)局及び部  (7)会計監査  (8)選挙管理委員会 
 第12条 本会に次の役員を置く。 

(1)会長1名 (2)副会長2名 (3)会計3名 (4)体育局長1名 (5)文化局長1名 (6)放送局長1名 (7)渉外局長1名 (8)報道局長1名  
(9)整美局長1名 (10)各種委員会委員長各１名 

 ２ 会長・副会長は全会員の直接選挙によって選出される。 
 
（中略） 
 
第9章 事業計画及び会計 
 第56条 本懐の事業計画及び予算案は，役員がこれを作成し，評議会の議を経て学生総会の承認を得なければならない。 
 第57条 本懐の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 
 第58条 本懐の運営に要する資金は，会員から会費及び寄付金をもってあてる。 
 ２ 会員の会費は年額4000円とし．4月と10月の２回に分納することができる。 
 第59条 本会に入会するときは，前条の定める会費のほかに，入会金2000円を4月中に納入しなければならない。 
 第60条 納入した会費及び入会金は，原則として還付しない。ただし，休学者には，休学期間中（休学した翌月から復学の前月まで）月割で

会費の納入を免除する。 

 第61条 本会の会計の支出計算については，翌年の学生総会において決算報告の上承認を得なければならない。 
 第62条 本会の会計については，評議会が要求したときは，中間報告をしなければならない。 
 
（以下省略） 
 

（出典 平成24年度 学生便覧 p.99～101） 

観点７－１－⑤：学生の部活動，サークル活動，自治会活動等の課外活動に対する支援体制が整備さ

れ，適切な責任体制の下に機能しているか。 

 

（観点に係る状況） 

学生会は本校の全学生で構成された自治組織で，規定を定め，その主旨，組織等は学生便覧に記載

している（資料７－１－⑤－１～２）。学生会は学生会室を拠点に活動し（別添資料７－１－⑤－１: 

平面図），学生主事室及び各専門学科（教員）と密接に連携を取りながら様々な行事を企画・立案・運

営している（資料７－１－⑤－３～４）。 

部活動はその要領を定め，学生便覧に記載している（資料７－１－⑤－５）。本校には，観点２－２

－③で示したように，16の体育局部活動，18の体育局部活動があり，それぞれ部室を有している（別

添資料７－１－⑤－２）。これらの部活動における顧問教員，外部コーチの配置等に関しては，前掲資

料２－２－③－３～５に示した通りである。また，部活動顧問は対外試合等には必ず引率し，体育局

部活動の日々の練習・指導では，終了時まで，不測の事態に対応できる体制をとり，その方針を『教

員心覚え』に記載している（資料７－１－⑤－６）。 

また，後援会が組織され（資料７－１－⑤－７），学生会活動及び部活動に係る資金は，学生会会員

からの会費と後援会からの支援をもって充てられ，毎年，会計監査が行われ，その報告・承認が評議

会及び学生総会で行われている（資料７－１－⑤－１，８）。 
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資料７－１－⑤－４ 
 

平成23年度学生会行事反省会について（概要） 
 
 ○平成23年度 春季球技大会反省会 
  日時   H23年5月16日 
  場所   大会議室 
  出席者  学生主事室、学生会 
  主な内容 全体，バレーボール，卓球，審判について， 
       責任者について，パンフレットについて， 
       要望・改善点，体育局の反省，試合時間 
 
 ○第27回 有明工業高等専門学校体育祭反省 
  日時   H23年11月15日 16:40～ 
  場所   多目的室 
  出席者  学生主事室、実行委員会 
  主な内容 各パートから（設営，競技，得点，接待，広報， 
       放送，警備，渉外，会計，全体） 
       各競技について（開会式，入場行進，障害物競 
       走，綱引き，棒引き，リレー，応援合戦，昼休 
       み，部活動紹介リレー，騎馬戦，玉入れ，合同 
       応援，閉会式） 
       その他（召集，スタッフＴシャツ，全体） 
 
 ○平成23年度 冬季球技大会反省会 
  日時   H23年12月21日 
  場所   大会議室 
  出席者  学生主事室、学生会 
  主な内容 全体の反省，召集・召集所について，審判につ 
       いて，サッカー，バスケットボール，卓球， 
       机・椅子，報道局，体育局について，改善点， 
       部活への新連絡事項，まとめ 
 

（出典 学生主事室より提供） 
 

資料７－１－⑤－３ 
 

主な学生会活動 

年度 活動内容 実施日 

23 

新入生歓迎行事 

春季球技大会 
体育祭 
冬季球技大会 

卒業文集作成 
エコキャップ運動 

H23年4月15日 

H23年5月26日 
H23年10月23日 
H23年12月14日 

H24年3月発行 
随時 

22 

新入生歓迎行事 
春季球技大会 
高専祭 

冬季球技大会 
卒業文集作成 
エコキャップ運動 

H22年4月16日 
H22年5月26日 
H22年10月30,31日 

H22年12月14日 
H23年3月発行 
随時 

21 

新入生歓迎行事 
春季球技大会 
体育祭 

冬季球技大会 
卒業文集作成 
エコキャップ運動 

H21年4月17日 
H21年5月22日 
H21年10月19日 

H21年12月18日 
H22年3月発行 
随時 

(出典 学生主事室より提供) 

資料７－１－⑤－５ 
 

課外活動について(抜粋) 
(4) 課外活動について 
  学業面における教育活動に加え，更に教育効果を増大させるために課

外活動があります。学生は，文化・体育いずれかの部活動に参加し，顧
問教員の指導のもと，学生の自発的な活動を通じて，心身の鍛練，集団
生活の訓練などをおこない，豊かな全人的教育の実をあげてください。 

 
○部活動綱領 
1．部活動は本校学生準則第23条及び，学生会会則第39条により，学生会の

中に体育局，文化鳥，報道局，風紀局，整美局として位置づけられる。
局はその活動内容に応じて相当数の部及び同好会よりなる。以下，部並
びに部員という語をそれぞれ同好会及び同好会員を含むものとして使用
する。 

2．学生準則の22条により，各部に顧問教官を置き各局に総括顧問教官を置
く。総括顧問教官を統轄するものとして学生主事があり，最終責任者は
校長である。 

3．各局・各部は学生準則第19条により，高等専門教育の目的達成のため，
顧問教員の助言のもとに学生の自発的行動を通して，その人間形成を図
るものとする。部活動は正課を補完する場であり，したがって顧問教員
は学生が心身ともに健康に発達するように助言する。 

4．学生は各部独自に計画された活動計画を遂行すると同時に，各部独自に
つくられた安全配慮事項を，さらに体育局にあっては本校体育局の健康
安全管理規程を遵守する。 

5．各部には当然守るべき倫理や自己規制能力があり，上級生は下級生を，
熟練者は未熟練者を指導する能力があるべきである。これを失った部あ
るいは部員は，顧問会議の議を経て校長が反省の機会を与えることがあ
る。また部あるいは部員にあたって表彰に価する行為があるときは，顧
問教員会議の議を経て校長が表彰することがある。 

6．体育局所属の学生は，学校が指定した保険等，安全補償制度に加入する。 
7．体育局所属の学生は，学校が実施する全校の定期健康診断のほか，学校

が特に必要と認めた場合，その指定する健康診断を受診すること。 
8．対外試合・校外活動並びに外部との合同活動をする場合は，３日前まで

に学校の許可を得て行い，その結果を学校に報告する。 
9．平日の部活動は原則として前期は19：00まで，後期は18：30までできる。 
10．入部及び退部に際しては，学生は別に定める所定の手続きをとる。 
11．部の新設・解散については，顧問会議がこれを審議し，校長がこれを

決定する。 
 
以下省略 

（出典 平成24年度 学生便覧 p.109～112） 
 

 

 

 

 

 

資料７－１－⑤－２ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典 平成24年度 学生便覧 p.108） 
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資料７－１－⑤－７ 
 

後援会 
 
○ 後援会の目的・組織と事業  
  後援会は，本校の教育事業を援助し，
学生の勉学環境の向上と学校の発展に寄与
することを目的として，学生の保護者をも
って組織されている教育後援団体です。 
  本会の事業としては，本校教育事業の
運営に必要な助成，学習及び課外活動の助
成，学生の福利厚生に必要な助成，研究会・
講演会等の助成，研究の助成及び就職対策
等が行われ，その中でも特に学生の課外教
育活動，体力充実の面からの教育環境作り
に力が入れられています。 
  中でも，特に体育活動については高専
体育大会費の補助，強化合宿費の補助，対
外試合費等の補助が行われ，その他学生指
導費補助，高専祭，演奏会，英語弁論大会，
ロボットコンテスト等課外行事費の補助に
多くの予算が使われています。  
 
 

（出典 平成24年度 学生便覧 p.119） 
 

資料７－１－⑤－６ 
 

部活動における事故発生時の対応について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



有明工業高等専門学校 基準７ 

- 193 - 

 

資料７－１－⑤－８ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典 学生主事室より提供） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校では学生会が組織され，その下に部活動・サークル活動がある。これらの活動は，学生主事室

と連携し，学生会・後援会の支援の下，学生主事室及び教員のフォローアップ，指導，責任体制の下

で活動している。 

従って，学生の学生会活動，部活動，サークル活動等の課外活動に対する支援体制を整備しており，

適切な責任体制の下で機能しているといえる。 
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観点７－２－①：学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能してい

るか。 

 

（観点に係る状況） 

学生の生活面に関わる指導・相談・助言を行う体制として，観点２－２－３で述べた担任制度，観

点７－１－①で述べた学生相談室がある。この他，人としての尊厳を侵害する行為の防止を目的とし

たハラスメント防止委員会，ハラスメントに関する苦情相談のためのハラスメント相談室を設置して

いる（資料７－２－①－１）。 

本校の準学士課程・専攻科課程の学生が注意すべき学生生活上の事項は学生便覧に記載している（資

料７－２－①－２）。これらに違反した場合，準学士課程では，学生委員会でその対応を協議し（資料

７－２－①－３～４），学生主事室及び担任によって注意・指導を行う。専攻科課程では，専攻科委員

会で協議し，副専攻科長，専攻科委員，特別研究指導教員によって注意・指導を行っている（前掲資

料２－２－①－６）。 

学生の経済面を支援する体制として，日本学生支援機構奨学生制度（資料７－２－①－５），就学支

援金制度（資料７－２－①－６），授業料の全額又は半額の免除を受ける制度（資料７－２－①－７）

を学生便覧に記載し，学生に周知している。この他にも福岡県や熊本県の奨学金制度もあり，随時，

教室に掲示する等して，学生に周知している。日本学生支援機構奨学金の利用学生の統計及び授業料

免除を受けた学生の統計は，それぞれ資料７－２－①－８～９の通りである。 
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資料７－２－①－１ 
 

○有明工業高等専門学校ハラスメント防止等に関する規程 
平成11年11月18日制定 

（目的） 
第１条 この規程は独立行政法人国立高等専門学校機構セクシャル・ハラスメント防止等に関する規則に基づき、セクシュアル・ハラスメント

及びこれに類する人としての尊厳を侵害する行為（以下「ハラスメント」という。）に関する防止及びハラスメントに起因する問題が生じ
た場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定め、もって有明工業高等専門学校（以下「本校」という。）における健全で快適
な学校環境をつくることを目的とする。 

（定義） 
第２条 この規程において、セクシュアル・ハラスメントとは、教職員が他の教職員、学生等又は関係者に対して行う性的な性質の不適切な言

動、学生等が教職員、他の学生等又は関係者に対して行う性的な性質の不適切な言動及び関係者が教職員又は学生等に対して行う性的な性
質の不適切な言動をいう。 

 ２ この規程において、これに類する人としての尊厳を侵害する行為とは、次の各号に掲げるハラスメントの総称をいい、その用語の定義は、
当該各号に定めるところによる。 

  一 アカデミック・ハラスメント 
   教職員がその就業上の地位又は権限を不当に利用して他の教職員又は学生等に対して行う研究若しくは教育上又は修学上の不適切な言動 
  二 パワー・ハラスメント 
     教職員が就業上の地位又は権限を不当に利用して他の教職員に対して行う不適切な言動及び学生等が修学上の地位又は権限を不当に利用

して他の学生等に対して行う不適切な言動 
  三 その他のハラスメント 
     教職員、学生等又は関係者による前各号に類する不適切な言動 
 ３ この規程において、ハラスメントに起因する問題とは、次に掲げることをいう。 
 一 ハラスメントのため、教職員の就業上及び学生等の修学上の環境が害されること。 
  二 ハラスメントへの対応に起因して、教職員の就業上及び学生等の修学上で不利益を受けること、精神的・身体的自由を侵害されること。 
  ４ この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
  一 学科等とは、各学科、専攻科、一般教育科、教育研究技術支援センター及び事務部をいう。 
  二 教職員とは、本校に勤務する常勤及び非常勤の教職員をいう。 
  三 学生等とは、学生、研究生、聴講生等本校において修学する者をいう。 
 四 関係者とは、学生等の保護者及び本校と関係のある業者をいう。 
（監督者の責務） 
第３条 教職員を監督する地位にある者（校長、教務主事、学生主事、寮務主事、課長相当以上の職員その他校長が指定する者をいう。）は、

当該学科等の教職員及び学生等に対し、この規程の周知徹底を図るとともに、次に掲げる事項に注意して、ハラスメントの防止及び排除の
ために、常に啓発・指導を行うよう努めなければならない。 

 一 日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントに関し、教職員の注意を喚起するとともに、認識を深めさせること。 
  二 教職員の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が職場及び教育現場において生じることのな

いように配慮すること。 
２ 校長は、本校のハラスメントの防止等に関し総括する。 
(教職員及び学生等の責務) 
第４条 教職員及び学生等は、ハラスメントの防止について、次に掲げる責務を果たさなければならない。 
 一 個人の尊厳や名誉、プライバシー等の人格、就業環境及び修学環境(以下「就業・修学環境等」という。)を害することとなるハラスメント

をしないよう各人がその発言や言動に十分注意すること。 
  二 就業・修学環境等は、教職員の協力の下に形成されるものであることから、本校の構成員として、良好な就業・修学環境等の維持・確立に

努めること。 
  三 ハラスメントの被害を防止し、又は深刻なものにしないよう相手に対する明確な意思表示等の行動をためらわないこと。 
  ２ 教職員及び学生等は、この規程及び別に定める指針に従いハラスメントをしないよう努めなければならない。 
(教職員及び学生等の権利) 
第５条 教職員及び学生等は、就業及び修学に際して、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題があった場合には、迅速かつ適切な対処

を校長に求める権利を有する。 
 ２ 前項に基づく苦情の申立及び相談(以下「苦情相談」という。)は、第11条に定める相談員に対して申立ることによって行うものとする。こ

の場合において、苦情相談の申立は、苦情相談を行おうとする者の依頼を受けた第三者(学外の個人又は関係相談機関を含む。)を通じて行
うことができる。 

(防止委員会) 
第６条 本校にハラスメントの防止等の適切な実施を期するため、ハラスメント防止委員会（以下「防止委員会」という。）を置く。ただし、

学生等によるハラスメントに関する取り扱いは、学生委員会又は寮務委員会が行う。 
第７条 防止委員会は次の各号に掲げる事項を行う。 
  一 ハラスメントの防止に関する研修・啓発活動の企画及び実施に関すること。 
  二 ハラスメントに関する相談及び被害救済に関すること。 
  三 その他ハラスメントの防止に関すること。 
第８条 防止委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
 一 教務主事、学生主事及び寮務主事 
 二 専攻科長、各学科長及び一般教育科長 
 三 事務部長及び各課長 
第９条 委員長は校長をもって充てる。 
 ２ 委員長は委員会を召集し、その議長となる。 
第10条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 
(相談室) 
第11条 本校にセクシュアル・ハラスメントに関する相談・苦情受付のため、セクシュアル・ハラスメント相談室（以下「相談室」という）を

置く。 
 ２ 相談室に室長を置き、本校の教授及び准教授のうちから校長が任命する。 
 ３ 相談室に相談員を置き、次の各号に掲げる者をもって充て、校長が任命する。 
 一 本校の教職員のうちから校長が指名する者若干人 
 二 総務課長 
（調査委員会） 
第12条 防止委員会に、ハラスメントの被害救済及び再発防止等に関して、調査・検討を行わせるためハラスメント調査委員会（以下「調査委

員会」という）を置くことができる。 
 ２ 調査委員会に関するその他必要な事項は、その都度防止委員会が定める。 
（相談員等の責務） 
第13条 防止委員会委員、調査委員会委員、相談室長及び相談員（以下「相談員等」という）は、相談苦情処理において、当事者及びその他関

係者等から公正な事情聴取を行い、適切かつ迅速に問題の解決に当たらなければならない。この場合において、相談員等は、校長が苦情
相談への対応について定める指針に十分留意しなければならない。 

 ２ 相談員等は、事情聴取対象者の名誉・人権及びプライバシーに十分配慮し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 
（ハラスメント行為に対する措置） 
第14条 ハラスメント行為の事実関係があり、処分又は修学、就労、教育若しくは研究環境の改善を行うことが必要であると認められた場合は、

校長は、必要な措置を講ずるものとする。 
（事務） 
第15条 防止委員会及び調査委員会に関する事務は、総務課人事・労務係において処理する。 
（その他） 
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
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資料７－２－①－２ 
 

学生心得および諸手続き（抜粋） 

(1)学生準則 
 第1章 誓約書及び保証人 
 第2章 学生証 

 第3章 休学，退学，欠席等 
 第4章 服装 
 第5章 健康診断 

 第6章 学生会等 
 第7章 集会 
 第8章 印刷物の配布及び販売 

 第9章 掲示 
 第10章 施設，設備の使用 
 第11章 専攻科学生 

 第12章 雑則 
(2)学生心得 
 第1章 一般心得 

 第2章 校内心得 
  第1節 校内活動 
  第2節 礼儀 

  第3節 風紀礼装 
  第4節 公共物の取り扱い 
  第5節 清掃 

 第3章 校外心得 
 第4章 学習心得 
 第5章 願出に関すること 

(3)学生懲戒内規 
(4)飲酒・喫煙の禁止及び交通事故等の防止について 
(5)アルバイト心得 

(6)学生の自動二輪車等の運行について 
(7)施設設備等の使用について 
(8)掲示について 

(9)学生証について 
(10)諸手続きについて 
(11)諸納付金について 

(12)その他 
 

 (出典 平成24年度 学生便覧 p.39～56） 

資料７－２－①－４ 
 

平成23年度 学生委員会における主な議題 

   

  

 

 
 
 

 
 

(出典 学生主事室より提供) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－２－①－３ 
 

○有明工業高等専門学校学生委員会規程 

昭和47年4月1日制定 
第1章 総則 
(趣旨) 
第1条 有明工業高等専門学校における学生の厚生補導に関する事項を審議するた

め、有明工業高等専門学校学生委員会(以下「委員会」という）を置く。 
(審議事項) 
第2条 委員会は次の事項を審議する。 

(1) 学生の課外活動に関すること。 
(2) 学生の生活、風紀に関すること。 
(3) 学生会及び集団等の指導に関すること。 
(4) 学生の懲罰に関すること。 
(5) 学生の保健衛生に関すること。 
(6) 修己館の運営に係る重要事項に関すること。 
(7) 入学料の免除及び徴収猶予に関すること。 
(8) 授業料の減免、徴収猶予並びに寄宿料の免除に関すること。 
(9) 奨学生候補者の選考に関すること。 
(10) その他学生の福利・厚生・補導に関すること。 

(構成) 
第3条 委員会は、次の委員をもって構成する。 

(1) 学生主事及び学生主事補 
(2) 副専攻科長 
(3) 各学科の教員及び一般教育科の教員から互選された者各1人 
(4) 学生課長 

(任命) 
第4条 委員は、校長が任命する。 
2 前条中、第4号の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 
3 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
(委員長) 
第5条 委員会に委員長を置き、学生主事をもって充てる。 

(委員以外の者の出席) 
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、その会議に委員以外の教職員を出

席させることができる。 

(事務) 
第7条 委員会の事務は、学生課学生支援係において処理する。 
(雑則) 

第8条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定
める。 

 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
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資料７－２－①－６ 
 

就学支援金制度について 
(2) 就学支援金制度について 
 １．概要  
  家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、平成22年4月から公立高等学校に係る授

業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する制度が始まりました。  
  国立高等専門学校（第１学年～第３学年）も就学支援金制度の対象となっており、月額9,900円（年額118,800円）の就学支援金が支給されま

す。支給期間は、原則として通算36月です。また、保護者の所得に応じて一定額が加算されます。 
 ２．支給額 

世帯区分 加算 支給月額 支給年額 

A 市町村民税所得割額が18900円以上 
B 市町村民税所得割額が非課税 
C 市町村民税所得割額が18900円未満 

なし 
約2倍 
1.5倍 

9900円 
19550円 
14850円 

118800円 
234000円 
178200円 

    ※平成22年の所得に基づく平成23年の課税証明書からA,B,Cの基準が51300円になります。 
    ※保護者全員（父母両方）の市町村民税所得割額の合計額で判定します。 

    ※授業料は、年額234,600円（月額換算19,550円）です。 
  （以下，省略） 
 

(出典 平成 24 年度 学生便覧 p.59～61) 

資料７－２－①－５ 
 

奨学金制度について 

(1) 奨学金制度について 
１．日本学生支援機構奨学金 
  本校の学生で，学業，人物ともに優秀，かつ健康で，学資の支弁が困難と認められ，将来の奨学金返還に対して明確な自覚と強固な責任遂行

の意志をもつ者は，選考の上，日本学生支援機構奨学生として学資の貸与を受けることができます。（日本学生支援機構ホームページ 
http://www.jasso.go.jp） 

 ① 奨学金の種類  

  ア．第一種奨学金・・・全学年・専攻科対象（無利子貸与） 
  イ．第二種奨学金・・・４，５年及び専攻科対象（有利子貸与） 
 ② 貸与月額（平成21年度） 

区分 学年 自宅通学 自宅外通学 

本科 
1～3年 21000円 22500円 

4～5年 45000円 51000円 

専攻科 1～2年 45000円 51000円 

   ※自宅外通学とは，寮，下宿等から通学することです。 
   ※1～3年生は1万円、4・5年生は3万円を選択することもできます。  
  イ．第二種奨学金  
    貸与月額３万円・５万円・８万円・10万円・12万円の中から選択できます。  
 ③ 貸与期間 
  貸与期間は，本校での採用時から最短在学年期間ですが，学業成績の低下その他の理由で，貸与期間の短縮又は貸与の停止を受けることがあ

ります。  
 ④ 奨学生の募集等 
  貸与を希望する者は，学生支援係において所定の奨学金申込書の交付を受け，本人と連帯保証人が必要事項を正確に詳しく記入し，必要書類

を添付して提出して下さい。なお、申し込みにあたっては、インターネットによる入力も必要となります。  
  奨学生の募集は掲示等により周知します｡(第一次募集４月)  
 ⑤ 緊急・応急採用制度  
  主たる家計支持者の失職・病気・死亡等又は火災・風水害等による家計急変のため，奨学金貸与の必要が生じた場合は，上記④に係わらず申

し込むことができるので学級担任や学生支援係に相談して下さい。 
 （中略） 
 
２．その他の奨学金 
  日本学生支援機構奨学生の他に，地方公共団体や，民間団体の育英資金などによる奨学金の制度があります。詳しくは学生支援係に問い合せ

て下さい。 
 

(出典 平成 24 年度 学生便覧 p.57～59) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



有明工業高等専門学校 基準７ 

- 199 - 

 

資料７－２－①－７ 
 

授業料等の免除について 
 
(3) 授業料・寄宿料の免除について 

 経済的な理由によって，授業料・寄宿料の納付が困難で，かつ学業成績優秀と認められるときは，本人の申請に基づいて免除を許可されることがあります。  
 但し、高等学校等就学支援金の受給者につきましては、授業料の免除については対象外となります。 
 

○ 授業料等免除及び徴収猶予について 
1. 授業料の免除は，経済的理由により納付が困難であり，かつ学業優秀と認められた者について，本人の申請により，校長が選考のうえ，許可します。  
  このほか，次の各号に掲げる授業料についてもこれを免除することがあります。 

① 死亡又は行方不明のため，学生の学籍を除いた場合は，当該学生に係る未納の授業料  
② 授業料の未納を理由として，学生に退学を命じた場合においては，当該学生に係る未納の授業料  
③ 授業料の徴収猶予を許可している学生に対し，その願出により退学を許可した場合は，月割計算により，退学を許可した日の属する月の翌日以降に納付

すべき授業料 
2. 次の各号の一に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合は，当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を

免除することができます。ただし，当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては，当該期分の授業料を免除することができます。  

① 授業料の各期ごとの納期6か月以内（新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は，入学前1年以内）において，学生の学資を主として
負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡し，又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 

② ①に準ずる場合であって校長が相当と認める事由がある場合 

3. 授業料の免除は，年度を２期に分けた区分によるものとし，各期ごとの免除申請書類を提出期限までに受理した申請に対して，選考の上，当該期分以後の
授業料について許可されることがあります。 

  授業料の免除の額は，原則として，各期分の授業料について，その全額又は半額とし，免除の総額は，毎年度定められた一定の額の範囲内です。  

  免除の可否は，当該期分限りです。 
  次期分において，引き続き免除を必要とする場合は，改めて申請書類を提出して下さい。 
4. 授業料の徴収猶予は，経済的理由により，納付期限までに授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者について本人（行方不明の場合
は，本人に代わるもの）の申請により，校長が選考の上，許可します。 

5. 前項に定めるもののほか，次の各号に掲げる場合についても，前項に準じて扱うことができます。 
① 行方不明の場合 

② 学生又は学資負担者が災害を受け，納付困難と認められる場合 
③ その他やむを得ない事情があると認められる場合 
6. 猶予の期間は，前期は９月末まで，後期は２月末までとする。但し，前期分については，特に必要があると校長が認める場合は，２月末まで猶予を許可する
ことがあります。 

7. 特別の事情のある学生に対しては，選考の上，その期の授業料について，月割分納を許可することがあります。この場合，月割分納額は，授業料年額の１２
分の１に相当する額とし，毎月１５日までに納付して下さい。 

8. 校長は，有明工業高等専門学校学生委員会（以下「委員会」という。）にはかって，授業料免除及び徴収猶予の選考を行います。  
  授業料の免除又は徴収猶予を許可された学生については，許可の決定後，その理由が消滅し又は虚偽が判明したとき，校長は委員会の議を経て，その許
可を取り消します。 

9. 寄宿料の免除は，次の各号に掲げる寄宿料について，これを免除することができます。 
① 死亡又は行方不明のため学生の学籍を除いた場合においては，当該学生に係る未納の寄宿料  
② 学生又は学資負担者が風水害の災害を受け，納付が著しく困難であると認められる場合は，災害の発生した日に属する月の翌月から起算して６か月間の
範囲において，校長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料 

 
(出典 平成 24 年度 学生便覧 p.61-63) 

 

資料７－２－①－８ 
 

日本学生支援機構奨学制度利用学生統計 

年度 H19 H20 H21 H22 H23 

人数 139 166 182 185 175 

(出典 学生課より提供) 

資料７－２－①－９ 
 

授業料免除利用学生統計 

年度 H19 H20 H21 H22 H23 

人数 159 160 154 76 100 

(出典 学生課より提供) 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生の生活面における指導・相談・助言を行う体制（担任，学生相談室）を整備している。学生相

談室では，いじめやハラスメントに関する研修会を実施し，予防に努めている。ハラスメントに関し

ては，ハラスメント相談室とハラスメント防止委員会を設置している。全校的な学生の生活面の指導

は，準学士課程では学生主事室と学生委員会が，専攻科課程では専攻科委員会と特別研究担当教員が

中心に行っている。 

学費等の支援体制として，日本学生支援機構奨学生制度，就学支援金制度，各種奨学金，授業料免

除制度があり，それぞれ学生に利用されている。 

従って，学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制を整備し，機能しているといえ

る。 
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資料７－２－②－１ 
 

バリアフリー化状況 

   

観点７－２－②：特別な支援が必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことができる状況

にあるか。また，必要に応じて生活支援等が行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校に在籍する留学生の生活面の支援体制は，観点７－１－④で述べた通りである。また，ムスリ

ムの留学生には，寮の食事ではハラルフードを取り寄せ別メニューとしたり，留学生交流室では礼拝

ができるように配慮している。 

本校では，エレベータ，各階での渡り廊下，トイレ，スロープの設置等，バリアフリー化を拡充し

ている（資料７－２－②－１）。また，車椅子利用の学生には自動車通学を認め，障害者用駐車場を４

台分確保している。 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

留学生に対しては，担任と国際交流委員と学生チューターによる生活面での支援を行っている。障

害を持つ学生に対しては，学校をバリアフリー化する等して，支援体制が整っている。 

従って，特別な支援が必要な学生に対して生活支援等を行うことができる状況であり，必要に応じ

て適切に生活支援を行っている。 
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資料７－２－③－２ 
 

岱明寮入寮定員・現員（平成24年4月6日現在） 

 入寮学生 室数 
定員 

現員 
一室当 合計 

若葉棟 １～３学年 28 2/3 2/81 79 

青葉棟 １・２学年 22 1/2/3 3/32/9 44 

紅葉棟 ２・３学年 22 1/2/3 3/32/9 44 

銀杏棟 
２～５学年 
男子留学生 

75 1/2 72/6 71 

桜棟 
１～５学年 
女子留学生 

42 1/2/3 35/12/3 49 

合計    299 287 

 
（出典 平成24年度 学校要覧 p.45） 

資料７－２－③－１ 
 

寄宿舎の施設・整備について 
(2) 寄宿舎施設・設備について 
  名称   岱明寮 
  所在地  熊本県荒尾市下井手２（〒864-0011） 
  施設   (1) 寮舎 鉄筋コンクリート造 ３階建 ４棟 全館冷暖房 
               鉄筋コンクリート造 ４階建 １棟 全館冷暖房 
        (2) 収容人員 297人 
 

区分 学年 室数 居室員数 計 

若葉棟 １ 30 2～3 80 

青葉棟 ２ 22 1～3 44 

紅葉棟 ３ 21 1～3 44 

銀杏棟 ４・５ 70 1 78 

桜棟 

（女子棟） 
１～５ 42 1～2 51 

 
          (3) 付属建物 食堂，浴室，ボイラー室 
        (4) 補食談話室，研修室，洗面洗濯場 
 

（出典 平成24年度 学生便覧 p.94） 資料７－２－③－３ 
 

寄宿舎の経費について 
(3) 経費について 
   (1) 寄宿料 月額 800円（一人部屋）、700円（二人以上部屋） 
   (2) 寮費（食事・管理費） 月額 33200円 
                ただし，8月は20000円，9月・3月は徴収しない 
   (3) 寮生保護者会費 年額 4000円 
 

（出典 平成24年度 学生便覧 p.94） 

資料７－２－③－４ 
 

○有明工業高等専門学校寮務委員会規程 
昭和39年4月1日制定 

（目的） 
第1条 この規程は、有明工業高等専門学校寄宿舎規則第４ 条第２項

の規定に基づき、有明工業高等専門学校寮務委員会（以下「委員会」
という）に関し必要な事項を定めることを目的とする 

（審議事項） 
第2条 委員会は、次の事項を審議する。 

一 寄宿舎の管理、運営に関すること。 
二 入退寮に関すること。 
三 給食並びに食費に関すること。 
四 その他寄宿舎に関すること。 

第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。 
(1)寮務主事及び寮務主事補 
(2)各学科の教員のうちから互選された者各１人 
(3)一般教育科の教員のうちから互選された者１人 
(4)学生課長 
(5)その他、寮務主事が必要と認めた者 

第4条 委員は校長が任命する。 
2 前条第４号及び第５号の委員の任期は１年とするただし再任を妨

げない。 
3 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任

期間とする。 
第5条 委員会に委員長を置き、寮務主事をもって充てる。 
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。 
第6条 委員会の事務は、学生課寮務係において処理する。 
第7条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し、必要な事

項は委員会が別に定める。 
 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
 

観点７－２－③：学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機能して

いるか。 

 

（観点に係る状況） 

学生寮（岱明寮）は，男子棟４棟（若葉棟，青葉棟，紅葉棟，銀杏棟）と女子棟１棟（桜棟）の５

つの寮舎からなり，食堂等の付属建物，補食談話室等の設備を有する（資料７－２－③－１）。平成24

年4月現在の入寮状況を資料７－２－③－２，寮の経費を資料７－２－③－３に示す。 

寮の管理・運営は，寮務主事室，学生課寮務

係，各学科から選出された寮務委員が中心に寮

務委員会（資料７－２－③－４）が行っている。 

寮生生活は寄宿舎規則（資料７－２－③－５）

に基づき，寮生遵守事項（資料７－２－③－６）

として周知している。寮生の指導は寮務主事室

を中心に，寮務委員会及び毎日の宿直教員（２

～３名）･日直教員（土・日・祝日１名）が行っ

ている。資料７－２－③－７は寮生活の日課表

である。朝と夜は在室確認の点呼を行い，夜点

呼後の勉強時間帯には宿直教員が各室を巡回し，

学生からの質問等に対応している。寮務係の職

員２名と寮母等の非常勤職員２名（16:30～

21:30）は事務的な仕事の他に学生が病気をした

時や学生の相談にも対応している。 

寮生は寮生会を組織しており（資料７－２－

③－８），寮務主事室と連携し，寮自治を行って

いる。寮生会では，年度初めに寮生指導者研修

を行い１年間の活動等について話し合い，年間

の寮生会行事の企画・実施や日常的な規律ある 
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寮生活を送るための活動を行っている（別添資料７－２－③－１）。また，寮生活における違反事項に

関しては，寮務主事室で指導し，違反を点数化して，一定点数を越えると退寮させるシステムを導入

している（資料７－２－③－９）。 

 

資料７－２－③－５ 
 

○有明工業高等専門学校寄宿舎規則 
昭和38年4月1日制定 

 
（目的） 
第１条学生の修学に便宜を供与し、かつ、その人間形成を助長して教育目的の達成に資することを目的として、本校に寄宿舎

を設ける。 
（寄宿舎生活の基本） 
第２条寄宿舎に入舎する学生（以下「寄宿生」という。）は、この規則及びこの規則に基づいて定められた諸規定を守り、相

互に敬愛啓発して自己及び共同の生活の向上充実に努めなければならない。 
（所管） 
第３条寄宿舎の管理運営に関する事項は、校長の命を受けて、寮務主事が処理する。 
（委員会） 
第４条寄宿舎の管理運営に関する事項を調査審議するため、寮務委員会を置く。 
２ 寮務委員会の組織及び運営に必要な事項は、別に定める。 
（入舎及び退舎） 
第５条寄宿舎に入舎することができる者は、本校学生に限る。 
２ 入舎の時期は、学年の始めを原則とする。 
３ 入舎を希望する者は、入寮願（別紙様式第１号）を寮務主事を経て校長に願い出て、その許可を受けなければならない。 
４ 入舎を許可された者は、入舎時に入寮誓約書（別紙様式第２号）を提出しなければならない。 
５ 入舎期間は、１ｶ年（学年末まで）とし、毎年度更新する。ただし、引き続き入舎を希望する者は、改めて所定の手続きを

行わなければならない。 
６ 退舎を希望する者は、退寮願（別紙様式第２号）を学級担任及び寮務主事を経て校長へ提出し、その許可を受けなければな

らない。 
７ 疾病その他の事由により共同生活に適さないと認めた者は、入舎を許可しない。 
８ 寄宿生であって、前項に該当し、又は学則及び学生準則並びにこの規則に違反した者は退舎させることがある。 
（寄宿料の額及び徴収方法等） 
第６条寄宿料の額等は、独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則（平成１６年度４月１

日独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３５号）第１１条の規定によるものとする。 
２ 寄宿生の生活上必要な経費で各人の負担すべきものは、別に定めるところにより納付するものとする。 
３ 寄宿生又は寄宿生の学資を主として負担している者が災害を受け、納付困難と認められる場合は、別に定めるところにより

寄宿料を免除することがある。 
４ 寄宿料及び第２項の経費を納付しない者は退舎させることがある。 
（共同生活の自治） 
第７条寄宿生は、その総意により校長の承認をえて寄宿舎における共同生活を自律的に運営するための組織を設けることがで

きる。 
２ 前項の組織及びその活動は、寄宿生相互の個人生活を侵すことなく、かつ、学則及び学生準則並びに規則に違反しないもの

でなければならない。 
３ 第１項の組織を設けようとする場合は、次に掲げる事項について寮務主事を経て校長に提出し、その承認を受けなければな

らない。変更又は廃止する場合も同様である。 
一名称 
二目的 
三規約 
四代表者及び役員 
４ 第１項の組織が、その目的を逸脱し、又は前２項の規定に違反する場合は、解散させることがある。 
（防災安全）第８条寄宿生は、火災その他の災害の防止について常時注意するとともに、学校の行う防火訓練その他の措置に

ついて協力しなければならない。 
２ 火気の使用は、指定の場所以外でしてはならない。 
３ 寄宿生は、災害又は事故の発生を知った場合は直ちに学生課寮務係又は宿日直教員にその旨を報告し、以後教職員の指示に

従って行動しなければならない。 
（保健衛生） 
第９条寄宿生は、各自健康の維持及び増進に留意するとともに、寄宿舎内の清潔に努めなければならない。 
２ 伝染病の発生その他の事情により必要がある場合には、随時健康診断及び予防接種を実施する。 
３ 病気にかかった者は、直ちに寮務主事へ届出て医師の診断を受けなければならない。 
（施設・設備の使用） 
第１０条寄宿舎の施設・設備の使用については別に定める。 
（門限外の外出、外泊、旅行及び帰省） 
第１１条門限外の外出、外泊、旅行及び帰省に際しては、あらかじめ寮務主事に願い出なければならない。 
（外来者） 
第１２条外来者との面会は、指定された場所で行うものとする。 
２ 寄宿生以外の者が、寄宿舎の施設を使用しようとする場合は、あらかじめ寮務主事を経て校長に願い出でその許可を受けな

ければならない。 
（雑則） 
第１３条この規則実施について必要な事項は、別に定める。 

 
（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
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資料７－２－③－６ 
 

寮生遵守事項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典 寮務主事室より提供） 
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資料７－２－③－８ 
平成24年度寮生会役員 

 
寮 長  5I 高田 翔太 
副寮長  4A 櫻木 卓矢 
  5A 熊添 栞 
 
局長(会計)  5E 三宅 健吾 
局長(整備)  5M 西村 太志 
局長(報道)  5A 西村 拓也 
局長(給食)  5A 西田 哲朗 
局長(管理)  5E 草場 勇介 
局長(娯楽)  5I 徳島 光一 
 
副局長(会計)  4M 下村 槙哉 
副局長(整備)  4A 高田 雅人   4A 藤本ちひろ   3M 佐藤 健作   2I 川浪建佑 
副局長(報道)  4E 三浦 唯我 
副局長(給食)  4A 田中 弘毅   3C 江副 さき    3A 衛藤 優希 
副局長(管理)  4E 宮原 佑輔    
副局長(娯楽)  4C 石橋 佑太   3C 梶山 翠 
 
棟長(銀杏)  5A 青山 湧輝  
棟長（紅葉）  3M 四ヶ所 祐至 
棟長(青葉)  2M 中山 卓也 
棟長(若葉)  4A 櫻木 卓矢 
棟長(桜)  5A 熊添 栞 
 
副棟長(銀杏)  4M 堤 翔太 
副棟長(紅葉)  3M 高田 優介 
副棟長(青葉)  2C 國松 宏一郎 
副棟長(若葉)  4E 福井 健太郎 
副棟長(桜)  5I 神家 早苗 
 
指導寮生 
若葉棟  4A 櫻木 卓矢   4E 福井 健太郎   4E 森田 雄貴 
桜棟  4E 村上 めぐみ  4I 東 優子 
 

(出典 有明高専ウェブページより) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－２－③－７ 
 

寮での日課 
寮の日課表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 
平日 

(学校に登校する日) 
休日 

(学校に登校しない日) 

起床 
朝点呼(桜棟：女子) 
朝点呼(若葉・紅葉棟：１・２年生) 

朝点呼(青葉・銀杏棟：３～５年生) 
清掃・洗面・朝食 
登校 

昼食 
下校 
夕食 

入浴 
自由時間 
夜点呼(桜棟：女子) 

夜点呼(男子棟) 
勉強時間帯 
思いやりの時間 

消灯 

7:15 
7:20 
7:25 

7:30 
7:20～8:00 
8:20 

12:30～13:15 
 
17:30～19:00 

17:30～20:50 
 
20：30 

21:00 
21:00～22：30 
22:30～23:00 

24:00 

 
なし 
なし 

なし 
8:00～9：00 
 

平日に同じ 
 
平日に同じ 

平日に同じ 
 
21:00 

21:30 
21:30～22:30 
平日に同じ 

平日に同じ 

 
（出典 有明高専ウェブページより） 



有明工業高等専門学校 基準７ 

- 205 - 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生寮（岱明寮）は，男子棟４棟と女子棟１棟からなり，寮内には食堂をはじめ種々の施設を，居

室にも学習と生活のための備品を設置し，学習・生活環境を整えている。寮生会が組織され，寮務主

事室と連携しながら規律ある寮生活を送るための活動を実施している。 

従って，本校には学生寮を整備しており，学生の生活及び勉学の場として有効に機能しているとい

える。 

 

 

資料７－２－③－９ 
 

寮生に対する「寮規則違反点」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典 寮務主事室より提供） 
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資料７－２－④－１ 
 

○有明工業高等専門学校進路支援室設置要項 
平成17年11月9日制定 

（設置） 

第1条 有明工業高等専門学校（以下「本校」という）に、学生の進路に関す
る業務を推進するため、進路支援室を置く。 

（業務） 

第2条 進路支援室では、次の業務を行う。 
(1) 就職及び進学の戦略に関すること 
(2) 就職感の涵養に関すること 

(3) 進路セミナーに関すること 
(4) 就職及び進学指導に関すること 
(5) 就職の斡旋に関すること 

(6) その他進路に関すること 
（組織） 
第3条 進路支援室は、室長および次に掲げる室員をもって組織する。 

(1) 学科長 
(2) 学年主任 
(3) 学生主事補 

(4) 学生課長 
(5) 学生支援係長 

（室長） 

第4条 室長は、本校の教授の中から校長が指名する。 
2 室長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の任
期は前任者の残任期間とする 

3 室長は、進路支援室の業務を統括する。 
4 室長は、学生に対する進路支援の方策を策定するため、室員（学科長を
除く）を招集し、会議を開催することができる。 

（職務） 
第5条 室長、学年主任及び学生主事補は、第２条第１項から第３項までの業
務を担当し、学科長は、第２条第４項および第５項の業務を担当する。 

2 室長に事故あるときは、校長が指名するものがその職務を代行する。 
 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

観点７－２－④：就職や進学等の進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 

 

（観点に係る状況） 

就職及び進学等に関する進路指導等は，主に

進路支援室が行う（資料７－２－④－１）。進路

支援室は，室長，学科長，学生課長，学生支援

係長等によって構成される。 

室長は，就職・進学の戦略，就職観の涵養の

ため，進路セミナーや進路適正テスト等の進路

支援活動を企画・実施している。進路セミナー

は，１年・３年・４年次で行い，低学年では職

業観の育成，高学年では就職・進学を意識した

内容としている（資料７－２－④－２）。進路支

援のための試験（検査）は，３年次で職業適性

検査を，４年次・専攻科生には適性検査と常識

検査を行い（資料７－２－④－３），学生をサポ

ートしている。また，一般教育棟北棟１階に進

路情報コーナーを設け（資料７－２－④－４），

各学科等には求人票を掲示板に貼り出す等して，

学生に進路のための情報を提供している。学科

長は，就職・進学指導，就職斡旋を行う他，進

路セミナーの企画を行うこともある。 

観点６－１－③に示したように，準学士課程，専攻科課程における就職・進学状況は，ほぼ100％

と高い。また，進路支援は卒業時・修了時のアンケートでも70%が良かったと回答している（資料７

－２－④－５）。 

就職・進学で活用する各種証明書の発行は教務係で，就職・進学に関する企業・大学等からの情報

窓口は学生支援係で行うことを学生便覧に記載している（資料７－２－④－６）。 

この他，学校と卒業生とが相互に情報交換を図る目的で有友情報室が開設され，卒業生のＵターン

情報等を含む転職・求人情報提供等を行っている。また，卒業生からの情報提供，人的支援を得，進

路支援室と提携しながら学生のキャリア教育，進路支援への情報提供を図っている。 
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資料７－２－④－２ 
進路セミナー 

進路に関するセミナー(H23～H19) 

年度 実施日 対象学年  目的・演題 

H23 

12月6日 

12月6日 
12月7日 
12月7日 

12月7日 

1I 

1E 
1M 
1A 

1C 

 進路設計に関する動機付けを行い、学生の就業意識の向上を図るため 

 
 

11月1日 
 
 

3A 
3C 

3E 
3I 
3M 

 進路設計に関する動機付けを行い、学生の就業意識の向上を図るため 

1月17日 全4年生  
進路選択を直前にして、いまやらなければならないこと、これからやらねば
ならないことを中心に、学生の職業意識を向上させることを狙った 

1月26日＊ 
4M 

M専攻科 
 

学生の就職ならびに進学選択に関する指針を教示して 
頂き、職業意識の向上を図ることを目的 

1月26日＊ 4A  
建設業における仕事の特色などの紹介により、間近にせまる学生の進路
選択の一助となることを目的 

H22 

12月13日 
12月16日 

12月16日 
12月17日 
12月17日 

1C 
1M 

1I 
1E 
1A 

 進路設計に関する動機付けを行い、学生の就業意識の向上を図るため 

 
12月7日 

 

3M 
3E 
3I 

3C 
3A 

 
学生の進路設計に関する動機付けを行い，学生の職業意識の向上を図
ることを目的 

12月21日＊ 3A  
学生の進路設計に関する動機付けを行い，学生の職業意識の向上を図
ることを目的 

1月12日 全4年生  
進路選択を直前にして、いまやらなければならないこと、これからやらねば
ならないことを中心に、学生の職業意識を向上させることを狙った内容 

1月18日＊ 4A  
学生の進路設計に関する動機付けを行い，学生の職業意識の向上を図
ることを目的 

2月2日＊ 4M  
講師により、学生の就職ならびに進学選択に関する指針を教示して頂
き、職業意識の向上を図ることを目的 

H21 

12月14日 
12月16日 
12月16日 

12月17日 
12月17日 

1I 
1M 
1A 

1E 
1C 

 
進路設計に関する動機付けを行い、学生の高専における勉学の意欲を
向上させ、職業意識の涵養を図るため 

 
 

11月1日 

 
 

3A 
3E 
3I 

3C 
3A 

 進路設計に関する動機付けを行い、学生の職業意識の向上を図るため 

1月13日 全4年生  働くことの意味とキャリア形成 

H20 

12月16日 
12月16日 

12月17日 
12月17日 
12月18日 

1M 
1C 

1I 
1A 
1E 

 
進路設計に関する動機付けを行い、学生の高専における勉学の意欲を
向上させ、職業意識の涵養を図るため 

 

 
12月2日 

 

3A 
3E 
3I 

3C 
3A・4A 

 進路設計に関する動機付けを行い、学生の職業意識の向上を図るため 

1月15日＊ 3A・4A   

1月9日 全4年生  働くことの意味とキャリア形成 

H19 

1月9日 1M  
学生の就職・進学に対する意識の高揚を図るため。また、今後のキャリア
サポートの方針策定の参考とするため。 

11月9日＊ 3M  
高専で青春時代を過ごし、現在企業の第一線で活躍する先輩の話を聴
き、３年生の学生に、自分たちの今、そしてこれからの学生生活を如何に
過ごすべきかを考えさせること 

2月1日＊ 3A・4A  就職に対する意識の高揚を図るため 

2月21日 全4年生  自分らしく働くために 

11月8日＊ 4M  「プラントメンテナンスエンジニアの仕事とは」 

3月21日 教員  
「キャリアコンサルタントと教員との懇談会」 
大坪氏から「学生との懇談会の報告と企業現場における悩める若者の実
態」と題して講演 

    ※ 各学科で企画したものは日付に＊を付した 
(出典 進路支援室より提供) 
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資料７－２－④－４ 
 

進路支援室 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（出典 平成24年度 学校要覧 p.43） 

資料７－２－④－３ 
進路支援とための検査 

進路支援のために実施した試験（H23～H19） 

年度 実施日 対象学年 テスト名 

H23 
5月24日 

12月13,20日 
3年生 

4年生・専攻科 
進路適性検査(SPACE1) 

適正A検査(職業適性，SPI対策)，一般常識L1検査 

H22 
5月18日 

12月17,21日 
3年生 

4年生・専攻科 
進路適性検査(SPACE1) 

適正A検査(職業適性，SPI対策)，一般常識L1検査 

H21 
5月26日 

12月8,16日 
3年生 

4年生・専攻科 
進路適性検査(SPACE1) 

適正A検査(職業適性，SPI対策)，一般常識L1検査 

H20 
5月20日 

12月9,16日 
3年生 

4年生・専攻科 
進路適性検査(SPACE1) 

適正A検査(職業適性，SPI対策)，一般常識L1検査 

H19 12月11,18日 4年生・専攻科 適正A検査(職業適性，SPI対策)，一般常識L1検査 

4年生・専攻科生対象の試験において，受験は学生の希望によるが、就職希望者には強く勧める。受験させること 
で、就職に対する意識を高めさせ、自分の適性、学力及び一般教養の 力を知って適性を分析させると同時に、勉 
強の必要性を知らせる。入社試験の模擬試験の意味合いもある。 

 
（出典 進路支援室より提供） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(出典：進路支援室より提供) 
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資料７－２－④－６ 
 

事務について 
⑧ 事務部 

事務部は，本校の教育・研究及び学校運営が円滑に行えるように，総務，会計，
施設及び学生の厚生補導に関する業務を行っている。学生に直接関係する事務を
担当している係と業務は次の通りである。 
● 学生課 

・教務係・・・・・・入学，進級，卒業，授業時間割，試験，学業成績，休学・復学・
退学・転学等学生の身分異動，各種証明証の発行，その他教務に関すう事務  
・学生支援係・・課外活動，就学支援金関係，奨学金関係，授業料等の減免，保

健衛生，就職，通学証明書，学生旅客運賃割引証の発行，学生会費の経理，その
他の福利厚生に関する事務 
・寮務係・・・・・・学生の入退寮，寮生の給食・栄養管理，学寮の管理運営等に関

する事務 
・図書情報係・・図書の閲覧及び貸出，図書の収集及び整理，図書の選定及び

受入，図書の保全管理，その他図書に関する事務。 

● 総務課 
・経理係・・・・・・入学検定料・入学料・授業料・寄宿料等の機構の収入事務及び

学校運営のために必要な経費の支出事務 

・施設係・・・・・・校舎等の建物及び工作物の維持・管理等に関する事務。 
 

（出典 平成24年度 学生便覧 p6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

就職・進学に関する動機付け，進路指導と就職斡旋は主に進路支援室が行っている。学生の就職・

進学指導等は，各学科で学科長を中心に行っている。また，これらの活動をサポートする体制として，

進路支援室，学生支援係，有友情報室があり，これらが機能している。 

従って，準学士課程５年次，専攻科課程２年次には，進路支援室長，各学科長，指導教員が，密接

に連携し，進路支援が効果的に機能しているといえる。 

 

 

資料７－２－④－５ 

卒業時（上）および修了時（下）のアンケート結果（H22 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 第７回教育システム改善のためのアンケート調査報告書p55, p79） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

・校内をバリアフリー化し，身体に障害をもつ者へ配慮している。 

 

（改善を要する点） 

・特になし。 

 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

本校では，学習を進める上でのガイダンスを全教員がシラバスを通じて確実に行っている。学習を

進める上での履修指導は，準学士課程では１年次と４年次で，専攻科課程では１年次で，オリエンテ

ーション，説明会等により行っている。 

補習，オフィスタイム，学生相談室等，学生の自主的学習支援を行う体制を整備し，アンケート結

果からも，機能していることがわかる。また，担任業務を『教員心覚え』に記載し，各学年にふさわ

しい支援・指導を担任が行っている。 

自主的学習施設として，ホームルーム教室を始め共同利用教室，マルチメディアセンター（図書館

及び情報処理センター）を整備し，放課後等に学生に利用されている。 

厚生施設として，食堂，売店，保健室等を配置している修己館があり，学生に利用されている。 

資格試験に対する支援は，授業もしくは補習で行い，種々の資格試験に合格した場合に卖位認定を

行う制度がある。外国留学に関する規程も整備している。 

外国人留学生には，指導教員，国際交流委員，学生チューターによる学習・生活面での相談体制を

整備し，機能している。 

学生の課外活動に関する部活動綱領や学生会会則を整備し，学生主事室，部活動顧問制度等により，

教員による適切な管理体制の下，課外活動支援を行っている。 

学生の生活面の指導・相談・助言には担任制度，学生相談室，ハラスメント相談室を整備している。

学生の経済面に対する支援として授業料免除制度や奨学金を斡旋する体制を整備し機能している。 

校舎には各階での渡り廊下，スロープ，エレベータ，障害者用トイレ等を設置し，バリアフリー化

している。 

学生寮には共用施設として食堂，浴場等を整備し，寮の日課に勉強時間帯を配置して学習の場とし

ての機能を果たしている。寮務主事室と寮生会が主に寮運営を行い，規則正しい生活を送ることがで

きる。 

就職指導は，就職セミナー，学生の職業適性検査を実施している。進路指導は，準学士課程，専攻

科課程で，学科長による指導を行っている。 

従って，本校では，履修指導，学習支援体制，及び，学生の課外活動に関する支援体制を整備し，

機能しているといえる。 
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資料８－１－①－１ 
 

高等専門学校設置基準との比較 

  基準面積 本校面積 

校地 定員上の学生一人あたり 10 ㎡ 10,400  83,125  

校舎 入学定員５の学級に編成する場合 22,207  25,508 

（出典 平成 24 年度学校要覧 p58） 

基準８ 施設・設備 

（１）観点ごとの分析 

 

観点８－１－①：学校において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい施設

・設備が整備され，適切な安全管理の下に有効に活用されているか。また、施設・

設備のバリアフリー化や環境面への配慮がなされているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校の校地，校舎面積と高等専門学校設置基

準第24条の基準面積の比較（資料８－１－①－

１）より，本校の校地・校舎は設置基準を満た

している。 

運動場（野外体育施設）には，陸上競技場

（400m陸上トラック），野球場(1面)がある。

トラック南側にはハンドボールコート，その他，プール，テニスコート等がある（資料８－１－①－

２～３）。体育館施設には，第一体育館，第二体育館，武道場等がある（資料８－１－①－２～３）。

第一体育館には音響設備を整備し，全校的な集会等にも利用している。これらの施設は，体育の授業

（別添資料８－１－①－１），春季・冬季球技大会（資料８－１－①－４），放課後の部活動（資料

８－１－①－５）等に利用している。 

 

資料８－１－①－２ 

 
有明高専施設配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典 平成23年度 学校要覧 p.59） 
 

Ｎ 
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資料８－１－①－３ 
 

学校施設一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（出典 平成24年度 学校要覧 p.58） 
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資料８－１－①－４ 
 

春季および冬季球技大会競技一覧（晴天時） 
 
<春季>   ＜冬季＞ 
 ・ソフトボール    ・サッカー 
 ・バレーボール（男子・女子）   ・バスケットボール（男子・女子） 
 ・卓球     ・卓球 
 ・ソフトテニス    ・ハンドボール 
 

（出典 平成 22,23 年度有明高専だより(131,136 号)より抜粋） 

 

資料８－１－①－５ 
 

学校施設一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（出典 平成24年度 学校要覧 p.50） 
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教室は，ホームルーム教室，選択教室等を設置し（別添資料７－１－⑤－１），机，椅子，空調設

備等を備え，主に座学等で使用している（資料８－１－①－６～８）。 

資料８－１－①－６ 

教室及び共用教室の概要 

教室名 
設置場所 

室数 
収容人数 備品等 

普通教室（1,2 年生） 
一般教育棟 

10 室 
40 

机，椅子，ロッカー，洗面台，スクリーンボックス，連絡用掲示板， 
学内情報ネットワーク，空調設備 

普通教室（3～5 年生） 
専門学科棟 

15 室 
40 

机，椅子，ロッカー，洗面台，スクリーンボックス，プロジェクター設備， 
連絡用掲示板，学内情報ネットワーク，空調設備 

選択教室 
一般教育北棟 

3 室 
40 机，椅子，洗面台，スクリーンボックス，学内情報ネットワーク，空調設備 

合同講義室 
合同教育南棟 
1 室(分離可) 

100 
長机，椅子，スクリーンボックス，プロジェクター設備，学内情報ネットワーク， 
空調設備 

多目的室 
一般教育南棟 

1 室 
80 

机，椅子，スクリーンボックス，プロジェクター設備，書画カメラ， 

学内情報ネットワーク，空調設備 

セミナー室 
図書館棟 

1 室 
40 長机，椅子，スクリーンボックス，学内情報ネットワーク，空調設備 

多目的室 
図書館棟 

1 室 
40 長机，椅子，学内情報ネットワーク，空調設備 

視聴覚教室 
図書館棟 

1 室 
200 

机－椅子，スクリーンボックス，プロジェクター設備，書画カメラ，視聴覚設備， 

学内情報ネットワーク，空調設備 

専攻科講義室 
総合研究棟 
1 室(分離可) 

80 
長机，椅子，スクリーンボックス，プロジェクター設備，書画カメラ， 
学内情報ネットワーク，空調設備 

専攻科多目的室 
総合研究棟 

1 室 
80 長机，椅子，スクリーンボックス，学内情報ネットワーク，空調設備 

 
（出典 学生課より提供） 

 

 

資料８－１－①－７ 
平成 23 年度 特別教室の利用状況（座学） 

平成 23 年度前期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成 23 年度後期 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

（出典 教務主事室より提供） 
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研究室は，学生用の研究室を備える学科，実験室に机等を置いて研究室とする学科，指導教員室に

付属した場所に研究室を備えている学科があるが（別添資料７－１－⑤－１），いずれも，卒業研究

・特別研究指導の利便性を図ったものである。また，研究室は，授業以外の学生の相談，保護者との

面談，教員間の打ち合わせ，共同研究打合せにも利用している。 

 

 

資料８－１－①－８（１／３） 
平成 23 年度準学士課程時間割 

各学年・学科の授業時間割（平成 23 年度前期：準学士課程） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

（出典 教務主事室より提供） 
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資料８－１－①－８（２／３） 
平成 23 年度準学士課程時間割 

各学年・学科の授業時間割（平成 23 年度後期：準学士課程） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

（出典 教務主事室より提供） 
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資料８－１－①－８（３／３） 
平成 23 年度専攻科課程時間割 

各学年・学科の授業時間割（平成 23 年度前期：専攻科課程） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

各学年・学科の授業時間割（平成 23 年度後期：専攻科課程） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

（出典 教務主事室より提供） 
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 実験室・演習室は，一般教育科では一般教育棟，専門学科では各学科の専門学科棟に設置し（別

添資料７－１－⑤－１），実験や演習で使用している。これらの実験室，教育研究技術支援センター，

地域共同テクノセンターは，様々な機器を保有し（資料８－１－①－９），学生実験・実習・演習，

卒業研究・特別研究等に使用している。 

教育研究技術センターの構成，規程，目的等は，観点２－１－③で述べた通りである。センター事

務室は合同教育北棟１階にあり（別添資料７－１－⑤－１），本校の学科及び産学官連携機関等の要

請に基づき，技術・技能を要する専門業務を行う事で，本校における教育・研究の業務を支援してい

る（資料８－１－①－10～11）。教育研究技術支援センターへの要請は，依頼者，依頼者所属，業務

内容，期間等の情報を明記した業務依頼で行い，年間150件を越える依頼があり（別添資料８－１－

①－２），この依頼に基づいて技術職員の授業・実験・実習・卒業研究への教育・研究・技術支援を

行っている（資料８－１－①－12）。この他，実習工場をはじめ各学科の機器を活用する等して，

様々な製作を行っている（別添資料８－１－①－３～４）。 

地域共同テクノセンターの構成，規程，目的等は観点２－１－③で述べた通りである。センター事

務室は，総合研究棟１階にあり，その他，総合研究棟に総合研究室２室，開発研究棟に開発研究室６

室，共同研究棟に共同研究室５室を有している（別添資料７－１－⑤－１）。これらの部屋，センタ

ー及び各学科等の保有する共同利用機器を用いて，学内の実験・卒業研究，共同研究，受託試験等を

行っている（別添資料８－１－①－５）。 

情報処理学習のための施設（情報処理センター演習室）と図書館は，観点７－１－①で述べた通り，

それぞれ図書館棟内に設置し（別添資料７－１－⑤－１），マルチメディアセンターとして管理・運

営を行っている。情報処理センター及び図書館の設備状況，利用規定，利用状況，活用実績等は観点

７－１－①で述べた通りである。 

語学学習のための施設（ＬＬ教室）は，一般教育棟３階にあり（別添資料７－１－⑤－１），英語

能力のうちリスニング，スピーキングの能力を養成するために利用している。英語の授業での利用は

週17回程度である（前掲資料８－１－①－７）。ＬＬ機器48名分とプロジェクター及びスクリーンを

設置し，映画やNHK英語講座等の映像も活用できる等，英語教育に有効に活用している。 

毎週火曜日の放課後に全校一斉清掃日を設け，学生による校地内清掃を行っている（資料８－１－

①－13）。また，キャンパスクリーンデイを設け，学生・教職員による全学的校地内清掃を行ってい

る（別添資料８－１－①－６）。更に，清掃業者に委託して，定期的な清掃等を行っている（資料８

－１－①－14）。 

本校では，安全管理者を置くとともに，安全衛生委員会（資料８－１－①－15），安全推進委員会

（資料８－１－①－16）を設置している。これらの委員会では，定期的に校地・校舎を巡回・視察す

る等して，安全性をチェックし，安全性等に疑問のある場合は，指摘，指導，改善をさせている（資

料８－１－①－17）。この他，施設・設備の管理は，総括管理者である校長の下で，管理者として総

務課長を置き，施設管理の業務を行っている。管理者を補佐する組織として総務課があり，施設維持

のための予算要求，施設の改修工事，設備の修理，更新等の業務を行っている（資料８－１－①－

18）。 

観点７－１－②で述べたように，福利厚生施設として修己館，総合研究棟にリフレッシュコーナー，
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緑地帯として友夢創家
ト ム ソ ー ヤ

，機械工学科棟南側，物質工学科棟南側と電気工学科棟南側の中庭がある。ま

た，観点７－２－②で述べたように，バリアフリー化を実現しており，身体に障害を持つ学生への利

便性を図っている。 

資料８－１－①－9（1/3） 
 

各学科の保有機器一覧 
 
＜一般教育科＞ 

室名 主な設備 

物理実験室 

ヤング率測定器,表面張力測定器,分光計,電気回路実験器,アナログ記録計,オシロスコープ,電位差計,放射線測定器,

電子天枠,-85℃冷凍庫,線膨張測定器 

化学実験室 水の電解装置,電導度計, pH 計,電子天枠, ドラフトチャンバ 

 
＜機械工学科＞ 

室名 主な設備 

精密測定実験室 

（恒温室） 

万能測長器,表面性状測定器,真円度測定器,歯車試験機,精密石定盤,工具顕微鏡,電気マイクロメータ, 

空気マイクロメータ,精密定盤,万能投影機,マイクロスコープ,ダイヤルゲージ検定機,オートコリメータ,表面粗さ計 

材料実験室 

走査電子顕微鏡(X線分析装置付属),万能塑性加工機,万能試験機,オートグラフ,電解研磨装置,各種硬度試験機, 

熱処理用電気炉,金属顕微鏡,超音波バルサーレシーバー 

材料強度実験室 PSPC微小部X線応力測定装置,電動油圧式疲労試験機 

熱工学実験室 内燃機関性能総合試験装置, 自動蒸留水製造装置 

流体実験室 送風機性能試験装置,水車実験装置,圧力計検定装置,ポンプ実験装置,オリフィス検定装置,高速度ビデオカメラ 

機械力学制御工
学実験室 

振動試験機,動釣合試験機,油圧サーボ実験装置,マイクロロボットシステム,3Dプリンタ,FFTアナライザ, 

燃料噴射制御実験システム,マイクロコンピュータ,自動計測制御解析システム,3D-CAD 

機械工作実験室 横形マシニングセンタ,高速旋盤,切削抵抗測定装置, ドリル切削抵抗測定装置 

 
＜電気工学科＞ 

室名 主な設備 

電子基礎実験室 

直流電位差計,キャパシタンスブリッジ,万能ブリッジ,磁力計,磁束計,電圧計,電流計,精密級抵抗器, 

エレクトロニクス検流計,標準信号発生器,低周波発振器,パルスジェネレータ,ファンクションジェネレータ, 

ディジタルマルチメータ,オシロスコープ,インピーダンスアナライザ,周波数カウンタ,電子電圧計,定電圧電源, 

カーブトレーサ,ひずみ率計,利得位相計,マイクロ波実験装置,電界強度測定装置,騒音計,パーソナルコンピュータ 

電子応用実験室 

電圧計,電流計,ファンクションジェネレータ,オシロスコープ,周波数カウンタ,電子電圧計,定電圧電源, 

ワイドスィープジェネレータ,パーソナルコンピュータ 

電子機械実験室 

各種直流電動機・発電機,三相同期発電機,三相誘導電動機,直流電気動力計,渦流制動型動力計, 

サイリスタ式直流電流,PWMインバータ 

電子力学実験室 各種継電器,各種単相変圧器,各種三相変圧器,総合負荷装置 

高電圧実験室 高電圧パルスパワー実験装置,試験用変圧器,衝撃電圧発生器,ディジタルオシロスコープ,シールドルーム 

光工学実験室 ベンチ光度計, ウルブリヒト球形光束計,照度計,各種照明器具 

制御実験室 倒立振子,制御実験シミュレータ,メモリハイコーダ,ディジタルオシロスコープ 

電子情報処理 

演習室 
パーソナルコンピュータ,サーバ,レーザプリンタ,液晶プロジェクタ,各種 LAN 機器 

 
（出典 平成24年度 学校要覧 p11, p15, p19より作成） 
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資料８－１－①－9（2/3） 
 

各学科の保有機器一覧 
 
＜電子情報工学科＞ 

室名 主な設備 

情報工学演習室 パーソナルコンピュータ(50台),レーザプリンタ(1台),視聴覚教育装置 

プログラミング室 パーソナルコンピュータ(46台),レーザプリンタ(1台) 

電子情報設計製作 

実験室 

ファンクションジェネレータ,パルスジェネレータ,電子電圧計,デジタルマルチメータ,指示計器(直流/交流,

電圧/電流/電力),オシロスコープ,ロジックアナライザ, 万能ブリッジ,磁束計,オプティカルパワーメータ,

各種直流電源,スライド抵抗,スライダック,半導体実習装置,論理回路実習装置,パルス回路実験装置,リレー

回路実験装置,プログラマブルコントローラ実験装置,光通信実験装置,オペアンプ回路実験装置,マイクロコ

ンピュータ実験装置, FPGA実験装置 

電子情報基礎実験室 

デスクドリル,板金折り曲げ機,シャーシパンチ,ベンチバイス,ノギス,電動ドリル,振動ドリル,電動カンナ, 

マイクロメータ,ソルダクリーナ,ケーブルカッタ,ワイヤストリッパ,バンドソー,精密卓上旋盤, 

プリント基板加工装置,ナノスパーク 

電子情報応用実験室 パーソナルコンピュータ,サーバ 

情報伝送実験室 

LSI設計CAD,ファンクションジェネレータ,スペクトラムアナライザ,レーザプリンタ,マイクロ波パワーメー

タ,回路シミュレータ,ボードレイアウタ,ネットワークシミュレータ,デジタルオシロスコープ,高感度エレク

トロメータ,プログラマブル電源,周波数カウンタ,FPGA開発プラットフォーム,任意波形発生器,LCRメータ,高

分解能ディジタルマルチメータ,マニュアルプローバ 

半導体デバイス実験室
（クリーンルーム） 

パーソナルコンピュータ,デジタルカメラ,プロジェクタ,二次元姿勢計測器 

電子物性実験室 パーソナルコンピュータ 

応用物性実験室 

ドラフトチャンバ,電子材料薄膜作製用真空チャンバー,アークプラズマガン,基板温度加熱機構, 

ターボ分子ポンプ,ロータリーポンプ, ピラニー真空計,電離真空計,超音波洗浄機,デシケータ, 

実験用太陽電池,パーソナルコンピュータ 

電子工学精密実験室 

He-Neレーザ,色素レーザ,ICCDカメラ,Nd:YAGレーザ,OPOレーザ,デジタルオシロスコープ,波長計, 

超音波洗浄機,デシケータ 

 
＜物質工学科(物質棟)＞ 

室名 主な設備 

第１機器分析実験室 

核磁気共鳴吸収スペクトル装置,X線回折装置,熱分解ガスクロマトグラフィー,ガスクロマトグラフィー質量

分析装置,電子天枠,原子吸光分光光度計,TOC分析装置,紫外可視光光度計 

第２機器分析実験室 走査型電子顕微鏡,熱分析,フーリエ変換赤外分光光度計,電子天粋 

無機・分析化学実験室 分光吸光光度計,電導度計,電池放電自動記録装置 

物理化学実験室 電子冷却恒温槽,電気炉,回転真空ポンプ,反応熱測定装置,精密直流電流計,アッベ屈折計 

有機化学実験室 蒸留水製造装置,乾燥器 

反応工学実験室 熱伝導率測定装置,ボールミル粉砕装置,多点記録計,粉体粒度分布測定装置,ブレーン空気透過粉末度測定器 

第１卒業研究室 

マイクロビッカース硬度計,精密切断機,自動研磨装置,実体顕微鏡,流動床造粒装置, 

デジタルメモリオシロスコープ,超音波送受信装置,デジタル顕微鏡,卓上遠心器 

 
（出典 平成24年度 学校要覧 p23, p27より作成） 
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資料８－１－①－9（3/3） 
各学科の保有機器一覧 

 
＜物質工学科（生物棟）＞ 

室名 主な設備 

機器分析実験室 

高速液体クロマトグラフィ装置,時間分解蛍光分光光度計,分光蛍光光度計,分光光度計, 

自動蛍光偏光解消測定装置,電子天粋 

生物工学実験室 純水製造装置, ドラフトチャンバ,ロータリエバポレータ,精密蒸留装置,恒温乾燥機,卓上超遠心機,電子天枠 

微生物工学実験室 DNAシーケンサ,遺伝子増幅装置,凍結乾燥機,オートクレーブ 

培養室 多機能超遠心機,超低温フリーザ,クリーンベンチ,正立蛍光顕微鏡,振とう培養機,フラクションコレクタ 

生物反応工学実験室 

生物顕微鏡,pHメータ,乾熱滅菌器,クリーンベンチ,電子天粋, ドラフトチャンバ,マルチラベルリーダー, 

超低温フリーザー,恒温振とう培養器 

 
＜建築学科＞ 

室名 主な設備 

材料実験室 ボール盤,乾燥機,ウルトラソニースコープ,工作台,各種作業上具 

製図室 製図台(平行定規) 

木工室 万能丸鋸盤,測量機器 

構造実験室 

アムスラー型万能試験機(2000kN,300kN),500kN構造物試験機,疲労試験機(200kN,50kN), 

油圧サーボ式材料試験機,電磁型振動台,光弾性実験装置,電気抵抗ひずみ計,各種記録器,輝度計,照度計, 

騒音計,高速度レベル記録機,日射計 

CAD 室 コンピュータ,プリンタ,プロッタ,プロジェクタ 

設計演習室 石膏像,ビデオ装置,スライド映写機,製図台(平行定規) 

コンクリート実験室 電気溶接機,ガス溶断機,切断機,可搬傾胴型ミキサー 

マルチメディア室 サーバ,コンピュータ,プリンタ,プロジェクタ 

 
＜実習工場＞ 

室名 主な設備 

機械工作室 

CNC旋盤,NCワイヤー放電加工機,普通旋盤,万能フライス盤,NCフライス盤,立てフライス盤,プラノミラー, 

万能円筒研削盤,平面研削盤,マシエングセンタ,工具研削盤,直立ボール盤,ホブ盤,歯車形削盤,放電加工機 

鋳造・塑性加工室 モールディングマシン,重油炉,20t油圧プレス 

溶接室 

溶接ロボット,交流アーク溶接機,TIG溶接機,スポット溶接機,ガス溶接機,電動切断機,半自動溶接機, 

エアープラズマ切断機 

 
（出典 平成24年度 学校要覧 p15，p27, p31より作成） 
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資料８－１－①－11 
 

教育研究技術センターについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（出典 平成24年度 学校要覧 p.42） 

資料８-１-①-10 
各学科，各センター等の有する主要設備とその使用状 

 
設備名 所属・設置場所等 

延使用人数 年間稼働日数 

H20 H21 H22 H23 H20 H21 H22 H23 

地震災害シミュレーション テクノセンター 250 250 300 200 50 50 60 41 

微小部Ｘ線応力測定装置 機械工学科 160 250 240 210 40 50 60 70 

超精密高速横形マシニングセンタ 実習工場 90 80 80 88 120 120 120 120 

時間分解蛍光分光光度計 物質工学科 2 2 1 2 6 7 6 8 

ＥＤＸ装置付走査電子顕微鏡  機械工学科 210 212 214 234 70 80 85 75 

ワイヤカット放電加工機 実習工場 31 47 23 25 30 45 22 30 

万能塑性加工機 機械工学科・テクノセンター 370 400 320 250 150 150 160 120 

分析機ネットワーク化総合解析 物質工学科 3528 3528 3528 3528 200 200 200 200 

炭酸ガスレーザー加工機 テクノセンター 360 360 360 315 115 130 115 100 

走査型電子顕微鏡 テクノセンター 109 136 154 240 30 48 72 120 

高ＱスイッチNd-YAGレーザー 電子情報工学科 500 500 500 500 150 150 150 160 

立て形マシニングセンタ 実習工場  80 88 90  120 120 120 

表面性状測定機 実習工場  30 30 30  20 20 20 

万能試験機 機械工学科  200 225 250  40 45 70 

教育用コンピュータシステム 電子情報工学科   33600 39600   150 180 

ＮＣフライス盤 実習工場    675    120 

渦巻きポンプ及び水車実験装置 機械工学科    20    10 

（出典 総務課より提供） 
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資料８－１－①－12 
 

教育研究技術センター職員授業等担当表（平成23年度前期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

教育研究技術センター職員授業等担当表（平成23年度後期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

（出典 教育研究技術支援センターより提供） 
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資料８－１－①－14 
校地・校舎地区定期清掃概要 

 １．清掃日 
   校舎地区………土日祝祭日、学校休業日除く毎日 
   寄宿舎地区……学校休業日除く毎日 
 ２．主な清掃箇所 
   ① 校舎地区 
     管理棟（玄関、廊下、階段）・大、小会議室の清掃 週１回 
     トイレ、洗面所の清掃  週単位で校舎内一巡 
     トイレットペーパーの補充  随時 
     ゴミ入れのゴミを分別して指定場所へ搬出  毎日 
   ② 寄宿舎地区 
     浴室・宿直室・各棟の共通部分（出入口、廊下、トイレ等）の清掃    毎日 
     トイレットペーパーの補充  随時 
     ゴミ入れのゴミを分別して指定場所へ搬出  毎日 
 ３．清掃面積 
   ① 校舎地区  ： ８５,８７２ｍ2 
   ② 寄宿舎地区：１５７,２００ｍ2 
 ＊その他の清掃 
  １．年度末清掃（３業者で連続した３日間） 
    ・校舎地区各棟の廊下、階段部分のワックスかけ 
    ・校長室、大、小会議室のカーペット床のクリーニング 
    ・清掃面積 7,500ｍ2 
  ２．教室の空調機フィルター清掃  ２３年度のみ１回 
  ３．管理棟、学生課前ブラインド清掃 ２３年度のみ１回 

校舎・校地内の清掃実績 

年度 清掃等の内容 

H23 校舎地区樹木剪定 

H22 

正門前，開発研究棟前，プール周辺，武道場横，樹木伐採工事 

野球場高木剪定 
キャンパスクリーン作業に伴う草木収集処分作業 

H21 
松の木剪定 

門松 
正門周辺車両誘導ライン引き工事 

H20 

校内樹木及び外周剪定工事 
キャンパスクリーン作業に伴う除草工事，後片付け 

害虫駆除 

正門バス停前整備工事 

H19 

キャンパスクリーン作業に伴う剪定，消毒，片付け作業 
図書館前剪定 

剪定屑および除草屑搬出作業 
駐輪場サクラ移植工事 
樹木枯損木伐採工事 

（出典 総務課より提供） 

 

資料８－１－①－13 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典 教務主事室より提供） 
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資料８－１－①－16 
 

○有明工業高等専門学校安全推進委員会規程 
（平成19年4月1日施行） 

（設置） 
第１条 有明工業高等専門学校（以下「本校」という。）に安全管理に関する専門的事項を調査検討するために有明工業高等専門学校安全
推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
（目的） 
第２条 委員会は、本校における事故等を未然に防止するため安全チェックその他必要な対策を講ずること及び水質汚濁防止法（昭和45年
法律第138号）並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）の規定に基づき、排水等の適正な処理を推進することを
目的とする。 
（審議事項） 
第３条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、必要に応じて安全衛生委員会に付議する。 
 (1) 教職員の学生に対する安全指導状況に関すること。 
 (2) 実験・実習用設備等の安全対策に関すること。 
 (3) 実験用薬品等の管理状況に関すること。 
 (4) 実験等で使用した廃液の処理状況に関すること。 
 (5) 安全管理チェックの実施方法に関すること。 
 (6) その他安全管理推進に関すること。 
（安全対策実施事項） 
第４条 委員会は、本校における事故等を未然に防止するため次に掲げる事項を実施する。 
 (1) 教職員及び学生向けの安全指導書の定期的見直しと、それに伴う安全指導書の更新 
 (2) 安全チェックシートによる教職員及び学生のアンケート調査 
 (3) 実験・実習用設備の安全対策状況及び実験用薬品の管理状況並びに廃液の保管・処理状況の点検・調査 
 (4) 安全対策実施上の問題点の洗い出し及びその対策 
 (5) 安全チェックシートの定期的な見直しと、それに伴う更新 
 (6) 事故等が発生した場合の当事者からの事情聴取等 
 (7) 危険箇所の調査並びに危険情報提供に対する調査・対策 
 (8) 校内の救急体制のチェック及び教職員に対する安全教育計画の策定 
 (9) 安全調査結果の安全衛生委員会への提言又は報告 
（組織） 
 (1) 校長が教員のうちから安全推進委員長（ 以下「委員長」という。） として名する者１ 人 
 (2) 委員長が所属する学科又は一般教育科を除く各学科及び一般教育科のそれぞれの教員から互選された者各１ 人 
 (3) 総務課長及び学生課長 
 (4) 技術長 
 (5) その他校長が必要と認める者 
 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

資料８－１－①－15 
 

○有明工業高等専門学校安全衛生管理規程 
（昭和42年4月1日制定） 

第１章 総則 
（趣旨） 
第１条 有明工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教職員(非常勤教職員を含む。以下同じ。)の安全及び衛生管理に関しては, 独
立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則, 独立行政法人国立高等専門学校機構非常勤教職員就業規則及び独立行政法人国立高等専
門学校機構教職員安全衛生管理規則(以下｢安全衛生管理規則｣という。), その他の法令に定めるもののほか, この規程の定めるところによ
る。 
第２章 組織 
（総括） 
第２条校長は, 教職員の安全衛生に関して総括する。 
2 事務部長は, 教職員の安全衛生に関して校長を補佐する。 
（衛生管理者の指名） 
第３条 校長は, 安全衛生管理規則に定める衛生管理者, 安全管理者, 衛生管理担当者及び安全管理担当者を次のとおり指名する。 
  衛生管理者    保健体育教員(講師以上) 又は衛生管理者の有資格者のうちから一人を指名する。 
  安全管理者    安全推進委員会委員長 
  衛生管理担当者  総務課人事労務係長 
  安全管理担当者  総務課施設係長 
2 前項により指名された者に事故等がある場合は, 校長が別に指名する。 
第３章 安全衛生委員会 
（審議事項） 
第４条 安全衛生管理規則第1 3 条第1 項の規定に基づき本校に置かれる安全衛生委員会(以下「委員会」という。) は, 次の事項について
調査審議する。 
 一 教職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 
 二 労働災害の原因及び再発防止対策で, 安全及び衛生に係るものに関すること。 
 三 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 
 四 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 
 五 前各号に掲げるもののほか, 教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 
（構成員） 
第５条 委員会は, 次の各号に掲げる委員をもって構成する。 
 一 事務部長 
 二 衛生管理者 
 三 安全管理者 
 四 産業医 
 五 総務課長及び総務課長補佐(財務担当) 
 六 安全及び衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名した者若干名 
2 校長は, 前項第1 号の委員以外の委員の半数については, 本校に教職員の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合, 教職員
の過半数で組織する労働組合がない場合は教職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名するものとする。 
 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校には，校地，体育施設，教室，研究室，実験・演習室，実習工場，情報関連及び語学学習のた

めの設備，図書館といった学校において編成された教育課程の実現にふさわしい施設・設備を整備し，

安全衛生委員会の下，安全な管理の環境で有効に活用している。また，施設・設備のバリアフリー化

を実現している。 

資料８－１－①－18 
施設修繕・補習実績（過去５年） 

運動施設の修繕・補修実績 

年度 修繕・補修等の施設 内容 

H23 
第１体育館 

武道場 
バスケットコートライン工事 

床張替工事 

H22 

グランド 
陸上競技場 

ハンドボールコート 
野球場 

改修工事（側溝，走り幅跳び） 
メッシュフェンス設置 

コートライン張替 
防球ネット補修工事 

H21 第１体育館 昇降式バスケットゴールワイヤー取替 

H20 グランド トラック改修工事 

H19 第２体育館 改修工事 

 

その他の施設の修繕・補修実績 

年度 修繕・補修等の施設 内容 

H23 生物棟 空調設備改修工事 

H22 
管理棟 

職員宿舎 
空調設備改修工事 

新営設計 

H21 岱明寮 
防水改修工事（若葉棟） 

寮生ベッド更新 

H20 岱明寮 内部塗装改修，駐輪場設置 

H19 
図書館 
管理棟 

岱明寮（青葉棟） 

図書館改修工事、移動書架設置 
便所改修工事 
耐震改修工事 

 
（出典 総務課より提供） 

 

  

資料８－１－①－17 

安全衛生委員会による巡回視察(日程経路等)および指摘事項とその対応結果 

年度 巡視日程・経路 指摘事項 対応結果 

H19 年12回巡視 
（３ブロックを四半期毎に巡視） 
Ａ：機械工学科→建築学科 
Ｂ：総合研究棟→共同研究棟→開発研究棟 
  →電子情報工学科 
Ｃ：電気工学科→一般教育科→物質工学科 

１．ボンベ、棚の固定の不備 
２．棚の不整理 
３．床配線の不整理 
４．部屋の整理整頓の不備 
 
 

１．対応なし 
２．一部対応済 
３．対応なし 
４．対応なし 
 
 

H20 年12回巡視 
（３ブロックを四半期毎に巡視） 
Ａ：機械工学科→建築学科 
Ｂ：総合研究棟→共同研究棟→開発研究棟 
  →電子情報工学科 
Ｃ：電気工学科→一般教育科→物質工学科 

１．ボンベ、棚の固定の不備 
２．棚の不整理 
３．床配線の不整理 
４．部屋の整理整頓の不備 
 
 

１．対応なし 
２．一部対応済 
３．対応なし 
４．対応なし 
※棚固定の指摘が多く，かつ，改善が 
  進まないのでため全学的対応を検討 

H21 年12回巡視 
（３ブロックを四半期毎に巡視） 
Ａ：機械工学科→建築学科 
Ｂ：総合研究棟→共同研究棟→開発研究棟 
  →電子情報工学科 
Ｃ：電気工学科→一般教育科→物質工学科 

１．ボンベ、棚の固定の不備 
２．棚の不整理 
３．床配線の不整理 
４．部屋の整理整頓の不備 
 
 

１．対応なし 
２．一部対応済 
３．対応なし 
４．対応なし 
※9月に棚の転倒防止工事を全校一斉に 
  実施 

H22 年12回巡視 
（３ブロックを四半期毎に巡視） 
Ａ：機械工学科→建築学科 
Ｂ：総合研究棟→共同研究棟→開発研究棟 
  →電子情報工学科 
Ｃ：電気工学科→一般教育科→物質工学科 

１．棚の固定（新規設置分確認） 
２．ボンベ固定の不備 
３．棚の不整理 
４．床配線の不整理 
５．部屋の整理整頓の不備 
 

１．対応なし 
２．一部対応済 
３．対応なし 
４．対応なし 
５．対応なし 
※ボンベ：全学的に固定済 

H23 年6回巡視 
（５ブロック及び産業医衛生関係巡視） 
Ａ：機械工学科→建築学科 
Ｂ：総合研究棟→共同研究棟→開発研究棟 
  →電子情報工学科 
Ｃ：電気工学科→一般教育科→物質工学科 
Ｄ：管理棟→図書館→グランド→体育館 
Ｅ：学生寮→福利厚生施設 
※ 体育館，福利厚生施設，学生寮を新規に巡視 

１．棚の固定（新規設置分確認）  
２．棚の不整理 
３．床配線の不整理 
４．部屋の整理整頓の不備 
５．産業医巡視(9月)において，労 
  働安全衛生報に規定する作業 
  環境測定を実施するように指 
  摘あり 

１．対応なし 
２．一部対応済  
３．対応なし 
４．対応なし 
５．3月に作業環境測定を実施 
 
 
 
※ マスターキーによる各部屋の開閉状 
  況を確認し，開閉が不十分ドアはノ 
  ブ等を交換した 

（出典 安全衛生委員会より提供） 
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観点８－１－②：教育内容，方法や学生のニーズを満たすＩＣＴ環境が十分なセキュリティ管理の下

に適切に整備され，有効に活用されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 

本校では，ものづくりの基礎的な能力として情報処理能力を重視し，低学年では，工学基礎として

情報処理基礎の授業を行っている（別添資料８－１－②－１）。情報処理教育の他にも，学生への連

絡のための電子掲示板の設置，シラバス等の教育情報の閲覧，修得単位状況を随時閲覧できるシステ

ム（eeffee）を構築し，また，教職員には，学生の様々な情報を閲覧したり，成績報告等をできるシ

ステム（Rainbow Magic）を構築して（別添資料８－１－②－２），ＩＣＴを有効に活用している。 

情報処理センターの保有機器，利用規則等の整備面は観点７－１－②に示した通りである。また，

各教室，研究室，事務棟のあらゆる部屋で校内ＬＡＮが使用できるシステムを導入し（資料８－１－

②－１），現在，オープンスペースＬＡＮの増設を進め，ＩＣＴの更なる有効活用に取り組んでいる。

また，情報ネットワークの管理体制は，情報セキュリティ管理規程，同推進規程，同教職員規程，同

利用者規程を策定し（別添資料８－１－②－３～６），十分なセキュリティ管理の下，運営している。 
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資料８－１－②－１ 
 

情報処理センター（マルチメディアセンター情報化推進部）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（出典 平成24年度 学校要覧 p.41） 
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（分析結果とその根拠理由） 

教育内容，方法や学生ニーズを満たすＩＣＴ（情報・通信技術）環境については，教育，研究に利

用できる情報ネットワークを，全学のＬＡＮの幹線基地として設置した情報処理センターを中心に適

切に整備し，十分なセキュリティを確保した環境で，教職員，学生がいつでも利用できる体制を整え

ている。情報ネットワ-クのセキュリティ規定を定め，セキュリティ責任者の下，十分なセキュリテ

ィ管理の下で運営している。 
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観点８－２－①：図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集，整備

されており，有効に活用されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 図書館の利用規定，利用実績，利用促進のための取組等は，観点７－１－②に示した通りである。

図書館には，現在，56,236冊の図書を備えている

（平成24年3月現在）。新刊図書の購入は，希望

図書システムを活用する（資料８－２－①－１）

他，教員からの要請に応えた専門書の購入も行い，

図書館は年々充実してきている。 

図書館施設として，閲覧室，AVルーム，情報検

索コーナー等を設けている。閲覧室には，人文・

社会科学関係の図書と基礎的な自然科学関係の図

書を配置した学習閲覧室，自然科学・工学関係の

専門図書を配置した研究閲覧室がある（前掲資料

７－１－②－１）。学習閲覧室は日本十進分類法 

に基づいた分類で，研究閲覧室は学科毎の分類で

整理している（資料８－２－①－２～３）。 

資料８－２－①－１ 

リクエスト（購入希望図書の申込）について 

図書館にない図書を購入して欲しい場合は、リクエストを受け付けますの
で、以下のフォームに必要事項を記入のうえ、送信ボタンを押して下さい。
申し込まれた図書は、審査のうえ購入するかどうか決定します。決定まで
に多少時間がかかりますので、ご了承ください。また、図書館にふさわしく
ない図書は、購入できません。 
 
※学科   ：選択して下さい←教職員は記入不要 
※学年   ：選択して下さい←教職員は記入不要 
※氏名   ： 
※書名   ： 
※著者名  ： 
※出版社名： 
  金額   ：    円（千円カンマ位取りは不要です） 
  ISBN   ：        （国際標準図書番号） 
  e-mail  ： 
※印の欄は必ず記入して下さい。 
図書館２階閲覧室カウンタにリクエスト申込箱を置いており、そちらの申込
用紙からも受け付けています。 
 
[送信] [クリア] 
 

（出典 有明高専ウェブページ（図書館独自のページ）より） 
 

資料８－２－①－２（１／２） 
図書館施平面図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典 平成24年度 学生便覧 p.72～73） 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：有明高専ウェブページ（図書館独自のページ）より） 
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資料８－２－①－２（２／２） 
図書館施平面図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典 平成24年度 学生便覧 p.72～73） 
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図書館サービスとして「新着案内－図書」，「新着案内－雑誌」，「雑誌タイトル」，「AV資料タ

イトルリスト」，「ベストリーディング」の紹介を行っている（資料８－２－①－４）。一般教育科

国語科では，「私の薦める一冊の本」の紹介を夏季休業中に課す（資料８－２－①－５）等，多くの

学生が図書に触れる機会を作っている。 

 

資料８－２－①－３ 
図書館（マルチメディアセンター図書館情報管理部）について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典 平成24年度 学校要覧 p.40） 
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（分析結果とその根拠理由） 

図書館では，図書，学術雑誌，視聴覚及びその他の教育研究上必要な資料を，毎年，各学科及び学

生の要望を取り入れ，最新資料を購入し，充実を図っている。これらの資料を各学科の分野毎に系統

的に配列し，利用しやすいよう分類している。 

学生に対しては，利用方法について説明するとともに，パソコンによる検索を可能とするなど利便

性を向上させ，また，希望図書の要望を取り入れる等，学生の要求に沿った運営を心がけており，利

用も活発である。 

本校の図書は「マルチメディアセンター図書情報管理部（図書館）」を中心に構築され，図書，学

術雑誌，視聴覚及びその他の教育研究上必要な資料を系統的に整備し，有効に活用されている。 

 

資料８－２－①－５ 

「私の薦める１冊の本」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

（出典 教員会議資料より） 
 

資料８－２－①－４ 

蔵書検索内、図書館サービス内、新着案内-図書 

図書新着案内 
このリストは図書の登録日順（最新が先頭）の五十音順で並んでいま
す。それぞれのタイトルをクリックすると資料の詳細を見ることができま
す。 
 
[日本十進分類] 
▷ 新着図書一覧(XX/XX)  ▷New!のみ表示する 
▷ 総記（情報科学／事典／叢書）(XX/XX)  ▷New!のみ表示する 
▷ 哲学／心理学／宗教(XX/XX)  ▷New!のみ表示する 
▷ 歴史／伝記／地理(XX/XX)  ▷New!のみ表示する 
▷ 社会科学(XX/XX)  ▷New!のみ表示する 
▷ 自然科学／医学(XX/XX)  ▷New!のみ表示する 
▷ 技術・工学(XX/XX)  ▷New!のみ表示する 
▷ 産業(XX/XX)  ▷New!のみ表示する 
▷ 芸術・美術／スポーツ(XX/XX)  ▷New!のみ表示する 
▷ 言語(XX/XX)  ▷New!のみ表示する 
▷ 文学(XX/XX)  ▷New!のみ表示する 
 
（出典 有明高専ウェブページ（図書館独自のページ）より） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・学生の教育環境は，身体に障害をもつ学生に配慮したバリアフリー施設としている。また，学

生－教員間，教職員－教職員間でのＩＣＴの環境充実を図っている。 

 

（改善を要する点）  

・特になし。 

 

 

 

（３）基準８の自己評価の概要 

本校は，各学科等の教育を有効に行うために，各学科の教室，実験室，演習室，実習工場は，ひと

まとまりの棟に集中し，機能的な教育を行うことができるようにしている。また，図書館，情報処理

センター等も，情報ネットワークを活用することで，利用しやすい環境を整えている。また，課外活

動に使用する運動場，体育館，福利施設等も充実させている。 

地域共同テクノセンター，教育研究支援センターを整備し，社会貢献，地域連携等を行っている。 

情報処理センターを中心に，校内ＬＡＮを整備し，各教室，各教職員間にネットワークを形成し，

学生の教育に関わる情報の伝達，学生の自学自習等に利用している。情報教育についても，基礎的な

知識から応用まで行っている。特に，情報セキュリティについては，利用マナーの向上を図りながら，

情報技術を有効に活用することを教えている。 

図書，学術雑誌，視聴覚資料等の充実に関しては，各学科，学生の要望を取り入れた購入，利用し

やすい配列を行い，図書検索システムを導入する等，利便性を図るとともに，土曜日や夜間も開館す

ることにより，多くの教員や学生等が活用できるようにしている。 

施設面では，バリアフリー化を実現し，身体に障害をもつ学生も不自由なく勉学に打ち込める環境

を実現している。 



有明工業高等専門学校 基準9 

- 235 - 

 

基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

 

観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積さ

れ，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校における教育活動の実態を示すデータや資料の収集・蓄積・評価を担当する体制・組織を，資

料９－１－①－１に示す。 

 

 

  

 

 

 

次に，教育活動の実態を示すデータや資料及びその収集担当と保管場所を資料９－１－①－２に示

す。 

教務委員会（前掲資料２－２－①－４）は，準学士課程の学生成績表，進級・卒業判定資料，シラ

バス（別添資料１－２－①－４），LHR実施結果報告書，補習・オフィスタイム等における指導記録，

学生実態調査（後掲資料９－１－②－10）を通じて，教育状況の収集・蓄積・評価を行っている。 

専攻科委員会（前掲資料２－２－①－６）は，専攻科課程のシラバス（別添資料９－１－①－１），

学生成績表，修了判定資料を通じて，教育状況の収集・蓄積・評価を行っている。 

FD委員会（資料９－１－①－３）は，授業改善アンケート（後掲資料９－１－②－１），授業改善 

企画委員会、運営会議

教務委員会

・学生成績表（準学士
課程）

・進級・卒業判定資料
（準学士課程）
・シラバス
・LHR実施結果報告書
・補習・オフィスタイム
等における指導記録
・学生実態調査

専攻科委員会

・シラバス（専攻
科課程）
・学生成績表
（専攻科課程）

・修了判定資料
（専攻科課程）

学校運営検討委員会

・答案（準学士課程及び専
攻科課程）
・教育システム改善のため
のアンケート調査報告書
（卒業生、企業、本科5年
生、専攻科2年生）

・学校運営改善のための
報告書

FD委員会

・授業改善アンケート
・授業改善アンケートに対
するコメント集
・公開授業アンケート
・公開授業ディスカッション
・公開授業参観メモ

自己点検・評価委員会

・自己点検・評価報告書

学生
保護者

卒業生
企業

教職員
学外

一般教育・専門連携協議会

一般教育科
科目内連絡会

担任会

教員間連絡ネットワーク協議会

学生・教員連絡会

学科

運営懇話会

校長
・自己PR等申告書

学生主事室

・課外活動の練
習計画書
・指導・試合引率
の実績報告書

学科

・公開授業
・公開授業ディ
スカッション

収集
蓄積
評価

収集
蓄積
評価

収集，蓄積，評価

収集
蓄積
評価

収集
蓄積

収集
評価

収集
蓄積
評価

収集
評価

収集
蓄積

評価

評価

収集
評価

評価

フィードバック

収集、蓄積、評価

各教員

蓄積

資料９－１－①－１ 

教育活動の実態を示すデータや資料の収集・蓄積・評価の体制・組織 

（出典 学校運営検討委員会資料より作成） 
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アンケートに対するコメント（後掲資料９－１

－②－５），公開授業アンケート，公開授業デ

ィスカッション，公開授業参観メモ（後掲資料

９－１－②－12～14）を通じて，教育状況の収

集・蓄積・評価を行っている。 

 学校運営検討委員会（資料９－１－①－４）

は，準学士課程及び専攻科課程の答案，教育シ

ステム改善のためのアンケート（卒業生，企業，  

準学士課程5年次，専攻科課程2年次），『学校

運営改善のための報告書』を通じて，教育状況

の収集・蓄積・評価を行っている。 

資料９－１－①－５ 

自己点検・評価委員会規程 抜粋 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） （出典 有明工業高等専門学校規程集） 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

資料９－１－①－２ 

教育活動に関するデータ，資料の一覧 

（出典 学校運営検討委員会資料より作成） 

資料９－１－①－３ 

FD 委員会規程 抜粋 

資料９－１－①－４ 

学校運営検討委員会規程 抜粋 

No. 教育活動に関するデータ、資料 収集担当委員会等 保管場所
1 学生成績表（準学士課程） 教務委員会 教務係
2 進級・卒業判定資料（準学士課程） 教務委員会 教務係
3 シラバス（準学士課程） 教務委員会 教務係
4 LHR実施結果報告書 教務委員会 教務係
5 補習・オフィスタイム等における指導記録 教務委員会 教務係
6 学生実態調査 教務委員会 教務係
7 シラバス（専攻科課程） 専攻科委員会 教務係
8 学生成績表（専攻科課程） 専攻科委員会 教務係
9 修了判定資料（専攻科課程） 専攻科委員会 教務係
10 授業改善アンケート FD委員会 FD委員長
11 授業改善アンケートに対するコメント集 FD委員会 FD委員長
12 公開授業アンケート FD委員会 FD委員長
13 公開授業ディスカッション FD委員会 FD委員長
14 公開授業参観メモ FD委員会 授業担当教員
15 答案（準学士課程） 学校運営検討委員会 管理棟資料室
16 答案（専攻科課程） 学校運営検討委員会 管理棟資料室
17 教育システム改善のためのアンケート（卒業生） 学校運営検討委員会 学校運営検討委員会委員長
18 教育システム改善のためのアンケート（企業） 学校運営検討委員会 学校運営検討委員会委員長
19 教育システム改善のためのアンケート（準学士課程5年次）学校運営検討委員会 学校運営検討委員会委員長
20 教育システム改善のためのアンケート（専攻科課程2年次）学校運営検討委員会 学校運営検討委員会委員長
21 学校運営改善のための報告書 学校運営検討委員会 学校運営検討委員会委員長
22 自己点検・評価報告書 自己点検・評価委員会 総務課
23 自己PR等申告書 校長 総務課
24 課外活動の練習計画書 学生主事室 学生支援係
25 指導・試合引率の実績報告書 学生主事室 学生支援係
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自己点検・評価委員会（資料９－１－①－５）

は，『自己点検・評価報告書』により教育状況

の収集・評価を行っている。 

校長は，自己PR等申告書を通じて，教育状況

の収集・蓄積・評価を行っている（資料９－１

－①－６）。 

学生主事室は課外活動の練習計画書や指導・

試合引率の実績報告書を通じて，教育状況の収

集・蓄積・評価を行っている。 

各教員は担当科目における学習・教育到達目

標に関して，定期試験やレポート等を通じて学

生の到達度の点検を行っている。 

この他，運営懇話会も教育改善の一翼を担っ

ている。また，学生・教員連絡会，一般教育・

専門連携協議会，教員間連絡ネットワーク協議

会，担任会，各学科等での教育活動に関するデ

ータや資料，意見等については，教務委員会や

専攻科委員会で収集・蓄積・評価され，必要に

応じて適切に対応している。 

これらの教育活動の実態を示すデータや資料

の収集・蓄積・評価の状況を全て企画委員会

（前掲資料２－２－①－１）と運営会議（前掲

資料２－２－①－２）に報告し，必要に応じて

これらの委員会で諮り，評価し，関係各所にフ

ィードバックする。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育活動に関する様々なデータや資料は，教務委員会，専攻科委員会，FD委員会，学校運営検討委

員会等が収集・蓄積し，評価を適切に実施できる体制を整備している。 

  

資料９－１－①－６ 

自己 PR 等申告書提出依頼文 

（出典 総務課資料） 
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観点９－１－②： 学校の構成員及び学外関係者の意見の聴取が行われており，それらの結果をもと

に教育の状況に関する自己点検・評価が，学校として策定した基準に基づいて，適

切に行われているか。 

 

（観点に係る状況）  

学校の構成員及び学外関係者の意見の聴取として，授業改善アンケート，卒業時・修了時の教育シ

ステム改善のためのアンケート，学生・教員連絡会，実態調査アンケート，公開授業参観メモ，公開

授業ディスカッション等が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－②－２ 

授業改善アンケート設問項目 

資料９－１－②－３ 

授業改善アンケート結果の集計例 

（出典 平成 23 年度授業改善アンケート実施依頼文） （出典 FD 委員会資料） 

（出典 平成 23 年度授業改善アンケート集計結果） 

資料９－１－②－１ 

授業改善アンケート実施の連絡 
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資料９－１－②－４ 

授業改善アンケートの教員毎の集計 

（出典 平成 23 年度授業改善アンケート集計結果） 
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授業改善アンケートは，年１回， FD委員会が各科目で実施している（資料９－１－②－１～２）。

全学生による各科目への評価結果を集計（資料９－１－②－３）し，各教員にフィードバックする

（資料９－１－②－４）。各教員は，低評価の項目に対して改善点，高評価の項目に対して工夫して

いる点等をウェブ入力し（資料９－１－②－５），授業時に改善点を学生に説明している（資料９－

１－②－６）。 

学校運営検討委員会は準学士課程５年次・専攻科課程２年次に卒業時・修了時の教育システム改善

のためのアンケート調査を実施し，結果は本校のウェブページで公開し（資料９－１－②－７），教 

 資料９－１－②－５ 

平成 23 年度授業改善アンケート結果に対する 

先生のコメント 抜粋 

 

資料９－１－②－８  

教育システム改善のためのアンケート調査報

告書完成のお知らせ 

 

 資料９－１－②－７ 

教育システム改善のためのアンケート 

調査報告書 抜粋 

資料９－１－②－６ 

授業改善アンケート結果についての 

改善点の説明 

 

（出典 第 7 回教育システム改善のためのアンケート調査報告） 

（出典 有明高専ウェブページ） （出典 平成 24 年４月 11 日付 教務主事からの依頼メール） 

（出典 平成 23 年 9 月 2 日付学校運営検討委員会からのメール） 
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資料９－１－②－９ 

学生・教員連絡会 抜粋 

資料９－１－②－10 

学生実態調査集計結果 抜粋 

資料９－１－②－11 

公開授業実施案内 

 

（出典 有明高専ウェブページ 平成 23 年度学生・教員連絡会） 

（出典 平成 23 年度学生実態調査集計結果） 

（出典 FD 委員会資料） 



有明工業高等専門学校 基準9 

- 242 - 

 

職員には教育改善のためのアンケート調査報告書として周知している（資料９－１－②－８）。 

学生・教員連絡会は，年１回，教務主事室と専攻科委員会が学生から意見や要望を聞き，対応を学

生にフィードバックしている（資料９－１－②－９）。 

この他，１～３年生には，年１回，教務委員会による学生実態調査アンケートを実施し，ウェブペ

ージで学内に開示している（資料９－１－②－10）。 

教員の意見聴取は，FD委員会から全教員へ公開授業に関する周知があり（資料９－１－②－11），

教員は授業内容や教授方法について評価を行い，FD委員会にその結果を提出し（資料９－１－②－

12），担当教員へ改善点等を公開授業参観メモとしてフィードバックする（資料９－１－②－13）。

その後，各学科で公開授業ディスカッションを行う（資料９－１－②－14）。また，学校運営検討委

員会（学校運営検討報告書（資料９－１－②－15））や一般教育・専門連携協議会（資料９－１－② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－②－13 

公開授業参観メモ用紙  抜粋 

資料９－１－②－14 

公開授業ディスカッション内容  抜粋 

 

資料９－１－②－15 

学校運営検討報告書  抜粋 

 

資料９－１－②－12 

公開授業アンケート用紙 

（出典 平成 23 年度公開授業アンケート用紙） 

（出典 平成 23 年度公開授業参観メモ用紙） 

（出典 平成 23 年度第７回 FD 委員会資料） （出典 学校運営検討報告書（10）pp.13-14） 
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－16）を通じて，教育状況に関する情報収集を行

い，さらに，各教員は自己PR等申告書を作成し，

教育に関する自己点検・評価を行っている（前掲

資料９－１－①－６）。 

 学外関係者の意見聴取は，運営懇話会（資料９

－１－②－17），非常勤講師との教員間連絡ネッ

トワーク協議会（資料９－１－②－18），企業・

卒業生・保護者への教育システム改善アンケート

（前掲資料９－１－②－７）等を行っている。 

これらの意見は，企画委員会と運営会議に報告

され，改善点等は各委員会等が検討し，自己点検

・評価に役立てている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－②－17 

運営懇話会議事録 抜粋 

資料９－１－②－16 

一般教育・専門連携協議会議事要旨 

資料９－１－②－18 

教員間連絡ネットワーク協議会議事録 抜粋 

（出典 平成 23 年度一般教育・専門連携協議会（第 1 回） 

議事要旨） 

（出典 平成 23 年度有明工業高等専門学校運営懇話会 

議事要旨） 

（出典 平成 23 年度教員間連絡ネットワーク協議会議事録要旨） 



有明工業高等専門学校 基準9 

- 244 - 

 

（分析結果とその根拠理由）  

授業改善アンケート，連絡会や卒業時・修了時のアンケート等による学生の意見，公開講座等によ

る教員の意見，教育システム改善のためのアンケート等による卒業生・修了生・保護者・企業の意見，

外部有識者・非常勤講師等からの意見聴取が行われており，学校として策定した各基準に基づいて，

教育の状況に関する自己点検・評価を適切に行っている。 
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観点９－１－③： 各種の評価の結果を教育の質の向上，改善に結び付けられるような組織として

のシステムが整備され，教育課程の見直し等の具体的かつ継続的な方策が講じら

れているか。 

 

（観点に係る状況）  

各種評価結果を教育の質の向上，改善

に結び付けている本校の組織は，主に学

校運営検討委員会，FD委員会，教務委員

会，運営懇話会，自己点検・評価委員会，

企画委員会，運営会議である。 

学外関係者（卒業生・企業・保護者）

及び学生の意見（卒業時・修了時のア

ンケート）は，学校運営検討委員会が

集計・分析し，企画委員会・運営会議

を通じて，関係各所へ問題点を周知し，

それを受けて教育の改善・見直しを行

っている（前掲資料９－１－①－１，

資料９－１－③－１）。 

授業改善アンケートや公開授業の結果

は，FD委員会が集計・分析し，企画委員

会・運営会議への報告と共に，各教員に

フィードバックし，改善・見直しに結び

付けている（前掲資料９－１－①－１，

９－１－②－１～７，及び９－１－②－

12～14）。 

学生・教員連絡会での意見聴取は毎年

実施され，聴取された意見は教務主事室

と専攻科委員会がその対応までを審議し，

対応結果を学生・教員に公開し，教育に

関する様々な見直しについて具体的かつ

継続的な方策を講じている（資料９－１

－③－２）。また，一般教育・専門連携

協議会や非常勤講師との教員間連絡ネッ

トワーク協議会，担任会，一般教育科の

科目内連絡会や各学科等での教育改善に

関する意見は，必要に応じて教務委員会

及び専攻科委員会で審議し，企画委員会

・運営会議を通じて，教職員にフィード

バックしている（前掲資料９－１－②－

16）。 

資料９－１－③－１  

アンケート結果に対する委員会の改善例 

（教務委員会） 

資料９－１－③－２ 

学生・教員連絡会での意見に対する対応 抜粋 

（出典 平成 20 年度教務委員会（第 7 回および第 8 回）議事要旨） 

（出典 平成 22 年度学生・教員連絡会 学生との懇談会で出された疑

問や改善要望に対する対応について） 
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運営懇話会で聴取した意見は，企画委員会・運営会議を通じて関係部署や委員会，教職員にフィー

ドバックし，教育の改善に結び付けている（前掲資料９－１－②－17，資料９－１－③－３）。 

自己点検・評価委員会で作成する自己点検・評価報告書の内容は，企画委員会・運営会議を通じて，

教職員へフィードバックしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校には，学校運営検討委員会，FD委員会，教務委員会，運営懇話会，自己点検・評価委員会等で

収集・分析した各種の評価結果を，企画委員会・運営会議を通じて関係各所にフィードバックし，教

育向上・改善に結び付けるシステムがある。さらに，具体的・継続的な方策を講じている。 

  

資料９－１－③－３ 

運営懇話会での意見聴取による教育に関する改善例 

（出典 平成 15 年度～平成 23 年度 有明工業高等専門学校運営懇話会議事要旨） 
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観点９－１－④： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授

業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員の改

善活動状況を，学校として把握しているか。 

 

（観点に係る状況）  

授業改善アンケートの分析結果を各教員にフィードバックし，コメントのウェブ入力（前掲資料９

－１－②－５）を行っていることは前述の通りである。これらの結果を踏まえ，各教員は教育活動に

関する前年度の目標達成度及び次年度の改善目標等を自己PR等申告書により校長に提出する（前掲資

料９－１－①－６）。具体的改善例について自己PR等申告書の抜粋を資料９－１－④－１に示す。 

公開授業では，実施後，各学科で公開授業ディスカッション（前掲資料９－１－②－14）を行い，

参観教員は授業を評価するアンケートを提出し，その結果をFD委員会が集計し，担当教員へフィード

バックする。参観教員は授業参観メモに授業の改善点等を記述し，授業担当教員に提出する。 

上述の教育に関する様々な改善活動について，資料９－１－④－２に具体的な事例を挙げる。 

さらに，教員の資質及び指導力の向上のための取組に関する規則を制定し，施行している（資料９

－１－④－３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－④－１ 

教育の質の向上につながった具体的事例 

（出典 平成 23 年度 自己 PR 等申告書より抜粋） 
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資料９－１－④－２ 

授業内容，教材，教授技術等の継続的改善に関する事例 
年度 著者 タイトル 講演会名もしくは論文雑誌名年度 著者 タイトル 講演会名もしくは論文雑誌名

H17 川嵜　義則、木下　正作、上原　弘 有明高専における物づくり教育の実践事例報告
日本工学教育協会　平成
17年度工学・工業教育研
究講演会

H20 氷室　昭三 高専教育の温故知新（その2）
高等専門学校の教育と研
究、Vol.13、No.3

H17 川嵜　義則、木下　正作 高専におけるものづくり－教育を通した福祉機器開発－
大牟田市民大学講座「公
開講座」

H20 氷室　昭三、藤本　大輔 実験への安全の心得－講義と実験を通して－
平成20年度大牟田市教育
講座

H17 川嵜　義則
環境・福祉機器開発を通した教育の実践－有明高専における
物づくりの実践報告－

平成17年度九州工学教育
協会講演会

H20 氷室　昭三 高専がめざす技術者教育と有明高専
高等教育レクチャー・シリー
ズ第1回

H17 氷室　昭三 高専教育の評価と方向性
日本高専学会第11回年会
講演会

H20
氷室　昭三、松岡　高弘、岩本　晃
代、石丸　智士

地域再生と高専教育
平成20年度工学・工業教
育研究講演会

H17 氷室　昭三 外部評価と高専
第２回技術者教育研究所
ワークショップ

H20 焼山　廣志
高専から高専専攻科・大学に継続する日本語コミュニケーショ
ン教育に向けたプログラムの開発

平成20年度高専教育講演
会論文集

H17 氷室　昭三 学修単位導入にあたって
日本高専学会「工学教育シ
ンポジウム」

H21 真島　吉將、吉冨　貴司
実験実習教材用CNCフライス盤の開発－卓上CNCフライス盤
の製作－

有明高専紀要45

H17 上原　弘、木下　正作、松川　真也 熊鈴製作を通した有明高専専攻科ものづくり教育
日本高専学会第１１回年
会・研究発表会

H21 吉冨　貴司 電子系技術者育成のためのWeb遠隔計測システムの開発 有明高専紀要45

H17
坪根　弘明、高橋　将徳、明石　剛
二

教育システム改善のためのアンケート調査に関する報告
日本高専学会第11会年会
研究発表会講演論文集

H21 氷室　昭三 現在のカリキュラムについて
第2回有明高専教育研究
フォーラム

H18 木下　正作 デンマーク短期福祉研修報告 有明高専紀要42 H21 氷室　昭三 高専－技科大連携に期待するもの
日本高専学会第15回年会
講演会

H18
岩本　晃代、酒井　健、三戸　健司、
谷口　光男、荒木　眞

高等専門学校・低学年(1年次)における学年経営の実践報告
(2)

有明高専紀要42 H21 氷室　昭三 学生力と地域力を相互に高める技術者教育
日本高専学会第15回年会
講演会

H18 山下　巌 Web教材利用の自学自習及び教材提示システム 有明高専紀要42 H21 氷室　昭三 実践力を養うための新しい取り組み 第1回産学交流会

H18
徳田　仁、安部　規子、三戸　健司、
山崎　英司

本校学生の英語力向上のための総合的対策の検討 : (1)課題
試験の見直しと4年生へのTOEIC IPテストの導入

有明高専紀要42 H21 氷室　昭三 高専における技術者教育
日本高専学会第12回連続
シンポジウム講演論文集

H18
梅津　清二、青木　照子、工藤　康
紀、吉田　喜一、氷室　昭三、土居
厳

高等専門学校における創造教育の教育的・社会的意義に関
する研究（１）

日本高専学会誌　高等専
門学校の教育と研究、第11
巻第2号

H21 岩下　勉 授業改善アンケートにおける学生の回答と評価結果の分析 高専教育講演論文集

H18 焼山　廣志
新聞のコラムを使った日本語の文章表現能力の向上に向けた
取り組み

平成18年教育教員研究集
会講演会論文集

H21 焼山　廣志
客観的「自分」と主観的「自分」を語る方法～高専・技科大連携
による日本語コミュニケーション教育の試み～

平成2１年度高専教育講演
会論文集

H18 安部　規子 高専生の英語リスニング能力の発達に関する縦断的研究
論文集「高専教育」、第30
号

H21 山崎　英司、安倍　規子、徳田　仁
有明高専におけるTOEIC IPテスト－過去3年間の成績推移に
ついて－

有明高専紀要45

H18 明石　剛二
高専の特徴を生かした「ものづくり」教育における実践科目に
関する一考察

日本設計工学会九州支部
研究発表講演論文集第34

H21 竹内　伯夫、酒井　健、鮫島　朋子
有明高専における基礎物理学の学習順序に関する考察－ク
ラスター解析を用いて－

論文集「高専教育」、第33
号

H18
明石　剛二、高橋　将徳、岩本　達
也、篠崎　烈、上原　弘、木下　正作

高専における機械実習のあり方に関する一考察
平成18年工学・工業教育
研究講演会講演論文集

H21 竹内　伯夫、酒井　健、鮫島　朋子
基礎物理学における成績追跡による学習順序に関する考察
－クラスター解析を用いて－

平成21年度高専教育講演
論文集

H18 今井　一雅、他13名 現代GPによるe-Learning創造性教育コースの開発について
高等専門学校情報処理教
育研究発表会論文集第26

H21
坪根　弘明、岩本　達也、明石　剛
二、川嵜　義則

地域再生プロジェクトを通した地域協働型技術者教育
日本機械学会2009年度年
次大会講演論文集

H18
梅津　清二、青木　照子、駆動　康
紀、吉田　喜一、土井　巌、氷室　昭
三

「創造教育館」創設による高専間全国連携と地域協力
平成18年度工学・工業教
育研究講演会

H21
岩本　達也、坪根　弘明、明石　剛
二、川嵜　義則

荒尾地域再生産学住協働プログラムにおける専攻科性（機械
系）の取組

平成21年度高専－長岡技
科大（機械系）教員交流研
究集会

H18 氷室　昭三 高専のための魅力的な技術教育プログラム
平成18年度工学・工業教
育研究講演会

H21
篠崎　烈、松原　征男、吉冨　貴司、
真島　良將、城　政孝、原田　恭之

地元の特徴と人材を活かしたものづくり教育の実践－三池港
閘門技術模型の設計と製作－

高専学会第15回年会講演
会

H18 氷室　昭三 学修単位の導入とこれからの高専
日本高専学会第12回年会
講演会

H22 塚本　俊介 有明高専におけるキャリア形成支援活動 有明高専紀要46

H18
梅津　清二、青木　照子、駆動　康
紀、吉田　喜一、氷室　昭三、土井

「創造教育館」による高専と地域のネットワーク構築の展望
日本高専学会第12回年会
講演会

H22
吉冨　貴司、池之上　正人、岡崎
朋広

シーケンス制御学習実験のための学習プログラムの更新 有明高専紀要46

H18 氷室　昭三 有明高専の現状と高専の発展の方向性 第12回高専シンポジウム H22
吉冨　貴司、真島　吉將、中島　正
寛、田中　三雄

シーケンス制御実験のための疑似エレベータ実験装置の設
計・製作

有明高専紀要46

H18 氷室　昭三 学修単位と高専の持続的発展
日本高専学会第9回連続シ
ンポジウム

H22 安部　規子、山崎　英司
有明高専専攻科生の英語能力の発達について－TOEIC IPの
スコア分析を中心に－

有明高専紀要46

H18
吉冨　貴司、相知　政司、佐々木
伸一、古川　達也

V-I特性が観測可能な電子回路学習支援システム
電気学会教育フロンティア
研究会

H22 山崎　英司、安部　規子
有明高専におけるACEテスト－３年次英語力の傾向と学科間
の特徴について－

有明高専紀要46

H19 安部　規子
有明高専4年生の英語授業実践報告 : TOEICスコアアップ対
策を中心に

有明高専紀要43 H22 竹内　伯夫、酒井　健、鮫島　朋子 入学時における基礎物理学の実力試験結果に関する考察
第16回高専シンポジウムin
米子　講演要旨集

H19
徳田　仁、安部　規子、三戸　健司、
村田　和穂、山崎　英司、GUMBINE
Richard

本校学生の英語力向上のための総合的対策の検討(2) : 1年
生のB.A.C.E.の結果分析を中心に

有明高専紀要43 H22 篠崎　烈、岩本　達也 混合学級における3D-CAD教育の実践報告
設計工学会九州支部第3
回研究会

H19 氷室　昭三 高専を発展させるための新しい取り組み
日本高専学会第9回連続シ
ンポジウム

H22 吉田　正道、他13名
九州沖縄地区高専の連携による「科学技術教育支援活動」
－ワーキンググループによる５年間の活動ー

論文集「高専教育」、第34
号

H19 氷室　昭三 産官学連携による新しい教育モデル 工学教育、第55巻、第3号 H22 吉田　正道、他13名 九州沖縄地区科学技術教育支援ワーキンググループ
日本工学教育協会　工学
教育、Vol.69、No.1

H19
氷室　昭三、青木　照子、駆動　康
紀、梅津　清二、吉田　喜一、土井

高等専門学校と大学における創造教育の現状と展望
高等専門学校の教育と研
究、第12巻、第2号

H22 吉田　正道、他13名 九州沖縄地区地域科学技術教育支援プロジェクト
日本高専学会第16回年会
講演論文集

H19 氷室　昭三 高等教育における創造性、学際性、国際性、多様性
高等専門学校の教育と研
究、第12巻、第3号

H22 吉田　正道、他13名 九州沖縄地区が連携した「科学技術教育支援活動」
平成22年度高専教育講演
論文集

H19 氷室　昭三 高専における新しい技術者教育
平成19年度工学・工業教
育研究講演会

H22
吉冨　貴司、池之上　正人、岡崎
朋広

シーケンス制御学習実験のための学習プログラムの更新
有明工業高等専門学校紀
要、第46号

H19
氷室　昭三、松岡　高弘、岩本　晃
代、石丸　智士

地域連携を取り入れた新しい高専の教育プログラム
平成19年度工学・工業教
育研究講演会

H22
Yoshitomi, T., Okazaki, T., Ikenoue,
M.

Verification of Educative Effect by Sequence Experiment
Programs Update

4th International
Symposium on Advances in
Technology Education

H19 氷室　昭三 期待されるこれからの高専教育
日本高専学会第13回年会
講演会

H22 尋木　信一 学生指導へのICTの活用
平成22年度高等専門学校
教育教員研究集会

H19 氷室　昭三 高専教育の温故知新
第4回技術者教育研究所
ワークショップ

H22 石川　洋平、松野　良信 SNSを利用したクラス運営
日本産業技術教育学会九
州支部　第23回九州支部

H19 氷室　昭三 地域再生をめざした高専教育
平成19年度九州沖縄地区
国立工業高等専門学校教
員研修会

H22
石川　洋平、荻島　真澄、池上　勝
也、活田　健治

電子蛍製作を題材としたものづくり教育
日本産業技術教育学会九
州支部　第23回九州支部
大会

Ｈ19
深井　澄夫、佐々木　伸一、福田
隆良、石川　洋平、松野　良信、活
田　健治

大学・高専連携による「理科離れ対策」に関する一考察
日本産業技術教育学会九
州支部論文集、第15巻

H22 嘉藤　学、嘉藤　直子、堀田　孝之 ディジタル教材を用いた創造性を育むプログラミング導入教育 有明高専紀要46

H19
Iwashita, T., Yoshida, M., Izumi, K.,
Uchiumi, M., Watanabe, T.

Creative Education using Problem-based Learning Methods
for Interdisciplinary Student Teams

Symposium on Advances in
Technology Education 2007

H22 菅沼　明、正代　隆義
九州大学新入生の情報機器使用経験の推移と全学教育情報
処理科目

情報教育研究集会

H19 吉田　正道、坪根　弘明、篠崎　烈 小中学校への理科教育支援
日本機械学会九州支部第
61期総会講演会

H22 菅沼　明、金子　邦彦、正代　隆義 実例で学ぶ入門C言語プログラミング J. B. 企画

Ｈ19 川嵜　義則 高専教育における現状と展望
熊本県立技術短期大学校
FD勉強会

H22 原　武嗣、嘉藤　直子
実験とプログラミングを用いた太陽電池に関する入門学習方
法の提案

論文集「高専教育」、第33
号

H19 今井　一雅、他13名
文部科学省の現代GPによるe-Learning創造性教育コースの
展開

高等専門学校情報処理教
育研究発表会論文集第27

H22
松野　良信、堀田　孝之、池上　勝
也、石川　洋平

有明高専教育用コンピュータシステムの更新とクラウド型サー
ビスの導入に関する検討

高等専門学校情報処理教
育研究発表論文集、第30

H19 松野　良信、石川　洋平
HDによる授業のビデオ化に関する検討－高等専門学校プロ
グラミング基礎教育での取り組み－

教育システム情報学会第
32回全国大会公園論文集

H22 氷室　昭三 推薦入学と進級できない学生
日本高専学会第16回年会
講演会講演論文集

H19 竹内　伯夫、酒井　健、鮫島　朋子 球技を中心とした物理教育教材の開発・研究～力学編～
日本物理学会2008年春季
大会講演概要集第63巻、
第1号、第2分冊

H22 北岡　敏郎 有明高専における創造設計合同演習の試み
平成22年度全国高等専門
学校専攻科実務者会議報
告書

H20 加藤　浩司、松岡　高弘
建築学科における「地域協働演習I」の取り組み : 2007年度の
活動報告

有明高専紀要44 H23
松野　良信、堀田　孝之、池上　勝
也、石川　洋平

教育用コンピュータシステムの更新とクラウド型サービスの導
入に関する検討

有明高専紀要47

H20 加藤　浩司 学外実習制度の積極的活用～教育効果と運用課題の検討～
平成20年度高専教育講演
論文集

H23
坂井　久徳、井上　竜輔、久冨　慧、
吉冨　貴司、岡崎　朋広、池之上

シーケンス制御実験装置の製作　～疑似ＥＴＣ・疑似可動橋・
疑似立体駐車場～

有明高専紀要47

H20
徳田　仁、安部　規子、三戸　健司、
村田　和穂、GUMBINE Richard、山
崎　英司

本校学生の英語力向上のための総合的対策の検討(3) : 4年
生のTOEIC IPの結果分析を中心に

有明高専紀要44 H23 徳田　仁、安部　規子、山崎　英司
本校学生の英語力向上のための総合的対策の検討（４）－新
入学生のBACEテストの結果分析ー

有明高専紀要47

H20
Shinozaki, A., Akashi, K., Tadakuma,
H., Kinoshita, S., Kawamura, E.

Trial of Practical Engineering Education Programs 2nd Isate 2008

（出典 平成 18 年度～平成 23 年度 有明工業高等専門学校紀要） 
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（分析結果とその根拠理由）  

個々の教員は，教育に関する各種の評価結果に基づいて継続的改善を行っている。また，自主的に

自己点検，目標設定，改善計画を立て，教育の改善に努めている。さらに，これらの各種改善活動や

自己点検について，学校として状況を把握している。 

  

資料９－１－④－３ 

教員の資質及び指導力の向上のための取組に関する規則 

（出典 教員の資質及び指導力の向上のための取組に関する規則） 
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観点９－１－⑤： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

 

（観点に係る状況）  

有明工業高等専門学校紀要には，研究活動が教育の改善に結び付いた実績が，資料９－１－⑤－１

に示すように報告されている。例えば，英語教育や国語教育，数学教育では，基準５に示すように，

新しい教授方法の取組がある（前掲資料５－１－②－５，５－２－①－１，５－２－①－３）。 

さらに，卒業研究や特別研究では，教員の研究テーマを学生とともに研究しているものも多くある

（資料９－１－⑤－２）。特に，後述の本校での現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）

（選択的評価事項A参照）では，取組を通じた学生への新しい教育を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－⑤－１ 

研究活動が教育の質の改善に寄与した事例 

年度 著者 タイトル 講演会名もしくは論文雑誌名 年度 著者 タイトル 講演会名もしくは論文雑誌名
H17 内海　通弘、出来　恭一 高出力レーザ実験に対する安全教育について 論文集「高専教育」，第29号 H20 明石　剛二、福永　圭 高専における設計・製図教育の在り方に関する一考察 日本機械学会講演論文集

H17 Abe, N.
The development of English Reading Ability of Japanese
High School Students : Focusing on Explanatory Factors

Annual Review of English
Language Education in Japan,
Vol. 17

H20 明石　剛二
高専における設計製図教育と密接な関係にある機械実習
の現状と今後の在り方に関する一考察

平成20年度秋季大会研究発
表講演会

H17 安部　規子
The Relationship between Listening Ability and
Metacognitive Factors in L1 and L2

英語と英語教育、特別号 H20 堀田　源治
安全活動を通した技術者倫理の素養育成－フィールドワー
クと技術者倫理教育の融合－

有明高専紀要45

H17 加藤　浩司
高専における実践的な都市計画・設計教育の試み　その１
「卒業研究」への導入とその効果

2005年度日本建築学会大会
学術講演会

H20
Abe, N., Uenishi, K.,
Hosaka, Y., Ozasa, T.

A Quantitative Analysis of the First Year Textbooks of Five
Asian EFL Countries: Focusing on the Introduction of Verbs

Workshop Proceedings of 4th
International ICTATLL at

H18 加藤　浩司
地域社会との連携による都市計画・設計教育の実践報告
(1) : 高専型地域連携モデル開発のための基礎的研究

有明高専紀要42 H20
Hosaka, Y., Abe, N.,
Uenishi, K., Ozasa, T.

To-Infiniteve in Japan's EFL Textbooks: A diachronic
quantitatibe comparison

Workshop Proceedings of 4th
International ICTATLL at
University of Colombo

H18 加藤　浩司 高専におけるまちづくり実践教育の可能性
2006年度日本建築学科大会
（関東）研究協議会資料

H21 堀田　源治
自立形人間形成と技術者倫理実践を目的とする工学手法と
してのEthics-based Engineeringの提案

有明高専紀要45

H18
石川　洋平、深井　澄
夫、相川　正義

自習システムを用いた集積回路設計教育プログラム
日本産業技術教育学会九州
支部論文集、第14巻

H21
堀田　源治、山口　英
一、嘉藤　学

有明高専における技術者倫理教育 工学・工業教育研究講演会

H18
Abe, N., Uenishi, K.,
Ozasa, T.

A Quantitative Analysis of the English Textbooks of
Thailand, China, Korea and Japan: With a Focus on
Readability

ICTATLL Workshop 2006: ICT
in Analysis, Teaching and
Learning of Languages

H21 堀田　源治 人間力育成を目的とする継続教育としての技術者倫理教育 工学・工業教育研究講演会

H19
石川　洋平、西原　望、
金子　絢美、深井　澄夫

高専におけるアナログLSI設計教育環境の構築
日本産業技術教育学会第19
回九州支部大会

H21 Hotta, G.
Proposal of Practicing Education for Engineering using a
Safety Activity

International Conference on
Engineering Education &
Research 2009 KOREA

H19
Abe, N., Motooka, N.,
Ozasa, T.

A Quantitative Analysis of the English Textbooks of
Thailand, China, Korea and Japan: With a Focus on
Readability in Texts, Textbooks and Readability

University of Strathclyde
Publishing

H21 Hotta, G.
Proposal of Ethics-Based Engineering as engineered
method to practice independent human formation and
engineering ethics

2009 JSEE Annual
Conference-International
Session Proceedings

H19
Asai, T., Uenishi, K.,
Abe, N., Ozasa, T.

A Quantitative Analysis of the English Textbooks of the
Five Asian ELF Countries: With a Focus on Verbes

ICTATLL Workshop 2007
PREPRINTS

H21 堀田　源治
教育の形骸化防止を目的として－講義の実践において生じ
る問題点と解決法－

第10回技術者倫理ワーク
ショップ

H19
Abe, N., Asai, T.,
Sakamoto, M., Ozasa, T.

A Quantitative Analysis of the English Textbooks of
Thailand, China, Korea and Japan: With a Focus on
Readability

ICTATLL Workshop 2007
PREPRINTS

H21
川嵜　義則、笠野　孝太
郎、村上　輝夫

障害児のための教育的自走車の開発と安全性の検討 有明高専紀要45

H19 川嵜　義則
有明高専における環境・福祉・医療・防災機器開発を通した
工学教育の実践

岩井善太先生退職記念シン
ポジウム

H22
嘉藤　学、嘉藤　直子、
堀田　孝之

ディジタル教材を用いた創造性を育むプログラミング導入教
育

有明高専紀要46

H19
明石　剛二、松川　真
也、河村　英司、川嵜

消防用ホース簡易巻取り機の開発を通したものづくり教育
－有明高専専攻科における実践事例報告－

日本工学教育協会平成19年
度工学・工業教育研究講演

H22
堀田　源治、山口　英
一、嘉藤　学

有明高専における技術者倫理教育
工学・工業教育研究講演会
（日本工学教育協会）

H19
石川　洋平、清水　暁
生、深井　澄夫

アナログLSI設計早期教育
東京大学大規模集積システ
ム設計教育研究センターデザ
イナーフォーラム2007

H22 堀田　源治 技術を学ぶものの責任と倫理
平成22年度高専-長岡技科
大教員交流研究集会

H19
金子　絢美、石川　洋
平、活田　健治、清水
暁生、深井　澄夫

アナログLSI設計を支援するe-learningシステムの構築と利
用例

日本産業技術教育学会九州
支部大会第20回九州支部大
会

H22 堀田　源治 工学の動機を再認識する倫理基準工学の提案
第8回全国高専テクノフォーラ
ム講演予稿集

H19 Ono, S.
Preliminary Experiment Study On The Dynamic
Characteristics of Sliding Base-Isolators With The Thermal
Sprayed Sliding Surface

International Symposium on
Advances in Technology
Education (ISATE) 2007

H22 堀田　源治、中原　涼
工学と倫理の融合により、技術者倫理教育の効果向上を図
る倫理配慮工学の提案

日本工学教育協会2010年
年次大会講演論文集

H19 岩本　晃代、久米　弘 漫画を翻案教材に用いた高専の古文の教材開発と評価 日本教授学習心理学会 H22 Hotta, G
Ethics Consideration Engineering as Prevention of
Engineering Ethics Education's being made Ruin

2010 JSEE Annual
Conference

H19 岩本　晃代
高等専門学校における教育課程の変遷と今日的方向に関
する研究

九州教育経営学会 H22 Hotta, G
Proposal of Method of Practicing Engineering Ethics
Education Necessary for Promotion of Technical Talent
People

The 5th International
Conference on Business and
Technology Transfer

H20 岩本　晃代
高等専門学校における教育課程の変遷と今日的課題に関
する研究

九州大学学位論文 H22 菅沼　明、下園　幸一
授業用教材スライド内の文字の出現頻度と属性に基づく重
要語自動抽出法と評価

情報処理学会・教育学習支
援情報システム研究会

H20 加藤　浩司
インターンシップ制度の積極的活用－研究活動と一体的に
実施した場合の教育効果と課題－

論文集「高専教育」、第32号 H22 菅沼　明、下園　幸一
授業用教材スライド内における「話の流れ」の解析と可視化
について

情報処理学会・デジタルド
キュメント研究会

H20
明石　剛二、河村　英
司、松川　真也、真島
良将、川嵜　義則

ものつくりを含む課題研究型工学教育の実践－消防用ホー
ス巻取り機の開発からジェットコースター事故問題まで－

日本工学教育協会平成20年
度工学・工業教育研究講演
会

（出典 平成 18 年度～平成 23 年度 有明工業高等専門学校紀要） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では教育の質の改善に寄与する多くの研究活動を実践している。また，卒業研究や特別研究も

教育の質の改善に大きく寄与している。 

 

  

資料９－１－⑤－２ 

研究が教育の改善に結び付いた一事例 

（出典 西日本新聞（2007 年 3 月 6 日）） 
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観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントが，適切な方法で実施され，組織として教

育の質の向上や授業の改善に結び付いているか。 

 

（観点に係る状況）  

ファカルティ・ディベロップメントは，主にFD委員会（前掲資料９－１－①－３）が総括し，前述

の授業改善アンケート・公開授業及び公開授業ディスカッションの他に，FD研修会（資料９－２－①

－１）を行い，個々の教員及び組織としての教育の質の向上を図っている。 

一般教育・専門連携協議会では，一般教育科と全専門学科が連携し，現在のカリキュラムや教授内

容に関する改善活動を行っている（前掲資料９－１－②－16）。 

また，前述した非常勤講師との教員間連絡ネットワーク協議会，担任会，科目内連絡会，学生・教

員連絡会等も教育の質の向上につながっている。さらに，新任教員に対しては，チューター教員が付

き，教授内容や方法等について，きめ細かい支援を行っている。 

FD委員会をはじめとする様々な組織によるファカルティ・ディベロップメントは，各教員や関係各

所にまで還元され，例えば，観点９－１－③に記した授業改善アンケートの各教員の評価値（α値）

の全教員平均値は，年度毎に少しずつではあるが上昇傾向を示している（資料９－２－①－２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

FD委員会は，授業改善アンケートや公開授業，各種研修会等を実施している。また，教務主事室も

他の委員会と連携し，協議会や連絡会等を実施している。このように本校ではファカルティ・ディベ

ロップメントを組織として適切な方法で実施し，教育の質の向上に結び付けており，実際に改善の実

績を残している。 

  

資料９－２－①－１ 

平成 23 年度第 1 回 FD 研修会プログラム 

資料９－２－①－２ 

平成 18 年度～平成 23 年度 授業改善アンケー

トの各教員の評価値（α値）の全教員平均値 

（出典 平成 23 年度 第 1 回 FD 研修会資料） 

（出典 平成 18 年度～平成 23 年度 授業改善アンケート 

集計結果） 
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観点９－２－②： 教育支援者等に対して，研修等，その資質の向上を図るための取組が適切に行

われているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校で教育支援者の役割を担っているのは主として技術職員である。技術職員は平成17年に教育研

究技術支援センターとして再編され（資料９－２－②－１）, 学科や専門を超えた教育支援活動を行

っている。このように学内外からの要望への対応と技術力向上を目的として，様々な研修会に参加し

（資料９－２－②－２），さらに学内でも研修会や報告会を実施している（資料９－２－②－３）。 

 また，事務職員も教育支援者としての役割を担っており，様々な研修会に参加し（資料９－２－②

－４），資質の向上を図るための取組を積極的に行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－２－②－１ 

教育研究技術支援センター規程 抜粋 

資料９－２－②－２ 

平成 23 年度技術職員研修一覧 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） （出典 教育研究技術支援センターより提供） 
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（分析結果とその根拠理由）  

技術職員及び事務職員は，各種研修会に参加し，様々な分野に関する資質向上のための取組を行い，

また，教育研究技術支援センターでは，各専門を超えた横断型教育支援を行うための研修会や報告会

を実施しており，教育支援者に対して資質向上に関する取組を組織として適切に実施している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・学生による授業改善アンケート結果に対し，各教員は改善点等のコメントを学生にフィードバック

するシステムを整備している。 

・公開授業に関する取組を行い，公開授業の評価や公開授業ディスカッション議事録が各教員にフィ

ードバックされるシステムを整備している。 

 

（改善を要する点）  

特になし。 

 

 

 

資料９－２－②－３ 

教育研究技術支援センター研修報告会案内メール 

資料９－２－②－４ 

平成 23 年度職員研修一覧 

（出典 平成 23 年度 教育研究技術支援センター研修 

報告会案内メール） （出典 人事労務係より提供） 
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（３）基準９の自己評価の概要 

教育の状況について，FD委員会，教務主事室，専攻科委員会，運営懇話会，学校運営検討委員会等

を設置し，以下のような様々な点検・評価を行っている。 

FD委員会は，学生による授業改善アンケートや公開授業，FD研修会等を実施している。授業改善ア

ンケートの集計結果を，各教員にフィードバックし，各教員はその結果に対するコメントを学内のウ

ェブページ上に記載し，他の教職員や学生に開示するとともに，コメント集として全HR教室に配付し

ている。公開授業では実施直後，公開授業ディスカッションを実施し，その内容をFD委員会を通じて

全教員に周知している。FD研修会では，学外講師による講演や学内講師による事例発表や討論会を行

っている。 

教務主事室・専攻科委員会は，学生の意見や要望を聞く学生・教員連絡会を実施し，それらの意見

や要望に対する対応をウェブ上に開示するとともに実行している。運営懇話会では，学外からの意見

を聴取している。 

学校運営検討委員会は，卒業時・修了時の学生や卒業生・企業に対してアンケートを実施し，意見

を聴取し，結果を集計・分析し，ウェブ上に公開している。また，学校運営検討委員会は，各組織が

行っている点検・評価の実施が適切に機能しているかどうかのチェックや，各組織が指摘された改善

点等を他の関係組織に提言する等，評価結果を継続的改善に結び付けるための統括的組織としての役

割も担っている。 

教員の資質の向上と学校全体としての教育の質の向上を図るファカルティ・ディベロップメントは，

FD委員会をはじめとする様々な組織により，上述の活動等を実施することにより実行している。それ

らによる活動は，例えば，学生による授業改善アンケートにおいて，全科目の総計の評価点が年々少

しずつではあるが上昇していること等が示しているように，学校全体として，教育の質の向上に結び

付いているという成果を上げている。 

以上のように，教育の状況を点検・評価し，その結果に基づいて改善・向上を図るための体制を整

備し，必要な取組を行っている。また，この体制及び取組はシステムとして機能し，継続的改善に結

びついている。 
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基準10 財務 

（１）観点ごとの分析 

 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。

また，債務が過大ではないか。 

 

（観点に係る状況）  

１）資 産 

本校は独立行政法人国立高等専門学校機構

が設置する高等専門学校であり，その資産

（平成23年度）は約52億8000万円である（資

料10－１－①－１，別添資料10－１－①－

１）。これらの資産は独立行政法人となる平

成16年４月に，それまでの学校運営に使用し

てきた資産のほとんどが国から出資されたも

ので，基本的にはその資産状態がそのまま継

続されている（資料10－１－①－２，別添資

料10－１－①－２）。 

２）債 務 

本校の運営資金は国立高等専門学校機構本

部（以下「機構本部」という）から配分され

る運営費交付金及び授業料等の収入並びに外

部資金である。平成19～23年度までの貸借対

照表の概要は資料10－１－①－３の通りであ

り，平成23年度の負債は資産の約7%となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 10－１－①－１ 

平成 23 年度 資産及び債務に関する資料 

（出典 平成 23 年度貸借対照表） 

資料 10－１－①－２ 

主な財産の目録 

（出典 平成 16 年 4 月 承継資産一覧（抄）） 

資料 10－１－①－３ 

貸借対照表の概要 

（出典 平成 19 年度～平成 23 年度 貸借対照表） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校は国から出資された資産を有し，平成23年度の資産総額は約53億円であり，債務は資産の7%で

ある。したがって，教育研究活動を安定して遂行できる十分な資産を有し，債務は適正な範囲である，

と言える。 
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観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継

続的に確保されているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校の教育研究活動遂行のため，経常的に次のような収入が確保又は獲得されている。 

１）運営費交付金等 

本校の基本的な運営費は，機構本部から配分される運営費交付金及び授業料等である。平成23年度

からは，常勤教職員人件費が機構本部での一括管理となり，運営の基盤となる人的経費は機構本部へ

配分される運営費交付金により確保されている。本校の平成23年度運営費交付金は，物件費及び非常

勤教職員人件費として約6600万円が配分された。（資料10－１－②－１，別添資料10－１－②－１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）授業料等の収入 

運営費交付金に次ぐ経常的収入としては，授業料，入学料及び入学検定料がある。これら授業料等

の単価は，国が定めた基準額を適用している。平成23年度の授業料等の収入金額は約2億7000万円で

あり，平成19～23年度の5年間ほぼ同程度である（資料10－１－②－２，別添資料10－１－②－１～

５）。 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校は，運営費交付金により学校運営に必要な基本的な常勤教職員人件費を確保している，および

授業料，検定料，入学料等の経常的な収入を確保している。したがって，本校の目的に沿った教育研

究活動を安定的に遂行するために必要な経常的収入を継続的に確保している。 

 

 

 

  

資料 10－１－②－１ 

平成 23 年度配分支出予算額 

（出典 平成 23 年度決算報告書（抄）） 

科　　目 予算配分額
  運営費交付金 65,911,898
  授業料収入 240,896,400
  その他自己収入 36,465,000

計 343,273,298

年度 授業料 入学料 検定料 計

平成１９年度 213,597,750 21,573,000 6,666,000 241,836,750

平成２０年度 237,219,700 20,050,200 7,375,500 264,645,400

平成２１年度 238,549,100 21,319,200 7,425,000 267,293,300

平成２２年度 243,670,800 20,727,000 7,953,000 272,350,800

平成２３年度 241,111,650 21,403,800 7,557,000 270,072,450

資料 10－１－②－２ 

過去 5ヶ年間の授業料，入学料及び 

検定料収入の変遷 

（出典 平成 19 年度～平成 23 年度決算報告書（抄）） 
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観点10－１－③： 学校の目的を達成するために，外部の財務資源の活用策を策定し，実行してい

るか。 

 

（観点に係る状況）  

１）地域連携に係る収入 

国立高専には，従来の教育及び研究に加え，

研究成果や教職員の知的資産を活用して地域と

連携し，社会貢献することが求められている。

それらの社会貢献を通じて得られる収入に，産

学連携の経費，受託試験料等がある。 

本校では，民間企業等との共同研究や受託研

究及び受託試験を実施し，収入を得ている（資

料10－１－③－1）。 

また，平成20年度に校長裁定による受託事業費の取扱基本方針を策定し，実施している（資料10－

1－③－2）。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 10－１－③－２ 

受託事業費の取扱についての基本方針 

資料 10－１－③－１ 

連携に伴う収入の推移 

（出典 平成 23・24 年度学校要覧 p.53） 

受託試験

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 金額（千円）

平成１９年度 11 23,000 4 1,345 7,386

平成２０年度 18 14,597 5 5,426 6,992

平成２１年度 11 9,240 5 8,255 5,475

平成２２年度 6 3,887 4 1,850 6,321

平成２３年度 6 3,825 5 3,690 7,016

年度
共同研究 受託研究

（出典 平成 20 年 11 月７日校長裁定） 
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２）科学研究費助成事業（競争的資金）の獲得 

平成19～23年度の科学研究費助成事業の実績は資料10－１－③－3であり，平成23年度は，約2500

万円の補助金を獲得した。 

 

３）寄附金の受入 

後援会や企業等の外部から，教育研究助成の目的で寄附を受けており，平成19～23年度までの５年

間で，計5300万円の寄附金（奨学寄附金）を受け入れた。（資料10－１－③－4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

産学連携及び競争的資金である科学研究費助成事業並びに寄附金により教育研究経費の重要な収入

を得ており，それら外部資金に関する取扱についての基本方針を策定し，実行している。 

 

 

 

 

 

 

  

年度 件数 金額（千円）

平成１９年度 10 16,570

平成２０年度 5 7,930

平成２１年度 5 9,320

平成２２年度 7 8,230

平成２３年度 9 25,230

（出典 平成 23・24 年度学校要覧 p.47） 

資料 10－１－③－３ 

科学研究費助成事業 

（出典 平成 23・24 年度学校要覧 p.53） 

資料 10－１－③－４ 

奨学寄付金の推移 

年度 件数 金額（千円）

平成１９年度 15 15,031

平成２０年度 22 13,265

平成２１年度 11 8,565

平成２２年度 14 9,378

平成２３年度 12 7,335
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観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計

画等が策定され，関係者に明示されているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校を設置している独立行政法人国立高等専門学校機構は，法人としての各年度の予算・収支計画

・資金計画を作成し，同法人のウェブで公開し，全ての関係者に明示している。 

本校では，機構本部から配分される運営費交付金等のうち，教育研究に直接使用する経費の配分に

ついては予算委員会（資料10－２－①－１）による審議を経て配分方針を策定し，校長に報告する。

校長はその結果と併せて，所定の基準及び実績に応じて配分する非常勤教職員の給与・光熱水料等の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 10－２－①－１ 

予算委員会規程 抜粋 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
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義務的経費及びその他の経常的経費の配分案を作成し，運営会議（前掲資料２－２－①－２）に諮っ

て配分額を決定している。なお，運営会議では，運営費交付金等の積算内訳と前年度の実績を比較す

る資料を参考とし，校内での配分案検討の基礎資料としている（資料10－２－①－２）。また，各学

科の学科会議等では運営会議での審議事項を全教職員に明示している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 法人としての各年度の予算・収支・資金計画を公開し，教育研究に使用する経費の配分は予算委員

会，その他の経常的経費の配分は校長が策定し，運営会議で諮って決定を行っている。したがって，

資料 10－２－①－２ 

平成 23 年度 運営費交付金配分資料 

（出典 平成 23 年度第 4 回運営会議資料） 
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本校の目的を達成するための活動の財政上の基礎として，収支に係る計画を適切に策定し，関係者に

明示している。
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観点 10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

 

（観点に係る状況）  

本校の平成23年度の収支は資料10－２－②－１（別添資料10－２－②－１～５）の通りであり，収

支はほぼ均衡しており，若干の経常利益を計上している。 

また，平成19～23年度までの収支状況を資料10－２－②－２に示す。過去5年間，ほぼ毎年，経常

利益を計上している状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の収支は資料10－２－②－２の通りほぼ均衡しており，過大な支出超過とはなっていない。 

 

 

 

 

  

資料 10－２－②－１ 

平成 23 年度損益計算書（抄） 

（出典 平成 23 年度損益計算書（抄）） 

資料 10－２－②－２ 

収支状況の推移 

（出典 平成 19 年度～平成 23 年度損益計算書（抄）） 

※常勤教職員人件費については，平成 23 年度から機構本部において一括計上されるた

め，本資料には計上されていない。 
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観点10－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）

に対し，適切な資源配分がなされているか。 

 

（観点に係る状況）  

１）配分の基準 

本校では，機構本部から配分される運営費交付金等の内，非常勤教職員の給与，光熱水料等の義務

的経費及び経常的経費は所定の基準及び実績に応じて配分している。 

教育活動に直接必要な資源は，従来の国の予算から運営費交付金等に引き継がれた積算根拠を参考

にして財源を確認し，学生数に比例する積算方法等に従って学内に配分している。 

研究に要する経費は，運営費交付金等の積算内訳により財源を確認し，その積算を参考に教育研究

活動の状況を反映して教員毎又は学科毎に配分している。 

施設の整備は，校内からの申請に基づき校長裁量経費から配分する方法や，営繕のための経費から

整備計画に沿って校長の判断により配分する方法，大規模な施設整備については予算要求を行う方法，

等がある。 

大型設備の導入・更新は，導入を希望する者又は学科から経費の配分を校長に申請し，校長が校長

裁量経費から措置できる範囲で配分している（資料10－２－③－１）。また，機構本部から設備マス

タープランに基づく追加配分による予算措置も行われる。 

 

２）配分方法決定の手順 

配分方針の決定方法について，教育研究に直接使用する経費の配分は，学科等経費（教育，学生指

導，学科運営に係る経費），研究のための経費，研究旅費，設備維持運営費，附属施設経費等の費目

毎に，予算委員会（前掲資料10－２－①－１）で配分計画を審議している。 

審議結果は，校長に報告され，校長はその結果を基に経費の配分案を作成し，校内の最終的な意思

決定機関として機能している運営会議に諮って配分方針を決定している。運営会議での決定は各学科

の学科会議で全教員に周知している（資料10－２－③－２）。 
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資料 10－２－③－１ 

平成 23 年度校長裁量経費採択一覧 

（出典 平成 23 年度校長裁量経費採択一覧） 
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（出典 平成 23 年度第 4 回運営会議議事要旨） 

資料 10－２－③－２（1/2） 

運営会議議事録 抜粋 



有明工業高等専門学校 基準10 

- 269 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典 平成 23 年度第 4 回運営会議議事要旨） 

資料 10－２－③－２（2/2） 

予算配分方針 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では，1)非常勤給与，光熱水料等の義務的・経常的経費を，基準又は実績に応じて配分し，2)

教育のための資源は，予算委員会の審議を経て積算方式と実績を基準に配分し，3)研究活動のための

資源は，予算委員会での審議を経て積算方式を参考にしつつも研究実績や計画に応じた傾斜配分を行

う等，より効果的な方式を採用し，4)施設・設備等の整備は，整備計画を基に，財源の種類・規模に

応じて，緊急性，校内のバランス等を勘案して総合的に配分している。したがって，本校の目的を達

成するため，教育研究活動に対する適切な資源配分を実施している。 
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観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校を設置している独立行政法人国立高等専門学校機構は，法人としての各年度の予算・収支計画

・資金計画を，同法人のウェブページ（http://www.kosen-k.go.jp/information/nendo-h24.pdf）に

公開している（資料10－３－①－１）。また，現在，平成23年度の経理について，監査法人の監査を

受け，その結果を法人所管の文部科学省に提出しているところであり，文部科学大臣の承認後に，財

務諸表を公表することにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 10－３－①－１（1/3） 

平成 24 年度 予算 

（出典 独立行政法人国立学校高等専門学校機構ホームページ） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校を設置する法人の予算・収支計画，資金計画はウェブで公表しており，財務諸表は文部科学省

での審査を経て公表する予定である。 

  

資料 10－３－①－１（2/3） 

平成 24 年度 収支計画 

資料 10－３－①－１（3/3） 

平成 24 年度 資金計画 

（出典 独立行政法人国立学校高等専門学校機構ホームページ） 

（出典 独立行政法人国立学校高等専門学校機構ホームページ） 
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観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校では，財務に関する監査として，学内での内部監査及び他高専との高専相互監査を実施してい

る（資料10－3－②－1～2）。 

また本校を設置する法人の予算・収支計画，資金計画はウェブページ上に公表されており，財務諸

表は文部科学大臣の承認後，公表される予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 23 年度内部監査実施状況報告書） 

（出典；平成 23 年度高専相互会計内部監査報告書） 

資料 10－３－②－１ 

内部監査の実施状況報告書 

資料 10－３－②－２ 

高専相互会計内部監査報告書 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では，財務に関して適正な会計監査が行われている。その理由は，学内内部監査及び高専相互

監査並びに本校を含めた法人全体について監査法人による監査が行われているからである。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・社会貢献も含め，外部資金の獲得を積極的に実行し，産学連携において民間企業等との受託・共同

研究や科学研究費助成事業及び寄附金により，この5年間で約2億2900万円の外部研究費を獲得した。 

 

（改善を要する点）  

特になし。 

 

（３）基準10の自己評価の概要 

本校は，平成16年度当初に，独立行政法人国立高等専門学校機構が設立する国立の高等専門学校と

して，独立行政法人に移行した。この移行に際し，国の機関であったときの財産等について国から出

資を受け，本校の教育研究に必要な基本財産を確保している。また債務は資産の約7%であり，適正な

範囲である。 

運営の基盤となる人的経費は機構本部へ配分される運営費交付金により確保している。毎年の教育

研究に必要な基本的な経費についても機構本部から運営費交付金として配分を受け，授業料，入学料

等を加えて運営している。 

収入としては，この運営費交付金，授業料等の他に，産学連携経費（受託研究，共同研究等）を受

け入れるとともに，科学研究費助成事業に代表される競争的研究資金の獲得及び寄附金の受け入れに

より教育研究の充実に充てている。 

年間の収支については，運営費交付金及び授業料等の教育に伴う収入を基に，大きな費目毎に前年

度の実績との比較表により収支の概要を校内に示して，それを基に校内の予算配分を検討している。 

平成23年度の損益計算書によると，収支の状態は適正である。 

運営費交付金の中で，人件費や光熱水料等の義務的経費又は経常経費を除いたものの内，教育研究

に直接使用する経費は，従来の実績や運営費交付金の積算内訳等を参考にしながら，予算委員会で配

分方針を検討・決定し，その結果に従い適切に配分し，執行している。その内容は本校の構成員に明

示している。また，教育研究用の施設・設備も計画的に整備している。 

このような方針で運用した結果については，本校の実績を含めた法人全体として監査法人の監査を

受けたところであり，平成23年度の結果については文部科学大臣の承認後，公表される予定である。 
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資料11－１－①－３ 
 

委員長の選出方法等から見た各種委員会の区分 

区    分 機関数 

校長が議長となる全校的な意思決定機関 １機関 

校長が委員長となる委員会  ７委員会 

主事が委員長となる委員会  

教務主事 ４委員会 

学生主事 １委員会 

寮務主事 １委員会 

施設やセンターの委員会 ５委員会 

専攻科長が委員長となる委員会 １委員会 

校長が委員長を指名する委員会 ８委員会 

事務部長又は総務課長が委員長となる委員会 ６委員会 

その他の委員会 １委員会 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
 

基準11 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になってお

り，校長のリーダーシップの下で効果的な意思決定が行える態勢となっているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校は，資料11－１－①－１の通り，校長の職務を学校教育法の定めと同じとしている。また教

務主事，学生主事及び寮務主事を置き，その職務を資料11－１－①－１のように学則で定め，教務主

事・学生主事は副校長として

校長の広範な職務を支えてい

る（資料11－１－①－２）。 

本校は，35の委員会等を設

置し（資料11－１－①－３），

各々の審議事項，構成員等を

規程（後掲資料11－１－②－

１）で定め，校内のウェブペ

ージ（資料11－１－①－４）

等を通じて周知している。 

全委員会の審議結果は校長

に報告され（資料11－１－①

－５），これを受けた校長は

全校的な意思決定機関として

機能している「運営会議」に

諮り，決定・実施している。 

校内共通の施設として，地域共同テクノセンター，マルチメディアセンター，教育研究技術支援セ

ンターを置き，各施設の長を校長が指名により任命し，関係する業務を処理している（基準２，７）。 

校長を中心に，３主事，運営会議，企画委員会等の各種委員会，各センター等を組織し，円滑に意

思決定を行う態勢をとっている。校長を頂点とする組織図を資料11－１－①－６に，教育課程の改正

を例に，企画・立案から意思決定までの過程を資料11－１－①－７に示す。 

資料11－１－①－１ 

有明工業高等専門学校学則（抜粋） 

 

(中略) 

 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

資料11－１－①－２ 
 

有明工業高等専門学校内部組織規程（抜粋） 
平成9 年1 月23 日制定 

（目的） 

第１条 この規程は、有明工業高等専門学校学則（以下｢学則｣という。）第
11 条の規定に基づき、有明工業高等専門学校（以下｢本校｣という。）の内部
組織について、必要な事項を定める。 

（副校長） 
第２条 本校に副校長を置き、教務主事及び学生主事をもって充てる。 
２ 副校長は共同して校長の職務を助ける。 

３ 校長不在時に校長の職務を代理する者は、教務主事、学生主事の順と
する。 

（略） 

 
（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
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資料 11－１－①－４ 

学内規程・規程集等のページ 

 
 

（出典 事務部のウェブページ                                    ） 
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資料11－１－①－５ 
 

第 2 回 運営会議議事録 

 
（出典 運営会議議事録） 
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  資料11－１－①－７ 
 

企画・立案から意思決定までの過程 
 
 

（出典 学校運営委員会作成） 

 

資料11－１－①－６ 
 

組織図 

 

（出典 総務課より提供） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では，校長を中心に，各主事，運営会議，企画委員会等の各種委員会，各センター等の役割を

明確に規定し，各規程に沿って運営している。また，それらの組織を通じて校長のリーダーシップ下

で効果的に意思決定を行っている。 
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観点11－１－②： 管理運営の諸規程が整備され，各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，

効果的に活動しているか。また，危機管理に係る体制が整備されているか。 

 

（観点に係る状況）  

１）各種委員会の役割 

委員会は，教育研究等の意思決定において具体案を提出・審議し，全校的な合意形成・調整のため

の役割を果たしている。各種委員会の名称，所掌内容及び平成23年度の会議開催状況は，資料11－１

－②－１の通りである。開催されていない委員会もあるが，これは法令上設置が義務づけられている

もので，審議の事例が発生しなかった，あるいは組織内で問題が解決され開催の必要がなかったもの

等である。 

 



有明工業高等専門学校 基準11 

- 281 - 

 資料11－１－②－１ （１／３） 
管理運営に関する委員会等の所掌事項，構成員及び開催実績 

 

 委員会名称 所掌事項 構成員 
23年度 
回数 

校長が 
議長 

 

運営会議 ・学校の運営に関する重要事項について校長が意見を聴取する。  
校長，主事，学科長，専攻科長，各セ
ンター長，事務部長，課長 

12 

校長が 
委員長 

企画委員会 

・組織・機構・定員等の将来計画に関すること。 
・規則等の制定・改廃に関すること。 
・教員の人事に関すること。 
・概算要求事項等に関すること。 

・校長裁量経費等，学内から申請された予算の内容審査に関すること  
・その他校長が必要と認めた事項 

校長，主事，事務部長，課長 13 

自己点検・評価委員会 

・自己点検・評価の項目に関すること。 
・自己点検・評価の実施に関すること。 
・自己点検・評価の報告書の作成及び公表に関すること。 
・自己点検・評価の結果の活用に関すること。 
・その他，自己点検・評価に関すること。 

校長，主事，学科長，専攻科長，各セ
ンター長，事務部長，課長 

0 

情報公開委員会 

・情報公開に係る規程の制定及び改廃に関すること。 
・情報公開の実施体制に関すること。 
・開示，不開示の判断基準に関すること。 
・行政文書の開示，不開示に関すること。 

・開示実施手数料の減額又は減免に関すること。 
・不服申し立てに関すること。 
・訴訟に関すること。 
・行政文書の管理に関すること。 
・その他情報公開の円滑な実施に関すること。 

校長，主事，事務部長，課長 0 

ハラスメント 
防止委員会 

・セクシュアル・ハラスメントの防止に関する研修・啓発活動の企画及び 
 実施に関すること。 
・セクシュアル・ハラスメントに関する相談及び被害救済に関すること。  
・その他セクシュアル・ハラスメントに関すること。 

校長，主事，学科長，専攻科長，事務
部長，課長 

0 

入学者選抜委員会 

・入学者選抜の実施方針に関すること。 
・入学志願者募集要項に関すること。 
・学力試験による選抜及び推薦による選抜の実施に関すること。  
・合格者の査定に関すること。 

・その他入学者選抜に関し必要な事項 

校長，主事，学科長，専攻科長，事務
部長，学生課長,教務主事室（主事補2
名） 

9 

情報セキュリティ 
管理委員会 

・実施規程及び実施手順の制定並びに改廃 
・情報セキュリティポリシー，実施規則，実施規程及び実施手順に関し，当該
規則等の実施，周知徹底，遵守及び励行の推進，違反に対する措置，並びに
遵守状況の調査 

・情報セキュリティ教育 
・リスク管理及び非常時行動計画の策定並びに実施 
・情報セキュリティインシデント防止策の策定及び実施 
・例外措置の許可権限者の選任 
・情報セキュリティの強化に関する調査及び検討 
・情報セキュリティに関する情報の調査及び周知 

・実施規程及び実施手順の実施状況の評価及び見直し 
・その他情報セキュリティに関する事項 

情報セキュリティ責任者，情報セキュリ
ティ副責任者，情報セキュリティ推進責
任者 

1 

教員審査委員会 
・教員推薦委員会規程第４条第１項第３号による推薦書に記載された候補適
任者について，資格審査を行う。 

校長，教務主事，学生主事，寮務主事
，推薦委員長 

4 

主事が 

委員長 
となる 
委員会 

 
教
務
主
事 

 
教務委員会 

・教育課程の編成及び改廃に関すること。 
・学校行事に関すること。 
・授業時間の編成に関すること。 
・学生の転学，留学，転科，卒業，休学，復学及び退学に関すること。  
・教科書及び教材に関すること。 
・定期試験及び学業成績に関すること。 

・出欠席及び指導要録に関すること。 
・学生の科目履修に関すること。 
・特別聴講学生に関すること。 
・その他教務に関し，委員会が必要と認めた事項 

 
教務主事，教務主事補，学科選出の委
員，学生課長 

9 

組換えＤＮＡ委員
会 

・実験計画の法令等及びこの規程に対する適合性に関すること。  
・実験に係る教育訓練及び健康管理に関すること。 

・事故発生の際の必要な処置及び改善策に関すること。 
・実験に関する規程等の立案に関すること。 
・物理的封じ込めに係る施設設備に関すること。 
・組換えＤＮＡ技術の普及並びに社会への理解促進に関すること。  
・その他実験の安全確保に関すること。 

教務主事，実験に携わる教員２名，自
然科学系教員，人文社会系教員，医
学系専門家，総務課長 

0 

施設管理運営委

員会 

・本校施設の活用状況等の点検・評価に関すること。 

・本校における弾力的な教育研究活動を行うための教育研究スペース  

 （以下「共用研究スペース」という。）の確保に関すること。  

・共用研究スペースを使用する教育研究チームの選定に関すること。 

・共用研究スペースの利活用に関すること。 

・その他施設の利活用に関すること。 

教務主事，学科選出の委員，課長 0 

紀要委員会 ・紀要の編集，刊行に関し必要な事項を審議する。 
教務主事，図書館長，学科選出の委員 
図書情報管理部室員 

2 

学
生
主
事 

学生委員会 

・学生の課外活動に関すること。 
・学生の生活，風紀に関すること。 
・学生会及び集団等の指導に関すること。 
・学生の賞罰に関すること。 
・学生の保健衛生に関すること。 
・修己館の運営に係る重要事項に関すること。 

・その他学生の福利・厚生，補導に関すること。 

学生主事，学生主事補，学科選出の委
員，学生課長 

10 

寮
務
主
事 

寮務委員会 

・寄宿舎の管理，運営に関すること。 
・入退寮に関すること。 
・給食並びに食費に関すること。 
・その他寄宿舎に関すること。 

寮務主事，寮務主事補，学科選出の委
員，学生課長 

9 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
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資料11－１－②－１ （２／３） 
管理運営に関する委員会等の所掌事項，構成員及び開催実績 

 

施設やセン
ターの委員
会 

 
地域共同 
テクノセンター会議 

・産学連携推進のための企画，連絡・調整に関すること。 
・民学連携推進のための企画，連絡・調整に関すること。 
・民間等との共同研究の受入れ等に関すること。 
・その他地域連携に関すること。 

センター長，副センター長，センター
員，庶務課長，地域連携コーディネー
タ，庶務課専門職員，技術職員の代
表 

22 

教員推薦委員会 

・学内及び関係機関等に公募を行うこと。 
・応募者の書類選考を行い，その中から複数の者に順位を付けて，候補適任者
とすること。 
・推薦に係る経緯及び候補適任者名を記した「推薦書」を校長に提出すること。  

選考を行おうとする学科又は一般教育
科（以下「当該学科」という。）の学科長
又は一般教育科長，当該学科の教授 
若干名，教務主事 

4 

教育研究技術 
支援センター 

運営委員会 

・センターの基本的事項に関すること。 
・センターの施設，設備及び運営等に関すること。 
・センター職員の役割の決定に関すること。 
・その他センターに関すること。 

センター長，副センター長，学科選出
の委員，情報化推進部各１名，技術
長，副技術長，技術班長 

0 

情報セキュリティ 
推進委員会 

・情報セキュリティに関する専門的及び技術的問題の審議 
・情報システムに関わる情報セキュリティインシデントの発生時の対応 
・情報セキュリティ責任者，情報セキュリティ副責任者及び情報セキュリティ管理
者への専門的及び技術的立場からの助言及び支援 

情報セキュリティ推進責任者，情報セ
キュリティ推進員 

0 

知的財産委員会 

・教職員等の職務発明等に係る新規性，出願の価値の予備審査・知的 
 財産の権利化に関すること。 

・知的財産の活用に関すること。 
・その他本校における知的財産に関すること。 

テクノセンター長（委員長），テクノセン
ター副センター長，テクノセンター員，
知的財産委員（校長指名），総務課長 

6 

専攻科 
 
専攻科委員会 

・教育計画に関すること。 
・教育課程の編成に関すること。 

・授業時間の編成に関すること。 
・教育計画及び授業時間の編制に関すること。 
・専攻科生（以下「学生」という。）の休学，復学，退学，転学及び修了に関する
こと。 
・試験及び学業成績に関すること。 
・学生の進学及び就職に関すること。 

・学生の厚生補導に関すること。 
・その他専攻科の運営に関すること。 

専攻科長，副専攻科長，専攻科委員
，学生課長 

9 

校長が 
委 員 長 を
指名する 
委員会 

 

予算委員会 

・学科等教育研究経費の配分に関すること。 
・教育研究旅費の配分に関すること。 
・その他校長が必要と認めた経費に関すること。 

 
予算委員長，学科選出の委員，総務
学生課長 

2 

安全推進委員会 

・教職員の学生に対する安全指導状況に関すること。 
・実験・実習用設備等の安全対策に関すること。 
・実験用薬品等の管理状況に関すること。 
・実験等で使用した廃液の処理状況に関すること。 
・安全管理チェックの実施方法に関すること。 
・その他安全管理推進に関すること。 

安全推進委員長，学科選出の委員，
課長，技術長 

2 

JABEE審査対応実行委
員会 

・審査を受けるための「教育プログラム」に関する問題点及びその解決方法の調
査・検討に関すること。 
・調査・検討に基づく「教育プログラム」の修正と実施及び留意事項の周知・徹
底に関すること。 
・審査のための自己点検書の作成に関すること。 

・実地審査での審査チームとの対応に関すること。 
・実地審査での指摘に係る提言，指導に関すること。 
・その他ＪＡＢＥＥによる審査に関すること。 

学校運営検討委員会委員，教務主事
，専攻科長，総務課長，学生課長 

7 

学校運営検討委員会 

・教育目標に関すること。 
・研究に関すること。 
・社会貢献に関すること。 

・管理運営に関すること。 
・ＪＡＢＥＥによる審査及び認証評価機関による評価に関すること。  

学校運営検討委員長，学科選出の委
員 

30 

国際交流委員会 

・外国の大学等との学術交流に関すること。 
・外国の大学等からの教職員及び学生等の受入れに関すること。  

・外国の大学等への教職員及び学生の研修・派遣に関すること。  
・外国人留学生の教育指導・厚生補導に関すること。 
・その他国際交流に関すること。 

委員長，副委員長，学科選出の委員
，一般教育科（文系・理系）選出の委
員 

5 

地域教育支援委員会 

・本校教員の「出前授業」に関すること。 
・本校の実験施設などを利用して行う「体験学習」に関すること。  
・科学技術教育組織（小中学校理科・技術家庭教員部会等）を対象とした「教
員研修」に関すること。 

・実験器具の貸し出し，実験器具の製作支援に関すること。  
・その他科学技術教育支援に関すること。 

委員長，学科選出の委員，一般教育
科（理系）選出の委員，テクノセンター
員，企画室長 

7 

総合評価委員会 
・総合評価方式の実施方針に関すること。 
・個別工事に係る技術提案の評価方法に関すること。 
・個別工事に係る技術提案の審議・評価に関すること。 

学外の学識経験者２名，校長指名の
教員，総務課長 

2 

ＦＤ委員会 

・公開授業の企画及び実施に関すること。 

・FDに関する教育研究会，研修会等の企画及び実施に関すること。  

・教育活動に関する表彰制度の企画及び実施に関すること。  

・その他ＦＤ推進に関すること。 

ＦＤ委員長，教務主事，学科選出の委

員，課長 
10 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
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２）事務組織の役割 

本校事務組織規程（資料11－１－②－２）及び事務組織細則（資料11－１－②－３）をまとめて資

料11－１－②－４に示す。事務組織は，本校の教育研究活動を適法かつ合理的に実施するための役割

を果たしている。事務部長の下に２課を設け，それぞれに必要な課長補佐，担当係を配置している。

各係等は，各所掌の範囲で本校における教育，研究，社会貢献の業務をサポートし，関連する事務を

行っている。 

 

 

資料11－１－②－１ （３／３） 
管理運営に関する委員会等の所掌事項，構成員及び開催実績 

 

事務 部 長
又は 
総務 部 長
が 
委員長 
となる 
委員会 

安全衛生委員会 

・教職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。  
・労働災害の原因及び再発防止対策で，安全に係るものに関すること。  
・前２号に掲げるもののほか，教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進 

 に関する重要事項 
・教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。  
・教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関することと  
・労働災害の原因及び再発防止対策で，衛生に係るものに関すること。  
・前３号に掲げるもののほか，教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進 
 に関する重要事項 

安全衛生委員長（事務部長），産業医
，衛生管理者，安全推進委員長，総
務課長，総務課長補佐（財務担当），
過半数代表者の推薦する者 

5 

レクリエーション 

委員会 

・教職員レクリエーションに関する次の事項 

・予算に関すること。 

・計画及び運営に関すること。 

・その他教職員のレクリエーションに関すること。 

総務課長（委員長），学生課長，学科

選出の委員，各課選出の委員，教育

研究技術支援センター選出の委員 

3 

事務情報化委員会 

・事務情報化に係る基盤整備に関する事項 
・事務情報化の推進及び実施計画に関する事項 
・事務系情報システムの導入及び管理・運用に関する事項 
・事務情報化の知識及び技術の普及に関する事項 

事務部長，総務課長，学生課長，総
務課課長補佐，学生課課長補佐，企
画情報係長 

0 

競争参加資格等審査委員
会 

・一般競争入札における競争参加資格の決定等基本的な事項 

・一般競争入札における競争参加希望者の競争参加資格の有無に関する事項 
・その他前各号に掲げる事項に関連する事項 

総務課長，総務課長補佐（財務担当）
，総務課長補佐（企画担当） 

1 

公正入札調査委員会 

・公正取引委員会への通報，事情聴取の実施，入札の延期その他入札談合に
関する情報があった場合の対応 

・その他入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応 
・その他前各号に掲げる事項に関連する事項 

総務課長，総務課長補佐（財務担当）
，総務課長補佐（企画担当） 

0 

建設コンサルタント選定委
員会 

・技術提案書の提出を求める者の選定 
・技術提案書を特定するための評価基準 

・技術提案書の特定 
・その他，上記に掲げる事項に関連する事項 

総務課長，総務課長補佐（財務担当）
，施設係長 

0 

その他 
創立50周年記念事業実行
委員会 

・創立５０周年記念式典，祝賀会及び記念講演会の計画及び実施に関すること  
・創立５０周年記念誌の編纂及び発行に関すること 
・創立５０周年記念募金活動の計画及び実施に関すること  

・創立５０周年記念事業の計画及び実施に関すること 

校長，主事，学科長，専攻科長，地域
共同テクノセンター長，事務部長，課
長，後援会長，同窓会長，大牟田市
長，荒尾市長，有明広域産業技術振
興会会長 

2 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

 

資料11－１－②－３  

本校事務組織細則（抜粋） 

有明工業高等専門学校事務組織細則 

（昭和 45 年 4 月 1 日 制定） 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この細則は，有明工業高等専門学校事務組織規程第

２条第２項，第３項，第３条の２及び第４条第１項の規定

に基づき，課に置く課長補佐及び係に関し必要な事項を定

めることを目的とする。 

第２章 課の係 

(総務課) 

（略） 

 

 
（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

資料11－１－②－２  

本校事務組織規程（抜粋） 

有明工業高等専門学校事務組織規程 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この規程は、有明工業高等専門学校学則第

10 条の規定に基づき、有明工業高等専門学校の事

務部の組織及びその所掌事務について定めること

を目的とする。 

(組織) 

第２条 本校に事務部を置き、事務部に総務課及び

学生課を置く。 

（略） 

 

 
（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
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資料11－１－②－４ 
事務組織と所掌事項，職員配置 

事
務
部 

課 所   掌   事   項 係等 職員数 

事 
務 

部 
長 

 

総 

務 
課 
長 

課長補佐（企画室長） 
＊ 

一 事務の情報化推進に係る企画立案及び連絡調整に関

すること。 

二 事務のネットワークに係る専門的事項に関すること。 

三 JABEE に関すること。 

四 自己点検・評価及び外部評価に関する補助的なこと。 

五 中期計画・年度計画に関する補助的なこと。 

六 第三者評価に関する補助的なこと。 

七 地域との連携に関する補助的なこと。 

八 その他情報処理に関すること。 

企画 

情報 

係 

２ 

＊の職務は， 

一 総務課内の連絡調整

に関すること。 

二 自己点検･評価及び

外部評価に関すること。 

三 中期計画・年度計画

に関すること。 

四 第三者評価に関する

こと。 

五 外部資金(奨学寄附

金等を含む)の受入及び

契約に関すること。 

六 知的財産に関するこ

と。 

七 科学研究費補助金の

申請，報告に関すること。 

八 地域との連携に関す

ること。 

九 内地研究員及び在外

研究員等に関すること。 

十 その他企画室に関す

ること。 

一 本校の事務に関し，連絡調整に関すること。 

二 秘書事務に関すること。 

三 儀式及び会議に関すること。 

四 学則その他の校内規程の制定及び改廃に関すること。 

五 企画委員会及び運営会議に関すること。 

六 渉外に関すること。 

七 学術団体等との連絡に関すること。 

八 公印の制定，改刻及び廃止並びに保管に関すること 

九 公文書類の接受，発送，編集及び保管に関すること。 

十 郵便切手類の受払いに関すること。 

十一 教職員の身分証明並びにその他の証明に

関すること。 

十二 教職員の栄典及び表彰に関すること。 

十三 指定統計並びに総務係にかかる諸統計報告

に関すること。 

十四 自動車（スクールバスを除く）の運行及び配

車に関すること。 

十五 その他他の課，係の所掌に属しない事項に

関すること。 

総務 

係 
２ 

一 教職員の任免，服務，分限及び懲戒に関すること。 

二 教職員の給与及び諸手当に関すること。 

三 教職員の定員に関すること。 

四 教職員の出張及び研修に関すること。 

五 教職員の勤務評定に関すること。 

六 教職員の安全衛生(施設管理に関するものを除く。)及

び福祉厚生に関すること。 

七 教職員の労働災害補償に関すること。 

八 共済組合及び退職手当に関すること。 

九 教員研究集会，講習会等に関すること。 

十 教職員の勤務記録カード及び履歴書の整理保

管に関すること。 

十一 人事・労務係にかかる諸統計報告及び保管

に関すること。 

十二 その他人事・労務に関すること。 

人事 

労務 

係 

２ 

課長補佐（財務担当） 
一 予算及び決算に関す

ること。 

二 会計検査及び監査に

関すること。 

三 損害保険プログラム

に関すること。 

四 会計機関の公印の管

守に関すること。 

五 会計関係の諸規定に

関すること。 

六 財務に係る諸統計に

関すること。 

七 その他他の係の所掌

に属しない会計事項に関

すること。 

一 収入及び支払に関すること。 

二 謝金の支払決議に関すること。 

三 現金，預金，貯金及びその他有価証券に関すること。 

四 債権の管理に関すること。 

五 旅費に関すること。 

六 給与の支払に関すること。 

七 経理係にかかる諸統計報告に関すること。 

八 その他経理に関すること。 

経理 

係 
２ 

一 資産(物品)の管理に関すること。 

二 資産(物品)の調達に関すること。 

三 資産(物品)及び役務の支払決議に関すること。 

四 資産(物品)の処分に関すること。 

五 資産(物品)及び役務の検収に関すること。 

六 資産(物品)の寄附（図書を除く）に関すること。 

七 調達管理係にかかる諸統計報告に関すること。 

八 自動車の保守管理に関すること。 

九 その他調達管理に関すること。 

調達 

管理 

係 

４ 

一 不動産に関すること。 

二 営繕工事に関すること。 

三 営繕費の支払決議に関すること。 

四 冷暖房に関すること。 

五 防火・防災管理に関すること。 

六 施設の維持管理に関すること。 

七 校内警備に関すること。 

八 環境報告書に関すること。 

九 施設係にかかる諸統計報告に関すること。 

十 その他施設環境に関すること。 

施設 

係 
２ 

 
学 
生 

課 
長 

課長補佐（学務担当） 
一 学生課内の連絡調整

に関すること。 

二 教育課程の編成及び

実施に係る高度な専門

的事項に関すること。 

三 学生の修学指導に係

る高度な専門的事項に

関すること。 

四 入学者の選抜に係る

高度な専門的事項に関

すること。 

五 学生の学籍に係る高

度な専門的事項に関す

ること。 

六 留学生に関すること。 

七 ＦＤ活動の事務に関

すること。 

八 その他学務に係る事

務のうち特に重要な企画

，調査及び連絡調整に関

すること。 

一 学生の募集並びに入学者の選抜に関すること。 

二 学生の修学指導に関すること。 

三 教育課程に関すること。 

四 授業及び試験に関すること。 

五 入学，休学，復学，転学，留学及び退学に関すること。 

六 学生の進級及び卒業に関すること。 

七 学業成績及び学籍簿の整理保管に関すること。 

八 学生の身分，学業成績及び卒業等の証明に関

すること。 

九 教科書及び補助教材に関すること。 

十 学生の工場見学及び実習に関すること。 

十一 学生の表彰に関すること。 

十二 教務に関する諸統計報告に関すること。 

十三 その他他の係の所掌に属しない学生課の事

務に関すること。 

教務 

係 
４ 

一 学生及び学生団体の指導監督に関すること。 

二 学生の身上調査及び生活相談に関すること。 

三 学生の団体，集会並びに掲示，出版物等に関すること。 

四 学生の懲戒及び表彰に関すること。 

五 学生の課外活動及び施設に関すること。 

六 学生の修学旅行及び見学旅行に関すること。 

七 奨学金に関すること。 

八 授業料，入学料の減免，分納及び延納に関すること。 

九 学生の福利厚生に関すること。 

十 学生の保健衛生に関すること。 

十一 学生の就職指導及び就職あっせんに関するこ

と。 

十二 学生の旅客運賃割引証に関すること。 

十三 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関す

ること。 

十四 修己館に関すること。 

十五 学生支援係にかかる諸調査報告に関すること。 

十六 その他学生の厚生補導に関すること。 

学生 

支援 

係 

４ 

一 寄宿舎の管理及び運営に関すること。 

二 学生の入寮及び退寮に関すること。 

三 寮生の指導監督に関すること。 

四 寄宿料の免除に関すること。 

五 寮生の保健衛生に関すること。 

六 寮生の食事並びに栄養管理に関すること。 

七 寮生の食費その他諸経費に関すること。 

八 学生寮教員宿日直に関すること。 

九 寄宿舎及び寮生の諸統計報告に関すること。 

十 その他寄宿舎及び寮生に関すること。 

寮務 

係 
３ 

一 図書の選択，購入，発注及び受入に関すること。 

二 図書の支払決議に関すること。 

三 図書目録の作成及び整理に関すること。 

四 図書の管理及び保管に関すること。 

五 図書の閲覧及び貸出しに関すること。 

六 図書資料の収集及び広報に関すること。 

七 図書の製本に関すること。 

八 図書室における参考奉仕(検索指導，読書相談等)

に関すること。 

九 図書情報係にかかる諸統計報告に関すること。 

十 寄贈図書に関すること。 

十一 その他図書情報に関すること。 

図書 

情報 

係 

１ 

 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
 (注)配置職員数の欄には常勤の事務職員のみを記載。課長補佐（学務担当）は寮務係長を兼務。 
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３）危機管理に係る体制 

 危機管理に際して，別添資料11－１－②－１に示す『危機管理マニュアル』を策定し，教職員に配

付している。平成24年度から緊急地震速報装置「デジタルもぐら」を導入した（資料11－１－②－

５）。防災避難訓練は地震も想定した訓練を行っている（資料11－１－②－６）。また，平成23年度

から，暴漢の襲来に備えて各学科事務室など主要個所に「さすまた」を配備し（資料11－１－②－７

～８），運営会議メンバーは休日等の非常時連絡のためメンバーの緊急連絡先カードを携帯している

（別添資料11－１－②－２）。 

 

４）関連諸規程及びその整備状況が把握できる資料 

管理運営に関する諸規程を定め，校内のウェブページを通して教職員に周知している（前掲資料11

－１－①－４，資料11－１－②－９）。また，改善や新制度の導入等のために必要に応じて規程の改

正・制定を行っている。改正は関係委員会及び運営会議で審議し，合意を形成した上で周知している

（資料11－１－②－10）。 

 

 

 

 

 

 

 

                    資料11－１－②－５  

緊急地震速報装置（デジタルもぐら）と主な比較 

 
（出典 平成23年度第９回運営会議議事録資料） 
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資料11－１－②－６  

防災訓練スケジュールの通知 

 
（出典 平成23年度運営会議議事録資料） 
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資料11－１－②－８  

「さすまた」の配置場所の通知 

 
（出典 総務課より提供） 

 

 

                    資料11－１－②－７  

「さすまた」の配置の通知 
平成２３年５月２７日 

 教職員 各位 

                             安全衛生委員会委員長 

                                    

                 「さすまた（暴漢撃退用具）」の配置について 

 このことについて、暴漢対策用として、「さすまた（暴漢撃退用具）」を購入し、下記 

の場所に配置しましたので、お知らせいたします。（添付の配置箇所一覧を参照願います。） 

 なお、使用方法が分かる図柄が掲載されたパンフレットをお送りしますと伴に、配置箇所 

にも貼付しておりますことを申し添えます。 

 学校等に不審者進入等のニュースが流れる昨今、教職員の皆様には、これらの危機状況から 

身の保全を図られると伴に、学生の安全の確保に努めていただきますよう、お願いいたします。 

              記 

       〔さすまた配置箇所〕 

          ・各学科事務室 

          ・専攻科講義室 

          ・教育研究技術支援センター事務室 

          ・各課事務室 

          ・門衛所 

          ・寮当直室（若葉棟・銀杏棟） 

      （添付ファイル） 

        「さすまた（暴漢撃退用具）」配置箇所一覧 

        「さすまた（暴漢撃退用具）」使用図柄 

（出典 安全衛生委員会より提供） 
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資料11－１－②－９ （１／３） 
有明工業高等専門学校規程集目次 

（ＵＲＬ：） 
 
第１章 組織・運営  
第２章 企 画  
第３章 総 務  
第４章 人事・労務  
第５章 経理・調達管理・施設環境  
第６章 教務・学生  
第７章 図書情報  
第８章 その他  
 
第１章 組織・運営  
組   織 
○有明工業高等専門学校学則…………………………………………………………(平成23年９月16日一部改正) 
     教育課程表( 別表１  別表２  別表３)      
○有明工業高等専門学校専攻科規則…………………………………………………(平成22年11月18日一部改正) 
○有明工業高等専門学校内部組織規程………………………………………………(平成19年３月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校事務組織規程………………………………………………(平成22年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校事務組織細則………………………………………………(平成22年4月 １日一部改正) 
 
運   営  
○有明工業高等専門学校運営会議規程………………………………………………(平成19年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校運営懇話会要項……………………………………………(平成19年３月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校安全衛生管理規程…………………………………………(平成24年４月19日一部改正) 
○教員の資質及び指導力の向上のための取組に関する規則………………………(平成19年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校マルチメディアセンター規程……………………………(平成22年５月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校進路支援室設置要項………………………………………(平成19年３月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校事務情報化推進室設置要項………………………………(平成22年12月16日一部改正) 
○有明工業高等専門学校情報セキュリティ管理規程………………………………(平成23年12月15日一部改正) 
      別表１～５     別図１ 
○有明工業高等専門学校情報セキュリティ推進規程………………………………(平成22年10月21日一部改正) 
○有明工業高等専門学校情報セキュリティ教職員規程……………………………(平成23年12月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校情報セキュリティ利用者規程……………………………(平成23年12月15日 制定) 
 
委 員 会 
○有明工業高等専門学校企画委員会規程……………………………………………(平成22年10月21日一部改正) 
○有明工業高等専門学校職員レクリェーション委員会規程………………………(平成19年３月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校教員推薦委員会規程………………………………………(平成23年９月16日一部改正) 
○有明工業高等専門学校教員審査委員会規程………………………………………(平成19年３月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校入学者選抜委員会規則……………………………………(平成16年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校教務委員会規程……………………………………………(平成18年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校学生委員会規程……………………………………………(平成21年３月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校寮務委員会規程……………………………………………(平成21年３月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校事務情報化委員会規程……………………………………(平成22年12月16日一部改正) 
○有明工業高等専門学校運営検討委員会規程………………………………………(平成23年２月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校安全推進委員会規程………………………………………(平成19年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学教育研究技術支援センター運営委員会規程………………(平成20年11月27日一部改正) 
○有明工業高等専門学校情報公開委員会規程………………………………………(平成19年３月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校予算委員会規程……………………………………………(平成19年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校施設管理運営委員会規程…………………………………(平成19年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校競争参加資格等審査委員会規程…………………………(平成19年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校公正入札調査委員会規程…………………………………(平成19年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校建設コンサルタント選定委員会規程……………………(平成19年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校ＦＤ委員会規程……………………………………………(平成19年３月15日一部改正) 

（出典 有明工業高等専門学校ウェブ学内専用ページ） 
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○有明工業高等専門学校知的財産委員会規程………………………………………(平成21年２月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校地域共同テクノセンター運営会議要項…………………(平成19年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校国際交流委員会規程………………………………………(平成23年12月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校地域教育支援委員会規程…………………………………(平成21年２月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校総合評価審査委員会規則…………………………………(平成20年３月10日 制 定) 
○有明工業高等専門学校紀要委員会規程……………………………………………(平成21年２月19日 制 定) 
○有明工業高等専門学校ＪＡＢＥＥ審査対応実行委員会規程……………………(平成23年３月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校自己点検・評価委員会規程………………………………(平成21年12月17日 制 定) 
○有明工業高等専門学校創立５０周年記念事業実行委員会要項…………………(平成22年９月16日 制 定) 
○有明工業高等専門学校情報セキュリティ管理委員会規程………………………(平成22年10月21日 制 定) 
○有明工業高等専門学校情報セキュリティ推進委員会規程………………………(平成22年10月21日 制 定) 
○有明工業高等専門学校企画委員会規程……………………………………………(平成22年10月21日一部改正) 
○有明工業高等専門学校専攻科委員会規程…………………………………………(平成22年11月18日 制 定) 
 
第２章 企 画   
○有明工業高等専門学校受託研究取扱規程…………………………………………(平成18年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校共同研究規程………………………………………………(平成18年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校地域共同テクノセンター規程……………………………(平成19年11月29日一部改正) 
○有明工業高等専門学校地域共同テクノセンター施設利用要項…………………(平成15年２月20日一部改正) 
○有明工業高等専門学校地域共同テクノセンター施設利用要項…………………(平成18年４月 １日 制 定) 
○有明工業高等専門学校寄附金取扱規程……………………………………………(平成23年３月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校在外研究員及び内地研究員選考内規……………………(平成19年４月 １日全部改正) 
○有明工業高等専門学校受託試験取扱規程…………………………………………(平成23年10月19日一部改正) 
           受託試験申込書    受託試験料 
 
第３章 総 務     
○有明工業高等専門学校文書処理規程………………………………………………(平成19年４月 １日 制 定) 
   様式１ 様式２ 様式３ 様式４ 様式５ 様式６ 
○有明工業高等専門学校文書決裁規程………………………………………………(平成24年３月15日全部改正) 
○有明工業高等専門学校公印規則……………………………………………………(平成24年３月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校組換えＤＮＡ実験安全管理規程…………………………(平成19年４月 １日一部改正) 
  様式１  様式２  様式３  様式４～８ 
○有明工業高等専門学校校報発行要領………………………………………………(平成23年10月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校インターネットにおけるＷＷＷページ運用規程………(平成19年４月 １日一部改正) 
○校内ページ制作ガイドライン要領…………………………………………………(平成19年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校感謝状贈呈要項……………………………………………(平成19年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校法人文書管理規程…………………………………………(平成19年４月 １日 制 定) 
            法人文書保管年限 
○有明工業高等専門学校情報公開取扱規則…………………………………………(平成23年11月17日一部改正) 
(開示請求書 実施方法申出書 実施方法更なる申出書 減額申請書) 
○有明工業高等専門学校情報公開に関する開示・不開示の審査基準……………(平成19年４月 １日 制 定) 
                    別   表 
○有明工業高等専門学校公用車運行管理規程………………………………………(平成24年３月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校規程等の制定改廃に関する規則…………………………(平成20年４月 9日 制 定) 
○有明工業高等専門学校における危機管理に関する要項…………………………(平成23年５月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校個人情報保護管理体制に関する申合せ…………………(平成22年10月21日 制 定)  
○有明工業高等専門学校５０周年記念事業寄附金取扱要領………………………(平成23年10月19日 制 定) 
 
第４章 人事・労務     
○有明工業高等専門学校放射線障害予防規程………………………………………(平成19年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校客員教授規程………………………………………………(平成18年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校教職員の退職勧奨に関する内規…………………………(平成19年３月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校における技術専門官及び技術専門職員に関する規程…(平成10年３月19日 制 定) 
○有明工業高等専門学校における技術専門官及び技術専門職員の選考に関する要項(平成10年３月19日制定) 
○有明工業高等専門学校ハラスメント防止等に関する規程………………………(平成21年３月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校教員選考規程………………………………………………(平成23年９月16日一部改正) 
○有明工業高等専門学校教員選考規程の運用に関する申し合わせ………………(平成16年６月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校における旧姓使用の取扱い及び手続き等に関する内規(平成19年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校名誉教授称号授与規程    別   紙…………………(平成24年５月24日一部改正) 
○有明工業高等専門学校名誉教授称号授与規程施行細則…………………………(平成19年４月 １日一部改正) 
○名誉教授称号授与規程施行細則第１条第２項の申し合せ………………………(平成19年４月 １日一部改正) 
○有明工業高等専門学校助教の任期に関する規則…………………………………(平成22年12月16日一部改正) 
有明工業高等専門学校助教の任期に関する規則様式  
 
第５章 経理・調達管理・施設環境  
○有明工業高等専門学校不動産管理規程……………………………………………(平成19年４月１日 制 定) 
○有明工業高等専門学校防火・防災管理規程………………………………………(平成23年３月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校会計機関の補助者の指定に関する規程…………………(平成19年４月１日 制 定) 
○有明工業高等専門学校における出納員の職指定に関する規程…………………(平成19年４月１日 制 定) 
○有明工業高等専門学校における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱規程(平成19年４月１日一部改正) 
○有明工業高等専門学校機種選定規程………………………………………………(平成19年４月１日 制 定) 
○有明工業高等専門学校金庫管守要項………………………………………………(平成19年４月１日 制 定) 
○有明工業高等専門学校物品購入に関する事務取扱要項…………………………(平成19年４月１日一部改正) 
○有明工業高等専門学校債権管理及び出納事務取扱規程…………………………(平成19年４月１日 制 定)  
様式 調査確認等調書  
○有明工業高等専門学校職員給与の口座振込実施要領……………………………(平成19年４月１日 制 定) 
○有明工業高等専門学校会計監査実施規程…………………………………………(平成19年４月１日 制 定) 
○有明工業高等専門学校施設の有効活用に関する規程……………………………(平成13年10月18日 制 定) 
○有明工業高等専門学校共用研究スペース管理運営規程…………………………(平成19年４月１日一部改正) 
○有明工業高等専門学校毒物及び劇物の管理に関する規程………………………(平成19年４月１日一部改正) 
○有明工業高等専門学校スクールバス使用内規……………………………………(平成24年３月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校における会計機関の補助者等の指定について…………(平成24年４月１日校長裁定) 
○有明工業高等専門学校における会計機関の事務の一部委任について…………(平成24年４月１日事務部長裁定) 

（出典 有明工業高等専門学校ウェブ学内専用ページ） 
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第６章 教務・学生  
教 務 
○有明工業高等専門学校学業成績の評価並びに進級に関する規程………………(平成22年10月21日一部改正) 
○有明工業高等専門学校出席簿に関する規程………………………………………(平成16年６月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校研究生規程…………………………………………………(平成16年６月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校留学規程  別紙様式１  様式２  様式３………(平成16年６月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校留学取扱要領………………………………………………(平成２年７月12日 制 定) 
○有明工業高等専門学校外国人留学生特例規程……………………………………(平成10年５月22日一部改正) 
○有明工業高等専門学校チューター制度実施要領…………………………………(平成22年12月16日一部改正) 
○有明工業高等専門学校学外科目履修学生の取扱に関する規程…………………(平成16年４月１日 制 定) 
○有明工業高等専門学校聴講生規程………………………………………………  (平成16年５月20日一部改正) 
○有明工業高等専門学校特別聴講学生規程…………………………………………(平成16年４月１日 制 定) 
○有明工業高等専門学校科目等履修生規程…………………………………………(平成16年４月１日 制 定) 
○有明工業高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規程………………(平成23年２月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校における国または民法第３４条の規定による法人等が  
実施する技能審査の成果に係る学修による単位認定に関する内規………(平成18年10月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校学生のボランティア活動による単位認定に関する内規(平成16年６月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校における課題研究による単位認定に関する内規………(平成16年10月21日 制 定) 
○有明工業高等専門学校学外実習及び特別実習による単位認定に関する内規…(平成21年 7月 1日一部改正) 
○有明工業高等専門学校退学者の再入学に関する規程……………………………(平成17年１月13日 制 定) 
○有明工業高等専門学校学生表彰規則………………………………………………(平成16年12月16日 制 定) 
○有明工業高等専門学校複合生産システム工学教育プログラム履修規程………(平成23年２月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校における特別講義による単位認定に関する内規………(平成20年9月18日運営会議承認) 
○有明工業高等専門学校専攻科特別実習による単位認定に関する内規…………(平成18年４月 1日 一部改正) 
 
学生支援 
○有明工業高等専門学校学生準則  学生準則参考(制服及び記章)……………(平成16年６月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校学生懲戒内規………………………………………………(昭和21年３月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校入学料免除及び徴収猶予取扱規程………………………(平成21年３月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校授業料等免除及び徴収猶予取扱規程……………………(平成21年３月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校授業料免除選考基準………………………………………(平成16年６月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校日本学生支援機構奨学生推薦要領………………………(平成21年３月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校学生の自動二輪車等の運行に関する内規………………(平成19年４月１日一部改正) 
○有明工業高等専門学校顧問教員会議規程…………………………………………(平成21年３月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校福利施設規程………………………………………………(平成21年３月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校部室使用内規………………………………………………(平成24年３月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校学生会体育局各部の健康・安全管理規程………………(平成16年６月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校部所属学生表彰内規………………………………………(平成19年４月１日一部改正) 
○有明工業高等専門学校学生相談室規程……………………………………………(平成21年３月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校「有友情報室」設置要項…………………………………(平成18年７月19日 制 定) 
 
学  寮 
○学寮指導要領…………………………………………………………………………(平成21年３月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校寄宿舎教員宿日直規程……………………………………(平成24年３月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校寄宿舎規則………………………………………………  (平成21年３月19日一部改正) 
センター  
○有明工業高等専門学校情報処理センター規程……………………………………(平成18年４月１日一部改正) 
○有明工業高等専門学校教育用計算機システム利用規則…………………………(平成18年４月１日一部改正) 
○有明工業高等専門学校教育研究技術支援センター規程…………………………(平成20年11月27日一部改正) 
 
第７章 図書情報 
○有明工業高等専門学校図書館規則…………………………………………………(平成23年３月17日一部改正) 
○有明工業高等専門学校図書館利用規程……………………………………………(平成24年３月15日一部改正) 
○有明工業高等専門学校紀要規程……………………………………………………(平成21年２月19日一部改正) 
○有明工業高等専門学校紀要投稿内規………………………………………………(平成21年２月19日全部改正) 
○有明工業高等専門学校文献複写規程………………………………………………(平成19年４月１日一部改正) 
○有明工業高等専門学校文献複写料金徴収猶予取扱細則…………………………(平成13年３月15日一部改正) 
 （紀要関係参考資料） 
○予算及び執筆者の範囲についての申し合わせ……………………………………(平成21年２月19日 承 認) 
○(当該年に)発表した論文・著書及び講演題目の原稿作成に関する申し合わせ(平成21年２月19日 承 認) 
  
 
第８章 その他 (参考資料) 
 
○有明工業高等専門学校学生会会則…………………………………………………(平成18年４月１日一部改正)  
○有明工業高等専門学校学生会選挙細則……………………………………………(昭和40年10月１日制定)  
○有明工業高等専門学校弔電等取扱要領……………………………………………(平成23年９月16日一部改正) 
  申し合わせ 
 冷暖房機器の使用等に関する申し合わせ…………………………………………(平成21年９月17日承認) 

（出典 有明工業高等専門学校ウェブ学内専用ページ） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では，各種委員会及び事務組織は，各所掌事項を定め業務を分担し，効果的に活動している。

また，危機管理に係る体制を整備している。 

 

 

資料11－１－②－10 
平成23年度に制定・改正された規程等一覧 

 
番号 規程等の名称 運営会議付議 

1 危機管理に関する要項 一部改正 平成 23 年 5 月 19 日  

2 学則 一部改正 

平成 23 年 9 月 16 日 
3 教員選考規程 一部改正 

4 教員推薦委員会規程 一部改正 

5 弔電等取扱要領 一部改正 

6 受託試験取扱規程 一部改正 

平成 23 年 10 月 19 日 7 校報発行要領 一部改正 

8 ５０周年記念事業寄附金取扱要領 制定  

9 情報公開取扱規則 一部改正 平成 23 年 11 月 17 日 

10 情報セキュリティ利用者規程 制 定 

平成 23 年 12 月 15 日 
11 情報セキュリティ教職員規程 一部改正 

12 情報セキュリティ管理規程 一部改正 

13 国際交流委員会規程 一部改正 

14 教育研究技術支援センター規程 一部改正 平成 24 年 1 月 19 日 

15 公印規則 一部改正 

 

平成 24 年 3 月 15 日 

16 文書決裁規程 一部改正 

17 公用車運行管理規程 一部改正 

18 寄宿舎教員宿日直規程 一部改正 

19 図書館利用規程 一部改正 

20 スクールバス使用内規 一部改正 

21 部室使用内規 一部改正 

 
（出典 有明工業高等専門学校規程集） 
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観点11－２－①： 自己点検・評価が学校として策定した基準に基づいて高等専門学校の活動の総合

的な状況に対し行われ，かつ，その結果が公表されているか。 

 

（観点に係る状況）  

学校教育法第 109 条第１項に規定された総合的な自己点検・評価を行うため，本校では規程（資料

11－２－①－１）を設け，学校として策定した基準（資料 11－２－①－２）に基づき，自己点検・

評価委員会を中心に実施し，結果を『自己点検・評価報告書』として出版し（別添資料 11－２－①

－１），資料 11－２－①－３に示す機関に配付し，ウェブページに公表している（資料 11－２－①

－４）。これまでに 3 回の自己点検・評価を行った（平成 12 年 3月，17年 3月，22 年 3 月）。 

  

 

 
資料 11－２－①－２ 

点検項目一覧 

 教育理念 

 学習・教育目標 

 教育組織 

 教育方法 

 学生の受け入れ 

 広報活動 

 学生生活の指導と支援 

 国際交流 

 研究活動 

 学内施設 

 教育環境の整備 

 管理運営 

 専攻科 

 
（出典 平成 21 年 12 月第 1 回自己点検書作成 

2009WG 議事録） 

資料 11－２－①－１ 
有明工業高等専門学校自己点検･評価委員会規程 

平成２１年１２月１７日制 定 

（設置） 

第１条 有明工業高等専門学校(以下「本校」という。)に，有明工業高等専門学校自己点検・評

価委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

(目的) 

第２条 委員会は，本校の教育･研究水準の向上を図り，その目的及び社会的使命を達成するた

め，教育・研究活動等の状況について自己点検・評価を行うことを目的とする。 

(審議事項) 

第３条 委員会は，前条の目的を達成するために，次の各号に掲げる事項について審議する。 

一 自己点検・評価の項目に関すること。 

二 自己点検・評価の実施に関すること。 

三 自己点検・評価の報告書の作成及び公表に関すること。 

四 自己点検・評価の結果の活用に関すること。 

五 その他，自己点検･評価に関すること。 

(組織) 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 校長 

二 教務主事，学生主事及び寮務主事 

三 専攻科長，各学科長及び一般教育科長 

四 地域共同テクノセンター長 

五 マルチメディアセンター長 

六 教育研究技術支援センター長 

七 事務部長 

八 各課長 

(運営) 

第５条 委員会に委員長を置き，校長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員会に副委員長を置き，委員長が指名する。副委員長は，委員長の要請に応じてその職務

を代行することができる。 

（委員以外の者の出席) 

第６条 委員長は，必要に応じて，委員以外の者の出席を求め，意見を聞くことができる。 

(作業部会) 

第７条 委員会は，必要に応じて作業部会を置くことができる。 

(雑則) 

第８条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が別に定め

る。 

(事務) 

第９条 委員会の事務は，総務課において処理する。 

附 則 

この規程は，平成２１年１２月１７日から施行する。 

（出典 有明工業高等専門学校規程集） 

 

資料 11－２－①－３ 
配布先一覧 

 

 全教職員 

 文部科学省 

 高等専門学校機構本部 

 各国公私立高専 

 両技科大 

 九州沖縄地区国立大学 

 国立阿蘇青尐年交流の家 

 国立夜須尐年自然の家 

 国立山口徳地尐年自然の家 

 
（出典 総務課より提供） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校で策定した基準に基づき総合的な活動の状況に対して自己点検・評価を行い，その結果を公表

している。その根拠は，次の通りである。 

1） 定期的に全校的な自己点検・評価を行っている。 

2） その結果を文書等で外部識者等に公表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 11－２－①－４ 

自己点検・評価書のウェブによる公開 
 

 
 

（出典 有明工業高等専門学校ウェブ（http://www.ariake-nct.ac.jp/n5/n17.cgi?）） 
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観点11－２－②： 自己点検・評価の結果について，外部有識者等による検証が実施されているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校では，外部有識者の意見を学校運営に取り入れるため，平成14年度以来「運営懇話会」を開催

し，学校運営を開示・説明し，意見を求め検証を行う場としている（資料11－２－②－１）。平成23

年度の委員を資料11－２－②－２に示す。 

 

 

平成22年度の運営懇話会では，平成21年度の『自己点検・評価報告書』の内容を検証している（資

料11－２－②－３）。例えば，「7.4学生相談室（pp.97～100）」において，学生主事が相談件数・

いじめ等の項目の急増（資料11－２－②－４）を説明し，委員の質問に対して校長が改善策（カウン

セラーの増員）を提示し，実際の改善に結び付いた事例がある（資料11－２－②－５）。改善のシステム

については観点11－３－①で説明する。 

 

 

資料11－２－②－１ 
運営懇話会要項抜粋 

（設置及び目的） 
第１条 有明工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，本校の教育，研

究，運営等に関し，学外の有識者の意見を聴くため，有明工業高等専門
学校運営懇話会（以下「懇話会」という）を置き，本校の改革・改善に
資するものとする。 

（組織） 
第２条 懇話会は委員若干名で組織し，委員は，教育・行政関係者，学識経験

者及び経済団体・企業関係者等のうちから，本校の教育理念・教育目的
を理解し，高等専門学校に関して高い識見を有する者を，校長が委嘱す
る。 

（委員の任期） 
第３条 懇話会の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 
２ 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は，前任者の残任期間とす
る。 

（懇話会の開催） 
第４条 懇話会は，原則として年１回以上，校長が招集して開催し，校長が主

宰する。 
（懇話会の出席者） 
第５条 懇話会は，委員の過半数の出席のもとに行う。 
２ 懇話会の委員は，校長の了解を得た適切な者を，代理として，会議に出席
させることができる。 

（本校関係の出席者） 
第６条 校長は，懇話会に次に掲げる者を出席させる。 

（１） 主事 
（２） 学科長及び一般教育科長 
（３） 図書館長及びセンター長 
（４） 専攻科長 
（５） 事務部長 
（６） その他校長が指名する者 

（懇話会の事務） 
第７条 懇話会の事務は，庶務課において処理する。 
（その他） 
第８条 この要項に定めるもののほか，懇話会の運営に関し必要な事項は，校

長が別に定める。 
附 則 
１ この要項は，平成１４年５月３０日から施行する。 
２ 「有明工業高等専門学校参与会要項（平成１２年１０月１９日制定）は，廃
止する。 

（出典 有明工業高等専門学校運営懇話会要項） 

資料11－２－②－２ 
 

運 営 懇 話 会 委 員 名 簿 平 成 2 3年 度  
（ 敬 称 略 ）  

氏 名 所属・役職 備 考 

  高等教育関係 

  行政関係 

  女性学識経験者 

  大牟田市中学校長会 

  荒尾市中学校長会 

  地元経済界 

  地元経済界 

  報道関係 

  本校卒業生 

  本校卒業生 

(注) 任期 平成２３年9月1日～平成２５年8月31日(2年間) 

（出典 有明工業高等専門学校運営懇話会会議資料） 
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資料11－２－②－３ 

 

 

（中略） 

（配布資料） 

 

 

（出典 平成22年運営懇話会会議事録） 

資料11－２－②－４ 

 
（出典 自己点検・評価報告書 平成22年3月 p.100） 
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（分析結果とその根拠理由）  

外部有識者の意見を学校運営に取り入れるため運営懇話会を設置し，資料11－２－②－３〜５の通り，

自己点検・評価の結果を検証している。 

 

資料11－２－②－５ 

運営懇話会による『自己点検・評価書』の検証の例 
 

（中略） 
 
 

 

 

 

（出典 平成22年運営懇話会会議事録） 

 



有明工業高等専門学校 基準11 

- 297 - 

観点11－２－③： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のために改善に結び

付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では，過去３回の『自己点検・評価報告書』をその都度，全教職員に配付し，評価結果をフィ

ードバックしている。 

平成 22 年３月に作成した『自己点検・評価報告書』は，前回（平成 16年度）の自己点検・評価時

の課題と改善への取組を基に，本校の活動を現状分析し，課題と改善への展望を示す形で評価結果を

まとめている。13 の点検項目内の課題と改善への展望に記された内容をその後，改善に結び付けた

例を２つ挙げる。 

「研究活動」では，「外部への研究成果の公表は成果を上げている」と評価する一方，科学研究費

の採択について「科学研究費補助金の申請率 70％には程遠い状況である」と指摘している。これに

対し，地域共同テクノセンターが毎年学外から科研担当者を招聘し説明会を開催する等して申請率向

上に努めた（選択的評価事項Ａ：資料Ａ－１－③－３〜４）結果，選択的評価事項Ａの資料Ａ－１－

②－14 の通り，改善に結び付けている。 

「管理運営」の「各種委員会について」では，専攻科委員会の廃止に対して学校運営検討委員会の

報告書の指摘を引用しつつ，「平成 20 年度中に専攻科委員会の復活には至らなかった」と記してい

る。これに対し，平成 22 年度に専攻科委員会の必要性を再検討した結果，平成 23 年度から再び設置

することになった（資料 11－２－③－１）。 

このような改善を進めていく上で重要な役割を担う組織が学校運営検討委員会である。学校運営検

討委員会は，「学校運営全般に関して，問題点や改善点を提起するとともに，そこで指摘した事項に

対する関係各部署の対応状況を調査し，その結果を評価・検討して，次の問題点や改善点を明示」し，

「PDCAサイクルを円滑に実践し機能させるための活動」を『学校運営検討報告書』を通して展開して

いる（資料11－２－③－２）。更に，平成22年度末に『学校運営検討報告書』を基に校長がオーソラ

イズし全教職員に提示するために『学校運営改善のための報告書』（資料11－２－③－３〜４）を作

成し，学校運営改善活動に資している。 
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資料 11－２－③－２ 

 

『学校運営検討報告書』及び『学校運営改善のための報告書』の公開 

 
（出典 有明工業高等専門学校校内ウェブ 

 ） 

資料 11－２－③－１ 

 

専攻科委員会規程（案）について 
 

 
 

（出典 平成 22 年度第７回運営会議資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 本校では，自己点検・評価の結果を『自己点検・評価報告書』として全教職員にフィードバックし

ている。また，その評価結果を改善に結び付けるために学校運営検討委員会を設置し，『学校運営検

討報告書』及び『学校運営改善のための報告書』を通して，学校運営が継続的に改善できるシステム

を整備している。実際に改善に結び付けた例の通り，このシステムを有効に運営している。 

 

資料 11－２－③－４ 

 

学校運営改善のための報告書（１）抜粋 

 

 
 

（出典 学校運営改善のための報告書 p.2） 

 

資料 11－２－③－３ 

 

学校運営改善のための報告書（１）の表紙 

 
 

（出典 学校運営検討委員会より提供） 
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観点11－３－①： 外部有識者等の意見や第三者評価の結果が適切な形で管理運営に反映されている

か。 

 

（観点に係る状況）  

運営懇話会については前述した通り（前掲資料11－２－②－１～３）。また，運営懇話会の結果を

運営に反映した例は，前掲資料９－１－③－３でも述べた。平成19～23年度の運営懇話会では，資料

11－３－①－１のような意見が出されたのに対し，校長のリーダーシップの下，企画委員会，各主事

室等で改善策を企画・実行している。例えば，「入試倍率確保のため福岡市で入学試験を実施するの

か」に対し，入試倍率確保のため，従来学内（大牟田市）だけで行っていた入試を福岡市の会場でも

平成22年度より実施した。更に「有明高専の特徴等のアピールはしているのか」に対し，平成23年度

から久留米高専，北九州高専との３高専合同で実施した入試説明会において特徴をアピールしている。

また，「女子はまだ開拓する余地があるか」に対し，女子学生確保のため活動を行っている（選択的

評価事項Ｂ参照）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

外部有識者からなる運営懇話会での意見を管理運営に反映している。その根拠は次の通りである。 

1）外部有識者による運営懇話会を１年に一度開催して，意見を聞いている。 

2）運営懇話会の意見に基づき，校長のリーダーシップの下，改善を行っている。 

 

資料11－３－①－１ 
運営懇話会議事要旨（抜粋） 

運営懇話会で出された意見 
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観点11－３－②： 学校の目的を達成するために，外部の教育資源を積極的に活用しているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校における教育研究の基盤としての外部教育資源や企業人の教育研究的資源の活用は以下の通り

である。 

本校は，中国遼寧石油化工大学と学術交流協定を結び（資料11－３－②－１），教員・学生の短期

滞在による各種交流を行っている（資料11－３－②－２）。また，シンガポールポリテクニックと姉

妹協定を結び（資料11－３－②－３），物質工学科は４年次研修旅行をシンガポールで行い，更に学

校全体でも小グループの希望学生を募り，派遣している（資料11－３－②－４）。一方，シンガポー

ルの学生も本校に滞在し，授業等の見学及び参加もしている。これらは学生の国際性や多様性の育成

に役立っている。 

次に，本校は大牟田市・荒尾市と連携協力協定を締結している（資料11－３－②－５）。地域教育

支援委員会委員長は，両市の教育委員会との協力連携会議に出席し，連携事業計画を策定し，多くの

連携活動を実施している（資料11－３－②－６）。これらの活動は，周辺地域と密着した高専を目指

す本校の目的を達成するために必要不可欠なものである。 

また，本校では地元の企業や教育機関，本校退職教員等を含む非常勤講師（資料11－３－②－７）

を採用し，専門学科や進路支援室による進路セミナー（前掲資料７－２－④－２）では本校卒業生や

地元企業人を講師として招き，外部の人材を活用している。その他，専門分野に関係の深い企業への

工場見学を実施し，学外実習（前掲資料５－２－③－２）も積極的に実施する等，職業教育に関して

外部企業の教育力を活用している。 

更に，現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）（選択的評価事項A参照）や有明広域産業

技術振興会（後掲資料Ａ－1－①－７～８）では，研究活動等を通じて地元の住民や企業との協働教

育を実践し，本校専攻科課程での教育課程にも反映している（前掲資料５－５－②－３，資料11－３

－②－８）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校は海外の大学等との交流協定や教育委員会との連携協力協定を結び，教育に役立てている。ま

た，地域の人的な教育資源や企業の教育力を十分に活用し，協働教育も実践している。従って，本校

の目的を達成するために，外部の教育資源を積極的に活用しているといえる。 
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資料 11－３－②－１ 

中国遼寧石油化学大学と有明工業高等専門学校の友好交流協定の締結 

 

 

（出典  総務課より提供） 
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資料 11－３－②－２ 

中国遼寧石油化工大学と交流の記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典  平成 24 年 5 月日刊大牟田） 
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資料 11－３－②－３ 

シンガポールの 5 つのポリテクニックとの協定書 

 

           （出典  総務課より提供） 
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資料 11－３－②－４ 

シンガポールポリテクニックの訪問報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典  第 5 回国際交流委員会議事録資料２） 
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資料 11－３－②－５ 

荒尾市との協定書 

 

（出典  総務課より提供） 
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資料 11－３－②－６ 

荒尾市と大牟田市の教育委員会との連携計画 

 

（出典  地域教育支援委員会議事録資料） 

資料 11－３－②－７ 

非常勤教員（一般科） 

 

（出典  平成 24 年度学校要覧 p.11） 
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資料 11－３－②－８ 

地域協働演習Ⅰのシラバス 

 

（出典  平成 24 年度授業要目専攻科 2 年生用 p.11） 
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観点11－４－①： 高等専門学校における教育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情報を

広く分かりやすく社会に発信しているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では，受験生向け学校案内（資料11－４－①－１），女子向け高専案内（別添資料11－４－①

－１），中学生向け学校案内（別添資料11－４－①－２），中学校向け高専案内（別添資料11－４－

①－３），学生募集ポスター（別添資料11－４－①－４），学生便覧（別添資料11－４－①－５），

専攻科学生便覧（別添資料11－４－①－６），学校要覧，紀要（別添資料11－４－①－７）等の学校

紹介や入試のための各種リーフレット，定期刊行物等に，教育研究活動等の状況や活動の成果を記載

し，関係機関に配付している。具体例として，学校要覧の研究成果の部分を資料11－４－①－２に示

す。 

また，中学校訪問（資料11－４－①－３，前掲資料４－１－①－10）や学内外で入試説明会（３高

専合同の例：資料11－４－①－４）を行い（資料11－４－①－５），ウェブサイトでも必要な情報を

わかりやすく発信（資料11－４－①－６）し，高等専門学校としての責務を果たすよう活動を展開し

ている。 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校では，教育研究活動等の状況やその活動の成果に関する情報を広くわかりやすく社会に発信し

ている。 

その根拠は，次の通りである。 

1） 定期的に教育研究活動等の状況を定期刊行物等により公表している。 

2） ウェブサイトを活用して必要な情報を迅速に公表している。 

3） 中学校を含め学内外にわかりやすい情報発信に努めている。 

 

資料 11－４－①－１ 

受験生向け学校案内（抜粋） 

 

（出典  学生課より提供） 
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資料 11－４－①－２ 

教員の研究活動 

 
（出典  平成 24 年度学校要覧 p47） 
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資料 11－４－①－３ 

中学校訪問実施要項 

 

（出典  学生課より提供） 

 

資料 11－４－①－４ 

３高専合同説明会の実施要項 

 

（出典  学生課より提供） 

 

資料 11－４－①－５ 

平成２３年度学校説明会・入試説明会の開催の状況 

 

（出典  学生課より提供） 

資料 11－４－①－６ 

本校ホームページ 

 
（出典  ウェブ http://www.ariake-nct.ac.jp/） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・ 外部有識者による運営懇話会を開催し，そこで出された意見を学校運営に活かしている。 

・ 定期的に総合的な項目について自己点検・評価を行い，それを基に教育課程等の新たな取組を行

っている。 

・ 学校運営全般について継続的に点検を行う｢学校運営検討委員会｣を設け活動している。 

 

（改善を要する点）  

  特になし。 

 

（３）基準11の自己評価の概要 

本校では，校長，各主事及び各種委員会の役割を規程に定め明確化し，校長のリーダーシップの下

で，企画委員会を中心に関係部署で本校の目的達成に必要な施策を立案し，運営会議を通じて効果的

な意思決定を行う態勢をとっている。 

管理運営組織としての各種委員会及び事務組織の規程を定め，教育等の活動を支援・促進するため

適切に役割を分担し，効果的に活動することで，目的達成に向け組織として有機的に機能している。

また不測の事態に対応するため危機管理に係る体制も，マニュアルを策定し実地訓練を行う等，適切

に整備している。 

学校全体の活動及び活動の成果について，本校独自の基準を策定し，５年周期で総合的な自己点検

・評価を行い，その結果を『自己点検・評価報告書』と題してウェブサイト等で公表している。評価

結果は外部有識者からなる運営懇話会で検証されるとともに，学内においてもPDCAサイクルを円滑に

実践し機能させるために学校運営検討委員会が『学校運営検討報告書』を通してフィードバックを行

い，改善に結び付ける活動を展開する等のシステムを整備し有効に機能している。 

社会の要請により良く応えるために運営懇話会を設け，本校の運営上の諸問題について意見を聴取

し，そこで出された意見を企画委員会で検討し，関係委員会等で改善している。 

中国遼寧石油化工大学やシンガポールポリテクニックとの交流協定や教育委員会との連携協力協定

を結び，教育に役立てている。また，地域の人的教育資源や企業の教育力を十分に活用するとともに，

地域社会との協働教育も実践し，外部の教育資源を積極的に活用している。 

本校の教育研究活動等の状況やその活動の成果に関する情報は，各種刊行物やウェブサイト等を通

して広くわかりやすい表現で社会に発信し，社会の発展に寄与するという高等専門学校としての責務

を果たしている。 

 




